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欧州のエコ・ラベリングシステム

欧州では、環境政策が最重要課題のひとつと位置付けられており、環境に関する制度が

次々に導入されている。EUの環境政策については本紙７月号でご紹介したが、その中で

簡単に触れた欧州のエコラベリングについて、本号では紹介する。

本レポートは、欧州において定着している代表的な４つのエコラベリングとEMASと呼

ばれる環境監査のスキーム（注１）について、これらの活動範囲、管理方法とそのインパクト

について概要と最近の動向をジェトロ・ジュネーブ事務所がとりまとめたものである。

なお、今回の調査では、極力、具体的に対象製品数や実際にラベルを添付している製品

数を把握するよう努めたが、分野の区切り方、モデルのカウントの仕方などが不明確、か

つ、不統一であることから、推定値が多くなっていることをご容赦願いたい。

ジュネーブ事務所
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１．エコ・ラベルとは

（1）エコ・ラベルとはなにか

エコ・ラベルとは、基本的に個別製品に焦

点を当て、その製品が環境保全の要求事項に

適合しているがどうかをラベル表示すること

により、明確化するものである。EUの場合、

エコ・ラベルという用語はある製品（例：洗

剤、衣類、コンピュータなど）がどれだけ環

境に優しいかという度合いを評価し、定義さ

れた基準を満たす製品に対して特別なラベル

を表示することを認めるスキームのことを指

している。

欧州のエコ・ラベル制度は、当該制度を運

営している機関が要求事項を定めており、

ISOやDIN、BSIといった国際・国家規格と

の明確なリンケージはない。ただし、これら

国家規格を参考として使用することは多い。

また、政府が関与することがあっても、エ

コ・ラベルは、基本的に任意の制度である。

今回、取り上げた４つの環境ラベル制度も日

本に存在する環境ラベル同様、全て任意のも

（注１）EUでは、エコラベルの表示基準は製品別に特定されており、既に認知されている規格を参照するもの
と参照しないものとがあるが、ISO14000とは別の基準である。エコ・オーディットという用語は、定義
された場所または定義された組織内における管理が環境に優しいかという度合いを評価するスキームのこ
とを言う。この種の主な欧州のスキームはISO14000と密接に関連している。



のである。

産業界や一般消費者の間でエコ・ラベルが

どの程度認知されているかは、国によって大

きく異なる。今後、エコ・ラベル･スキーム

の導入が環境問題に対する消費者の意識を高

めることに貢献し、またその意識の反映がス

キームをより完成度の高いものへと導いてい

くことが期待される。エコ・ラベルに関する

産業界の反応には幅があり、その関心度は全

般的に低いのが現状であるが、環境問題に対

する世論の懸念が大きくなるほど、企業がそ

の懸念に理解を示す手段の１つとして、エ

コ・ラベルについて言及する可能性も高ま

るだろう。

（2）エコ・ラベルの表示基準

エコラベリングは前述のとおり、製品に焦

点をあてたものである（注２）。すなわち、定義

された環境（この用語は、自然環境および／

または職場環境を含み得る）への優しさ要件

を満たしていることを表すラベルは個々の製

品に付けられる。

要件は製品または製品グループ（例：繊維、

コンピュータ）別に特定されており、同じ分

野の他製品より環境面で優れていると限られ

た比率の製品を識別することを目的としてい

る。要件は、スキームを提供している機関に

よって定義されるが、（例えば、製品あたり

のエネルギー消費量を計測するためなど）

ISOタイプの規格が参考とされることはある

ものの、これらの要件を定義する国際規格は

ない。

エコラベリングは継続的に改善されていく

べきものであり、パフォーマンスの水準が高

まることが望ましい。つまり、ある分野の製

品に対してエコ・ラベルを認めるかどうかの

基準は時の経過と共に変化する。その前提に

あるのは、ある分野における全ての製品の環

境への優しさの度合いは時が経つにつれて改

善し、環境面でベストな製品を識別する敷居

も高めなければならない、という考え方であ

る。基準は頻繁に見直され、その頻度は高い

場合では３年毎の場合もある。一方、環境監

査の場合、規格の実施の基準として環境パフ

ォーマンスの継続的改善の証が基本原則とし

て要求されている。

政府はエコラベル・スキームを法的に義務

化してはいないものの、政府の関与は高い。

しかし、エコ・ラベルは、基本的に任意の制

度である。エコ・ラベルの目的が、他の製品

との差別化にあることから、当然ながらその

要求基準が高いものとなり、全ての製品に遵

守を義務付ける強制の制度とはなじまないた

めである。また、技術水準の進歩に伴い、表

示すべき製品のレベルもどんどん向上するこ

とから、強制法規にはなじまないという理由

もあるものと考えられる。

２．４つの主要スキーム

本報告書では、欧州のエコ・ラベル･スキ

ームのうち特に普及度の高い４つのスキーム

について検討した。TCOを除く各スキーム

では１つのマークを全てのスキーム対象分野

で利用している。TCOの場合は、製品また

は分野別のマークが使われている。

（1）種類

①　EUのエコ・ラベル

21分野（例：コンピュータ、繊維、塗料）

で利用可能。350製品にラベルが付されている。

②　TCO99およびTCO01

TCO99はコンピュータおよび周辺機器

（例：キーボード、モニタ、プリンタ、コピ
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（注２）製造品にではなく、工場や組織の環境マネージメントに焦点をあてる環境監査スキームやEMS
（Environmental Management Systems）と異なる。



ー機）で利用可能。2,500～3,000種のディス

プレー機器（モニタ）にラベルが付されてい

るが、他製品でラベルの付されているものは

ほとんどない。なお、携帯電話についてのみ

利用されるTCO01は発表されたばかりでま

だ普及していない。

③　ノルディック・スワン

最高60の製品カテゴリー（例：紙、IT製品、

化学薬品）で利用可能。推定3,000～１万種

の製品をカバーする1,150件の「ライセンス」

（正確な統計はない）がある。スキームの主

な地域はスカンジナビア諸国。

④　ブルーエンジェル

10分野（例：紙・電気製品・建設資材・衛

生用品など）で利用可能。現在3,790の製品

についてラベルの利用が認められている

（1997年の4,400から減少）。スキームの主な

地域はドイツ。

（2）４つのスキームの比較

①　普及度

４つのスキームのうち、ノルディック・ス

ワンを除く３つが現在1,000件以上のライセ

ンスまたは認可を付与している。ノルディ

ック・スワンに関する正確な統計は存在し

ない。

a）EUのエコラベル・スキーム→10年の運

用期間でラベル認定製品数350件。

b）スウェーデンのTCOスキーム認定製品

数→2,500～3,000件（現在のライセンス

数は1,500件）

c）ノルディック・スワン、運営のみによ

る見積り認定製品数→3,000～１万件

d）ドイツのブルーエンジェルのエコ・ラ

ベル認定製品数→3,790件

②　対象分野

a）EUのエコ・ラベルは、現在21分野を対

象としており、今後分野の拡大を予定

している。EUのエコ・ラベルは、電気

製品と非電気製品の両方を対象として

おり、電気製品の例としては、パソコ

ン、ノート型パソコン、テレビ、冷蔵

庫、洗濯機、食器洗い機があり、非電

気製品の例としては、繊維および紙製

品、洗剤、土壌改良剤、塗料および靴

製品がある。このように広範囲に及ん

でいることを考えると、上述の４スキ

ームの中でEUエコラベルの利用度や登

録数が最も低いのは特筆すべきである。

b）ノルディック・スワンもまた電気製品

と非電気製品の双方を含む約60製品カ

テゴリーを対象としており、対象範囲

が広い。対象製品に含まれるものとし

ては、（非電気製品としては）繊維、事

務製品、紙製品、梱包用品、印刷紙、

ティッシュペーパー、おむつなどがあ

り、電気製品としては、コピー機、プ

リンタ、ファックス機、冷蔵庫、洗濯

機、食器洗い機がある。

c）ブルーエンジェルは繊維を対象外とし

ており、電気製品（ノート型パソコン

を含むコンピュータ、プリンタ、ファ

ックス機、TV、コピー機、冷蔵庫およ

び洗濯機）および非電気製品を対象と

している。ブルーエンジェルの運営機

関は、今後携帯電話を対象に含めるこ

とを検討している。しかし、登録数と

いう点では非電気製品である３分野

（再生紙、塗料、絨毯）が登録数全体の

３分の１を占めている。

d）TCOはオフィス機器に焦点をあててい

る。TCOは世界的な評価を得ているが

そのほとんどは、コンピュータ・モニ

タという単一製品分野において築かれ

てきた。推定では世界中のモニタの

50%がTCOラベルを表示している。今

日TCOはその他の分野ではほとんど利

JETRO ユーロトレンド　2003.94

1



用されていないが、ドイツのブルーエ

ンジェル・スキームと同様に、携帯電

話向けのエコ・ラベルの導入が検討さ

れている。

③　普及とその傾向

エコ・ラベルがどの程度、市場に普及して

いるか、具体的な数字を提示することの難し

さは、例えば複数の色がある紙製品をどのよ

うに数えるか、すなわち同じ製品に黄色と赤

がある場合、黄色と赤を別製品として２つと

数えるか、それとも１つの製品として数える

のか、という問題がある。また、エコ・ラベ

ルのついた製品数を数える代わりに、エコ・

ラベル運営機関の従業員数やスキーム参加企

業数の伸びや市場浸透度に関するデータを提

示することもある。つまり、全てのスキーム

が全ての分野について統一的に使用している

データは見当らないと思われる。

上記をふまえて、傾向について以下のよう

な結論を導きだすことができる。

a）90年代において国際的に目を見張る成長

を遂げたのはTCOのみとみられる。TCO

は、当時爆発的な成長を遂げていた量販

製品（特にコンピュータのモニタ）に焦

点をあてた全く新しいスキームを導入し

た。TCOのコンピュータ・モニタ向けの

スキームは広く環境へのインパクトを考

慮したものであった。世論の関心が高い

特定の懸案（放射物の人体への影響）に

力を入れることで、国際市場において確

実に普及率を拡大し、現在では全てのモ

ニタの50%がTCOマークを表示している

と推定されている。

b）ノルディック・スワンもまた著しい成長

を遂げたが、地理的にはスカンジナビア

諸国にほぼ限定されている。このスキー

ムは90年代前半から成長がみられた。93

年にはゼロであったスキームの登録企業

数が2002年までに600社に増え、高い成長

率はマーク自体の高い認知度によっても

確認することができる。しかし、最近に

なって、大手サプライヤーは、環境上の

信用度を示す手段として、別のEMSコン

セプト（特にISO14000認証）を採用し、

ノルディック・スワンを中止する傾向に

ある。

c）EUのエコラベル・スキームについては、

成長率が増加しても、そのもととなる数

字が小さいため、市場に与えるインパク

トはほとんどない。92年の導入から10年

間を経たものの、多分野スキームである

ブルーエンジェルまたはノルディック・

スワンの登録数のわずか約10%しか達成

していない。

d）このグループで最古のスキームであるブ

ルーエンジェル（1970年代後半に導入）

は、成長傾向という点では中間に位置し

ている。90年代の成長は限られたもので、

過去数年は減少傾向にさえある（97年に

4,400だったライセンス数は今日では3,790

に減少）。

④　法的基盤とガバナンス

法的基盤とガバナンスという点では、本書

で検討された４つのスキームには幅があり、

スキームの運営が正式な法律、規則などの制

定法によるものであるかどうか、また、ある

一国の管理下にあるか、それとも複数の国家

グループによる超国家的な管理に服している

か、に大別される。

正式な法律への関連性については、次のよ

うな違いがある。

a）EUのエコラベル・スキームは、運営手順

が正式な法律により定義されている。

b）TCOスキームは、政府の管理から完全に

独立した組織によって運営されており、

政府との関係は協議や任意協力に限られ

ている。

c）その他２つのスキームは中間に位置し、
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政府の著しい関与はあるものの、スキー

ムの導入根拠として実際に法律があるわ

けではない。ブルーエンジェルは有効な

省令の枠組み内で運営されており、日々

の業務の重要部分は連邦政府機関によっ

て直接管理されている。

d）ノルディック・スワンの場合、最終管

理権限は北欧諸国（スカンジナビア諸

国）の閣僚理事会に属している。

一方、スキームが一国家の管理下であるか、

あるいは超国家グループの管理下であるかに

ついては、ブルーエンジェルとTCOは、独

占的にそれぞれドイツ、スウェーデンの管理

下にあり、両者とも他国の関与を歓迎してい

る。EU のエコ・ラベルとノルディック・ス

ワンは超国家組織によって運営されている。

前者の場合はEU 自体、そして後者の場合は

北欧理事会（全スカンジナビア諸国によって

構成されるグループ）である。

⑤　資金調達

本報告書でとりあげているスキームで、エ

コラベリング・システムとしての全体的な財

務情報を公表しているものはなく、資金調達

の問題は複雑かつ微妙な問題である。政府に

よる資金援助は、中程度のものから高い水準

のものまでスキーム毎に異なる。

a）完全な経済的自立を保っているのは

TCOスキームで、全コストがライセン

ス収入によって賄われている。

b）複雑かつ費用のかかる運営構造をとっ

ているのがEUのエコ・ラベルで、登録

数が低いためEUの関係当局、または各

加盟国からの資金以外の収益源はほと

んどない。

c）ブルーエンジェルは、ドイツ政府が全

面的に資金を負担している部分とライ

センス収入により賄われている部分の

二つに予算が分かれている。

d）ノルディック・スワンは現在政府から

の資金援助（１国の総費用の５%）を

多少受けながらも、ほぼ完全に経済的

に自立しているが、様々な作業グルー

プや委員会のメンバーからの無料奉仕

に依存している。

３．４つのスキームの詳細

（1）EUのエコ・ラベル

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

本調査の対象となっているスキームのうち

EU当局自体によって運営管理されているの

は、このスキームのみである。92年に初めて

導入され、2000年に修正されたこのスキーム

はEUの環境政策における重要な要素として

常に位置付けられてきた。

エコ・ラベルは、導入以来、徐々に拡大し

てきたが、現在のところ多くのユーザーを引

き付けられずにいる。その理由としては、こ

の種の環境問題の優先度について欧州として

のコンセンサスがまだ形成されていないこと

が挙げられる。また、例えば京都議定書や排

水に関する環境規制などの環境プログラムに

ついて政府レベルでコンセンサスを達成する

ことができるものの、消費者レベルでの環境

問題への意識はEU諸国によって大きな差が

ある。

a）範囲、規模および対象分野

現在21分野が対象となっており、対象分野

は増加する予定である。その意味で、EUの

エコ・ラベルの対象範囲分野は広い。エコ・

ラベルは電気製品と非電気製品の両方を対象

としている。電気製品の例としては、コンピ

ュータ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い

機があり、非電気製品の例としては、繊維お

よび紙製品、洗剤、土壌改良剤、塗料および
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靴製品がある。

しかし導入10周年を迎えても、登録数は低

水準にとどまっている（最近の記録では登録

数は約350）。欧州委員会はエコ・ラベルの普

及拡大を狙って、新たな方針を策定しており、

その中には広告宣伝活動の強化やEU内のよ

り強力な国家スキームがEUのエコラベル・

スキームと競合するのを阻止する新たな方策

も含まれている。現段階でこの新たな施策が

成功するかどうかを判断するのは時期尚早で

ある。

b）法的基盤とガバナンス

本報告書で検討しているスキームの中で、

原則や主な運営メカニズムが法律で規定され

ているものはEUのエコ・ラベルのみで、閣僚

理事会規則（レギュレーション）1980/2000

OJ L237 21.9.2000で規定されている。EUの

立法制度では、このような『規則（レギュレ

ーション）』は各EU加盟国で直接適用されな

ければならない。

同規則の主な特徴は次のとおりである。

・予防原則と持続可能な発展の目標を中

心としたEUの環境政策を尊重する一般

的義務がある（第1.4条）。

・この義務を支えるものとして義務目標

が第2.2条で設定されている。EUにおけ

る意義のある総売上、このスキームを通

じて最適化することのできる意義のある

環境上のインパクト、エコラベル・スキ

ームによる製品の差別化を通じて消費者

の選択に大きな影響を与えること、につ

いて定められている。

・この規則によって、スキームの日々の

業務に重要な役割を果たす以下の４つの

機関が定められている。これら４つの管

理機関の詳細情報は、

http://europa.eu.int/comm/environment/

ecolabel/background/pm_eueb.htm

で入手することができる。

－欧州委員会

－EUエコラベリング理事会（EUEB）

－いわゆる規制委員会

－諮問フォーラム

・上記の他２つの機関（欧州議会および

閣僚理事会）が関与する場合もあるが、

上記４機関間に意見の違いがある場合に

限られる。

・欧州委員会は法律そのものを作成、提

案し、法律の条文や法的資源への変更を

提案する権限を有する。

・EUEBは中央的運営機関で、加盟国と

諮問フォーラムの代表者で構成されてい

る。EUEBの役割は規則の前文第14項で

定められている。

・本スキームを効率的かつ中立的に実施

するためには、エコ・ラベルの基準の設

定、見直し及び評価検証要件に関する業

務を適切な機関、すなわちEUEB（EU

エコラベリング理事会）に委託する必要

がある。EUEBは規則（EEC）No

880/92の第９条の下で加盟国により既に

指定された権限機関並びに全ての利害関

係当事者の均衡参加を確保すべき諮問フ

ォーラムによって構成されるべきであ

る。EUEBの議長は、EU理事会の議長

国が務めている。事務局は欧州委員会内

に置かれる。

・欧州委員会は、EUEBの活動において、

各製品で中小企業、職業組合、労働組合、

貿易業者、小売業者、輸入業者、環境保

護団体や消費者団体を含む業界やサービ

ス提供者など全ての利害関係当事者が均

等に参加できる機会を確保する（第15

条）。EUEBの手順規則は規制委員会と

の協議により欧州委員会が定める（第13

条）。

また、EUEB権限の下に３つの管理グルー

プが設置されている。これらのグループにつ
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いての情報は下記のウェブサイトから入手す

ることができる。

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

/background/pm_managementgroups.htm

－政策管理グループ　

－協力調整管理グループ（このグループ

には、国家エコラベル・スキームの運

営機関の参加が呼びかけられている）

－マーケティング管理グループ

・規制委員会（第17条）は委員会を補佐し、

自らの手順規則を定める。規制委員会の構

成は詳細事項を定める別の文書（決定

1999/468 OJ L184 17.7.1999）で定められて

いる。

・諮問フォーラムは次のグループの代表者

で構成される。リストは、

http://europa.eu.int/comm/environment/

ecolabel/consultantforum.htm

で閲覧することができる。

－雇用者連盟（UNICE）

－零細企業雇用者連盟（UEAPME）

－小売業者連盟（Eurocommerce）

－環境NGO（EEB、詳細はwww.eeb.org

を参照）

－欧州連盟を通じた消費者団体（BEUC）

－労働組合連盟（ETUC）

このかなり複雑な体制は次のように作用す

る。

・EUEBまたは欧州委員会は、ある製品グ

ループについて基準作成のための手順の設

定を要請することができる（第6.2条）。

実際の基準草案はEUEBの監督の下で作成さ

れる（第6.3条）。

・草案はまず欧州委員会で可決されなけれ

ばならず、欧州委員会はこれを規制委員会

に提出するか否かを決定する。

・各製品グループの基準の承認決定並びに

その有効期間は、EUEBとの協議の後、規

制委員会が定める（第6.1条で定められて

いる手順）。

ｃ）資金調達

EUのエコ・ラベルの申請手数料は300ユー

ロから1,000ユーロと幅がある。年間手数料

は１製品につき最低額を500ユーロ、最高額

を２万5,000ユーロとした売上高の0.15%であ

る。零細企業については若干の割引が適用さ

れている。

登録数が低いため、スキームにはEU当局

や各加盟国からの資金援助を除く収益源はほ

とんどない。

しかし、EUのエコ・ラベルは汎欧州的性

質を帯びているため、基準の選別や申請の評

価といった基本的費用のみならず、各国の代

表組織や国際委員会などの多国間体制をとる

ために必要な費用も援助しなければならな

い。資金は、例えば中枢的な事務費や対象分

野および基準に関する外部研究費を支払って

いる欧州委員会、または国内代表組織を管理

するEU加盟国によって負担されている。

（2）ブルーエンジェル

www.blauer-engel.de（メインのウェブサ

イト。一般公衆や産業界向けにスキームに関

するデータ公表）

www.umweltbundesamt.de（ドイツ連邦

環境庁-UBA-のウェブサイト。UBAはロゴと

スキームの最終管理権限を持つ）

www.ral.de（スキームの下で全ての申請の

評価とライセンスの発行を担当している独立

非営利機関であるRALのウェブサイト）

（ブルーエンジェルの名称についての注記：

ドイツ語ではこの名称は文法構造によって、

Blaue Engelと綴られたりBlauer Engelと綴

られたりする。例えば、次のメインのウェブ

サイトでは後者の綴りが採用されている。こ
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の２つの間に意味の違いはない）

ブルーエンジェルを表すこのスキームのロ

ゴは、もともとは国連の所有財産であった。

70年代に国連はドイツ政府に対してこのロゴ

を環境ラベルの目的で独占的に使用する権限

を与えた。ブルーエンジェルの最初のライセ

ンスは塗料およびワニスの分野で77年に付与

された。現在はロゴと国連の間に何ら組織的

関係は存在していない。

現在、ロゴはブルーエンジェル・スキーム

の専用となっており、最終的にはドイツ政府

が管理している。スキームの運営については、

ドイツ内の2つの組織が中心的役割を担って

いる。

－ドイツ連邦環境庁（Umweltbundesamt、

以下 UBA）

ドイツ連邦政府機関であるベルリンの

UBAはマークおよびその使用について

最終管理権を有している。UBAは対象

分野および各分野におけるラベルの付与

基準を決定する。これらの業務の遂行に

あたって、UBAは社会の様々なグルー

プで構成され独立性が期待されているい

わゆる環境陪審団を利用する。環境陪審

団は全面的にドイツ政府の資金援助を受

けている。UBAのホームページやその

他の場所にこのロゴが表示されているこ

とから、UBAにとってのブルーエンジ

ェルの重要性をうかがい知ることができ

る。このロゴはドイツ政府の環境への関

心度を示すサインとして常時利用されて

いる。

－RAL（注３）

ボン近郊のザンクト・アウグスティン

に所在する独立した非営利の非政府団

体。RALは個々の製品にブルーエンジェ

ルを付与し、ブルーエンジェル・スキー

ムの運営のバックアップ業務を遂行する

独占的権利を有している。RALは、具体

的に基準をどのように適用するかまたは

評価するか（例えば、自己適合宣言を認

めるか、それとも特定の第三者によるテ

スト報告書が必要か）を決定し、申請の

評価を行い、申請の認定または却下を行

う。UBAと同様に、RALもまた独立し

た専門家による業務支援を受けている。

RALは政府からの資金援助を受けておら

ず、運営費はラベル使用権の付与手数料

とライセンス料により賄われている。

a）範囲、規模および対象分野

ブルーエンジェルは、電気製品および非電

気製品の両方を対象に、約60種3,790件のラ

イセンスを交付している。ノルディック・ス

ワンやEUのエコ・ラベルと異なり、繊維を

対象としていない。これはおそらく、この分

野ではドイツで既に安全に焦点をあてた主要

なマーキングシステムが存在していることが

理由の１つであろう。ブルーエンジェルは、

電気製品の分野では、ノート型パソコンを含

むコンピュータ、プリンタ、ファックス機、

TV、コピー機、冷蔵庫および洗濯機を対象

としている。運営機関は、携帯電話を対象に

含めることを検討している。しかし、登録数

という点では電気製品は主要分野ではない。

現在ブルーエンジェルが最も広く利用されて

いる３分野は、再生紙、塗料、絨毯であり、

これら３分野をあわせた登録数は全体の３分

の１を占める。

b）法的基盤とガバナンス

EUのエコラベル・スキームと異なり、ス

キームの範囲や運営手順を定める正式な規則

や法律は存在しないが、基本的な文書や手順
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がいくつか存在する。

出発点は、UBAの純粋な内部文書で、こ

れは要請により一般公衆が入手することがで

きる。この文書「エコ・ラベルの付与とエ

コ・ラベル陪審団の運営手順の大原則」の最

新版は2002年５月のものである。

この文書は要請により一般公衆が入手する

ことが可能であるが、ドイツ語のみであり、

また電子ファイルはない。この文書は一度も

正式に公表されておらず、その法的な位置は

不明であるが、実務面で省令の一種として取

り扱われているようである。

この文書の主な特徴は次のとおりである。

・所有権：ブルーエンジェルの所有権が

UBAに属することが定められている。

事務局：UBAをスキームの運営事務局

と指定している。

最終意思決定機関：スキームに追加する

分野およびそれらの分野で適用される基

準を承認する意思決定機関はエコ・ラベ

ル陪審団（Jury Umweltzeichen）であ

ると定めている。また、陪審団の規模と

任命にあたっての原則についても定めて

おり、陪審団は適切な社会グループ全て

を代表する最高15人の個人によって構成

されなければならないとしている。陪審

員は連邦環境省が提案し、ドイツ各州の

環境大臣の承認を受けなければならな

い。陪審員は所属政治機関に関係なく選

別されなければならず、報酬は支払われ

ない。

・中間見直し機関：事務局は、エコ・ラ

ベルの新しい基準を上記の意思決定機

関に提案するに先立ち、これを最高３

人からなる専門家委員会による検討に

付さなければならない。この専門家委

員会は、案件毎に個別に構成され、①

ドイツの主要な産業連盟、②ドイツの

消費者団体連盟（ドイツの消費者団体

連盟の任命は、更に、任意の環境団体、

ドイツの中心的な消費者団体、また適

切な場合には労働組合から任意の形で

承認を受けなければならない）および

③UBA（UBAが希望する場合は第３

の専門家を加えることができる）の３

者によって任命される。

この陪審団の手順規則は別の文書により定

められており、この手順規則には、陪審団の

みが手順規則を変更することができると定め

られている。特徴的な点は、評価機関である

RALにオブザーバーとして陪審団会合に出席

する権利を認めている点である。

ブルーエンジェル・スキームで独占的な製

品評価権を与えられているRALは別の立場を

与えられており、RALについては別の規則が

適用される。非営利組織として設立された

RALは内部規則を定めている。RALは、産

業品質協会の代表者100人以上で構成される

理事会によって管理されている。理事会会合

は年に1回のみで、理事会には特に決まった

運営上の役割はない。

スキームの日々の運営を別として、RALの

運営手順の中で最も重要な部分はおそらく専

門家審理と呼ばれるものであろう。専門家審

理はラベル付与についての新しい基準が発表

された時に開かれる。RALは基準の定義につ

いては何の権利ももたない（この部分につい

ての責任は上記の環境陪審団が負う）が、ど

のように基準を適用するべきか、またどのテ

スト要件を求めるかを決定する。

専門家審理の大原則は、基準の定義に適用

されている大原則を手本としている。産業界

および消費者団体との協議は行われなければ

ならない。このため、評価の基盤ではなく協

議プロセスが細かく定義されている。例えば、

協議プロセスの結果、特定の機能について第

三者のテスト認定を使用するか却下するかに

ついての勧告を出すことができる。また、特

定のテスト機関を強制することもしないこと
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もできる。このような問題について厳密な規

則はない。唯一絶対的な規則は、事前に規定

された形式で協議を行わなくてはならないと

いうものである。

ブルーエンジェル・スキームでは、外部の

規格を全面的に認定することはしていない。

各分野には独自の基準がある。コンピュータ

機器についての基準には、国際規格とその他

の規格が混在しており、視覚人間工学（EN-

ISO 29241-3）、GS承認（オフィス機器に関す

るZH1-618）、MPRII 低放射、エネルギー消費、

電気および火災安全、（EN 60950/IEC950）、

EU指令に基づく電磁両立性（EMC）などが

含まれている。基準、基準の原点、承認方法

は分野毎に大きく異なっている。

c）資金調達

ブルーエンジェルは費用を２つの部分に分

けている。１つは分野の選別、基準の策定お

よびスキーム全体の監督であり、これについ

てはドイツの政府機関が全面的に資金を負担

している。２つ目は、評価手順の策定、評価

プロセス、ライセンス発行および監視で、こ

れはライセンス収入により自給的に賄われて

いる。

RALは、その活動の経済的自立を証明する

ために別の内部勘定を作成しているが、その

内容は公表されていない。手数料によって

約25人分の人件費が賄われていると推定さ

れる。

手数料としては、１回だけ支払う費用とし

て約150ユーロ、および１製品モデルにつき

最高2,200ユーロの売上高に応じた額を年間

ベースで徴収している。義務的な第三者テス

トの費用は全て申請者の負担となっている。

ブルーエンジェル・スキームの運営費は非

常に大雑把な推定では、500万ユーロから

1,000万ユーロとみられる。この範囲は、ラ

イセンス数、中間的な手数料、RALの活動費、

ドイツ連邦環境庁からの限られた資金援助を

考慮して出した概算である。

（3）ノルディック・スワン

http://www.svanen.nu（スカンジナビア

諸国で最大のスキーム運営機関であるスウェ

ーデンの運営機関のウェブサイト）

http://www.norden.org（ロゴおよびスキー

ムの最終管理権限を有する北欧理事会のウェ

ブサイト）

ノルディック・スワン・スキームは、スカ

ンジナビアの５ヵ国（スウェーデン、ノルウ

ェー、デンマーク、フィンランドおよびアイ

スランド）の政府間フォーラムである北欧

（閣僚）理事会の決定により89年に設立され

た。このスカンジナビア５ヵ国は旧ソビエ

ト連邦であるバルト海諸国とも連携関係を

持つ。

1950年代に設立されたこの理事会は基本的

に共通関心分野における政府議会間の協力の

場である。環境問題は共通関心分野の１つで

あり、閣僚理事会は年次会合に加えて、現行

で年間約4,000万ユーロの予算を環境問題に

割り当てている。理事会はコペンハーゲンに

事務局を置き、政府間条約に基づき設立され

ている。

ノルディック・スワンのロゴは、ノルディ

ック･スワンを所有している北欧理事会のロ

ゴに若干の変更を加えたものである。

a）範囲、規模および対象分野

EUのエコ・ラベルやブルーエンジェルと

同様にノルディック・スワンは約60分野を対

象としている。対象分野としては、繊維、製

品（梱包製品、印刷紙、ティッシュペーパー、

おむつ）、電気製品（コピー機、プリンタお
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よびFAX機、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機）、

IT製品、建設資材、化学薬品なども含まれて

いる。

このスキームは全面的にスカンジナビア諸

国で提供・運営されており、スカンジナビア

諸国で販売されていない製品の登録はない。

１つの製品についての定義、すなわち１製

品における複数のモデルは１つの製品なの

か、それとも複数の製品なのかについては定

かではないが、現在3,000から１万点の製品

で使用されていると推定される。

このスキームが市場で本格的に認識された

のは1990年代中頃である。例えば、このスキ

ームの最強拠点であるスウェーデンにある事

務局の職員数は95年には５人だったが2002年

には35人へと増加した。93年にはゼロであっ

たスキームへの登録企業数が2002年までに

600に増えた事実もまたこの成長を示してい

る。しかし、最近になって、特に紙製品など

について、大手サプライヤー数社は、環境上

の信用度を示すより効果的な方法として別の

EMSコンセプト（特にISO14000認証）を採

用し、ノルディック・スワンの採用を停止し

た。スキーム全体の最近の成長は主として印

刷および出版に依拠している。ノルディッ

ク・スワンの運営機関は、再成長のためにサ

ービス分野などの新たな分野を加えることを

計画している。

b）法的基盤とガバナンス

ノルディック・スワンのガバナンスはブル

ーエンジェルに比べて複雑である。これは主

にノルディック・スワンが超国家的な存在で

あることによる。環境保全と利害の均衡とい

う点で、ノルディック・スワンはブルーエン

ジェルと同じ目標を掲げているが、ノルディ

ック・スワンの場合各国の利益を反映させる

ために更にもう一層の調整が必要とされて

いる。

ガバナンスの出発点は前述のとおり、ロゴ

の最終使用権を管理する権限を握る北欧理事

会である。北欧理事会は様々な欧州の手順、

制定法および協力条約の下で運営されている

が、これらの文書の英訳は入手することがで

きない。北欧理事会はあらゆる意味でノルデ

ィック･スワンの最終管理権を握っている。

しかし実質的には、北欧理事会の運営責任

は全てNGO機関に委譲されている。ノルデ

ィック・スワン・スキームの運営は、ブルー

エンジェルのような政府事務局は存在せず、

形式的には政府からの直接的な関与からは独

立している。

業務は、超国家次元と国家次元で遂行さ

れる。

・超国家次元での調整

この超国家機関は、1989年に北欧理事会

の日常の関与を受けずにスキームを監督運

営する北欧・エコラベリング理事会という

名称の独立機関を設立した。北欧・エコラ

ベリング理事会は、スキームの対象分野と

適用基準の決定責任を負い、規則と呼ばれ

る内部手順規則を定めている。エコラベリ

ング理事会の決定は全会一致で採択される

と報告されている。

・国家次元での業務運営

北欧・エコラベリング理事会は日々の業

務責任をメンバー諸国の代表機関に委譲し

ているが、これらの代表機関のなかには政

府機関もある。

以下は、最大のスキーム採用国でありユー

ザーであるスウェーデンの国家代表機関の運

営を検討したものである。組織体制において

重要な点は、利害の均衡を達成するための一

貫した試みがみられる点である。

・スウェーデン政府が、SISエコラベリ

ングと称する地域代表機関の議決権の

10%を保有し、残りの議決権は政府の関

与を受けているスウェーデンの標準化委

員会によって保有されている。SISエコ

ラベリングは申請の評価と執行を含むス
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キームの運営を全面的に担当している。

・SISエコラベリングの意思決定機関は

更に２つの機関の管理に服している。

－国家エコラベリング委員会は新しい

提案に対する協議の場として機能す

る。６人のエコラベリング委員会の役

員は、スウェーデン環境保護理事会か

ら１人、スウェーデン政府から直接派

遣されている職員２人、フレンズ・オ

ブ・アース（NGO）から１人、スウ

ェーデン流通業連盟から１人、スウェ

ーデン標準化機関からの１人で構成さ

れている。

－基準を担当しているスウェーデン・

エコラベル協会には９人の理事（ディ

レクター）がおり、これら９人の役員

はそれぞれ世界野生保護基金、スウェ

ーデン流通業連盟、スウェーデン工業

連盟、国立化学薬品検査委員会、フレ

ンズ・オブ・ザ・アース、スウェーデ

ン自治体協会、環境保護委員会、スウ

ェーデン消費者庁およびスウェーデン

消費者理事会を代表している。

ブルーエンジェルと同様に、このようなガ

バナンスのレベルで適切に利害の均衡がはか

れるのであれば、更に普遍的な大原則は必要

ない、と想定されているようである。例えば、

第三者によるテストを利用するか否かについ

ての標準的要求は存在しない。決定は各分野

のスキームにおける基準を背景に個別に行わ

れている。

c）資金調達

ブルーエンジェルと異なり、ノルディッ

ク・スワンでは、製品の選別、基準設定、申

請の評価、コミュニケーションの機能は全て

１つの組織体制とシステムで遂行している。

スキームの最大の運営国であるスウェーデン

では、35人いる職員の人件費の５％が政府か

らの直接助成金で賄われている点を除けば、

経済的自立が保たれている。超国家的な次元

では、ロゴを所有しスキーム全体の最終管理

権限を持つ北欧理事会がスカンジナビア地域

での様々な環境協力プログラムを支援する予

算を僅かに持っているが、予算の一部がノル

ディック・スワンに充てられているか否かを

確認することはできなかった。

ノルディック・スワンでは現在政府からの

資金援助を総費用の５%程度受けていること

を除けばほぼ経済的に自立している。作業部

会メンバーの無料奉仕から大きな恩恵を受け

続けてはいるものの、直接費用のほとんどは

手数料で賄っているようである。

ノルディック・スワンは普及率が高いこと

もあり、今回の対象スキームの中では、最も

高い手数料を課している。手数料は、１回だ

け支払う申請手数料として約1,500ユーロ、

および年間ライセンス料として１生産拠点に

つき（１つの生産拠点には複数の製品が含ま

れることもある）最低額を1,000ユーロ、最

高額を３万ユーロとした売上高の0.4%であ

る。これにはノルディック・スワン事務局に

よる（スカンジナビア内での）管理訪問費が

含まれるが、義務的テストにかかる費用は全

て申請者の負担となっている。

（4）TCOスキーム

www.tco.se または www.tco.se/eng/index.htm

TCOは120万人の労働者を代表するスウェ

ーデン事務労働者組合連合である。TCOス

キームは、今回対象となった他のスキームと

は異なり、様々な意味でユニークである。

主製品であるコンピュータ・モニタ（CRT

とフラットモニタの両方を含む）のラベルの

市場普及率であるが、TCOは、両方のカテ
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ゴリーで世界の製品の50%が上記に示す

TCO99のラベルを表示していると推定して

いる。これは、他のどのスキームの普及率を

も遥かに超えている。TCOは非常に限られ

た分野において基準を設定し、世界にこれを

クリアすることを奨励することにより成功を

収めた。

エコラベリングにおけるTCOの主な関心

点は、オフィス機器にある。これを背景とし

て、TCOは80年代にコンピュータのモニタ

からの放射物を計測する技術を開発した。こ

れは、世界中で関心のある問題で、TCOは

様々な環境基準と組み合わせた技術の完成に

６年を費やし、92年にスキームを立ち上げた。

TCOの協議戦略もまた同様にユニークであ

る。複雑な規則に基づいて委員会を設置して

おり、また、様々なカテゴリーの機関からの

代表者を求める代わりに、TCOはインター

ネットを活用している。TCOは提案を公開

し、効果的な情報プログラムを利用すること

により、決定が下される前に意見を求める仕

組みをとっている。

a）範囲、規模および対象分野

TCOはエコラベリングにおいて、その関

心領域をオフィス機器に限定している。CRT

コンピュータ･モニタから始まって、最近に

なってフラット･モニタが追加された。対象

製品の大多数は依然としてコンピュータ・モ

ニタである。また、その他のIT製品も追加さ

れ、最近パソコン用として初のTCO99ラベ

ルが発行された。TCOはまた、キーボード、

プリンタおよびコピー機も対象としている。

現在TCOは、携帯電話用に新しいマーク

（本セクションの冒頭右側に表示）の導入に

向けた作業を行っているが、携帯電話の登録

はまだ行われていない。

TCOラベルをエコ・ラベルとして分類す

ることは正当であるが、TCOは他のスキー

ムとは全く異なった点に注目している。

TCOは外部環境（生態学的環境）よりも職

場環境に焦点をあてていることである。視覚

的人間工学、電磁波放出、安全性および騒音

などの問題を対象としているが、省エネや生

態学的検証といったその他の問題もとりあげ

ている。

TCOはまた成長の面でも大きく異なって

いる。４つのスキームの中で90年代に国際的

に大きく成長したスキームはTCOのみであ

る。コンピュータ・モニタのTCOスキーム

が広い意味での環境へのインパクトを考える

ものであるにもかかわらず、特に広く公共の

関心を惹きつける１つの点－人体への（電磁

波の）放出－に焦点を絞ったことがその理由

と考えられる。TCOは順調に市場での普及

率を伸ばし、現在のライセンス数は1,500程

度である。

b）法的基盤とガバナンス

TCOは外部からの法的または手続的な制

約を受けずに独自の決定を行い、一般からの

認知を確保するために基準の完全な透明化を

図っている。

TCOのエコラベリング・スキームは、ス

ウェーデン専門職員連盟の一部であるTCO

ディベロップメントが保有、運営している。

TCOディベロップメントの管理委員会は４

人で構成されている。１人はTCO中央事務

局が任命し、残りの３人はTCO連合のメン

バーから選出される。また、管理委員会には

専門的アドバイザーがいる。

TCOは、政府またはその他の機関の承認

を受けるが、これらの機関と協議を行う義務

を負わない。しかし、法的根拠はないとはい

え、実際には様々なグループとの広い協力体

制が敷かれてきた。例えば、

・1980年代後半、スウェーデン政府は無料

で調査を行うことでTCOの最初のラベ

リング・スキーム開始を支援した。政府

からの支援がなければTCOは調査費用
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を調達することはできなかったであろう。

・TCOはリファレンス・グループと呼ば

れるグループを設立、維持している。こ

のグループの中でTCOは新しい基準の

作成や既存の基準の変更について製造会

社と協議を行っている。

おそらく最も重要な点は、TCOがインタ

ーネットを開放的に利用して均衡をとってい

る点であろう。スキームに新製品を加えて特

定の評価基準を導入する場合、重大決定を下

すかなり前に英語による草案を公共のウェブ

サイトに掲載し、あらゆる人からの意見を奨

励している。

新しい基準の策定においては次の具体的協

議ステップが適用される。

・概念づくり。正式な構成は定められてい

ない。実行可能性を検討するために外部

のR&Dが含まれる場合がある。TCO事

務局が直接管理している。

・TCO管理委員会による概念の承認。

・基準草案を作成する２つのグループが設

立される。いずれの場合においても草案

は主にスウェーデン語で作成され外国人

の関与を図る体系的な試みはない。２つ

のグループの構成を定義する正式な規則

（例えば、定められた利害関係者の参加

を義務化するなど）はない。

－実際の草案を行う準備グループは、

TCO事務局が自由に選出する５、６人

の者で構成されるが、このグループの構

成についての正式な規則はない。通常は、

内部職員と外部の専門的コンサルタント

の混合グループである。唯一の一般的大

原 則 は 、 エ コ ・ ラ ベ ル に 関 す る

ISO14024要件を尊重することである。

－ユーザー･レファレンス・グループは準

備草案の見直しと懸念事項についての助

言を行う。このグループは通常15人ほど

で、労働組合の代表者の参加が圧倒的に

多い。TCOの内部職員と海外代表者が

含まれる場合もある。製造業者はこのグ

ループには参加していない。

－基準の最終草案の作成。これは英語のみ

で作成される。

－公的な協議の段階。草案はTCOのウェ

ブサイトに掲載され、関心のある者はい

かなる者であれ意見を述べることができ

る。さらに、草案はTCOが把握してい

る利害関係者に積極的に配布され、利害

関係者の意見が求められる。この草案配

布先の構成について正式な規則はない

が、TCOは問題となる分野の製品の主

要製造会社が全て含まれるように努めて

いる。モニタの場合、草案配布先は500

社にのぼる。協議段階は約６ヵ月間続く。

－基準の最終化と新しいマークの立ち上げ。

c）資金調達

導入初期にはスキームのパラメータ定義の

ための調査の提供を無料で受けるという形で

政府の援助を受けたが、今日TCOは政府か

らの援助を一切受けておらず、その他の資金

源は全て様々な作業グループや理事会のメン

バーによる無料奉仕の形で賄われている。１

つの組織単位（TCOディベロップメント）

の中で、13人の職員が対象分野の選別、基準

の策定、テスト手順の定義、申請の評価、コ

ミュニケーション、ラベル使用に関するライ

センス付与の手続全体のモニタリングを行っ

ている。この13人と外部のテクニカル・コン

サルタントの人件費やスキームの乱用防止の

ために市場調査の一環として行われるテスト

費用は全てスキームからの収入で賄わなけれ

ばならない。スキームの総収入は年間350万

ユーロから450万ユーロと推定される。

TCOディベロップメントは外部からの資

金援助を全く受けておらず、全ての費用は次

の手数料によって賄われている。

・特定のモデルのライセンスに関して１回

だけ払う「設定料」は8,000ユーロと推
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定され、TCO認可の第三者認定機関の

費用とTCOの設定費用に50%ずつ分けら

れる。

・年間ライセンス料は5,000スウェーデ

ン・クローナ（以下Skr、約500ユーロ）

・年間ライセンス料が低いため、事務局に

とって回収は煩雑であり、コンピュー

タ・モニタの取替えまでの典型的な寿命

が２年を超えることはないので、TCO

は年間ライセンス料を廃止して、その代

わりに製品寿命の間有効な１回だけの

ライセンス料に変更することを検討し

ている。

このデータから認定によるTCOの合計年

間収入を推定すると、（1,500×500ユーロ－

現在有効なライセンス数合計）+（700×

4,000ユーロ－2001年の１回払い設定料）を

算出すると合計355万ユーロとなり、そこか

ら12人の職員、関連事務費用、約15万ユーロ

と想定される調査費（外注調査費）および市

場監督活動費が賄われる。

４．一般公衆の認知度およびインパ
クト

登録数を別にすれば、エコラベリングのス

キームに対する外部社会（一般公衆または企

業）の認知度を示す唯一の証拠はスカンジナ

ビア諸国に求めることができる。

スウェーデンでは、２年に１回スウェーデ

ンの全人口をカバーできるように伝統的統計

手法を用いて2,000人を対象にノルディッ

ク・スワンに対する一般の認知度に関する意

識調査を正式に行っている。ノルディック・

スワンへの一般の認知が確立されたのは90年

代初めである。96年には95%の人がマークを

見たことがあると答え、90%の人がそのマー

クが環境保護を示すものであることを知って

いた。その後98年および2000年に行われた調

査でも同じ結果が報告されている。次の調査

は今年後半に実施される予定である。

消費者や環境を擁護する様々なNGO がエ

コラベリングへの支持を公にしているが、

一般公衆からのより広い認知を示す証拠は

ない。

この印象を確かめるものとして、次の点が

確認された。

・ドイツではブルーエンジェルの認知度に

関する体系的なアンケート調査は認知度

が70%だった90年初頭以降行われていな

い（当時、エコ・ラベルはスウェーデン

よりもドイツで高い認知度を誇っていた

ことはほぼ確かである）。

・2002年になって欧州消費者組織の連盟が

初めて汎欧州レベルでエコ・ラベルに関

する調査を実施しており、2003年末には

その結果が出るものと期待されている。

この調査では次の３つの質問を行ってい

る。①買い物をする時、環境に優しい製

品を選ぶか、②EUのエコ・ラベル（ま

たはEUフラワー）を知っているか、③

エコ・ラベル製品がどこで売られている

かを知っているか。質問が初歩的な内容

であることはから、欧州の消費者はエ

コ・ラベルに関する初歩的な知識を持っ

ていないものと考えられる。

・EUの３大経済国であるドイツ、フラン

スおよびイギリスの主要工業連盟に対

し、加盟組織に対してエコ・ラベルに関

するアンケート調査を行ったことがある

か否か、他の組織がこれに関して行った

アンケート調査について知っているか否

か、国内企業に対してエコラベリングに

関する意見や指針を出したことがあるか

否かを尋ねたところ、いずれも３つの質

問に対する答えは「否」だった。

しかし、エコラベリングのインパクトを示

すデータが全て消極的という訳ではない。エ

コラベリング・スキームや環境管理システム

の参加企業のウェブサイトを検討したとこ

ろ、より前向きな結果が得られた。これは、
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企業がエコラベリングをウェブサイトという

媒体でかなりのスペースを割いて一般公衆に

アピールする必要があるほど重要な問題と認

識しているかどうかを判断することを目的と

したものである。

その結果、エコラベル・ライセンス保有企

業の中には、ライセンス保有の事実について

ウェブサイトで全く触れていない企業もあっ

た。逆に声高にライセンス保有を唱えている

企業もあり、企業間に扱い方の大きな幅が認

められた。後者の良い例はドイツの大手日本

企業、キヤノンの在独法人（www.canon.de）

である。同社は同社のウェブページの高位部

分を環境問題に割り当てており、主要事項と

してエコ・ラベルにも触れている。

環境問題の重要性を認識している企業につ

いては、エコ・ラベルに潜在的価値があると

の考え方は強まりつつあるが、この考え方が

広く普及していることを示す証拠は何もな

い。また、この考え方が広まりエコラベリン

グが欧州市場を通じて大きな力を得るように

なるか否かを判断するのは時期尚早である。

一方、EUの中心的スキームは何故もっと

大きなインパクトを与えることができなかっ

たのかという理由としては、この種の環境問

題の優先度について欧州レベルでのコンセン

サスがまだ形成されていないことが挙げられ

る。EUは（京都議定書や排水に関する環境

規制などの）環境プログラムについて政府レ

ベルでコンセンサスを達成することができる

ものの、消費者レベルでの環境問題への意識

は国によって大きな差がある。また、EU内

には原子力発電所を幅広く認めている国があ

る一方で、これを激しく拒否している国もあ

る。このような違いがエコラベリング･スキ

ームの欧州レベルの急速展開を不可能にして

いることをEU当局が公に認めたことは一度

もないが、非公式な議論ではこの困難は認識

されている。EU当局は、環境問題の優先度

についての見解が各国間で大きくかけ離れて

いるため、妥協が必要とされるが、妥協の結

果導き出される最終結果は、どの国の消費者

にも受け入れられないような内容となるとい

う事実を認めている。

EUメンバー国内で地域的なコンセンサス

を形成しようとする試みがより成功を収めて

いるように、同じ言語を共有し、同じ圧力を

受けている小さく柔軟な集団ならば、環境基

準についてもより簡単に合意を形成すること

ができるだろう。スカンジナビア諸国（ノル

ディック・スワン）の場合は、EU同様に複

数の国を対象としているものの、長い親密な

協力関係の歴史を有している。

TCOの場合は、狭い分野（コンピュー

タ・モニタ）に対する国際的な懸念が国際的

なラベリング・プログラムという形で具現化

されたものと言える。すなわち、特定の分野

に絞ったグローバルなプログラムの方が、複

数分野を対象としてEUのように多様な地域

で行うプログラムより前進しやすい。言い換

えれば、EUのプログラムの失敗は、共通の

社会目標の下で１つにまとめられるほど狭い

地域を対象としておらず、かといってテレビ

画面の健康への悪影響など増加傾向にある特

定な分野でのグローバルな問題に取り組むほ

ど広い地域を対象としていないということで

あろう。

５．エコ・ラベルと国際規格との関係

（1）ISO14000シリーズの整合性

以上のエコ・ラベル制度は、全て第三者認

証制度であり、ISOのタイプⅠ　環境ラベル

表示制度に該当する。従って、EUエコ･ラベ

ル及びノルディック・スワンにおいては、

ISO14024について明確に言及し、適合性を

確保している。

一方、他の制度においては、ISO14024へ

の明確な言及はない状況である。しかしなが

ら、ブルーエンジェルについては、ヒアリン

グ調査を行ったところ、90%整合性が取られ
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ているとの結果であった。

ISO14024への適合は強制的なものではな

く、各ラベル制度はそれを遵守する義務を

有さないが、それぞれの制度とのバランス

を取りつつ、適合するべく対応が取られつ

つある。

（2）個別要求事項と規格との関係

ISO14024は、エコ・ラベル制度の全般的

な基準として制定されているものであるが、

個々のエコ・ラベル制度には、個別製品毎の

クライテリア（認定のための基準）が別途制

定されている。例えば、ラベル表示が認めら

れるティッシュペーパーには何％以上のリサ

イクルパルプが使用されるべきといった技術

的要求事項である。

これらの要求事項と、国際規格、国家規格

との間には、明示的な関係は存在しないのが

一般的であるようである。それぞれの制度の

機関は、全くのフリーハンドを確保する傾向

にある。

一方で、これら要求事項は、①エネルギー

消費量などの測定方法と、②エネルギー消費

量いくら以下の製品にラベル表示を認めると

いったしきい値の二つの基準から構成される

が、①の測定方法に関しては、一般的に国際

規格や国家規格などの外部の規格をそのまま

導入することが多いようである。

例えば、TCOの要求事項は、ISO、IEC、

ＥＮ規格と整合性が取られている。

また、ブルーエンジェルにおいては、コンピ

ュータ製品の要求事項は、視認性については

EN-ISO 29241-3、電気安全に関しては

IEC60950、EMCはＥＵ指令、その他はGSの

基準をミックスして使用している。

（3）適合性評価制度の整合性

また、適合性評価のシステムに関しては、

ISO14024上、ISO/IEC17025、ガイド65及び

ガイド22を活用することを推奨しているが、

現時点では、ラベル機関毎に独自の制度の構

築しているようである。

（4）要求事項の整合化の動き

ISO14024のような一般的なラベルに関す

る規格の制定を超えて、個別製品の要求事項

の国際的な整合化を図ろうとする動きが起こ

りつつある。

① GEN（グローバル・エコラベリング・ネ

ットワーク）の動き

2001年10月に、スウェーデンメンバーの

主導により、GEN（Global Eco-labeling

Network http://www.gen.gr.jp/）からパ

ソコンのエコ・ラベルのためのクライテリ

ア（認定のための基準）がウェブ上で公開

された。この文面には、標準や国際標準と

いった文言は使用されていないが、その内

容から標準と呼んでも差し支えないもので

ある。

この提案の中には、世界で最も良い事例

を調査し、各制度が、それぞれの状況やロ

ーカルな実状を勘案して、選択するという

制度が含まれている。例えば、エネルギー

消費量については、EUエコ･ラベルをター

ゲットとするなどである。

しかしながら、この試みはまだ始まった

ばかりで、詳細は、今後のアプローチ次第

である。

②　UN/ECE（国連・欧州経済委員会）の動き

GENの活動とは別に、UN/ECEが環境ク

ライテリアのための国際規格開発の可能性に

ついて議論を開始している。しかしながら、

塗料とコーティング剤の分野のみである。し

かも、まだ、事前の議論が開始されたのみで

あるようである。

６．環境監査（Eco-auditing）

（1）定義

環境監査とは、特定の事業所、工場、組織

が環境マネージメントの要求に従って、運営
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されているかどうかを審査するものである。

その対象は、個別製品の製造工程のみならず、

事業所としてのエネルギー消費や廃棄製品の

段階に至るまでが含まれうる。

欧州では、主要な公的制度であるEMAS

（Environmental Management and Audit

System 環境管理･監査システム）が存在し、

独自のロゴを有している。このロゴは、エ

コ・ラベルと異なり、製品自体の環境特性を

示しているのものではないため、製品には表

示することは出来ないが、レターヘッドや、

会社の施設などに表示することで会社自体の

宣伝に用いることが出来る。

（2）EMAS（環境管理監査制度）の概要

①　93年設立。

② 事業所、工場、組織など欧州内のあらゆ

る分野における活動が対象。基本的に

ISO14001をベースとしたEMS（Environ-

mental Management Systems）への適合性

を監査により確認するもの。

③ EU委員会の環境総局が、各国の管理組

織のサポートを得て運営。

④　約3,750の組織が認証を取得。

（3）EMASの動向

設立が93年とEUエコ・ラベル制度よりも

遅れて開始されたにもかかわらず、認証取得

数が約3,800弱と、EUエコ・ラベルを遙かに

凌駕し、最も成功しているエコ・ラベル制度

と同じぐらいの普及を見せている。

しかしながら、欧州全体で広まってきてい

ると判断するにはまだ時期尚早である。しか

も、その67%がドイツに集中しており、残り

のうち20%が３ヵ国（オーストリア、スウェ

ーデン、デンマーク）に集中しているなど、

地域的なアンバランスが目立つ。ドイツ環境

省に確認したところ、ドイツ企業の環境への

問題意識が高いためというのが答えであった。

EMASとは、エコラベルとは異なり、そも

そも、最低限の環境要求へ適合することを表

明し、間接的ながら、環境規制当局から認定

されるために始まったものである。言い換え

れば、EMS認定により、同時に、他の環境

規制法規によるコストを低減する効果を有す

る。EMASは全く任意の制度であるが、特に、

最近、EU各国の規制当局が、EMASを法規

制への遵守の審査手段として用いる傾向がで

てきているようである。北欧のパルプ企業が、

ノルディック・スワンからEMASにスイッチ

しようとしているのもこのような背景と関係

があるように思われる。すなわち、規制との

関係でコスト低減になるというメリットがか

なり大きな要因になっているようである。

（4）規格との関係

EMASは当然ながら、ISO14001と極めて

近い制度となっている。ただし、ISO14001

よりもチェック対象項目がより細かく規定さ

れており、３年毎の監査が義務付けられるな

ど、ISO14001よりも厳格な運用となってい

るのが特徴である。

また、適合性評価制度に関しても、基本的

にISO/IECガイドと整合性が取られている。
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１．ディーゼルエンジンのジレンマ

ディーゼルエンジンは、経済性でガソリン

エンジンよりも優れている。軽油とガソリン

では、EU平均で16％の価格差がある。また、

ディーゼルエンジンは熱効率が高く、燃費は

20～30％優れている。EU市民１人当たりの

年間走行距離（乗用車）は１万キロ超と長い

ため、ガソリン車よりもディーゼル車の方が

経済的であると言えよう。

ディーゼルは燃費が良いので、地球温暖化

をもたらす二酸化炭素（CO2）の排出量が少

ない。しかし、完全燃焼状態では酸性雨の原

因となる窒素酸化物（NOx）を生成し、不完

全燃焼すると燃料の燃え残り（粒子状物質：

PM）が発生する。NOxとPMは、一方を減

らせば他方が増える「トレードオフ」の関係

にある。

PMには、黒煙となって排出されるススや、

燃料中の硫黄分から生成されるサルフェート

など、ぜん息をはじめとする呼吸器系疾患の

原因物質や、発がん性の疑いがある物質があ

る。環境や健康に深刻な影響を与えるNOxと

PMの削減は、ディーゼルにとって大きな課

題だ。

一方、ガソリンエンジンは、PMの排出量

が少ないほか、NOxなど複数の有害物質を同

時に浄化する「三元触媒」という後処理技術

が開発されている。「三元触媒」は、ディー

経済性と環境性能で
ディーゼル車に人気

（欧州）

「環境に悪い」イメージが強いディーゼルエンジン。しかし、欧州ではディーゼル乗用

車が売れている。新車登録台数（乗用車）に占めるディーゼル車の割合は右肩上がりで、

2002年には40.9％に達した（図）。日本では0.1％に過ぎないシェアは、フランスでは

63.2％に上っている。欧州でディーゼル乗用車が売れるのはなぜか。その理由を探る。

海外調査部欧州課
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ゼルでは有効に作用しない。

さらにディーゼルは、燃料の着火性が悪い

ことから起きるノッキングが原因で、振動や

騒音が大きい。環境や健康への影響のみなら

ず、乗り心地の改善もディーゼルの課題とな

っていた。

２．技術改良が進展

環境保護の観点から、EUはディーゼル車

に対して厳しい規制を課している。軽油に含

まれる硫黄分の含有量を制限しているほか、

NOx、PMの排出量について基準を設けてい

る。2005年には、現行よりもさらに厳格な排

ガス基準「ユーロ４」を導入する予定だ（表）。

排出基準を満たさないディーゼル車は走行

禁止となるため、技術改良が急ピッチで進ん

でいる。燃料を高圧で噴射し、微粒化するこ

とで燃焼効率をさらに高める「コモンレール

システム」や、排出ガスを再び吸入空気と混

合して酸素濃度を抑え、燃焼時の温度を低く

してNOxの発生を低減する「EGR」、PMの

大気中への放出を抑制する「DPF」などの改

良が図られている。DPFは、マフラー部分に

フィルターを取り付けることで、燃え残った

PMを大気に放出する前にキャッチする仕組

みだ。

燃料噴射時期のコントロールといった燃焼

効率の改善策は、振動や騒音の低減をもたら

している。ディーゼルエンジンは、これまで

課題とされてきた環境面、乗り心地の問題を

克服しつつある。

３．活発化する日系企業のディーゼ
ル戦略

欧州でのディーゼル車人気を受け、日系自

動車メーカーは、ディーゼル車のラインアッ

プに力を入れ始めた。

スズキは、ディーゼル車を「シェア拡大に

必要不可欠」（スズキ関係者）とみている。

2003年４月には「イグニス（日本名スイフト）」

にディーゼルエンジンを搭載した新型モデル

を投入し、ハンガリー工場で生産を開始した

ほか、フィアットと共同開発する小型SUV

（多目的スポーツ車）にもディーゼルモデル

を投入する予定だ。日産自動車は、スポーツ

カーを除く全車種にディーゼル車を設定す

る。ディーゼル車の販売比率を、現在の35％

から2005年度には45％にまで高める意向だ。

関連企業の事業展開も積極的だ。いすゞ自

動車は、ポーランドでのディーゼルエンジン

の生産が好調だ。ゼネラル・モーターズ

（GM）グループのオペルのほか、2002年１月

には、ホンダが英国で生産する「シビック」

向けに納入を開始。生産開始から３年間で、

累計生産台数は50万基を達成した。なお、同

社は、オペル向けエンジンを既にユーロ４対

応型に切り替えている。

トヨタ自動車は、ディーゼル小型車を2005

年からプジョー・シトロエン・グループ

（PSA）とチェコで共同生産する。2002年10

月には、ポーランドにディーゼルエンジン工

場を設立した。2005年に生産を開始し、英国

とトルコで生産している「カローラ」、「アベ

ンシス」に搭載する予定だ。日本ガイシは欧

州での需要増加をにらみ、2005年からポーラ

ンドでDPFの量産を開始する。

日系メーカーによる技術開発も盛んだ。旭

硝子はユーロ４に対応するDPFを開発したほ

か、トヨタはPMとNOxを同時に80％以上低

減できるDPF、「DPNR」を開発した。デン

ソーは、ハンガリーでコモンレールシステム
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表　EUにおけるディーゼル乗用車の排ガス規制�

（単位：g/km）�

PM� NOx� 導入年�

ユーロ３�
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0.050�
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0.500�

0.250�

2000年�
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出所：欧州委員会�



を生産しているが、燃焼効率を高めるカギと

なる最高噴射圧は、世界最高の1,800気圧だ。

これまで経済性のみが強調されがちだった

ディーゼルエンジン。しかし欧州では、厳格

な排ガス規制の下、環境性能と乗り心地が改

善され、ディーゼル車の人気が高まっている。

シェア拡大を狙う日系メーカーがディーゼル

を重視した販売戦略をとる一方、日系企業の

生産活動、研究開発も活発だ。日系企業の積

極戦略という追い風を受け、欧州におけるデ

ィーゼル乗用車の人気は、今後ますます加速

するだろう。

（志牟田　剛）
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略語凡例

CGH2 = 圧縮水素ガスCompressed gas hydrogen 

CHP = コージェネレーション（熱伝併給）Cogeneration Heat & Power

CNG = 圧縮天然ガス Compressed Natural Gas

DG = 総局 Directorate général

EC = 欧州委員会European Commission

EU = European Union

EV = 電気自動車 Electronic Vehicle

FC = 燃料電池Fuel Cell

FCV = 燃料電池で駆動する車両

FP 5/6 = EU委員会によるフレームワーク計画（第5次・6次）

IEA = International Energy Agency 

LH2 = 液体水素 Liquefied Hydrogen 

LNG = 液化天然ガス Liquefied Natural Gas

MWH = Mega Watt Hour

NEE = 新興工業国 New emerging economies 

RE = 再生可能エネルギー Renewable energy

RES = 再生可能エネルギー源 Renewable energy source

toe, tep = 石油換算トン ton oil equivalent, ton equivalent petrole

M... = Million メガ、百万

G... = Giga ギガ、10億

PJ = ペタジュール

SME = 中小企業　Small & Medium-sized Enterprise

国名略記凡例

AT = オーストリア

BE = ベルギー

CZ = チェコ

CH = スイス

DE = ドイツ

DK = デンマーク

ES = スペイン

FIN = フィンランド

FR = フランス

GR = ギリシア

IR = アイルランド

IS = アイスランド

IT = イタリア

LU = ルクセンブルグ

NL = オランダ

NO = ノルウェー

PT = ポルトガル

SE = スウェーデン

SK = スロバキア

UK = 英国



１．政策の進展

（1）経緯

EUの拡大は、EU域内におけるエネルギー

消費量の増大をも意味する。再生可能エネル

ギー（RE）の供給率の達成目標に法的な拘

束力はないが、国境を超え、産官学が連携し

た取り組みをみせている。EUが1997年に再

生可能エネルギーに関する白書を発表するま

で、水素（H2）エネルギーおよび燃料電池

（FC）に対する取り組みは明文化されていな

かった。現在、水素エネルギーは共同研究の

中心課題に据えられており、燃料電池に対す

る取り組みは、欧州委員会による第5次フレ

ームワーク計画（FP5）から明確化された。

続く第６次フレームワーク計画（FP6）では、

日米と比べ、EUによる取り組みの遅れが改

めて危機感となって現れている。H2 / FCの

開発推進は、①温暖化ガスの排出量を削減す

る②再生可能エネルギー源（RES）の開発を

促進する③H2生産にRESを利用する④H2 /

FCにより化石燃料と輸入燃料に対する依存

度を低下させる⑤持続的な成長を実現する、

というプロセスを目標としている。

（2）京都議定書、グリーンペーパー、白書、

FP5（1999/2002）、FP6（2003/2006）に

至る制度的枠組

①　京都議定書への参加

1997年の京都議定書では、温暖化ガスの排

出削減目標が決められ、削減量は国情に応じ

て各国・地域に配分された。世界全体では

2012年までに1990年の発生レベルに戻す目標

である。先進国に対しては、2008年～2012年

の間に、1990年の発生量から一定の数値（日

本６%、米７%、EU８%）を削減することが

課題とされている。削減目標を達成するため、

現在104ヵ国およびEUが京都メカニズムの導

入を締結したものの、現時点（平成15年２月

現在）では未発効である。日米およびEU以

外の工業国は、スイス、ノルウェー、アイス

ランド、チェコ、スロバキア、スロベニア、

ルーマニア、ブルガリア、エストニア、リト

アニア、ラトビア、モナコ、リヒテンシュタ

インである。しかし、米国が議定書から離脱

したため、世界の温室効果ガス排出量の55%

を構成する55ヵ国による批准はいまだに得ら

れていない。そのため、京都議定書は正式に

は国際法とは言えないのが現状だが、EUは

温暖化ガスの削減に力を入れている。

② グリーンペーパー（エネルギー源確保の

戦略確立とEU 行動計画）

EUによる再利用可能エネルギー資源

（RES）の戦略形成に向けた第一歩として、

1996年にグリーンペーパー「未来のエネルギ

ー：再生可能エネルギー」（COM（96）

576/20.11.1996）が発表された。その後、

1997年の前半に活発な議論が行われ、共同体

および国家レベルで取り組むべき優先課題が

検討された。その後、欧州議会は「気候変動

に対するエネルギー対策」（COM（97）

196final/14.05.1997, "La dimension énergéique

du changement climatique"）というコミュニケ

ーションを発表し、一連の行動計画が策定さ

れた。RESの比率を増大させる背景には、京

都議定書の決議遵守、輸入燃料に対する依存

度の低下、域内における燃料供給の確保とい

った目標がある。閣僚理事会は97年、RESの

長期的競争力の確立に向けた行動プランを採

択（No.8522/97/Conseil/10.06.1997）した。

EUにおける基本戦略の骨子は、RES関連の

規格調整、市場を刺激するための規制措置、

投資援助、広報活動である。これらの政策は

FP5でRES支援措置として実施された。また、

欧州議会はRES利用の促進を加速することを

採択（PE221/398.fin）し、財政措置、環境保

護と規格の調整、費用負担の国際協力に関す

る対策を決めた。決定された項目は以下のと

おり：
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・各国のRES利用数値目標を設定する

・エネルギー財政モデルを確立し、実施する

・RE事業者による最低価格電力の選択を

自由化する

・RES向けの資金調達計画を策定する

・ソーラーパネル100万枚、風力発電施設

15,000MW、バイオマス施設1,000MWを

設置する

・RE技術の輸出戦略に関する指令の作成

に向けて合意する

③ ホワイトペーパー（再生可能エネルギー

の増加）

1997年に発表されたホワイトペーパー「共

同体戦略と行動計画、再生可能エネルギー」

（COM（97）599/23.11.1997）は、前年に発

表されたグリーンペーパーを発端とする議論

を結集させたもので、EUによる戦略行動計

画の具体的内容が決められた。RESは輸入燃

料への依存を減らし、エネルギー供給の確保

が容易になることから、EU加盟国はRESの

開発・促進に合意した。白書では、RESに対

する取り組み不足が指摘されたが、H2/ FC

に対する取り組みは言及されなかった。また、

REの実用化までは、もう一歩の段階である

と認識された。

白書はEU加盟国に対する法的な強制力は

もたないが、EU全域にわたる政策として確

立された。2010年までにEUのエネルギー総

消費量の12%をRESにより賄うことを目指

し、包括的な戦略と行動計画によって目標を

達成する考えである。その手段として、ソー

ラー、風力、バイオマスの実用化に重点を置

いたテイクオフ・キャンペーン（Campaing

for Take-Off, CTO, EC DG TREN）を戦略の

中心に定めた。これによってREへの民間投

資を促進させる。また、産業界との提携、促

進活動によって、投資機会を促すと同時に、

国家およびEUレベルのプログラムを進める。

促進措置と補完的な公共資金はソーラー、風

力、バイオマス等RESに集中的に配分する。

エネルギー総消費量に占める再生可能エネ

ルギーの割合の目標値達成には約300億ユー

ロの投資資金が必要であると試算され、その

うち75%～80%を民間資金で賄うとした。そ

のため、産業界による本格的な取り組みを促

す結果となった。促進政策としてはFP5およ

びFP6の予算を利用し、テイクオフ・キャン

ペーンの促進として、ALTENER（再生可能

エネルギー導入促進プログラム）を用いる。

FP5（1998～2002年）では7,400万ユーロが同

プログラムに配分された。

・Intelligent Energy for Europe

Intelligent Energy for Europeは欧州委に

よる地域・国家レベルのエネルギー・プロジ

ェクトに対する資金援助計画である。2003～

2006年までのFP6予算として２億1,500万ユー

ロを計上した。計画はALTENER（再生可能

エネルギー導入促進プログラム）、Save（エ

ネルギーの効率利用促進プログラム）、

Coopener（ALTENERとSave両プログラム

における国際協力プログラム）、Steer（運輸

部門対象プログラム）の４部門から成る。

ALTENERがRE推進の中心となり、他の部

門には省エネ、開発途上国のRE推進とエネ

ルギー源単位での協力、運輸部門のエネルギ

ー計画などがある。ALTENERプログラムを

通じて閣僚理事会は初めて、RES向けの資金

を計上した（OJ L235/18.9.1993, p. 41）。欧州

議会もRES 利用開発を強く支援することを

採択した（PE216/788; fin）。EUは1995年の

白書（COM（95）682/13.12.1995, "Une

politique de l'énergie pour l'Union européenne"）

「欧州連合のためのエネルギー政策」で、エ

ネルギー政策のビジョンと政策手段を提唱し

た。政策の原則は、競争力の強化、供給の確

保と環境保護である。RES 促進はこれらの

目標達成のための決定的な要因として位置づ

けられ、ALTENERプログラムによる行動支
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援措置が始まった。RES普及の調査、消費者

への啓蒙活動、欧州規格の統一によってRE

が資本市場で重要性を得た。

④　EU戦略の必要性

EU加盟国の国内エネルギー消費量に占め

るRESの比率は国ごとに大きく異なる。

EU共通戦略として枠組を提供したうえで、

各国の取り組みがEU全体に貢献することを

目指す。EU共通戦略が必要とされる背景に

は主に３つの要因がある。

・一貫性のある明確な共通戦略と意欲的な

全体目標を掲げない場合、RESの普及は

進まない

・RES開発の長期安定的枠組は、開発に取

り組む企業にとっての経営目標となる

・加盟国間のエネルギー市場の不均衡を是

正する必要がある

出所：Renewable Energy Journal, No 12 May 2002, 
Syst�mes solaires,
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⑤ ホワイトペーパーにおける行動計画の主

な内容

行動計画は、過度の財政負担を負うことな

しに、REの市場機会創出を目指す。この目

的に向けて以下の優先措置が策定された。

・電力市場を自由化する

・財政金融措置をとる（RES領域の投資減

価償却特例措置、税控除措置、新規投資

や事業支援、消費者向けRE 製品・サー

ビス利用推進策、資本市場連動型グリー

ン基金、公的基金、公的金融機関による

特別融資、仕組債）

・輸送、熱供給、電力にバイオエネルギー

を用いる新イニシアチブを策定する。特

に燃料供給全体に占めるバイオ燃料の割

合を高める。バイオガスの利用を促進す

る。固形バイオマス市場を開発する。

・建設業界におけるRE利用を促進する

各プログラムの責任者は以下の項目に政策

的な重点を置く。

・環境

・雇用創出

・市場競争と補助金の併用

・技術研究開発（JOULE-THERMIEプロ

グラムが主体）

・地域政策

・共通農業政策と過疎地開発

・PHARE、TACIS、MEDA等のプログラ

ムを利用したEU域外諸国との関係

⑥　REテイクオフ・キャンペーン（CTO）

キャンペーンは、意欲的で確実性の高いプ

ロジェクトを推進することを目的とする。

主な内容は以下のとおり：

・ソーラー発電システム100万ユニット

（2010年までに１億㎡）を生産

50万ユニットはEU域内市場向け（投

資総額15億ECU）屋上/壁面に設置

50万ユニットは輸出向け、特に発展途

上国の地域分散発電に貢献する

・風力発電ファーム：10GW（4,000万tep,

tons equivalent petrole）を建設

・バイオマス施設：10GWth（9,000万tep）

を設置

・合計100の自治体、地域、都市、島嶼部

にパイロット施設を設ける

これらの措置は2001年のコミュニケーショ

ン「RESのEU戦略と行動計画COM（2001）

69final」“Communication from the Com-

mission to the Council, the European

Parliament, the Economic and Social

Committee and the Committee of the

Regions on the implementation of the

Community strategy and action plan on

renewable energy sources" に盛り込まれた。

ホワイトペーパーで定められた欧州委員会の

取り組みを踏襲し、進歩の評価と新手法や新

措置を実施していく。また、ホワイトペーパ

ーの発表後、特に京都会議で強調されたRES

の重要性が再認識され、2002年以降のFP6に

おける予算が劇的に増大した。

⑦　H2/FCの欧州による取り組みの沿革

欧州は1991年以来、水素エネルギーの広範

な応用に向け取り組んでいる。さまざまなデ

モプロジェクトが“Euro-Québec Hydro-

Hydrogen Pilot Project"（EQHHPP）の資金

によって開始された。

EQHHPPでは欧州委、欧州の産業界、ケ

ベック州政府、カナダ産業界が水素応用技術

に関する研究のため資源を提供。30の欧州企

業、研究機関、大学が参加し、包括的な水素

の応用・利用の研究を行った。例えば、LH2、

CGH2を利用したエンジンの開発やFCを装備

した公共交通手段（都市バス、フェリー）の

試運転が行われた。また、硫酸燃料電池

（PAFC）と熱電併給システム（CHP）に関

するプロジェクトも実現した。共同研究開発

には、Daimler Benz Aerospace、Airbus

IndustriesとPratt & Whitneyによる航空機エ
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ンジンの試験も含まれる。また、ゼオライト、

炭素、ナノチューブ水素の貯蔵研究が開始さ

れ、圧縮水素ガスの貯蔵タンク試験も行われ

た。プロジェクトの大半は2000年までに終了

している。

EQHHPPプロジェクトで水素応用技術の

研究は加速し、特にドイツで民間レベルの取

り組みが進展した。

欧州委の資金では、欧州統合水素プロジェ

クト（EIHP）が現在も継続している。EIHP

では水素を利用した試作車両を設計した企業

数社が参加しており、水素駆動車両の実用化

を目指し、認可取得も共同で行った。

・燃料電池（FC）へのEUの取り組み

H2とFCはFP5から取り組みが明記された。

FP5がスタートした1995年から、EUはすで

にFC開発を支援している。EU資金による

FCプロジェクト件数は、1995年が約20件、

2000年が約40件、累積件数で2000年までに約

65件に及んだ。金額では、1995年が約3,500

万ユーロ、1998年が500万ユーロ、2000年に

は約4,000万ユーロに増加し、2000年までの6

年間で約１億3,000万ユーロが支出された。

FP5におけるH2とFCに対する開発支援予

算は、PEMFCに39%、H2技術の開発に21%

が割り当てられ、これらの50%以上が実地試

験にあてられた。また、応用分野ではH2Vを

はじめとする輸送が最大の割合を占め、援助

予算の58%が使われた。これにはH2基盤とス

トレージ、実地試験を含まれるが、このうち

研究開発が50%を上回る程度である。FP5に

おけるFCとH2開発及び実用化支援予算の配

分は、設置型FCに27%、運輸（車両）向け

が12%、携帯FCは4%であった。このうち、

運輸向けと携帯FCは大部分が研究開発投資

への支援にあてられた。

FP5におけるFCに対する公的資金は加盟

国合計で3,100万ユーロ、EUプロジェクトは

3,000万ユーロとなり、合計6,100万ユーロが

投下された。

FP5では発電・発熱におけるバイオマスそ

の他の燃料の利用も研究された。燃料電池に

関しては、特に、標準測定手順による性能評

価、材料研究、改善研究が行われた。

競争力ある持続的成長計画では、水素の貯

蔵と利用を対象とした。特にナノチューブ、

"caged molecule"の生産と前処理最適化に関

する研究・開発が行われた。

1999年にドイツ企業LBST（HyWebの主催

者）は欧州のH2プロジェクト調査をまとめ

た。調査では、化学産業における水素生産に

着眼した。また、化学的な水素生産が確立し

た国として、ドイツ（37%：比率はEU全体

における化学産業による水素生産）、オラン

ダ（14%）、フランス（10%）、英国（7.8%）、

フィンランド（7.5%）、イタリア（6.6%）を

挙げた。

1990年代は330以上のH2研究開発活動が行

われ、このうち金額ベースで24%はEUの補

助金による域内プロジェクト、残りはEUレ

ベル以外のプロジェクトだった。EUプロジ

ェクトはFPの資格条件により、複数の加盟

国からの参加者で構成された。90年代にEU

で行われたH2技術研究への投資額は約3億

8,100万ECU、このうちEC によるプロジェク

トは9,200万ECUであった。

（3）H2 / FC実用化を急ぐEUの背景

H2エネルギーとFCの実用化で、日米に遅

れをとった欧州は焦燥感にとらわれている。

2002～2006年のFP6では遅れを取り戻すため

の焦りが予算配分に反映されている。FP6に

おけるH2エネルギーとFC等を含むRES利用

の研究開発と実用化に関する予算は、FP5よ

り17倍も増加した。FP5の予算１億2400万ユ

ーロに対し、FP6では20億9,000万ユーロとな

った。FP5では5,900万ユーロがFC向け、こ

のうち3,900万ユーロが研究開発予算、2,000

万ユーロが試作用予算であった。EU補助金

の20,5%はSOFC向け、43%はH2技術に向け
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られた。FP6ではH2とFCは「エネルギー、

環境、持続的成長（EEDD）」計画の一環と

して開発研究が行われる。

FP6では、EUと米国の間で科学技術協力

協定が締結され、H2エネルギーとFCの研究

に米国科学者が参加している。米国では官民

ともに、FCに対してEUより多額な投資を行

っている。2003～2007年の5年間計画でH2と

FCの実用化に17億2,000万ドルを配分。この

うち10億ドルは米国のプロジェクトの１つで

あるFreedomCARに配分されている。また、

米国は2010年までに国内電力の10%をRESで

供給することを電力会社に課す考えである。

ドイツの場合、この分野における連邦予算

は90年代後半むしろ減少を続けたが（注１）、ド

イツはEUでは有力なRES、H2、FC開発国で

ある。

・FC業界団体

欧州の民間FC業界団体に、フランクフル

トに本部を持つFCEuがある。同団体は

World Fuel Cell Councilの欧州部門として、

2002年６月に設立された。同時に、欧州にお

けるFCの商業化を目指す「ハイレベル・グ

ループ」を発足させた。

FCEuの会員企業リスト

Alstom Ballard GmbH, Ballard Power

Systems, BEWAG, Buderus Heiztechnik

GmbH, Celanese Ventures GmbH, Chevron

Texaco Technology Ventures, Core

Technology Ventures LLP, DaimlerChrysler

AG, Du Pont de Nemours International SA,

Engelhard Metals Corp, Engelhard Metals

Corp, EWE AG, Freudenberg Fuel Cell

Technology, Gaz de France, h-tec

Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH, HEW,

IdaTech LLC, Johnson Mathey PLC

Methanex Europe SA, Morgan Crucible Plc/

Morgan Fuel Cell, Nedstack fuel cell

technology BV, Nuvera Fuel Cells

SpA/DeNora, OMG AG & Co KG, Plug

Power Inc, Porvair Plc, Schunk

Kohlenstofftechnik, SGL Technologies

GmbH, Sued-Chemie AG, Sulzer Hexis Ltd,

田中貴金属工業、Tenneco Auto-motive Inc,

東芝, UTC Fuel Cells, Vaillant GmbH,

Viessmann Werke GmbH & Co, W. C.

Heraeus GmbH & Co. KG, W.L.Gore &

Associates GmbH.

出所：FCEu

（4）欧州研究領域（ERA）

「欧州研究領域（ERA）」は、EU内だけ

ではなく、国際的にも異なるレベルで研究

を組織する必要性から、国家政策と欧州政

策間の調整、研究網の構築、研究者とアイ

デアの調達を図ることを目的として、形成

されている。FP6はERA形成のために欧州

委員会の財務的、法的役割を担っている。

ERAは、研究および研究者の交流と調整、

また、交流を促す研究に対する投資支援を

基本目的とする。

（5）FP6の基本政策

EUがFP6とその実施機関CORDISを通じて

H2とFCの実用化に向けた基本政策を定めて

いる。FP6の予算はヨーロッパ原子力共同体

（EURATOM）を除き162億7000万ユーロ

（総額でFP5から17倍の予算）で、EU総予算

の約４%に当たる。FP6からはERAの形成に

重点を置くため、国別の予算割当はない。

欧州全域の案件に直接EUが予算を配分す

る。FP6の策定に関しては、欧州議会との協

議は行われず、EUの提案をそのまま制度化

（注１）LBST GmbHによると1994年から1999年までFC連邦予算は約2,800万マルクから1,400万マルクへ半減した。
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するため、現実的な政策を迅速に実施し、

欧州域内の実用化を早める本格的な取り組

みとすることができる。管理方法と手続き

も簡素化され、支援対象案件の決定は公募、

入札形式で行われ、専門家も評価に参加する。

・従来の国内外研究助成計画と異なる点

・多国間協力：FP6による融資は、EUに

おける横断的プロジェクトをコンソーシ

アムで実施するものが対象となる。この

際コーディネータ１者が主幹としてEU

から資金を受け、コンソーシアムのメン

バーに配分。また、EU外諸国の組織と

の協力（国際協力）も資金供与の対象と

なる。

・２つの戦略目標：①産業科学技術の基盤

強化と国際競争力の促進、②他のEU政

策を支援する研究活動の促進。この2つ

の戦略目標に基づき優先課題と融資手段

を設定する。

①　FP6の構成

・RTD（研究及び技術開発）支援政策

RTD支援政策には、CAP（共通農業政策）、

CFP（共通漁業政策）、環境、エネルギー、

輸送、健康、開発援助、消費者保護、企業政

策等がある。この分野の研究は、特定のプロ

ジェクトと協調しながら実施される。統合プ

ロジェクト（IP）と優秀プロジェクトネット

ワーク（Network of Excellence, NoE）を利

用することも可能である。

・ 中小企業（SME）向け特定研究活動政策

（産学協同）

中小企業は前述のNoE、IPおよび特定対象

研究活動に参加することができる。FP6の主

要7テーマに関連する予算の15%が中小企業

向けに配分されている。対象となる中小企業

のうち、革新力があるものの、研究能力が弱

い企業はCRAFT（集団研究協力開発）を利

用することができる。また、中小企業の研究

課題を大学等の研究機関に委託することも可

能である。FP6では国際的プロジェクトへの

支援枠組みを設けている。

②　FP6の政策手段

FP6の活動と政策手段（EU枠組のみ、H2/

FC案件該当分野）

　出所：EC RTD FP 6 2002/2006 in brief, 12. 2002.
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③　ERAの構造化

ERA（欧州研究領域）の構造化によって、

欧州のH2、FCに関する研究の構造的な弱点

（国家間のばらつき、統合化された革新力の

欠如）の克服を目指す。H2とFCの開発およ

び実用化も、この枠組の項目に該当するよう

なプロジェクト形成を行えば融資資格を得る

ことができる。

④　FP6の特徴的な政策手段

・NoE : Network of Excellence

NoEとは、大規模で意欲的な複数の提携者

がプロジェクトを実施することを意味する。

対象は欧州レベルで研究資源と専門知識を統

合するコンソーシアムである。専門知識の増

進とネットワーク化された提携者（コンソー

シアム）の統合を行い、研究能力を強化する。

参加組織は自らの構造改革に取り組むことが

条件とされる。欧州レベルで研究を行うため、

持続的に再編と再形成を行わなければならな

い。原則は最低３つのEU加盟国 / 関連国か

ら（そのうち３者はEU加盟国 / 加入候補国

に本拠を置く者）、最低3組織の提携が条件と

なる。実際には案件ごとに異なる参加者数が

指定される場合がある。国際的で壮大な目標

を持つ大規模プロジェクトであることが望ま

しいとされ、大規模ネットワークの場合、研

究者の規模は数百人にのぼる。

欧州委による資金は無償供与され、規模は

数百万から数千万ユーロである。資金政策の

原理は：

・統合範囲、統合対象となる研究者数、対象

研究分野の特性、研究活動の共同計画性を

考慮して算定する。

・持続的な統合の達成度と、費用対効果の原

理により、毎年拠出される。

○IP：Integrated Project

IPは優先的な課題を実施するために必要と

される知識の生成を目的として、複数の提携

組織によるプロジェクトを支援する。対象と

なるプロジェクトは、欧州の競争力向上また

は社会的ニーズに重点を置くもので、意欲的

な目標実現のために必要な資源を結集するこ
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　出所：EC“The Sixth Framework Programme in brief”, Dec. 2002
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とが前提とされる。必須条件は研究コンポー

ネントを含み、追加的コンポーネントとして

技術開発と試作や訓練も含むことである。基

礎研究から応用研究まで全てのプロジェクト

が対象となる。

IPの枠組みによる統合には次の形態があ

る。

＊垂直的統合：知識生産から技術開発と移転

に至る価値連鎖の統合

＊水平的統合：各種の横断的専門活動

＊活動の統合：基礎研究から応用研究まで多

様な研究活動の採用、知的財産の保護と普

及、訓練等の各種活動と統合

＊部門間統合：公共民間研究組織研究者の統

合、特にSMEを含む産学協同

＊財務的統合：欧州投資銀行とEUREKA計

画も含む資金計画を伴い、公共・民間資金

を合わせて調達

原則はNoEと同様、最低３つのEU加盟国

/ 関連国から（そのうち２者はEU加盟国 /

加入候補国に本拠を置く者)、最低で３組織

の提携により構成されることが条件である。

実際には案件ごとに異なる参加規模が指定さ

れる場合がある。

助成規模：最低額はなく、数千万ユーロが

限度。投資形態は予定発生費用分を供与す

る。

○"第169条"計画：異なるEU加盟国間の共同

計画

当該計画はEU加盟国の政府間協力レベル

を対象とし、国家的または地域的計画を統合

して共同で実施する。案件募集は協調作業計

画または共同調整により行う。複数の加盟国

と欧州委との共同イニシアチブ提案であるこ

とが必要とされる。案件ごとに特定の実施組

織を形成し、すべてのFP 関連活動に適用す

る。投資規模：数千万ユーロ以上。

○STREP, STIP：特定対象研究と特定対象革

新プロジェクト

STREPとSTIPは、FP5によるコスト配分

型RTDプロジェクトとデモプロジェクトか

ら進化したものである。対象となるプロジェ

クトは複数提携者による研究、デモ・革新プ

ロジェクトであることが条件。目的はIPより

規模の小さい研究、技術開発、デモ、または

革新を支援することである。

投資規模：数十万から数百万ユーロ。プロジ

ェクトの総予算を供与する。最低３つの

EU加盟国 / 関連国から（そのうち２者は

EU加盟国 / 加入候補国に本拠を置く者）、

最低で3組織の提携により構成されること

が条件。実際には案件ごとに異なる参加者

数が指定される場合がある。

STREPは、優先テーマ、EU政策を支持す

る他のテーマ領域の実施と科学技術的ニーズ

の予測、特定の国際研究協力、科学と社会の

調和のとれた関係開発を行う研究活動のため

に用いる。

STIPは革新的コンセプトと方法を欧州レ

ベルで研究、妥当性の検査、伝達に用いる。

○CA：コーディネーション

CAはFP5による協調行動テーマ別ネット

ワークを強化したもので、研究と革新活動の

ネットワーク化と調整の推進を支援すること

を目的とする。会議や会合の組織、研究の実

施、人員交流、グッドプラクティスの交流と

普及、情報共有システムやエキスパートグル

ープの形成等のほか、共同または共通イニシ

アチブの定義づけ、管理を対象とする。

助成規模：予算総額の供与の形で調整部分の

コストをカバー（研究は助成されない）す

る。

最低３つのEU加盟国 / 関連国から（その

うち２者はEU加盟国 / 加入候補国に本拠を

置く者）、最低で３組織の提携により構成さ

れることが条件である。実際には案件ごとに

異なる参加者数が指定される場合がある。

○JRC（共同研究センター）

JRCは、ADELS（Advanced Electricity

Storage）高度電力貯蔵プロジェクトを担当
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し、H2およびFCに関する次の活動を行う。

以下はFP5からFP6に発展継続されたテーマ

である。

・SWNT（カーボンナノチューブ）、MWNT

（グラファイトナノチュープ）によるH2貯蔵

技術の研究。FP5では貯蔵パフォーマンスを

分析。FP6では水分解によるH2 生産用光電

化学システムの研究を行い、同時に長期・季

節貯蔵と短期貯蔵（電気化学的）との組合せ

を研究する。

・CMAFC（Centrifugal Metal/Air FC）

CMAFCはスピン回転速度と線形的に電

圧と電流が増加する技術で、現在、EC/

JRCの特許を出願中である。FP6では技術

の移転計画と開発の段階に発展している。

⑤　テーマ分野４

欧州委採択182/1999/EEC（1998年12月22

日）のテーマ分野４では、FP5およびFP6の

RE関連政策目標が決定された。テーマ４

「エネルギー・環境・持続的成長」は、温暖

化ガスの排出抑制と清浄で効率的かつ経済的

で多様なエネルギーシステムの構築を主なテ

ーマとする。環境と持続的な成長に関する主

な行動は、「持続的な管理と水質」、「地球の

気候と生物相の多様性」、「持続的な海洋生態

系」、「都市の将来と文化の継承」の4分野で

行われる。汎用的性格を持つ基礎研究と技術

開発、研究基盤の支援も環境・持続的成長の

政策項目に含まれる。エネルギーは２番目の

政策項目で、最重点課題とされている。

再生可能エネルギーシステムの実用化のう

ち、持続的システムの開発に対する予算配分

は、FP6総予算額のうち５%に当たる８億

1,000万ユーロである。

FP5から続く重点項目は以下のとおり：

・化石燃料から排出されるCHPとCO2の削

減

・新エネルギーとRES（バイオマス、FC、

風力発電、太陽光利用技術）の開発とデ

モ（分散生産）

・新エネルギーおよびRESとエネルギーシ

ステムの統合

・電力生産の費用効果的環境技術の開発

（6）EU第６次環境・エネルギー統合政策

世界のエネルギー消費は2020年までに年率

２%で増大を続けると予測されている。すな

わち、1998～2035年の間にエネルギー消費は

倍増し、消費エネルギーの95%が石油燃料に

依存する。運輸部門のエネルギー消費増加率

は最も高く、工業国では年率1.5%、開発途上

国では3.6%と推計される。

EUではエネルギーを含む関連政策で環境

課題を統合していく方針である。第6次環

境・エネルギー統合政策の第一段階は、EU

第1次エネルギー統合戦略により1999年に開

始された。この戦略は2001年に見直しが行わ

れ、ヨーテボリEU首脳会議で提案された。

この際、欧州委により、エネルギー効率性技

術の推進を含む行動計画の優先順次が策定さ

れた。欧州委は環境改善のため、EUのエネ

ルギー政策を統合することを目指している。

その中には、EUエネルギー効率行動計画、

電力・ガス市場の自由化、気候変動への対応

などが含まれ、他の重要な政策として、熱電

併給によるエネルギー効率利用に関する指令

提案がある。欧州委による欧州気候変動計画

（ECCP）は、気候変動政策とエネルギー政

策の統合を目指すものである。同計画の第一

段階実施に関するコミュニケーションでは、

EUにおける温暖化ガス削減量の取引、効率

のよいエネルギー調達に関する新しい政策、

エネルギー管理に関する指令の提案を含む優

先項目が策定された。運輸・エネルギー総局

はさらに取り組みを要する分野として、エネ

ルギーの効率的な利用の推進、EU域内での

効果的なエネルギー市場の形成、再生可能エ

ネルギーと代替燃料の競争力および利用の増

大を重点項目に定めた。
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（7）エネルギーの交通利用におけるEU政策

行動計画

EUによるエネルギーの交通利用における

政策行動計画の骨子：

・エネルギー効率を1995年から2010年までに

18%改善する

・再生可能エネルギーに関するグリーンペー

パー：2010年までに再生可能エネルギーの

シェアを６%から12%へ拡大する

・EU運輸政策に関するホワイトペーパー：

2020年までにディーゼルとガソリン燃料の

20%を代替燃料に切り替える

・2020年までに道路交通燃料の５%を水素エ

ネルギーに切り替える

・H2 / FC技術に関するハイレベルグループ

の設置

・欧州委のデ・パラシオ副委員長（運輸・エ

ネルギー担当）とビュスカン委員（研究開

発担当）が共同で計画の舵取りを行う

・欧州の主要自動車メーカー、エネルギー企

業、中小企業、研究機関、電力会社、政策

担当者、ユーザー協会等の代表が行動計画

に参加する

・委員会による権限を抑制するため、非公式

なグループとして諮問委員会的な組織を設

置する

・委員会はH2 / FCによる持続的エネルギー

経済に向かって技術開発と開発戦略に助言

する

・FPには直接連携せず、ERA（欧州研究領

域）の枠組み内で支援を行う

欧州委の管理担当部署：研究総局エネルギ

ー担当（DG Research / "Energy"）

・FP6の主なテーマと予算配分“Thematic

Priority 6"

・テーマ："持続的成長、世界的変動と生態系"

・予算配分

－持続的エネルギーシステム 8億1,000万ユーロ

－持続的地表輸送 6億1,000万ユーロ

－世界的変動と生態系 7億ユーロ

・持続的エネルギーシステムの実現目標

・省エネの達成と燃費の向上をはかる（短

中期）

・代替自動車燃料の開発・普及を推進する

（短中期）

・FC技術の開発と応用を推進する（中長

期）

・エネルギー媒体と輸送手段および貯蔵手

段の新技術を開発する（中長期）

・新しい構想による再生可能エネルギー技

術を開発する（中長期）

・持続的地表輸送

・すべての地表輸送モードに新技術を開

発、構想を発表する（中長期）

・FP6で主要対象となるFC関連の開発テーマ

・分散発電型および冷熱混成型の燃料電池

を数kWからMW級まで開発する。安

全・清浄・耐久性・費用効果を確保でき

る高温FCシステムを開発する。

・費用対効果のある固形ポリマーFC シス

テムとコンポーネントを開発する。

・PEM、DMFC向け低費用耐久素材の研

究を進める。

・FP6で主要対象となるH2関連の開発テーマ

・化石燃料、RES、その他革新的なエネル

ギー源から、集中/分散型H2を生産する。

H2の精製で費用対効果のある技術を特

定する。

・安全で費用対効果のあるH2貯蔵媒体

（設置型および運輸向け）を開発する

・H2を次世代の持続的エネルギーシステ

ムの重要な構成要素とするため、費用対

効果の推移戦略と今後のオリエンテーシ

ョンを行う

・H2技術と応用の安全性評価を確立し、

EU内の試験方式と品質認証の統一化に

向け、信頼できる枠組を構築する。

・H2を多く含むガスの生産技術を開発す

る。有機廃棄物を含む多様なバイオマス

材料の利用
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H2技術の規格化に向けた取り組みはFP5か

らEIHP（European Intergrated Hydrogen

Project）として実施され、FP6ではフェーズ

3となった。FP6におけるEIHPの骨子は以下

のとおり:

・世界標準プラットフォームの形成

・規格化以前のRTDによる統合標準と規

制を決める

・H2自動車のコンポーネント、装置、車

体を開発する

・内燃機関とFCエンジンによる駆動を組

み合わせる

・日本、米国、EUの参加により、統合規

格を提案する。UNECE WP29（国連経

済委員会欧州部会、世界自動車基準調和

作業部会）でグローバルレジスターに登

録する。

・EU予算：400万ユーロ

－フェーズ1：完了

－フェーズ2：2001 ̃ 2003年でFP5から

継続進行中

出所：“EC supported research on hydrogen and fuel cells: dcurrent activities and future prospects in the EU 6th �
           Framework Programme”, Angel PEREZ SAINZ, European Commission, Directorate General for Research �
           Directorate “Energy”, 2002.11.8, Madrid, Slide presentaion
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（単位：100万ユーロ）�
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－FP6プロジェクト提案の第１次公募締め切

りは2003年春。

－プロジェクトの選定はEoI（Expressions of

Interest）による分析結果と専門家ワーク

ショップによる査定で決定する。

－当初予算は総予算の60～80%を配分する。

※CORDIS（EU研究開発情報サービスセンタ

ー；Community R & D Information Sevice）

のプロジェクト検索エンジンで“hydrogen"

"fuel cell"をキーワードに100件のプロジェク

トが見つけたが、紙面制約もあるため上記リ

ストに留めた。

（8）EUによるFC HLG（燃料電池ハイレベル

グループ）の設置

2002年10月10日ブリュッセルで、欧州委の

ロヨラ・デ・パラシオ副委員長（運輸・エネ

ルギー担当）とフィリップ・ビュスカン委員

（研究開発担当）がFC HLGを発足させた。

FCHLGはH2とFCによる持続的エネルギーの

実現に向けたビジョンを形成し、今後25年以

内にH2とFCの分野で欧州が世界をリードす

　出所：Angel PEREZ SAINZ, 同上�
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出所：Angel PEREZ SAINZ, 同上�

CUTE�

FUERO �

HYDROFUELLER�

HYSTRUCT�

RES2H�

HYDROSOL

28�

7�

6�

3�

17�

4

55�
Phase 1�

’01～’05年�

42�

36�

42�

60�

36

18 上限�
（フェーズ�

ごと）�

2.5�

1.6 上限�

3.1 上限�

2.5�

1.3 上限�

�
Clean Urban Transport for Europe�

FC systems & components general�

 research for vehicles applicatons�

Intensified Technology for�

Distributed Hydrogen Production�

低コスト小型圧力モジュール�

電気分解装置開発（MW級）�

欧州エネルギー部門にH2利用�

RES統合�

ソーラー水分解によるH2生成�

用媒質モノリシック反応器�

EVOBUS�

（DE）�

Ika Aachen�

（DE）�

University of �

Warwick（UK）�

MTU�

（DE）�

Abengoa（ES）�

CERTH/CPERI�

（GR）�

�

略称� プロジェクト名� 主幹（国）� 参加数� 実施月数� EC予算�

（単位：100万ユーロ）�
④　FP5のH2生産、配給開発研究の主なプロジェクト�



ることを目指す。

①　FC HLG設置の背景

ハイレベルグループ設置の理由は、持続的

成長の実現、エネルギー確保と信頼性の向上、

国際競争力の確保、の３点が挙げられる。

・持続的成長の実現

H2と電力は今後、エネルギー担体として

重要度を増すことが予想される。化石燃料へ

の依存から脱却し、温暖化ガスと有害な排気

物質を削減するため、RESは理想的なエネル

ギー源となる。水素は大規模かつ季節調整が

可能な貯蔵ができるため、長期的な利用を進

め、需要に合わせてエネルギー供給を調整す

る。

・安定確保

EUは化石燃料の半分を輸入に依存してお

り、25年後には輸入依存度が７割になると予

測されている。水素は１次エネルギー源とし

て、化石燃料への依存度を低下させることに

役立つため、欧州のエネルギー経済に寄与す

るところが大きい。

・国際競争力

欧州はH2・FCの研究開発から実用化に至

るあらゆる面で米国と日本に遅れをとってい

る。FCの研究開発は未調整であり、資金不

足、断片的といった問題を抱えている。今後、

EU独自の路線を打ち立て、世界標準の確立

を目指す。

②　FC HLGの目標

FC HLGは2003年４月までに、H2・FCに

関するビジョンを提唱する。このビジョンは

将来の水素経済で欧州が主導権を握ることを

目指し、次のポイントに力点を置く。

・水素と燃料電池の応用についてシナリオを

定める

一貫性のあるビジョンを描くために、

H2・FCの使用法に関してビジョンを持つ。

水素エネルギー経済への段階的な移行が経済

産業社会に及ぼす影響について意識を促す。

・欧州全域で協調と調整のとれた研究開発の

実現

EUが国際市場で通用する製品を開発する

ためには、調整のとれた研究戦略が必須であ

る。エネルギー効率と性能を改善し、安全性

を確保するための技術研究に重点を置く。世

界の市場を理解することも必要であることか

ら社会・経済的な研究も実施する。さらに

H2・FCの普及を加速させるために政策的な

枠組も策定する。2003年４月のビジョンで、

欧州の研究に戦略的手法を開発する方法につ

いて推奨事項を挙げる。

・配備戦略（Deployment）

水素と燃料電池の商業化を阻む障壁は依然

として多数存在している。パイロットプロジ

ェクトにより、技術の信頼性を潜在的なユー

ザーに確信させ、改善が必要な事項を特定す

る。

③　FC HLG の作業進行方法

FC HLGの構成メンバーは発足日の2002年

10月10日、同グループの任務と基準項目に関

して話し合い、2003年４月までに、メンバー

が指名した代表者がビジョンを作成すること

で合意した。ビジョン作成の基礎資料には、

欧州委員会による委託研究、研究プロジェク

ト、指名された代表者自身の作業や第三者資

料を利用する。2003年３月にFC HLG会員に

ビジョン報告草案を配布、４月末には第２回

会合を開催。会合の後ビジョンを確定し、６

月に公表する予定。

④　FC HLG の構成メンバー

欧州委員会は、FC HLGを管理しやすく、

また均衡のとれたグループとするため、メン

バーを19名に絞った。また、常識的な範囲で

利害関係者から広範な意見を聞くため、FC

HLGビジョン報告の草案を公開し、2003年４

月17日を期限として参考意見を受付けた。
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⑥　FC HLGの中間報告

FC HLGは2003年４月１日、バージョン4.8

として中間報告を公表した。最終報告は2003

年６月、H2・FC技術に関するハイレベルグ

ループ会議が発表する予定。中間報告は、最

終報告の草案として、関係者から意見を聴取

して作成された。

抜粋

・水素は今後、主要なエネルギー担体として

電力を補完する。水素は世界的なエネルギ

ー供給とエネルギーの確保、大気の劣化と

地球温暖化を防止するために大きな貢献を

する。

・水素は住宅、商工業設備内でも利用でき、

従来の内燃機関と燃料電池の燃料として用

いる。

・FCVは自由に動き、自宅で燃料補充するこ

とができる。水素はこの他、自宅や病院の

予備電力としても使用できる。水素フェリ

ーは旅行者を島へ移送するだけでなく、島

のエネルギー自給を可能にする。

・インテリジェントビルはFCを用い、暖房

冷却、電力効率の最大化が期待できる。

・FCの価格は今後、引き下げられ、エネル

ギーとしての持続時間も延びる。設置型、

移動型、携帯型発電に用いて、従来の内燃

機関を代替できる。

・統合された世界の研究網の中でヨーロッパ

がリーダー的な存在となる。地球のために

水素と電気を補完的エネルギー担体として

開発し実用化する。さらにヨーロッパから

世界へ持続的成長を助ける技術とノウハウ

を輸出する。

・H2とFCをエネルギー担体として統合すれ

ば、多様な１次エネルギー源を賢く管理し、

能率的に利用できる。この柔軟性により、

　出所：European Commission, High Level Group on Hydrogen and Fuel Cells
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ヨーロッパはエネルギー確保の最適計画の

管理を行うことができる。最終目標はエネ

ルギーの完全自給である。

・2000年以来、化石燃料に依存するエネルギ

ー経済からの移行は円滑に管理されてい

る。経済的繁栄は保たれ、減少を続ける化

石燃料は、従来よりクリーンで効率的に利

用されている。

・従来のエネルギー源は、新しいバイオマス

やRESといった１次エネルギーでますます

代替が進んでいる。

以上のビジョンを実現するために次の機能

を設置することが推奨される。

・欧州水素・燃料電池技術協会…顧問委員会

の管理下に設立し、助言を行い、プロジェ

クトを刺激し、進捗を監視する。

・戦略的研究計画…優先研究テーマ、計画、

技術的目標と経路の策定を行う。世界レベ

ルの競争力をもつ欧州発H2とFC技術を供

給し、政治的な意志決定を支援する社会経

済的分析を行うことを目的とする。

・配備戦略機関…試作、デモから実用化まで

の技術を推進する。その手段として、大規

模な注目を集めるプレステージプロジェク

ト、設置型電力と輸送の統合、全欧州H2

供給網のバックボーン形成を用いる。H2V

はこれにより欧州大陸を縦横無尽に走行で

きるようにする。

・枠組条件の設定…市場獲得のための新技術

を可能にするため、枠組条件として、適切

な政策手段の特定化を行う。これには投資

優遇、教育、官民提携の推進、事業開発プ

ロジェクト等を含む。

H2FC（水素燃料電池）は今後の統合化エ

ネルギー生成の中心となる。

・H2は社会・環境・経済問題を解決できる

要素となる

・FCで従来の燃焼技術を代替する

・H2は運輸を含め広範な用途にRES応用の

道を開く

・欧州のFCとH2産業は世界レベルに発展し

ている。H2の生産、輸送、ストレージ、

最終用途技術の世界市場で欧州がリードす

ることを目指す。

このビジョンを現実性の高い期間で実現す

るためには、持続的な技術革新、社会的、産

業的、政治的取り組みの継続、必要な枠組条

件の確立、脱炭素エネルギーシステム移管が

必要である。

・水素は、現在の化石燃料に依存する社会か

ら将来の持続的エネルギー社会への架け橋

となる。水素は持続的エネルギーに関して、

一貫性あるロードマップを構築できる。

そのための手順は次の通り。

・短中期的：液体燃料の品質を改善し、天

然ガスと天然ガスベースの合成液体燃料

を利用する。これらを燃焼システムと

FC に使用する。

・中期的：脱炭素化を効果的に行うエネル

ギー担体としてH2 を用いる。H2を改良

された従来の燃焼システムとFC に用い

る。温暖化ガスと有害排気物質を削減す

る。

・中長期的：エネルギー担体としてH2と

電力を共用。生物的および新核エネルギ

ーなどの再生可能、無炭素1次エネルギ

ー源を導入する。

・増え続ける電力需要をH2で補完し、RES

による電力生産が増加する。社会経済的、

地域的、気候的条件を考え、電力を直接利

用（電力網からの引き込み）または電気分

解によるH2生産に用いる。H2は電力エネ

ルギー貯蔵のために利用が可能であり、負

荷均衡と断続的REシステムに対処できる。

また、H2は有望な輸送用RESでもある。

・実用化戦略：社会的利益を生む費用対効果

のある手段を用いる。

・FCは技術開発と最適化の中心的テーマで

ある。FCは設置型と合わせて、輸送用に
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熱と電力を生産する従来の燃焼技術を併用

し、段階的に導入する。

・FCによるメリット：

・ガソリン車をH2FCVに置き換える。代

替効果: 欧州の車両の10%をH2FCVで代

替すると、CO2排出量は約4,000万トン減

少する。天然ガス（NG）由来H2を利用すれ

ばCO2排出量は1,100万トン削減される。

再生可能H2FCVはCO2を排出しない。

・将来のSOFCシステムと、NG駆動小型ガ

スタービン（1MW規模）を用いること

で、電力効率60%を達成する。CHP で

は年間50%、または2,500 トンのCO2排

出量を削減する。

・設置型、交通用ともにFCをH2で駆動さ

せる。規制対象となる排気物質は出ない。

メタノール、エタノール、天然ガス、合

成ディーゼルに関しては、有害排気物質

は無視できる程度の量である。

・現在残る技術的課題を解決し、効果的な配

備戦略を実施するため、以上の技術を市場

に導入する。

H2とFCの実用化によって将来の社会利益

をもたらすためには、政治的意志、業界と社

会による取り組みと技術革新が必要である。

・エネルギー課題：クリーンで安全な将来の

エネルギーシステムを実現する。生活水準

の向上は、欧州でも中心課題となっている。

このため、従来のエネルギーシステムと

H2・FCを統合して、長期的な寄与を目指

す。

・エネルギー問題の現状：特に強力な政策を
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実施しない場合、拡大に関係なくEUでは、

2000年から2030年までにエネルギー関連の

CO2排出量は20%増加すると予想されてい

る。

・欧州では、電力の大部分は大規模集中発電

所で石炭、ガス、またはウラニウムを用い

て生産され、配電網を通じて配給される。

現在、電力の14% が水力発電、太陽光発電、

風力発電などRES系である。EUは2010年

までにRES系電力の比率を22%に引き上げ

る計画である。

・欧州には広範なRESがあり、H2とFCを補

完的エネルギーとして用いる。

・H2を再生可能な電力の需給バランス向け

の緩衝在庫として用いる。

・H2に注力する理由

・新エネルギー源、RES、FCの開発・発

展に道を開く

・クリーンで効率的なエネルギー

・H2は拡大EUで持続的エネルギー供給の課

題に対応できる。

・FC HLGは、欧州の持続的エネルギー供給

に関する課題を持続性三角形の概念で表し

ている。

H2とFCで対処できる主要課題

・エネルギー確保：豊かな生活水準は、価格

変動がある化石燃料に依存しているが、

H2の場合、異なるエネルギー源から生産

することができ、価格も安定する。

・環境的な統合：

・CO2の削減－H2は無炭素エネルギー源

（原子力を含む）からも、化石燃料から

も生産が可能である。化石燃料を使う場

合、CO2の回収封鎖で効率的にFCを利

用する。

・大気と衛生状態の改善-H2を無排気型車

両と設置型発電にも利用する。世界的な

都市問題の解決のために有効なソリュー

ションとなる。電力を原子力、RES、

H2で発電できる。

・経済的競争力：米国のFreedom Fuel and

Freedom Car計画、日本のFC実用化計画

は強力に推進されている。欧州はH2とFC

エネルギー技術を独自に開発、生産、販売

して、輸入回避を目指す。

H2の利点は他の代替ソリューションとは

異なり、これらの課題解決のために他の問題

を残すことがない。今後は政治的、技術的な

推進力を同時に投入、H2をエネルギー担体

として本格的に導入する。

非化石エネルギーから生産するH2エネル

ギーは気候変動、大気汚染の防止、エネルギ

ー確保の課題を同時に解決する。

・H2と電力経路：クリーンな補完的エネル

ギーとして、今後有望である。

・H2は１次エネルギー源ではなく、エネル

ギー担体である。したがって、広範な1次

エネルギー源から生産が可能だが、H2生

産のために他のエネルギー源を使用するの

で、高価になる。ただしFCにH2を用いれ

ばクリーンかつ効率的となる。

・H2の長距離輸送に広範な貯蔵基盤を構築

する。同時に分散エネルギー、給燃システ

ムで生産しながら使用する。

・化学産業と石油産業ではH2の生産、貯蔵、

輸送、利用技術をすでに確立している。こ

れらの産業は今後H2エネルギーの普及に

応える必要がある。

・次の図は６月に予定の最終報告に向け準備

中のもので、H2を中心とした用途と需給関

係が示されている。
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・H2生産は今後、小規模生産技術の確立に

力を入れる。H2の改質と電気分解装置が

必要となる。現在多くの組織が小規模H2

生産システムの開発に取り組んでいる。

・H2の貯蔵については、今後も車両搭載貯

蔵技術の革新を必要とする。

・従来型の圧縮ガスボンベ、液体タンクは大

幅に軽量化し、価格を引き下げる必要があ

る。新手法には、金属ハイブリッド、化学

ハイブリッド、炭素システムなどがあるが、

これらはさらに開発を要する段階にとどま

っている。

・H2の最終消費は、従来の供給システムで

も可能であり、その際、熱供給、タービン

駆動、内燃機関等の既存技術を用いる。車

両搭載型H2内燃機関はH2導入を可能にす

る重要な要素となる。

・H2基盤を確立するためには、土地の利用

計画、安全な生産、H2設備の安全操業が

必要となる。

・輸送用にH2を利用するために、広範な燃

料供給基盤を、現実的な費用で開発する必

要がある。基盤開発の初期ではフェリーや

水上交通の給燃設備を優先させ、その後、

一般車両向けにH2を供給するため、H2ス

タンドの建設を進める。

・基盤に関わる人員を補充し、研究者と業界

に受け入れられる運営基準と規格が必要と

なる。

○燃料電池（FC）

・FCはまだ完全な実用化には至っておらず、

価格も高い。今後も性能と信頼性の改善が

必要である。研究と製造技術の開発には今

後、相当な投資を要すとみられる。

・H2FCはEV、軽量業務用車両、バスに適し

ている。H2は液体でも高圧ガスでも車両

に搭載してストレージが可能である。

・FCVは通常の一般車両に比べ、運転性能や

快適性に遜色はなく、また低燃費でもある。

排気ガスの削減は大気汚染の防止と、地球

環境の改善に寄与する。世界の主要自動車

メーカーはFCVの試作者を開発しており、

すでに公的機関など特定顧客向けにリース

を開始している。

・FCVはバッテリーカーより走行可能距離が

長い。特にH2FCVは他の内燃機関と燃料

を用いるFCVと比べ、性能がよい。FCは

車両搭載電源として、業務用車両やトラッ

クのAPUとして有望である。また、渋滞

の際には、クリーンで効率性も高い。

・H2FCはすでに潜水艦で実用化されており、

そのほか水上輸送への用途も有望である。

排気規制が厳格な水路にも投入が可能。

・LH2は航空機燃料として有望視され、現在

欧州では研究が進められている。しかし、

実用化までには今後多額の投資と時間を要

するだろう。

・FCを輸送用途に使用する利点

・効率性：H2FCVの効率性はすでに実証

済である。

・CO2排気量とエネルギー確保：H2FCV

は、将来の内燃機関と他の燃料を用いる

FCVよりはるかに大きな便益をもたらす

ことが予想される。

・規制対象となる排気物質：H2FCVは無

排気、または無視できる程度の量。
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・用力：FCVは高効率の車載電力を供給す

ることができる。

・性能：FC電力によるパワートレインは

加速度が高い。

・渋滞：FCVは低騒音のため、夜間の配達

に利用でき、昼間の交通量が減少する。

・操縦性：FCVはなめらかで洗練された乗

り心地を保証する。

・利便性：H2FCVは自宅で生産されるH2

で給燃が可能。

・電力：FCVは自宅、オフィス、過疎地で

電力を供給することができる。

○設置型FC

・設置型FCは異なるサイズで高効率、低排

気エネルギーの供給が可能。

・分散システムで電力、温水、熱供給に利用

できる。

・設置型には、天然ガスを投入することがで

き、バイオガスとH2の投入も将来的には

可能となる。

・設置型FCの利点

・効率性：規模を問わず高効率である。

・排気：低騒音・低排気で宅地などにも設

置が可能。

・利便性：異なる燃料から発電と熱供給が

可能。

・FCの軍事的、航空機向け用途

・ディーゼル発電機より低騒音という利点

を活かし、戦車のAPU（補助推力装置；

Auxiliary Power Unit）、高度な兵備に

対する電源として用途がある。軍事市場

は民生市場よりコストに余裕がある。

・航空技術ではすでに宇宙船で使用されて

いる。

・航空機向けの用途も今後、拡大する。

○FCの課題

・コスト：実用化には価格が高すぎる。

・耐久性：稼働時間が数千時間に達するもの

は少なく、大多数は今後の改善を必要とす

る。

・信頼性：FCの他、燃料処理装置も今後改

善が必要である。

－新規性：保守的な市場では新技術の導入

に対して大きな障壁がある。

－基本条件：性能、信頼性、コスト改善に

おける画期的な科学研究が必要。

－基盤：給燃、大規模な製造プロセス、人

員などの支援基盤が不足している。

・H2とFCの利点

・国際エネルギー機関（IEA）によると、

支援政策が実施できた場合、2030年まで

にOECD電力の6% を天然ガスを用いる

FCにより生産することが可能になると

みられる。温暖化ガス削減量は従来の技

術と比較すると、炭素換算量で4,000万

トンから２億トンとなる。

・欧州の目標定義

・欧州にはH2技術の供給と配備を行う際、

世界を主導できる技術、資源、能力があ

る。

・欧州の社会、文化、経済的多様性を戦略

的に利用する。

・世界の他地域（日中米）も同じ目標を持

つため、国際協力は不可欠となる。

・欧州は工業国および開発国と協力して、

エネルギーと輸送の選択肢を持たなけれ

ばならない。

・開発国は従来の技術から飛躍し、最初か

ら新技術を導入する。

・長期的にはFCとH2技術には莫大な潜在

市場がある。

・新興工業国は、伝統的技術ではなく先端

技術の開発に取り組む。このためEU新

規加盟国はH2技術の開発に多様なスキ

ルと資源、生産基盤を供給できる。

○今後の課題

・技術的課題の他、戦略的な研究開発、政策

環境と配備戦略の確立が必要。

・H2エネルギーを推進する企業は多国籍企

業であり、グローバルな視野でソリューシ
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ョンの開発と普及を推進できる。

・欧州には強力な先導力が必要とされ、産業

が繁栄できる政策環境も不可欠である。

この他の詳細事項は添付資料HLG Interim

Report参照

２．欧州統合水素プロジェクト
（European Integrated Hydrogen
Project, EIHP）

（1）90年代におけるEIHPの実績

EIHPが90年代に実施した活動には次の項

目がある。

① 新欧州規則・規制の確立に向けた既存の

規則・規制の評価［Task 1, Task 2］

② 域内で一律に適用が可能となる規則・規

制項目の特定［Task 3］

③ 許認可事務における不足項目の特定

［Task 4, Task 5］

④ 標準化に向けた研究と安全性の調査

［Task 6, 7, 8, 9］

・LH2、LNG 車両と貯蔵システムの安全

性とリスク分析

・車両燃料供給システムの許認可事項の策

定

・開放空間、封鎖空間、部分的封鎖空間の

安全性研究（封鎖、部分的封鎖空間には

トンネル、市内街路、ガレージ等がある）

・運用実績からの学習

・許認可事項を最小限とする研究開発

・極低温タンクの安全弁に関する気相、液

相流実験調査

・高耐性スチールタンクと燃料供給システ

ムに関する調査

⑤ 規制当局と協力して改善に向けた新しい

規格を提案し、車両運用と基盤制度に関す

る提言を行う［Task 10］

・EIHPはH2分野では初めて、技術開発者、

車両運用者、許認可当局の３者が参加する

規則・規制、安全性の統一化を目指す統合

的な活動を行う。

・H2技術の世界統一化をリードし、H2スタ

ンド基盤の規格統一を目指す。

・H2V許認可規制の草案はEIHP1で作成。現

在、世界的レベルでの統一化を目指し、EU

と北米間での確立に向け作業中。

・EIHPは欧州におけるH2の普及を目指す制

度として機能し、開発済みの試作技術と初

期の許認可ケースを利用する。

・EIHPはEU加盟国全体で共有する知識ベー

スとなり、その他CNG、LNG技術のノウ

ハウにより得た経験を生かす。

・EIHPのPhase1は、予算250万ECUのうち

EUから約130万ECUの資金提供を受けた

が、汎欧州統一基盤コンポーネントのため

のプラットフォームが確定できなかったた

め、赤字となった。Phase Iではベルギー、

フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデ

ン等の当局との協力も実現できた。

標準化/統一�

●　草案のモニタリング�

●　H2燃料供給方式の確定�

●　定期検査手順の確定�

●　公共駐車場とトンネル�

ハード面開発－試験設備、H2燃料供給関連�

支  

援  

措  

置�

◆  EIHP の構成サマリー�

ハード面妥当性評価－車両とコンポーネント�

安全性－実験、計算、リスク比較評価�

システム研究－CGH2圧、H2燃料供給方式の選択肢�



（2）EIHP Phase 2 - CORDIS基礎データ

・CORDISプロジェクト番号：ENK6-CT-

2000-00442

・EIHP Phase2プロジェクト期間：2001年２

月１日から2004年１月31日までの36ヵ月間

・予算：493万ユーロ（EU資金：236万ユー

ロ、FP5/EESD : Framework Program 5,

Energy, Environment and Sustainable

Development）、CSC（費用分担契約）

・サブプログラム：競争力ある欧州のための

キーアクション：経済的で効率的なエネル

ギーの導入

・主契約者：L-B-Systemtechnik GmbH

（国：DE）

・契約者：

欧州委員会先端材料研究所 NL

Adam Opel AG DE

Air Liquide SA FR

Air Products Plc UK

BMW Bayerische Motoren Werke AG

DE

BP Amoco UK

Commisariat à l'Energie Atomique FR

DaimlerChrysler AG DE

National Centre for Scientific Research 

Demokritos GR

Det Norske Veritas A/S 戦略研究

部 NO

EC-Joint Research Centre NL

Ford Werke AG DE

Forschungszentrum Karlsruhe 核・

エネルギー技術研究所 DE

Vandenborre Technologies NV BE

Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial再生エネルギー部門 ES

Messer Griesheim GmbH 新技術

バルク開発部門 DE

Norsk Hydro ASA NO

Shell Research Ltd. UK

AB Volvo 動力変換物理部門 SE

Raufoss AS NO

Linde AG DE

（3）EIHP Phase2の課題

現在次の作業を継続中、または新規に行う

予定。

・提案文書のモニタリングと開発

・LH2、CGH2の給燃方式の研究開発

・CGH2貯蔵に最適な圧力の確定

・安全対策と沸騰管理

・車両、基盤コンポーネントの定期検査手順

を策定

・車両、関連コンポーネントの規制項目の妥

当性評価

・H2供給スタンドの規格・規則の妥当性評

価

・サブシステムの妥当性評価

・ 規格・規制、許認可手順に関して、日米

と世界的統一へ向けて協力する

①　EIHP Phase2の達成目標

・H2路面走行車両の世界共通規制の策定

・車両定期点検手順の策定

・関連給燃基盤、サブシステム、コンポーネ

ントについて世界規格と点検手順を策定す

る

②　EIHP Phase 2 の主要な産業目標

・ワークパッケージ（WP）2 'Refuelling

Station'（給燃スタンド）

（ア）天然ガス、ガソリン、ディーゼル、LH2、

CGH2の従来の規制と国際規格・規定の

見直し

（イ）スタンドレイアウトの開発と、統一化に

よって利益を生む領域の確定

（ウ）サ イ ト 設 備 と ス タ ン ド 選 択 の う ち

HAZOP（Hazard Operability Studies）

研究成績に関連する衛生、環境、安全性

の分析と軽量化

（エ）統一化と規格化が利益を生むコンポーネ
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ントおよびサブシステム

（オ）新規格の草案、実施要項、規制の策定

（カ）監視安全システム等の保守、定期点検事

項の評価

（キ）WP3 'Refuelling Interface' に関連して、

WP3で開発された車両の給燃手順をスタ

ンドレイアウトに調整して一体化する

・ワークパッケージ3 'Refuelling Interface'

（給燃インタフェース）

（ク）CGH2の搭載貯蔵における最適圧力の特

定

（ケ）CGH2とLH2のインタフェース国際規格化

に必要な事項の策定

（コ）LH2とCGH2の給燃インタフェースとコネ

クタに対する規格事項の策定

（サ）CGH2とLH2の給燃手順の調査。特に、超

高圧下LH2貯蔵漕での迅速で経済的な給

燃を可能にする革新技術の開発

・ワークパッケージ4 'Vehicle'（車両）

（シ）EIHP Phase1に従いH2コンポーネントと

車両を開発。EIHP1草案の妥当性を検査

する。

（ス）効力のある規格を実現し、EIHP Phase1

の仮提案を監視する。

（セ）世界共通の技術的規格の確立

（ソ）96/96/EC修正指令に従うH2Vの定期点検

手順を作成する。

（タ）設計規則、安全性要件の検査。車両用安

全弁の計算、設計手順を確立する。

・ワークパッケージ5 "Safety"（安全性）

・H2とこれに準ずる燃料の安全性に関す

る既存データを編纂する。

・給燃スタンドレイアウトのHAZOPパフ

ォーマンス：QRA（リスク計量分析）

に入力するための事例を特定する。給燃

基盤に関連する事故原因の発生頻度と事

故の推計：ガス拡散と爆発のCFDシミュ

レーションを原料のスタンド搬送も含め

て行う。WP2、WP3と密接に協業し、

給燃スタンドにあるリスクと比較分析す

る。リスク削減措置の特定と評価を行い、

リスク原因を除去する。この分析から得

たデータを他のWPでも用いる。

・数値シミュレーションツールは実験で妥

当性を検査する。実験は車両利用に関連

する条件とシナリオを範囲とする。

・衛生、安全性、環境リスクの比較分析を

H2その他の燃料関連で行い、サブタス

ク5.2と5.3で得る結果を用いる。

・WP4 'Vehicle'、WP3 'Refuelling Inter-

face'、WP2 'Refuelling Station' の安全性

問題を支援する。

・ワークパッケージ6 'Links EU-USAその他

クラスタ活動'

・米国、日本など太平洋のCFCP（カリフ

ォルニアFCプロジェクト）、NHA国際

H2 基盤推進委員会、DoE H2燃料基盤開

発の青写真、SAE、HJWG（H2共同作

業部会）との関係を維持する。

・ISO TCD197 "H2技術"の会議と作業部会

5、6への参加。

・本パッケージはEIHP Phase 2とその他

のクラスタ活動間の連携を確立する。

・参加者間の情報を交換、作業の重複を回

避して、共通目標を特定する。（EUでも

同様の活動が開始され、さらにH2FCV

の規制、基盤、試作領域で活動が始まる。

その他、車両と基盤の安全性一般につい

ても同様）

・日本のEIHP Phase 2カウンターパート

とコミュニケーションを開始する→新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

の旧WE-NET（1993年来METIのサンシ

ャイン計画一環として稼働）

・他のプロジェクト選定から得た情報収集

と系統的な編纂を行う。

・達成結果を日米欧専門家ワークショップ

に入力する。

・EUのH2インフラ整備計画の策定を行

う。
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（注）クラスタ…入手資料によると、この概念は
FP5から導入されたもので、次のポイントか
ら構成される。

－EUプロジェクトと制度間の相乗効果を促進
する。

－開発者、メーカー、エンドユーザー間の情報
交換を活発化し、研究の統合度を増大させる。

－具体的な共通課題に取り組み、競争力を獲得す
る。

－加盟国とEUレベルで新規大型RTDプロジェ
クトを定義、提案する。

－EU内の協力を促進、国際的活動を追求する。
－技術、当事者、ベンチマーキングを調整する。

－情報伝達を活発化させる。

やや古いものだが、次の図はEIHP Phase

2のWP6を中心とする初期ネットワーキング

プロセス標準と国際関係を示す。EIHP

Phase2のネットワーキングの課題には作業重

複の回避が挙げられる。 （疑問点：今日の

ネットワーキング技術〔インターネット、高

可用性データセンター等〕を利用しても、こ

うした重複を避けることができないのか。今

後調査を要する）

出所：EIHP2 presentation powerpoint. “Topics for EU-US-Cooperation in Hydrogen Vehicle

Technologies”, September 2001

図　EIHP2WP6ClUSER-INTL
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（4）技術的リスク

・基盤、コンポーネント、サブシステム、シ

ステムがどこまで成功するか見通しが立た

ない。

問題点：EUや世界レベルの規格統一は、

給燃システム全体の実装プロセスには適切

ではない。コンポーネントとサブシステムレ

ベルならば規格の統一は可能だが、規制の

ためではなく、規格と行動規範の必要事項

策定を構成するにとどまる可能性が大きい。

・70MPa等CGH2給燃は、望ましい水準に達

成するには技術的に難しいとみられる。

H2は用途や環境によっては、既存の化石

燃料より危険な場合が多い。危険性を軽減

する対策は追加コストとなる。リスク軽減

措置の特定と評価が必要とされ、措置の費

用対効果も含めなければならない。さらに

リスク軽減措置の選択と実装方法に関する

意志決定への勧告も策定する必要がある。

（5）プロジェクト推進計画

WP1～6の構成を次の表に示す。

出所：EIHP 2, 2003.3.31, Summary WorkDescription&Results 31Mar2003.doc

WP 1�

全体的調整�

作業全体の調整�

連絡事務所�

広報�

中間会議�

ワークショップ�

報告書作成�

�

WP 2�

給燃スタンド�

�

既存規格、規則、

規制分析�

行動選択肢の記

述�

統一化の対象と

なるコンポーネ

ントの記述�

保守、点検、運

用、給燃手順�

新規スタンドレ

イアウト導入の

ための手順�

最終報告�

�

WP 3�

給燃インタフェ�

ース�

CGH2のストレ

ージ最適圧力特

定�

CGH2とLH2の

インタフェース

国際規格要件策

定�

LH2/CGH2の承

認給燃コネクタ

の発表�

�

WP 4�

車両�

規制草案の監視�

世界的技術規制

の確立�

定期点検開発�

EIHP 1規制草案

の妥当性検査�

設計規則や安全

性要件の妥当性

検査�

�

WP 5�

安全性�

H2と関連燃料の

安全性に関する

既存データ編纂�

H2給燃基盤の関

連シナリオ策定�

リスク分析の性

能評価�

実験データから

数値的妥当性検

査計算、事故報

告と理論的考察

との比較研究�

衛生、安全性、

環境リスクの比

較研究�

WP 6�

EU-USA その他�

クラスタ活動�

WP リーダー�

LBST（DE）�

�

Hydro（NO）�

�

INTA（ES）�

�

BMW（DE）�

�

EC-JRC（DG）�

�

BPA（UK）�

投入人月 計 346.9 �

50.8

�

19.9

�

76.6

�

89.6

�

98

�

12

出力（報告書その他の成果物）No.�

2.1－2.5

�

1.1－1.6

�

3.1－3.7

�

4.1－4.6

�

5.1－5.9

�

6.1－6.6

米国の活動との

情報交流�

EUクラスタ活動

との情報交流�

日本の関連活動

と連絡�

専門家および対

象グループとの

ワークグループ

組織�

EU H2基盤実装

のためのネット

ワーク構成計画

策定�
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出力形式：A = 行動：DOC = 報告書ではない文書；DR = 規制草案；DS=規格草案；INT = www発表；�
　　　　　H = ハードウェアコンポーネント；R = 報告書.  �
出所：EIHP 2, 2003.3.31, Summary WorkDescription&Results 31Mar2003.doc

出 力� 内　容�

1-1�

1-2�

1-3�

1-4�

1-5�

1-6�

2-1�

2-2�

2-3�

2-4�

2-5�

3-1�

3-2�

3-3�

3-4�

3-5�

3-6�

3-7�

4-1�

4-2�

4-3�

4-4�

4-5�

4-6�

5-1�

5-2�

5-3�

5-4�

5-5�

5-6�

5-7�

5-8�

5-9�

6-1�

6-2�

6-3�

6-4�

6-5�

6-6

出 力� 公開期限（月限）�

R�

DOC�

INT�

R�

A+R�

R�

R�

R�

R�

R�

R�

R�

R�

H�

R�

H�

R�

R�

R�

R�

R�

DR�

H+R�

DS�

R�

R�

R�

R�

R�

R�

R�

R�

A�

R�

R�

R�

R�

R�

A+R

7, 13, 19, 25, 31, 37�

3�

3, 5�

5�

19�

7, 13, 19, 25, 31, 37�

6�

18�

32（2003.9）�

34（2003.11）�

36�

36�

30（2003.7）�

36�

24（2003.1）�

36�

30�

24�

3�

36�

36�

21�

30�

6�

3（サブタスク5-1）�

27（2003.4）�

36�

36�

9�

36�

30�

36�

4-15�

6, 12等�

6, 12等�

6, 12等�

6, 12等�

24�

11, 23, 35

進捗、中間、中間草案TIP、最終、EC提出共同費用諸表�

コンソーシアム契約締結�

Webサイト構築（インターネット、一般サイト）�

EU、US ネットワーク活動仕様文書�

普及ワークショップの組織�

報告書提出（半年、年間、中間、最終、TIP ）�

既存規格、規則、規制一覧（化石燃料とH2）�

規格統一化対象のスタンドコンポーネント文書�

保守点検手順とプロトコル、操作、給燃手順�

新レイアウトと技術導入を可能にする手順開発�

H2スタンドのH2固有工業的実施規定最終報告�

CGH2オンボードストレージ最適圧力提案�

CGH2給燃手順の確定�

高圧CGH2コネクタ承認�

CGH2インタフェース必要事項ISO TC197等に推奨�

LH2コネクタ承認（ドイツその他規制準拠）�

LH2 給燃手順の定義�

LH2インタフェース必要事項をISO TC197等に推奨�

規則と規制の欠如事項一覧、修正提案�

受容済みECE 規制�

H2Vの世界的技術規制をグローバル登録�

指令96/96/EC 修正草案�

コンポーネントと車両承認、変更の評価�

車両用安全弁計算基準�

H2とこれに匹敵する燃料に関する既存データの編纂報告 �

H2基盤のリスク評価（同5-2）�

CGH2商用車安全性研究報告（同5-3）�

拡散、燃焼シミュレーション結果報告（同5-3）�

試験設備設計、計装類、合意試験行列（同5-4）�

実験DB、H2、メタン、プロパンデータ（同5-4）�

CFD規定妥当性検査と検証報告（同5-4）�

H2と他燃料の比較報告（同5-5）�

他のWP（同5-2、5-3）への入力�

カリフォルニアその他米国での現状報告�

EU での現状報告�

ISO TC 197、SAE の現状報告�

日本の現状に関する初段階報告�

EUのH2基盤実装ネットワーク構成と計画草案�

世界の対象グループ向けワークショップ�

EIHP 2 WPの出力一覧�
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（6）EIHP Phase 2における要素間の相関関係

出所：EIHP 2, 2003-3-31, EIHP2 Summary WorkDescription&Results



（7）EIHP Phase2 2002年夏までの実績

WP2

（チ）天然ガス、ガソリン、ディーゼル、LH2、

CGH2 の従来規制と国際規格の確認

（ツ）規格統一化による採算性のあるスタンド

レイアウトの要件確定

（テ）現場設備関連のHES（衛生、環境、安全

性)リスク分析と軽量化、スタンド設計ご

とのHAZOP性能（WP5 サブタスク 5.2、

5.5と連携）の確認

WP3

（ト）CGH2オンボードストレージにおける最

適圧力の特定（作業中）

（ナ）インタフェースの国際規格化への要件開

発（作業中）

WP4

（ニ）EIHP1以来の草案を監視して有効な規制

を実現する（作業中）

（ヌ）世界的技術規格の確立（作業中）

（ネ）H2V定期点検手順の作成（指令96/96/EC

修正）（手順開発は進展中。修正指令案を

作成）

（ノ）設計規則、安全要件の妥当性を検査。車

両用安全弁の設計と計算手順の定義を確

定する

WP5

（ハ）H2とこれに匹敵する燃料の安全性に関す

る既存データの編纂

（ヒ）給燃スタンドのHAZOP性能（作業中）

の確認

（フ）CGH2VのH2放出状況（トンネルや都心

部路面等）に関するの調査

（ヘ）WP 2、3、4の安全性課題の支援（作業中）

WP6

（ホ）米国との連絡（NHA、SAE、DoE、CFCP）

（マ）EUクラスタ活動との連絡

（ミ）日本との連絡

（ム）ISO TC 197 "Hydrogen Technologies" 定

例会議と作業部会5、6会議への参加

（メ）他の選択プロジェクト活動からの情報収

集と編纂作業（作業中）

（モ）専門家および対象グループに達成結果を

伝達

（ヤ）EUのH2基盤網構成計画を準備

（ユ）欧米日、ISOの第一回活動報告を終了

３．H2供給基盤とFCV

（1）主なH2燃料研究と実用化

① CUTEプ ロ ジ ェ ク ト（ Clean Urban

Transport for Europe）

欧州では2003年からH2燃料の実用化が始

まる。代表的な大型プロジェクトである

CUTEについてまず記述する。

2003年にハンブルグ、シュトゥットガルト、

アムステルダム、ロンドン、ポルト、ストッ

クホルム、ミラノ、バルセロナ、ルクセンブ

ルグの10都市に商用H2 供給施設を設置。世

界最大のH2供給基盤を欧州に実現する。FC

駆動バスを日常の都市交通で長期的にテスト

し、得られたデータを実用化研究に応用する。

2010年までにディーゼル車をFC駆動バスに

置き換える。

・CORDISプロジェクト番号：NNE5/113/

2000

・期間：2001年11月24日～2006年６月23日ま

での55ヶ月

・予算：5,244万ユーロ（EU資金：1,855万ユ

ーロ, FP5）（なお、米国ではFreedom Car

とSECAプログラムに年間１億6,000万米ド

ルを投入する）

・主契約者：EVOBUS GmbH（Mannheim, DE）

・契約者：

Universität Stuttgart（Stuttgart, DE）

Schell Hydrogen B.V.（Amsterdam, NL）

First Group Plc（London, UK)

Polis Iasbl（European Cities and Regions

Networking）（Brussels, BE）

Norsk Hydro ASA（Oslo, NO）

Busslink AB（Stockholm, SE）

DaimlerChrysler AG（Stuttgart, DE）
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Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam（NL）

Autobus de la Ville de Luxembourg（LU）

Hamburgische Elektrizitätswerke AG（DE）

BP International Plc（London, UK）

Empresa Municipal de Transportes（Madrid, 

ES）

Instituto Superior Technico（Lisbon, PT）

Hamburgischer Hochbahn AG（Hamburg, DE）

PE Product Ingineering GmbH（Dettingen/ 

Teck, DE）

Sydkraft AG（Malmö, SE）

Stuttgarter Strassenbahn AG（Stuttgart, DE）

Transports de Barcelona S.A.（ES）

Statkraft SF（Hoevik, NO）

Sociedad de transportes colectivos do Porto, SA

（Porto, PT）

Milieudienst Amsterdam（NL）

MVV Verkehr AG（Mannheim, DE）

London Bus Services Ltd（UK）

PLANET Planungsgruppe Energie und Technik

（Oldenburg, DE）

AB Storstockholms Lokaltrafik（SE）

Fédération Luxe,bourgeoise des Exploitants

d'autobus et d'autocars ASBL（LU）

ストックホルム市

2003年はCUTEに代表されるH2燃料の公共

運輸機関への応用が始まる。これに伴い水素

供給基盤の建設が進む。2003年末までにドイ

ツ・欧州地域に設置されるH2供給基地数は

世界全体の44%に達する見込みである。

②　HYNET

・CORDISプロジェクト番号：ENK6-CT-

2001-20537

・THN（Thematic network contracts）

・プロジェクト：欧州水素エネルギーテーマ

別ネットワークHYNET

・期間：2002年１月１日～2004年12月31日

までの36ヶ月

・予算147万ユーロ（EU資金：107万ユーロ、

FP 5/EESD）

・サブプログラム：エネルギーの合理的かつ

効率的な最終使用技術の開発－清浄炭化水

素と代替輸送燃料による輸送燃焼の最適化

　出所：Fuel Cell Today “Worldwide Survey”2002.
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・主契約者：L-B-Systemtechnik GmbH

（Ottobrun, DE）

・契約者：

Consejo Supeior de Investigaciones

Cientificas 炭素化学研究所

（Zaragoza, ES）

Norsk Hydro ASA（Oslo, NO）

Vandenborre Technologies N.V.（Turnhout,

BE）

BP International Ltd（London, UK）

Messer Griesheim GmbH工業ガスドイチ

ェランド（Krefeld, DE）

TÜV Süddeutschland Bau- und Betrieb

GmbH Competence Center Fuel Cells and

Hydrogen Technology エネルギーシステ

ム部（München, DE）

Technischer Überwachungsverein Nord

E.V.事業開発エネルギーシステム技術部

（Hamburg, DE）

Linde AG（Unterschleisheim, DE）

BMW Bayerische Motoren Werke AG

EW 5－交通環境－（München, DE）

Shell Hydrogen B.V.（Amsterdam, NL）

Raufoss A/S（Raufoss, NO）

・目的：均衡のとれた欧州水素エネルギー

RTD戦略を策定し、水素エネルギーに関

連する社会、経済、政治的課題との取り組

む。また、３年間でワークショップを６回

開催する。

・情報公開：ワークショップの他、EU Centers

of ExcellenceとRTD計画への提案を行い、

インターネット上（HyWeb）で公表する。

（2）FCプロジェクト

①　主なFCVプロジェクト

○　HYDRO-GEN

・CORDISプロジェクト番号：JOE-CT-95-

013

・CSC（Cost-sharing contract）

・プロジェクト：EV用CGH2駆動第２世代

PEMFCの研究開発

・期間：1996年１月１日～2001年３月31日ま

での63ヶ月

・予算公表無し（FP 4）

・主契約者：GIE PSA Peugeot Citroën, 研究

開発（DRAS）EV部

・契約者：

Solay S.A.（Brussels 研究センター, BE）

De Nora Permelec（Milano, IT）

Regienov－ Renault Recherche et

Innovation研究開発（Guyancourt, FR）

Commissariat à l'Énergie Atomique 高度

技術運用普及部門（Grenoble, FR）

Sorapeg S.A.研究センター（Fontenay-

sous-Bois, FR）

Ansaldo recerche Srl－Societa per lo

sviluppo di nuove tecnologie研究センター

（Genova, IT）

・目的：PEMスタックベースSPFCの開発。

コスト削減とシステム統合。EV搭載車両

の試作。２極板技術の商用化。FCの量産

（デモコスト30kW for 200 ECU/kW）。

・技術手法：補助コンポーネントとサブシス

テムからなるパワーモジュールを変更。効

率化と小型軽量化をはかり、空気圧縮シス

テムとH2高圧軽量ストレージシステムを

研究開発する。

・目標数値：

FCスタック：30kW

重量<４kg/kW, 体積<3.5 /kW, コスト

200 ECU/kW

高効率エアコンプレッサー（1.5bar）

○　FEURO

・CORDISプロジェクト番号：ERK6-CT-

1999-00024

・CSC（Cost-sharing contract）

・プロジェクト：車両用FCシステムおよび

コンポーネントの研究

・期間：2000年７月１日～2003年12月31日
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までの42ヶ月

・予算：452万ユーロ（EU資金：250万ユー

ロ、FP 5/EESD）

・サブプログラム：エネルギーの合理的かつ

効率的な最終使用技術の開発と革新的な輸

送手段の提供

・FUEROクラスタ構成

－H2ストレージ

－エアコンプレッサー

－APU（5－10kWを提案）

－APU向けにディーゼル燃料を改質（Diesel

Reforming）

－デモ

－FUERO、LEDRIVE、EIHP、HYNET

のネットワーク化

－コンポーネントメーカー PROFUEL

CARDEMECEL HIPERSTACK COMPEX

（燃料処理）、ECO-POWER（コンプレッ

サー）を含む

このプロジェクトは、FUEROクラスタへの

参加基盤を拡大し、Opel、DaimlerChrysler、

Fordなど大手自動車メーカーの参加により

支援活動を推進する。支援活動には、教育、

訓練、安全性の確立に加え、給燃基盤、最適

圧力の特定、設置上の安全性、ベンチマーキ

ング、コネクタ、弁等のコンポーネントとサ

プライチェーンの開発が含まれる。さらに大

型統合化プロジェクトの事業化研究を実施す

る。

・主契約者：Aachen工科大学動力車両研究

所（ika）

・契約者：

Centro Ricerche Fiat ScpA研究センター

（Orbassano, IT）

Ifp（Institut Français du Pétrole）研究セ

ンター（Rueil Malmaison, FR）

Peugeot Citroën Automobiles S.A.（Velizy

Villaoublay, FR）

REGIENOV Renault Recherche et

Innovation

AB Volvo Technology Corporaton

（Goetegorg, SE）

Volkswagen AG（Wolfsburg, DE）

・目標：DMFCスタック技術の改善を行い、

高温PEM、アンモニアのFC燃料への使用

についての評価を定める。また、水素と低

温メタノール改質をはかり、バイオマスに

よるエタノール生産のプロセスを向上させ

る。

・ワークプログラム

１．燃料生産と供給方法、車両内ストレー

ジ、ライフサイクルの分析

２．FC システム仕様と性能条件

３．統合、管理条件

４．FC技術コンポーネントの設計

５．FC動力伝達装置仕様

６．車両搭載試験、評価基準

７．新規コンポーネントと実験結果の分析、

ベンチマーク

８．ライフサイクル、衝撃分析

９．世界的FC性能を発揮する試作開発計

画

10．FC車の性能評価

11．クラスタの調整

○　FEBUSS

・CORDISプロジェクト番号：ENK5-CT-

2001-00581

・CSC（Cost-sharing contract）

・プロジェクト：大型車に標準化されたFC

システム

・期間：2002年１月１日～2006年12月31日

までの60ヶ月

・予算：784万ユーロ（EU資金：392万ユー

ロ、FP 5/EESD）

・サブプログラム：FC開発とデモ。バイオ

マス、風力、太陽光による分散発電を含む。

FCシステムの効率性、信頼性、費用対効

果の分析

・主契約者：Air Liquide SA高度技術部門
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（Sassenage, FR）

・契約者：

Institut National Polytechnique de

Toulouse UMR 5502 流体力学研究所

（Toulouse, FR）

Institut National Polytechnique de

Grenoble LEG 電子技術研究所（Grenoble,

FR）

Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial

Esteban Terradas再生エネルギー部門

（Mazagon, ES）

産業環境リスク国立研究所事故リスク部門

（Verneuil en Halatte, FR）

Alstom Transport S.A.（Paris, FR）

SGS-TÜV Saarland GmbH（Saarland, DE）

Schneider Electric Industries Ltd プラッ

トフォームエネルギー科学技術部門

（Grenoble, FR）

Nuvera Fuel Cells Europe Srl 技術部

（Milano, IT）

CNRS / UMR5502 Toulouse流体力学研究

所（Toulouse, FR）

IRIBUS France S.A.（Venissieux, FR）

ジョセフ・フーリエ大学グルノーブルI

UMR 5529 電気技術研究所、UMR CNRS

5582 フーリエ研究所（Saint-Martin-

D'Hères, FR）

CNRS / UMR 5529 グルノーブル電気技術

研究所（Grenoble, FR）

・目的：標準化ダイレクトH2 PEMFC パワ

ーモジュールと電流コンバータを開発し、

同パワーモジュールとコンバータ。FCパ

ワーモジュール認証に関するEIHPの草案

の修正を提案する。

②　民間企業の取り組み

DaimlerChryslerはF-Cell Aクラスプロジェ

クトで、2004年末までに10億ユーロをFC開

発に投資する。General Motorsの新しいコン

セプトAUTOnomy車の開発は、昨年からFC

の応用を含めて開始された。GMはドイツで

OPEL HydroGen 3試作車の後継車である

Zafira 小型バンにFCを搭載したが、内燃機

関からH2燃料車への段階的移行に重点を置

く開発は、H2内燃機関車両を投入している。

FordはモデルU、BMWは７シリーズである。

BMWの場合FCを補助推力装置（APU）と

して捉え、内燃エンジンからH2完全駆動へ

の急速な商用化には懐疑的である。

2002年公開されたDaimlerChrysler Citaro

Fuel Cell Busは、2003年内に10台が欧州で２

年間の実用試験に出荷される。

・設置型FC

○ Berlin-Treptow CHP PEMFCプラント建

設

・CORDISプロジェクト番号：EI./00003/97

・DEM（デモプロジェクト）

・プロジェクト：ベルリン=トレプトフ250

kWel/237kWth CHP生産PEMFC建設

・期間：1998年１月１日～2000年９月30日ま

での33ヶ月

・予算：ECU 376万（EU資金：ECU 151万,

FP 4/NNE-THERMIE C）

・サブプログラム：エネルギーの効率的使用

（RUE）

・契約者：BeWAG（Berlin, DE）

・目的：CHPプラントにPEMFCを応用する

利点を証明し、量産条件の実現をはかる（コ

スト削減13,000 ECU/kW→1,500ECU/kW）

○　MF-SOFC

・CORDISプロジェクト番号：ENK5-CT-

1999-00003

・CSC（Cost-sharing contract）

・プロジェクト：当初－20kWe MF-SOFC,

現在－数10kWまでMF-SOFC拡張

・期間：2000年２月１日～2003年７月31日ま

での42ヶ月

・予算：893万ユーロ（EU資金：350万ユー
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ロ、FP 5/EESD）

・サブプログラム：Key action Cleaner

Energy Systems（再生可能エネルギーを

含む）

・主契約者：Rolls Royce Plc戦略研究センタ

ー（SIN28）（Derby, UK）

・契約者：

Risø National Laboratory研究センター

（Roskilde, DK）

Gaz de France CHP運用研究センター（La

Plaine Saint-Denis, FR）

Advanced Ceramics Ltd（Stafford, UK）

Imperial College of Science, Technology

and Medicine（London, UK）

・目的：内部改質モジュールとのレトロフィ

ットに適する定格20kWe級MF-SOFCスタ

ックを開発し、設計、製造仕様、数10万ワ

ット級システムの構築運用手順を策定する。

○　CORE=SOFC

・CORDISプロジェクト番号：ENK5-CT-

2000-00308

・CSC（Cost-sharing contract）

・プロジェクト：商用化SOFCシステムのコ

ンポーネント信頼性

・期間：2001年１月１日～2004年６月30日ま

での42ヶ月

・予算：431万ユーロ（EU資金：200万ユー

ロ、FP 5/EESD）

・サブプログラム：FC開発とデモ。バイオ

マス、風力、太陽光による分散発電を含む。

FCシステムの効率性、信頼性、費用対効

果の分析

・主契約者：Forschungszentrum Juelich

Gmbh 材料エネルギーシステム研究センタ

ー（Juelich, DE）

・契約者：

Risø National Laboratory研究センター

（Roskilde, DK）

Energy Research Center of the Nether-

lands（Petten, DE）

Global Thermoelectric Inc.（Calgary,

Canada）

Haldor Topsøe A/S（Lyngby, DK）

Rolls Royce Plc（Derby, UK）

・目的：SOFCの信頼性を向上させるため、

材料選択、２極板、接触層、保護皮膜の組

合せを選別。スタック性能の改善を実証し、

1000時間で性能劣化率0.75%、温度サイク

ル20回で性能劣化率<0.75%を達成する。

○　EFFECTIVE

・CORDISプロジェクト番号：ERK5-CT-

1999-00007

・CSC（Cost-sharing contract）

・プロジェクト：MCFC技術のホーリスティ

ックな統合とバイオガスによる最も効果的

なシステム化合物の開発を目指す

・期間：2001年７月１日～2004年６月30日ま

での48ヶ月

・予算：355万ユーロ（EU資金：200万ユー

ロ、FP 5/EESD）

・サブプログラム：FC開発とデモ。バイオ

マス、風力、太陽光による分散発電を含む。

FCシステムの効率性、信頼性、費用対効

果分析

・主契約者：Profactor Produktionsforschungs

GmbH（Steyr, AT）

・契約者：

Studia-Schlierbach Studiengruppe für

internationale Analysen 研究センター

（Schlierbach, AT）

Centro de Investigaciones Energeticas,

Mediambientales y Technologicas研究セ

ンター（Madrid, ES）

Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme-, und

Verkehrsbetriebe AG（Linz, AT）

Slovenska Polnohospodarska Universita v

Nitre（Nitra, SK）

・目的：MCFCとバイオガスとの組合せで効
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率を改善する。ES, SKでMCFC/バイオガ

スプラント統合を、ATで試作機を設置する。

○　Thematic network on SOFC（SOFCNET）

・CORDISプロジェクト番号：ENG2-CT-

2002-20652

・THN（Thematic network contracts）

・プロジェクト：SOFCNETの確立

・期間：2003年１月１日～2005年12月31日ま

での36ヶ月

・予算：235万ユーロ（EU予算：168万ユー

ロ、FP 5 EESD）

・サブプログラム：一般的RTD

・主契約者：Energy Research Center of the

Netherlands

・契約者：

University of St Andrews（St Andrews, UK）

Imperial College of Science, Technology

and Medicine（London, UK）

CNRS/UPR 9048- Institut de Chimie de la

Matière condensée de Bordeaux（Pessac, FR）

University of Patras Laboratory of

Chemical and Electrochemical Process 化

学工学部（Patras, GR）

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der

Angewandten Forschung E.V., セラミック技

術焼結材料研究所（Weissig/Dresden, DE）

University of Twente 化学部（Enschede, NL）

Centro de Investigaciones Energeticas,

Mediambientales y Tecnologicas

化石燃料部門（Madrid, ES）

Swiss Federal Laboratories for Materials

Testing and Research パフォーマンスセラ

ミック部門（Dübendorf, CH）

Rolls Royce Plc 戦略研究センター SIN 28

（Derby, UK）

INTEMA Consult Marketing

Dienstleistungsgesellschaft mbH（Graz,

AT）

Siemens AG PG（Muelheim an der Ruhr,

DE）

Tractebel SA（Bruxelles, BE）

Shell Hydrogen B.V.（Amsterdam, NL）

Institute of Chemical Engineering and High

Temperature Processes - Foundation of

Research and Technology Hellas（Rion-

Achaia, GR）

Prototech AS（Bergen, NO）

Institut Français de Pétrole 戦略経済計画

部門（Rueil Malmaison, FR）

Gaz de France（La Plaine Saint-Denis, FR）

ミュンヘン工科大学物理学部E19 固体物理

技術物理研究所（DE）

デュッセルドルフ市（DE）

RWE PLUS AG（Essen, DE）

Swiss Federal Institutte of Technology

Lausanne（CH）

Italian Agency for New Technology,

Energy and the Environment 水素・燃料

電池プロジェクト（St Maria di Galeria ,

Roma, IT）

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

（Stuttgart, DE）

E.ON Energie AG（München, DE）

Delphi Automotive Systems Luxembourg

SA（Bascharage, LU）

Aveiro大学セラミック複合材料研究センタ

ー（Aveiro/Eixo, PT）

Waertsilae Corporation OY（Helsinki,

FIN）

Sherbrooke大学（Sherbrooke, Canada）

Ka r l s r u h e大学電子技術材料研究所

（Karlsruhe, DE）

Adelan Ltd（Birmingham, UK）

BMW Bayerische Motoren Werke AG

（München, DE）

VDI エネルギー技術学会（Düsseldorf, DE）

Commisariat à l 'Énergie Atomique

（Fontenay aux Roses, FR）

Forschungszentrum Juelich GmbH
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（Juelich, DE）

Sulzer Markets and Technology Ag, Sulzer

Innotec 材料表面工学部（Winterthur, CH）

Valeo Climatisation SAマーケティング・

革新部（La Verrière, FR）

University of Applied Sciences Hamburg

機械工学部FCラボ（DE）

フィンランド技術研究センター VTTプロ

セス（Jyväskylä, FIN）

Alstom Power UK Ltd. エネルギー技術セ

ンター（Stafford, UK）

H.C. Starck GmbH & Co. KG 研究開発部

（Laufenburg, DE）

環境エネルギー廃棄物研究センター（Limay,

FR）

Energieverwertungsagentur（Wien, AT）

Électricité de France（Paris, FR）

Risø National Laboratory（Roskilde, DK）

ドイツ航空センター技術熱力学研究所

（Stuttgart, DE）

・目的：欧州工業開発の支援と加速を目的と

するSOFCNETを確立。ERA確立への第一

歩として、知識交流、工業ニーズと協業の

実現、SOFCシステムの商用化をはかり、

住宅、産業用CHPへSOFCベースのシステ

ムを実装する。

出所：fuelcells.org, update February 2003

APU = Auxiliary Power Unit; ICE = Internal Combustion Engine;�
Bat = Battery; Hyb = FC+ Battery Hybrid; FC/SCHyb = FC/Super Capacitor Hybrid

企業� 実用化�燃料� 走行�
距離�

FC �
メーカー�

BMW�
�
�
Daimler�
Chrysler�
�
�
�
Daimler 
Chrysler�
�
DSORC�
�
Fiat�
�
�
Ford�
�
�
PSA�
Peugeot�
Citroën�
PSA�
Peugeot�
Citroën�
PSA�
Peugeot�
Citroën�
Renault�
�
�
VW�
�
�
VW�
�
VW

エンジン�

ICE�
（FC�
  APU）�
FC�
�
�
�
�
Hyb�
�
�
Hyb�
�
Hyb�
�
�
Hyb�
�
�
Hyb�
�
�
Hyb�
�
�
Bat+FC�
APU�
�
Hyb�
�
�
Hyb�
�
�
FC�
�
FC/SC�
Hyb�
�

FC

5kW�
PEM�
�
85kW�
PEM�
�
�
�
85kW�
�
PEM�
6.4 kW�
PEM�
7kW�
PEM�
�
85kW�
PEM�
�
30kW�
PEM�
�
55kW�
EM�
�
�
�
�
30kW�
PEM�
�
15kW�
PEM�
�
75kW�
PEM�
40kW�
PEM�
�

車種�

Series 7 �
（745 h）�
（Sedan）�
Sprinter�
（van）�
�
�
�
F-Cell�
（A class）�
�
Hycar�
�
Seicento�
Elettra H2�
Fuel Cell�
Advanced�
Focus�
FCV�
Peugeot�
Hydro-Gen�
�
Peugeot �
�
�
H2O fire-�
Fighting�
Concept�
EU�
FEVER �
�
EU Capri�
VW�
Estate�
HyMotion�
�
HyPower�
�

発表年�

2000�
�
�

2001�
�
�
�
�

2002�
�
�

2001�
�

2001�
�
�

2002�
�
�

2001�
�
�

2001�
�
�

2002�
�
�

1997�
�
�

1999�
�
�

2000�
�

2002�
�

ミュンヘン空港
H2 V�
�
ハンブルグ小包
配送サービス�
Hermes Versand�
（W.E.I.T水素プ
ロジェクト）�
米国、日本、シ
ンガポール、欧
州で2003年60台�
スイス初�
FCV�
Nuvera FC で次
世代型2003年投
入�
2004年ドイツ、
カリフォルニア
で40台導入予定�
�
�
�
Fuel Cell Cab�
“Taxi PAC”�
�
Millenium Cell の
“Hydrogen on �
Demand”仕様�
ガソリン車FCV 
で日産と提携�
（Laguna wagon）�
JohnsonMatthey, 
ECN, VW, Volvo 
提携 �

300�
km�
�
150�
km�
�
�
�
145�
km�
�
360�
km�
140�
km�
�
290�
km�
�
300�
km�
�
�
�
�
�
�
�
400�
km�
�
�
�
�
350�
km�
150�
km

ガソリン
+LH2�
�
5,000 psi 
CGH2�
�
�
�
5,000 psi 
CGH2�
�
CGH2�
�
CGH2�
�
�
5,000 psi 
CGH2�
�
CGH2�
�
�
4,300 psi 
CGH2�
�
化学触媒�
水素化物－ 
NaBH3�
LH2�
�
�
CH3OH�
�
�
LH2�
�
CGH2�
�

UTC�
�
�
Ballard�
Mark 900�
�
�
�
Ballard�
Mark 900�
�
Nuvera�
�
Nuvera�
�
�
Ballard 
Mark 900�
�
Nuvera�
�
�
H Power�
�
�
�
�
�
Nuvera�
�
�
Ballard 
Mark 500�
�
�
�
Paul 
Scherner 
Institute

欧州のFC車プロジェクト一覧�
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（3）欧州のH2供給スタンド

これまでに欧州に設置されたH2スタンド

を次の表にまとめる。なお、空欄はn.a（.not

available）

場所�

München（DE）�

燃料� プロジェクト� 設置年� H2生成技術� 注�

L H2 1989 LindeBMW

Wolfsburg（DE）� L H2 VW 社のH2車用ステーション�

Russelsheim�
（DE）�

L H2 Opel H2車用ステーション�

Sindelfingen�
（DE）�

CGH2�
/LH2

DaimlerChrysler

Hamburg（DE）�
W.E.I.T.－I

CGH2 1999 m-tec Gastechnologie�
Messer Griesheim�
�

100% FC駆動車を目
指すオンサイト電気
分解�

W.E.I.T. 水素プロジェ
クト�
Hermes Versand、 HEW、
HHA向けH2V

Hamburg（DE）�
W.E.I.T.－II

CGH2 2003�
秋�

GHW �
（HEW �
の子会社）�
�

計画� 35 MPa

風力発電オンサイト電気分解。
CUTE プロジェクトを一体化
したW.E.I.T.－II

CUTE バス�
H2 ステーション担当�
はEUHYFISの�
PLANET

München（DE）� CGH2�
/LH2,�
LCGH2

1999�
～�

2001

GHW MAN H2 ICE バス試作車 28 
万km 故障無く走破�

ミュンヘン空港車両プ
ロジェクト�
バイエルン州経済交通
技術省�

Berlin（DE）� H2, LH2, 
石油燃料�

2003 Linde H2 �
Aral へ供
給�

世界初の公衆用H2 ステーシ
ョン�

Aral　BMW　BVG�
GHW, Ford�
DaimlerChrysler �
Linde  MAN  Opel �
CEP（Clean Energy�
Partners）�

Copenhagen
（DK）�

移動�
LH2�

�

2002/3 Linde L H2 Linde ステーションは�
TotalFinaElf ステーションベ
ルリンの一環�
コペンハーゲンとリスボンで
デモ用FCバスに使用�

CUTE

Lisbon（PT）� 移動�
LH2

2002～
2003

Arliquido �
L H2

同上�CUTE

Obersdorf（DE）� CGH2 1999～
2001

Linde  LH2 Linde の工場からサイトへ輸送�バイエルン州出資�
Neoplan FC バス�

Stuttgart（DE）� CGH2 2003 BP 提携� サイトでの天然ガス液化燃料化�CUTE バスデモ�

Erlangen（DE）� 移動�
LH2

1996～
1998�

（ICE）�
2000～
2001�

（FC）�

Linde LH2MAN, Linde（バイエ
ルン州政府バスプログ
ラム）�

Berlin（DE）� L/CGH2 2002 Linde H2 �
Proton energy�
System�
HOGEN　 PEM�

（圧縮H2用電気分
解）�

ベルリン初常時H2 ス
テーション�
MAN H2 ICE バスと
FC バス向け�
Linde 移動ステーショ
ンも�

TotalFinaElf  BVG�
Linde�
MAN  Opel  Hydrogen�
Competence Center�
Berlin�
CUTE

Nabern（DE）� L H2 1998DaimlerChrysler ステ
ーション�

R



（4）FC応用の動向

①　FCタイプ

PEM（Proton Exchange Membrane）－1

W未満から300kW

PA（Phosphoric Acid）－50kW以上

DM（Direct Methanol）－１kW以下

SO（Solid Oxide）－1kW～数百kW

MC（Molten Carbonate）－250kW以上の

ステーション向け　

AFC（Alkali）－車両向けにPEMの次に用

いられているが、PEMが80%近くを占め

る。

②　FCの応用動向

－Sulzer Hexis

SOFCメーカーとして2004年までに400

ユニットのプレシリーズを生産。DE、AT、

CHのパートナーと実地試験を予定してい

る。

－PEMFCの心臓部MEA（Membrane

Electrode Assemblies）メーカー

OM Group, 3M, Dupont, W.L.Gore,

Johnson Matthey

－H2 FC駆動スクーター

ECN（オランダ）エネルギー研究基金は

プロトン交換膜型FC駆動スクーターの試

作に成功した。2002年１月に３年計画
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出所：Fuel Cells 2000 “Worldwide H2 Fueling Stations” Feb. 2003

Stockholm（SE）� CGH2 2003 Stuart Energy�
H2スタンド�

水力発電で電気分解後サ
イトへ輸送�

同上 Fortnum（Nordic 
energy firm） 

Reykjavik（IS）� CGH2 2003 Shell Hydrogen, �
アイスランド政府�

サイトで地熱と水力発電
で電気分解�

ECTOS バス�

Bicocca�
（Milano IT）�

CGH2, �
L H2

2002 AEM, SOL, �
その他�

水素液化とスタンド�水素とFCデモプロジ
ェクト�

Oostmalle（BE）� L H2 1994 Messer 
Griesheim 
GmbH

LH2 貯蔵設備 125 L, 電気 
LH2 蒸気化システム, 基盤・
制御・安全設備�

ベルギーバスデモ�

Leuven（BE）� CGH2 2003 NexBen Fueling 欧州初�
LNG/LCNGと水素供給ス
タンド“First of  Many”�

NexBen Fueling�
（Chart）が�
Citensyから受注�

Torino（IT）� CGH2 2002/3 水力発電で電気分解�Irisbus PEMFC 都市
バスデモ�

London（UK）� CGH2 2003 BP 提携� 原油から過剰水素を集中生産
後サイトへ輸送�

原油から過剰水素集中生産�

同上�

Amsterdam
（NL）�

CGH2 2003 Hydrogen System 
IMET　水電気分解�
Lind（Hoekloos）�

グリーンエネルギーに
よりサイトで電気分解�

同上�

Luxemburg （LU）� CGH2 2003 サイトでメタノール液化燃料化�同上�

Madrid（ES）� CGH2 2003 原油から過剰水素集中生産�同上�

Porto（PT）� CGH2 2003 BP 提携�同上�

Barcelona（ES）� CGH2 2003 BP, Vandenborne 
Hydrogen Systems, 
IMET　水電気分解�

サイトで太陽発電と従
来電力で電気分解�

同上�

EUHYFIS�
（FP 4）�

CGH2 2004�
デモ�

サイトで太陽・風力発電により水電気分解 
現在のCUTE に供給（EUHYFIS/FP 4）�

EU, Bauer�
Kompressoren, Casale 
Chemicals, PLANET 

R

R



FRESCOを発足させ、Piaggioベースの次

世代FC駆動スクーターを開発。予算は360

万ユーロ、うち半分はEU FP 5の研究援助

によるもの。

－Celco Profil（イタリア）

H2と空気中酸素利用のFCメーカーであ

る。カナダのPalcan Fuel Cellsと2002年４

月に、欧州の電気自動車と携帯電源市場向

けにPEMFCシステムを共同開発する契約

を締結した。2003年夏にPalpacのPEMFC

を搭載したCelco電気スクーターのデモ機

を発表する予定。

－Aprilia（イタリア）

2002年にFC スクーターを公開した。この

FCはMojito FC名で米国のManhattan

Scientifics（MHTX）社と共同開発したもので、

MHTXのドイツ現地法人NovArsによる

3kW PEMFCを一体化した。圧縮水素燃料

を用い、最高速度55km/h、走行距離100 km

以上を達成した。

－電気自転車

米Manhattan Scientifics社のドイツ現地

法人NovArsはFC駆動自転車を開発。2000

年に、670W NovArs PEMFC駆動試作自

転車HydrocycleTMを発表している。イタリ

アのApriliaもこれと同じ技術を用いて、

2000年12月にボローニャモーターショーで

HydrocycleTMのApriliaバージョンを公開し

た。2001年に最優秀発明としてTime Ma-

gazineから表彰されものの、実用化には至

っていない。

－補助電源装置（APU）

Turin Polytechnic（イタリア）FP 6の

支援受けたBIOFEAT計画で自動車用FC、

APUのバイオディーゼル燃料処理装置の

開発と試験を開始した。期間は2003年から

2005年まで。予算は260万ユーロで、FC-

APUバイオディーゼル燃料処理装置総開

発費の50%強に相当する。このプロジェク

トにはECNとJohnson Matthey Fuel Cells

（英国）が参加している。

Johnson Matthey Fuel Cells（Swindon,

英国）はSwindon本社にMEA専用製造プ

ラントを建設中。

－Lindstrand Balloons（英国）

携帯電話の基地局向け無人静止飛行船を

設計。電源は太陽電池パネルと再生可能

PEMFC。現在、試作機製作の資金提供者

を求めている。

－アイスランド政府

水素駆動型社会計画の一環として、漁船の

駆動源を水素へ移行する計画を進めてい

る。最初の試作船は2006年に発表する予定。

－ノルウェー船主協会（N o r w e g i a n

Shipowners' Association）

FP 5の資金で、船舶へのFC応用の実現

可能性と実際的効果を研究するFCSHIP

プロジェクトを開始した。プロジェクトは

2004年に完了する予定で、船舶へのFC応

用開発に関するロードマップを提供する。

船舶向けFC開発を行った企業はこの他、

Ansaldo Fuel Cells SpA（AFCo）（イタリ

ア）がある。

－自立制御型水中車（Autonomous Under-

water Vehicle）

動 力 源 は ア ル ミ ニ ウ ム +酸 素 FC

（Kongsberg Simrad, Norway）

－Howaldtswerke-Deutsche Werft（HDW）

HDWは北ドイツの造船業者で、1970年

代から潜水艦のFC研究開発を行っている。

Siemensと 300kW PEMFCシステムの共同

開発を行い、2002年３月には潜水艦に導入

済。2003年からドイツとイタリアの海軍向

けに６台の納品を開始、その他ギリシアと

韓国海軍向けにも製造中である。

－DeepC

ドイツ政府出資プロジェクトDeepCは、

PEMFC駆動の航行距離400kmのAUVを開

発。このプロジェクトのうち２つのレイヤ

ーはZSW（太陽発電&水素研究所）により
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開発された。プロジェクトコーディネータ

はSTN Atlasで、2004 年初頭までにはデモ

態勢を整える予定。

－ポータブルFC；DMFC

Smart Fuel Cell（ドイツ）は2002年にポ

ータブルFCを1,000個生産した。

－Siemensはギリシア海軍からFCを受注し、

2004年から2010年までに、PEM FCモジュー

ルをギリシア海軍潜水艦向けに納入する。

SiemensはFCモジュール、制御監視システム、

既設電設システムの更新設備を出荷する予

定。

－Celles（Seine-et-Marne, FR）のFC試験プ

ロジェクト

仏電力会社EDFとガス会社GDFはフラ

ンス初の設置型FC実用化研究を実施した。

仏 政 府 機 関 ADEME（ L'Agence de

l'environnement et de la maîtrise de

l'énergie）もプロジェクトに参加、出資を

行った。FCは2000年から稼働を開始。導

入されたFCは米ONSI社のPC25C。FCの輸

入価格は800,000ユーロから900,000ユーロと

みられ、このうちのFC本体は500,000ユーロ

（キロワット/時あたり2,500ユーロ）。ほかフ

ランス規格（DRIRE：圧力装置の認証）の合

格に150,000ユーロ、設置費に100,000ユーロ

を要した。

このFCは2000年９月末までに3,200時間稼

働し、500MWhの電力を生産した。EDFの目

標は年間稼働時間8,000時間、取得熱量

1,600MWhである。排気実績は、CO 0

mg/kWh PCI, Nox4 mg/kWh PCIであった。

Chellesは地熱エネルギー利用の地域熱

供給事業者で、3,800世帯が供給網に接続

されている。地熱エネルギーの摂取量は年

間30,000MWh。地熱回収井の脇に重油と

ガスを使った熱生成施設があり、熱生産量

は45,000MWhに上る。

③　欧州の主な納入済みまたは成約FC一覧

FCメーカー�

Ansaldo Fuel Cells 
Spa（AFCO）�

100 kW�
MCFC

1998/99 NG
ENEL サイト�
（Milano）（IT）�

コンセプト検証段階  
（POC）�

BEWAD社 Treptow 
Heating Plant 

Ballard

100 kW�
MCFC

1999 NG
IBERDROLA サイト 
（Madrid）（ES）�

Ballard Belgim

提携者� FC 場所/国� 開始年� 注記�燃料�

250kW�
SG

2001 NGLiège（BE）�

Alstom / 
Bewag AG

250kW�
SG

2000 NGBerlin（DE）�

PEM FCと小型ター
ビンの組合せ�

PEM�
-Oberhausen 
project�
�

250kW�
SG�

CHP+ 
Microturbine

2002 NG

Fraunhofer Institut 
für Environments, 
Safety, Energy�
Engineering（UMSICHT）�

Alstom/Elektra 
Binseck（EBM）�

250kW�
SG

2000 NGBale（CH）�

NG = Natural Gas; SG = Stationary Generator; FCHA = FC Heating Appliance; PH=Pressurized hybrid;�
CHP = Combined Heat & Power; GT = Gas turbine; Hyb = Hybrid; PNG = Pipleline Natural Gas
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FCメーカー�

Fuel Cell�
Technologies�
FCT

FuelCell Energy, 
MTU

H Power

Ida Tech

5kW SOFC 
CHP シス
テム 2台�

2002
�
Stockholm（SE）�

市廃棄物焼却炉から
バイオガスを利用す
るH2も追加�
（電気分解と結合さ
せたPVシステム）�

Nuvera/RWE Plus AG 
のJV

実地試験�
Ida Techの携帯用と
住居用システム上市
前最終試験�

N R W 州 、 E - O n 、  
Ruhrgas 他、複数地
元エネルギー企業の出
資デモプロジェクト�

Hammarby 
Sjostad project

Naps Systems Oy
（Naps）, Birka 
Energi, ABB

Gaz de France

EDF R&D

RWE

Nuvera RWE Plus AG  
（Agwill）�

ISH Fair, ドイ
ツガス工業会�

CO2 取得デモ 
/ Shell

提携者� FC 場所/国� 開始年� 注記�燃料�

250kW�
DFC（Hot 
Module#1）�

1999 NG

NG

NG

NG

Bielefeld（DE）�

フランス�

ドイツ�

250kW�
DFC（Hot 
Module#2）�

4.5kW β
CHP 6台�

CE認証
FCHA

4kW CHP

2000

2001

H22002

5kW PEM 2001

Plug Power 

Plug Power 

Siemens 
Westinghouse

FCHAの最初のデモ�Frankfurt（DE）�

ノルウェー�

Essen（DE）�

Hannover（DE）�

FCHA 2001

Bad Neustadt
（DE）�

5kW 
PEMFC, 
7kW（熱）�

2002

複数世帯家屋向け�
ドイツガス工
業会、ドイツ
技術監視機関�

EDB/ELSM�
NL=DK エネル
ギー会社のコ
ンソーシアム�

Gelsenkirchen�
（DE）q

Westervoort�
（Arnhem, NL）�

2001

CE認証
FCHA

ドイツガス工
業会、ドイツ
技術監視機関�

Düsseldorf�
（DE）�

2001

無Sox、Nox 1ppm > �
1500mm/1728cells/stack�
電力効率 58%

ノルウェーのShell向けに
製造されたデモ装置。発
電所からCO2を取得する
原理。燃料フローとエア
フローを分離、発生CO2
を回収、SOFCシステム
は清浄水使用�
1500mm/2304 cells /stack

NGを用いるFCとして最
も効率性が高いと思われ
る。63kW温水を地域温
水系に供給。NOx, SOx 
微量�
1 , 5 0 0 m m / 1 , 1 5 2  

300kW 
SOFC/ガ
スタービン
（PH） CHP

2002

NG2003

250kW�
SOFC

250kW 
SOFC 
Hyb

NG1997
125kW 

SOFC/GT 
Hyb CHP

Stadwerke�
Hannover AG, �
E-On Energie AG

2003

Hammrby Sjostad, 
Stockholm（SE）�

Paris（GDF 研究
開発センター）�
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EDB/ELSAM

Siemens 
Westinghouse

Sulzer Hexis

UTC Fuel Cells

Siemens 
Westinghouse

Westervoort（NL）�

次の項目にあるRWE
サイトへ移設。109  
kW電力、63kW温水。
2000年11月の時点で
は稼働時間16,000時間、
109kW AC正味電力
効率 46% 

欧州最大のCHP デモ�
プロマネ EnBW�
1,500mm/5,780�
cells/stack

1,500mm/1,152�
cells/stack�
4,000時間以上稼働実績�

PNG1999
125kW 

SOFC/GT 
Hyb CHP

RWE ドイツ� PNG2001
100kW 
SOFC 
CHP

EC, DoE Marbach（DE）�

DE, AT, CH

Sun Chemical

PNG2003
1MW PH 

Hyb 
SOFC

HXS 1000 PREMIERE 
55台供給�

E.On energie�
AG, Munich

NG2002/03
1kW HXS�

1000 
PREMIERE

HXS 1000 PREMIERE 
155台供給�

EWE PLC,�
Oldenburg

UTC, TBE GmbH�
GEW Köln AG

NG2001/03
1kW HXS�

1000 
PREMIERE

FCシステム400台を各
国住居用に供給�GVM NG2003住居用�

Ansaldo（ARI）：�
PC25CのIT, FR, ES向
け総代理店。他の欧
州諸国は一般代理店�

NG1996/97

Köln（DE）�
欧州初汚物メタンガス
利用FC

汚泥�
ガス�

UTC PAFC�
220kW

200kW�
PAFC

NG200kW 
PAFC 4台�

HXS 1000 PREMIERE 
42台供給�

Thyssengas�
GmbH, Disburg

NG2002/03
1kW HXS�

1000 
PREMIERE

HXS 1000 PREMIERE 
60台供給�

EWR�
Elektrizitätswerk 
Rheinhessen AG, 
Worms

CLC S.r.l. Italy�
Ansaldo�
Energie und 
Wasserversorgung 
AG

NG2001/03
1kW HXS�

1000 
PREMIERE

ライプチヒのガス会社�
HXS 1000 PREMIERE 
16台供給�

NG2002/03
1kW HXS�

1000 
PREMIERE

HXS 1000 PREMIERE 
40台供給�

EnBW Energie�
Baden-Württemberg 
AG, Karsruhe

VNG �
Verbundgasnetz 
AG, Leipzig

CLC S.r.l. italy�
Ansaldo/Sun 
Chemical

Vattenfall AB NG200kW 
PAFC

CLC S.r.l Italy 
Ansaldo/�
Vatenfall AB

DE, Stadwerke 
Oranienburg

NG200kW 
PAFC

CLC S.r.l Italy 
Ansaldo/�
Stadtwerke�
Oranienburg

NG2001/03
1kW HXS�

1000 
PREMIERE



（5）FC駆動代替燃料

FCの駆動代替燃料としてメタノールがあ

る。メタノールポンプステーションの建設コ

ストは50,000米ドルから60,000米ドルで、H2

ステーションと比べ、低コストである。天然

ガスを原料とするため、持続的エネルギーの

観点からは長期的な使用には限界がある。

FC駆動に改良型石油またはガソリンを用い

る手段は、再生可能クリーンエネルギーの観

点から言って、長期的な使用は望めない。し

かし、H2エネルギーの利用が増大するまで

のは、改良型石油・ガソリンステーション構

築も政策視野に含まれる。H2供給基盤に対

する投資の回収期間は21世紀末以降の見込み

である。
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UTC Fuel Cells

不明�

不明�
Celanese Venturesは
PEMFCの皮膜メーカ
ー。稼働温度 150℃�

37ヶ月プロジェクト�
吸着冷却塔を用いる�
電力、熱、エアコン
供給（非原子力エネ
ルギー Thermie 計画
の一環）�

2002

2000

2001

200kW�
PAFC

NG

NG200kW 
PAFC

200kW�
PAFC�
PC25 C

200kW�
PAFC�
PC25

CLC S.r.l. Piazza 
Carigano 2

HGC Hamburg 
Gas Consult

Hamburg DE

De, Stadtwerke 
Saarbrücken AG

CLC s.r.l. Italy 
Ansaldo/ 
Gasversorgung 
Sachen Anhalt 
GmbH

DBI Gas�
（Germany） 
Technsche 
Universität 
Dresden, Gastec 
N.V.

NG200kW 
PAFC

PEM FC

NG200kW 
PAFC

School in�
Kaltenkirschen

NG

Heag（DE）�

Frankfurt, DE

Toftlund, DK

NG200kW 
PAFC

TBE Germany

東芝�

地域暖房システム�

Celanese Ventures

De, St. Anges�
Hospital

Kaltenkirschen  
（DE）�

NGBocholt�
Hospital, DE

NG

Kamenz（DE）�
Maltesser�
Hospital

NG

200kW 
PAFC

CLC S.r.l. Italy 
Ansaldo/ 
Stadtwerke 
Saarbrücken AG

　出所：Fuel Cells 2000, 2002.10.29, Fuel Cell Installatioins
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（6）ドイツの主要FCプロジェクト

FC種類�

MCFC

MTU Friedrichshafen GmbH, München, 
FuelCell Energy Inc.（US）�

ABB Energie�
Systeme GmbH,�
Essen

HGC Hamburg�
Gas Consult �
GmbH

UTC Fuel�
Cells�
（USA）�

Saarbrücken, Nürnberg, 
Kaltenkirchen

TBE Technische 
Beratung Energie 
gmbH, Duisburg

Köln-Rodenkirchen, 
Bocholt

Alstom Ballard, �
Ballard Generation 
Systems, Inc.

Berlin, 
Karlsruhe-Mingol�
sheim

Gelsenkirhen, Essen, 
Düsseldorf

Remscheid

Halle, Oranienburg,�
Hamburg, Gröbers bei�
Halle, Bargteheide, 
Frankfurt, Kamenz, 
Frankfurt/O.

MTU Friedrichshafen�
GmbH

Vaillant GmbH�
Plug Power LLC（US）�

Wetzlar
Buderus Heiytechnik GmbH�
UTC Fuel Cells（US）�

Vaillant GmbH

開発： FC－BG, 250kWel/160kWth, �
04年完工予定�

PAFC
FC-BG, PC25A, C, 200kWel/220 kWth�
実用化230機（世界�
価格～4,300　/kWe。�

PEMFC

デモ：家屋向け設備 1.5kWel/8kWth�
実用化予定：04年�
7,500　/kWe

ラボ、実地試験：複数世帯家屋向け設備： 
4.6kWel/50kWth

Essen
２年実地試験：家屋向け設備�
4.6 kWel/50kWth 仮想発電所�

Oldenburg
試運転：家屋向け試作機　4.5kWel/35�
 kWth仮想発電所（住宅/小店舗）�

開発：複数世帯家屋/小店舗向け設備 1 
－4.6kWel/1-7kWth+25-50kWth。実用化
予定：2004年、10,000　/kWe

実地試験 FC-BG, 250kWel/160kWth

München

Bielefeld, Bad Neustadt, Essen, �
München, Magdeburg, Ensdorf�
RWE-Park Meteorit（Essen）�

Leipyig/Machern, 
Hamburg, 
Ludwigshafen, 
Hannover, Kassel

efc european fuel 
cell GmbH, Dais 
Analytic Power 
corp（US）�

HGC 
Hamubrg�
Gas�
Consult

デモ：家屋向け設備 7.5 kWel

デモ：FC-BG 250kWel/237kWth

Riesa�
（Großenhain）�

Fraunhofer
（ISE）�
Energy Partners 
L.C.（US）�

Fraunhofer 
ISE, Freiburg

デモ：家屋向け設備 3kWel/4.5kWth�
２年試験�

München

Fraunhofer
（ISE）�
Siemens AG �
（Erlangen）�

開発：家屋向け設備 2.5 kWel/5.0kWth�
実地試験：03/04年　実用化：05年予定�

開発：家屋向け設備 3.5kWel/8～9kWth�

装置試験  03年�

Allendorf

Viessmann Werke GmbH�
Fraunhofer ISE, Landis und Staefa, 
Degussa, Siemens, Sachsenring 
EntwicklungsgmbH

Fraunhofer 
ISE, Freiburg

Alstom Ballard 

Alstom Ballard, �
Ballard Generation 
Systems, Inc.

Oberhausen
デモ：FC-BG 250kWel/237kWth. �
小型ガスタービン共用�

Alstom Ballard 

プロジェクト� 場所と期間� メーカー� 設置業者�

BG=Block generator, 地域CHPステーション; kWel/kWth : kilowatt electricity, kilowatt thermal energy.

ドイツの主なFCプロジェクト�
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４．H2燃料とFC関連規格

（1） 燃料規格

①　製品仕様

ISO 14687：1999/Corr. 1：2001 Hydrogen

fuel－Product specification

適用：H2燃料の品質特性標準。車両、

装置、その他の燃料用途に生産、配給

されるH2製品の画一化を計る

② H2燃料エンジニアリング、必要条件規

格

NFPA 50 A Standard for Gaseous

Hydrogen Sytems at Consumer Sites, 1999 ed.

適用：一般住宅敷地に気体水素システム

を設置する場合の必要条件。敷地外か

ら可動設備により水素を供給する場合

が対象となる。

NFPA 50 B Standard for Liquefied

Hydrogen Systems at Consumer Sites, 1999 ed.

適用：上記と同様で液体水素システムを

設置する場合

ISO 13984：1999 Liquid hydrogen. Land

vehicle fuelling system interface

陸上車両燃料供給システムインタフェー

ス、安全性要件、仕様、検査、圧力検査、

漏れ検査、一般検査、受容性など。

ISO 13985-1～5 Liquid Hydrogen－Land

vehicle fuel tanks

Part 1～Part 5：設計、製造、検査、金

属ライナーを伴う各種タンクの要件。

ISO/WD TR 15916 Basic considrations for

the safety of hydrogen systems.

水素システム安全性に関する基本的な注

意事項。

③　低温貯蔵関連規格

BS EN 1251-1～3, 2000：Cryogenic vessels.

Transportable vacuum insulated vessels of

not more than 1,000litre volume.

低温圧力容器の基本要件、設計、製造、

検査、運用関連の規格。Part 1～ Part 3

で構成される。

BS EN 1252-1 1998：Cyrogenic vessels.

SOFC

PEMFC

デモ：FC-BG, ガスタービン共用�
100kWel（大気運転）, 320kWel（加圧運転）。�
上市予定：06/07年　価格：1,000－1,700　/kWel

Siemens Westinghouse Power 
Corp（US）�

Siemens Westinghouse Power �
Corp  （US）�
Siemens Energie-Erzeugung AG
（Erlangen）�

RWE Plus AG, Essen�
Nuvera Fuel Cells（USA）�

Essen

Essen

実地試験：家屋向け設備 1kWel/3kWth、16 kWth

（加熱機）、04年量産予定　価格：　5,100

試運転：家屋向け設備15機 1kWel/2.5kWth, 16kWth、
仮想発電所 140設備住宅/小店舗導入予定�

Sulzer Hexis AG�
（Winterthur, CH）�

Duisburg

Oldenburg

Oldenburg

試運転：家屋向け設備55機 1kWel/2.5kWth、
max. 22kWth、仮想発電 200設備以上住宅/小店
舗導入予定�

Baden-�
Württemberg

Berlin

開発： 家屋向け設備 5kWel�
立ち上げ：04年�

デモ：FC-BG, 30kWel/30kWth

Karlsruhe-
Marbach

デモ：FC-Hybrid 0.7mWel�
小型タービン共用。 1MWel予定�

　出所：BHKW-Infozentrum Rastatt

提携�
業者�



Materials,. Toughness requirements for

temperatures below－80℃

低温容器の材質強度規格。マイナス80℃

未満の領域を対象とする。

BS EN 1252-2 2001：Cyrogenic vessels.

Materials. Toughness requirments for

temperatures between

同上マイナス80℃からマイナス20℃の領

域を対象とする。

BS EN 1626：1999 Cryogenic vessles.

Valves for cryogenic service

低温容器、設計、性能検査、温度、起動

停止、サイズ、真空駆動装置、利用圧力、

材質関連の規格。

BS EN 1797：2001 Cryogenic vessels.

Gas/material compatibility

低温容器、ガス材質互換性関連の規格。

BS EN 12213：1999 Cryogenic vessels.

Methods for performance evaluation of

thermal insulation

BS EN 12300：1999 Cryogenic vessels.

Cleanliness for cryogenic service

低温容器、清浄（クリーン）度関連の規

格。

BS EN 12434：2000 Cryogenic vessels.

Cryogenic flexible hoses

低温容器、ソフトチューブ関連の規格。

PR EN 12456 Cryogenic vessles. Pressure

protection devices for vacuum insulated

cryogenic vessels outer jackets

低温真空絶縁容器の外部ジャケットに使

用される圧力保護装置関連の規格。

BS EN 13275：2000 Cryogenic vessles.

Pumps for cryogenic service

低温容器ポンプ関連、流体装置設計、検

査、性能検査等の規格。

EN 13371： 2002 Cryogenic vessels.

Couplings for cryogenic service

低温容器用カップリング、設計、検査、

検査条件、圧力等の規格。

EN 13458-1～3 Cryogenic vessels. Static

vacuum insulated vessels.

低温容器と設置型真空絶縁容器の基本条

件、設計、製造、検査、運用関連の規格。

EN 13530-1～3 Cryogenic vessels. Large

transportable vacuum insulated vessels.

大型可搬型低温真空絶縁容器の基本条

件、設計、製造、検査、運用関連の規格。

EN 13648-1～3：2002 Cryogenic vessels.

Safety devices for protection against

excessive pressure. 

低温運用安全弁、バーストディスク安全

装置、排気用金、容積、サイズ関連の規

格。

PR EN 14197-1～3：2001 Cryogenic

vessels.  Static non-vacuum insulated

vessels. 

低温容器。設置型非真空絶縁容器の基本

要件、設計、製造、検査、運用関連の規

格。

④　機械設備、コンポーネント

BSI BS 7177-1～3 Metering Pumps and

Dispensers to be installed at Filling

Stations and Used to Dispense Liquid

Fuel

建設仕様、設置指針、設置後の保守指針

関連の規格。

ISO 9809-1～3：1999～2000：Gas cylinders－

Refillable seamless steel gas cylinders

最充填可能シームレススチールガスボン

ベの圧力別（境界圧1,100MPa）、規格ス

チールボンベの設計、製造、検査関連の

規格。

NF EN ISO 10439：2003 Petroleum,

chemical and gas services industries－

compressors

石油、化学、天然ガス産業用コンプレッ

サの設計、付属品、性能、検査、リーク

チェック、ユーザー供給業者関係関連の
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規格。

ISO 11119-1～ 3： Gas cylinders of

composite construction－Specification

and test methods.

各種複合材料ガスボンベ関連の規格。

DIN EN 13483 Hoses and hose assemblies

with internal recovery for measured fuel

dispensing systems - Specification

⑤ 爆発の可能性がある場所で使用する電気

設備関連

NF EN 50014：1999：Electrical apparatus

for potentially explosive atmospheres－

General requirements. 

爆発の危険がある場所で用いる電気設備

（一般要件関連）の規格。

EN 50016 1998：Electrical apparatus for

potentially explosive atmospheres－

Pressurisation apparatus‘p’

同、圧縮装置関連の規格。

NF EN 50017：1999  Electrical apparatus

for potentially explosive atmospheres－

Power filling‘q’

同、動力充填関連の規格。

NF EN 50018 1996：electrical apparatus

for potentially explosive atmospheres－

Flameproof enclosure‘d’

同、火炎耐性格納装置関連の規格。

NF EN 50019 1996：Electrical apparatus

for potentially explosive atmospheres－

Increased safety‘e’

同、安全性向上対策関連の規格。

NF EN 50020 1995：Electrial apparatus

for potentailly explosive atmospheres－

Intrinsic safety‘i’

同、構造上安全性関連の規格。

NF EN 50021：1999 Electrical apparatus

for potentially explosive atmospheres－

Type of protection‘n’

同、保護手段関連の規格。

NF EN 50028 1987：Electrical apparatus

for potentially explosive atmospheres－

Encapsulation type‘m’

同、カプセル化モデルの防爆、建物基準、

熱硬化性樹脂、耐熱試験、ひずみ試験、

表示関連の規格。

EN 50057：1992  Electrical apparatus for the

detection and measurement of combustible

gases－Performance requirements for

Group II apparatus indicating up to 100%

lower explosive limit

最高100%の低爆発限界値を示す第２類

装置の性能要件、引火性ガス、特性、火

災保護等関連の規格。

EN 50058：1992 Electrical apparatus for the

detection and measurement of combustible

gases－Performance requirements for

Group II apparatus indicating up to 100%

（v/v）gas

最高100%のガス濃度を示す第２類装置

の性能要件関連の規格。

EN 60079-14：1999  Electrical apparatus for

potentially explosive atmosphere－ Part 14-

Selection, Installation, maintenance and

repair of electrical apparatus for use in

hazardous areas

危険領域で用いる電気装置の選択、設置、

保守、修理関連、装置保護、防爆設計、

温度限界、電力線、安全性関連の規格。

⑥　その他の基準

Doc. 06/93/E   Safety in storage, handling

and distribution of liquid hydrogen

Doc. 15/96/EFD  Gaseous hydrogen

stations

Tn. 26/81/E  Hydrogen cylinders and

transport vessels

規格出所：Hydro Business Partner

Production Partner, as of

2003-03-22, eihp.org
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⑦　H2とFC標準化関連組織

世界：・H2FCVについてはUNECE WP 29

GRPEを中心に世界的標準化に向け

て作業中

・ISO TC 197 Hydrogen technologies

・IEC TC 105 Fuel Cell Technology

（2000年設立）：EU/US共通規格確

立に向けたプロジェクトFC Pre-

Standardization Networkと連携

EU：CEN, CENELEC（両者とも専門TC未

設置）

p. 32図 EIHP2WP6ClUSER-INTL参照
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世界市場で注目される風力発電産業
（デンマーク）

デンマークの風力発電産業は、多数の農業機械メーカーが、米国カリフォルニアでの風

力発電計画に応じるかたちで風力発電機の製造を開始し、80年代からビジネスとして本格

化した。90年代後半にはデンマークの風力発電産業は急速に成長し、現在は風力発電の世

界市場の約50％、スペインなどでの合弁事業も加えると約65％をデンマーク企業が占め、

デンマークの有力産業となっている。本稿では、デンマークの風力発電産業について、関

連産業を含む企業の動向や最近の大型洋上風力発電所の状況を含めて概説する。

コペンハーゲン事務所

4

１．デンマークの電力供給

（1）エネルギー源の推移

デンマークで供給されている電力は、①大

型発電設備（発電のみを行う設備と、発電を

主目的としたCHPプラント（注１）の両方があ

る）、②それ以外の発電設備（小型のCHPプ

ラント）、③風力発電、および④地域発電設

備（民間・個人・団体等が運営）によって発

電されている。2001年における発電総量は

130PJで、このうち①による発電量が最も大

きく80PJ、②によるものは24PJ、③は16PJ、

④による発電は10PJであった。

デンマーク政府はそのエネルギー政策とし

て、石油・石炭を用いた発電から他のエネル

ギー源による発電への移行を進めている。こ

れは、地域発電設備におけるエネルギー源を

天然ガスへ移行するとともに、新たな代替エ

ネルギーによる発電量の増加を図るものであ

る。2001年の風力発電は総発電量の12.1％、

バイオマス（わらなどを燃料とする）とバイ

オガスは約６％、廃棄物焼却は3.5％であっ

た。

デンマークのエネルギー政策では、2003年

までに新エネルギー（廃棄物焼却を含まない）

による発電量を国内電力供給量の20％まで増

加させる目標を掲げている。なお、2001年の

新エネルギーによる発電量の比率は14.4％で

あった。

さらにデンマーク政府は、発電に伴って発

（注１）CHＰは、combined heat and powerの省略形で、熱と電力の両方を供給（熱電併給）する。



生する多量の熱を有効利用するため、発電と

地域暖房供給を合わせた熱エネルギー利用シ

ステムのCHPプラントを増加させることも、

エネルギー政策上の目標としている。2001年

の国内電力供給量の53％は、CHPプラントで

発電されている（この比率は90年には約29％、

80年には約19％）。同時にCHPプラントのエ

ネルギー生産の効率化が進められており、

石油を燃料とするCHPプラントの熱エネル

ギー生産効率は200％に達している。

1980～2001年の間に、デンマークの全発電

施設の発電能力は、19.6％向上している。同

期間に旧型の石炭燃料による火力発電所は閉

鎖され、これに代わって新型のエネルギー効

率の高い施設による発電が開始された。

デンマークの２大電力会社は、エルサム社

（Elsam、ユトランド半島とフュン島向け発電）

とエネルギーE2社（Energi E2、シェラン島ほ
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＊四捨五入による不突合含む�
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か向け発電）である。両社は全国133の送電

会社（送電組合を含む）によって所有されて

いる。送電会社の多くは自治体や消費者の共

同出資組合が設立したもので、送電網と変換

機の運営、整備、拡張などを行っている。エ

ルサムとエネルギー E2は全国の電力変換企

業14社、２つの送電システム管理企業、およ

び消費者との送電契約を行う50の送電契約会

社を所有している。

２つの送電システム管理企業とは、エルト

ラ（ストアベルト海峡以西）とエルクラフ

ト・システム（ストアベルト海峡以東）で、

それぞれが地域の送電網の安定性を監視し、

電力市場の活性化を図っている。また、送電

の安全性を保ち、環境に配慮した発電と送電

を担う。

（2）近隣諸国との電力輸出入

デンマークはノルウェー、スウェーデンお

よびドイツなど近隣諸国との間で電力取引を

行っている。2001年の輸出入の収支は約2PJ

の輸出超となっており、これはデンマークの

総発電量の1.6％に相当する。

2001年の輸入量は約３PJで、これはスウェ

ーデンから供給されたものである。同年の輸

出量は約５PJで、ノルウェーとドイツに輸出

された。ドイツへの輸出はデンマーク国内の

エンステズ（Ensted）にある発電施設の一部

をドイツの企業が所有しており、ここから供

給されたものである。

（3）EU電力市場の自由化

EU諸国は、2004年までに事業所向けの、

2005年までに家庭向けの電力・ガスの供給を

自由化することになっている。デンマークも

関連企業の民営化と市場競争力の強化を進め

ている。この民営化を通じて、デンマーク政

府は①事業所および家庭が購入するエネルギ

ー（電力・ガス）の供給企業の選択枠を広げ

る、②（他のEU諸国の企業に対して）デン

マーク企業のエネルギー価格の競争力を向上

させる、③環境改善・保全を図る場合には経

済効率の最良な方法で行う、という目標を掲

げている。

デンマークでは、上記①の電力市場の自由

化について、電力供給に携わる各企業の再編

と民営化が実施され、2003年１月１日からは、

電力購入先の自由化が全消費者に対して実施

されている。

政府は、電力購入先の自由化によって、企

業間の自由競争を通じた電力価格の低下とエ

ネルギー供給の効率化、多様化が得られると

期待している。また、現政府は市場競争の激

化が経済効率の促進につながるとみている。

JETRO ユーロトレンド　2003.974

4

＊１　バイオガス施設を含む�
＊２　事業用発電施設�
出所：デンマークエネルギー関連企業組合�

19�

�163�

�3,442�

�52�

�30

92年�

18�

�571�

�5,208�

�44�

�87

98年�

17�

�576�

�5,620�

�40�

�116

99年�

17�

�571�

�6,270�

�37�

�118

2000年�

大型発電施設�

その他の発電施設＊１�

風力発電機�

水力発電所�

その他＊２�

表３　デンマークの発電施設数の推移�



しかし、現在のところ、電力購入先の自由

化は実質的には一部に限られている。デンマ

ークでは、環境に負荷の少ない新エネルギー

やCHPプラントによる発電の開発費補助が、

消費者の支払う電気料金に含まれている。ま

た、現在は（法律で発電の業務を定められた）

大型発電設備以外の発電設備と風力発電によ

る電力の購入を、送電会社に対し義務付け、

このような環境に優しい電力を優先して消費

することにしている。この優先消費では、環

境に優しい電力の全発電量を消費者の地元の

送電契約会社が毎年完売することとなってい

る。環境に優しい電力の発電量は気候等によ

り左右されるものの、消費者が購入する電力

の40％程度を占めている。残りの60％に関し

ては、2003年１月１日から、消費者は自分の

選択した電力販売会社より購入することが可

能になっている。

しかし、政府はこれをさらに変更する方針

で、消費者が購入する電力の発電方法選択の

自由化も検討している。これによって、新エ

ネルギーに関するEU指令の条件に基づき、

新エネルギーによる発電であることを示すラ

ベルの導入を促進させたいというのが、政府

の意向である。

（4）新エネルギー政策と新エネルギーの普及

72～79年のオイルショックを経て、デンマ

ークのエネルギー政策ではエネルギーの確保

が、中心的課題だった。発電所の多くでは燃

料を石油から石炭へと変換し、さらに小規模

の発電施設および地域暖房システムは、熱電

併給の可能なCHP プラントに改築すること

を奨励した。また、エネルギー供給源は北海

油田の開拓により確実になり、現在デンマー

クにおける石油とガスの供給量は、国内需要

量を超えている。しかし、石炭燃料による発

電は地球温室化効果ガスを大量に発生するた

め、80年代には、この抑制が考慮されるよう

になった。オイルショック以降のデンマーク

のエネルギー政策は、国内の環境破壊、さ

らには地球規模の地球温室化効果への対策

を考慮するようになった。

しかし、2001年11月に発足した新政権は、

環境への配慮よりも産業と経済の発展を重視

しており、新エネルギーを含めたエネルギー

政策も市場における自由競争に則った経済効

率を優先するものへと若干変化がみられる。

新政権のエネルギー政策において、新エネ

ルギーの開発は地球温室化効果ガスの発生を

抑制するという目標達成のために重要視され

ている。デンマークは大気の温暖化を促進す

る物質の排出量を削減し、2008～2012年の間

に99年のレベルまで戻すことになっている。

デンマークの二酸化炭素総排出量の約40％

（2000年値）は発電における排出であり、地

球温室化効果ガス削減の目標を達成するため

には、発電産業における環境配慮への働きか

けが重要になっている。具体的には、新エネ

ルギーによる発電の増加と電力消費の削減が

図られている。デンマークでは88～2005年に

二酸化炭素排出量を88年のレベルから22％削

減することを目標にしていたが、目標値の３

分の１以上は石炭燃料による火力発電を風力

発電によって補うことで既に達成している。

政府は特に風力発電のほか、大型発電設備

以外の発電設備による発電効率の向上にも注

目している。この種の小型発電設備で発電さ

れている電力は、デンマークの消費電力の約

25％を供給している。多くの設備は20年以上

前に建設され、天然ガスを燃料にしている。

また、地方の小さな自治体が独自にこのよう

な発電設備を所有している場合がある。これ

らは発電システムのない地域の暖房供給施設

として建設されたもので、現在でも時に応じ

て発電システムを停止することがある。

2002年９月に政府が発表した「エネルギー

市場の自由化」計画によると、政府は2003年

末までに①この種の発電設備の操業における
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効率と環境への配慮を向上させる、②環境に

優しい電力（CHPプラントまたは風力等の新

エネルギーによる電力）の購入義務付けを廃

止し、これらの発電設備からの電力を自由競

争市場で販売する、③これらの発電設備は熱

電供給が可能なため、地域暖房料金の上昇あ

るいは国家予算への負担を増加させることな

く、これら設備からの電力料金を引き下げ

る、という意向を示している。また、この

種の発電設備の民営化も計画されている。

80年代半ばから風力発電の普及が進む中

で、デンマーク政府は風力発電による電力供

給量が消費電力に占める割合の目標値を当初

の「2005年までに10％」から「2003年までに

16％」に引き上げた。実際には、2003年まで

に全消費電力の23％まで達成可能である。96

年に発表された「エネルギー21」では目標は

さらに高く、長期的な目標値として2030年ま

でに全消費電力の40～50％達成を目指してい

た。現政府のエネルギー政策の目標値は、

2003年までに全消費電力の20％を風力発電に

よって供給するとしている。

政府の目標達成のため、洋上風力発電施設

の建設が90年代を通じて計画された。91年に

はビネビュ（Vindeby）、96年にはチュヌ・

クノブ（Tunø knob）に試験的に小規模な風

力発電施設が建設された。2000年にはコペン

ハ ー ゲ ン 沖 の ミ デ ル ゴ ロ ン ヌ ン

（Middelgrunden）に、デンマーク初の大規

模な洋上風力発電施設（40MW）が建設され

た。さらに、この約４倍の規模である

160MWの風力発電施設が北海のホーンスレ

ウ（Horns Rev）に2002年に完成し、バルト

海のロドサン（Rødsand）にも同規模のもの

が2003年内に完成する予定である。これらの

大規模洋上風力発電施設は電力会社のエルサ

ムとエネルギーE2が、環境・エネルギー省

からの発注を受けて建設したものである。

デンマークでは風力発電によって電力を供

給すると、発電量１kWh当たりで定められた

金額に市場価格を加えたものが、風力発電に

対する補助として還元される。現在の政府は、

１kWh当たりの還元額を引き下げ、（電力の

消費料金にかかる二酸化炭素税に相当する）

１kWh当たり0.10デンマーク・クローネ（以

下、クローネ）を市場価格に加えたものを風

力発電への還元額として定めている。また、

洋上風力発電施設に対しては、特別に市場価

格に１kWh当たり0.36クローネを加えた還元

額となっている。

風力のほか，バイオマスも新エネルギーと

して利用されているが、これは経費が高いた

め、かなり小規模なものに限られている。

２．デンマーク風力発電の歴史

（1）風力発電の始まり

デンマークの風車利用は数世紀にわたる歴

史がある。全国各地の小高い丘の上には、キ

ャンバス地の帆を張ったオランダ型の風車が

建てられ、風力によって小麦をひいて小麦粉

を作っていた。19世紀後半から20世紀初頭に

かけて、多数の木の板で風を受ける「ウイン

ドローズ」と呼ばれる風車が米国に登場した。

デンマークでは風の強さに応じて細い木の板

でできた羽根の着脱可能な風車が利用され、

これは「クラップサイラー（板の帆）」と呼

ばれていた。「ウインドローズ」と「クラッ

プサイラー」は農耕具を動かしたり、小麦を

ひいたり、鉄の車輪を磨くための動力を供給

するほか、乾燥期に貯水槽の水を供給するポ

ンプの動力源となっていた。1931年にはこう

した風車がデンマーク全国に約３万台あった

という記録が残っている。

発電用の風車には、気象学者であり起業家、

そしてフォルケホイスコーレ（成人教育を行

う教育機関）の教師であったポール・ラクー

ル氏（Poul la Cour：1846～1908年）が、

1889年から研究に取り組んだ。彼は幾つもの
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風車と異なる形状の羽根を考案し、1897年に

彼が勤めるアスコウ・フォルケホイスコーレ

に試験的に風力発電機を建造し、これがデン

マーク初の風力発電機となった。

ラクール氏に先立って、米国人のチャール

ズ・F・ブラッシュ氏（Charles F. Brush :

1849～1929年）が1887～88年に米国で世界最

初の自動運転式の発電用風車を造っている。

ブラッシュ氏は公共の電気装置に利用される

効率の良い直流式ダイナモを設計し、これは

世界初の商業用電光や酸化鉛バッテリの製造

に用いられた。ブラッシュ氏が設立したブラ

ッシュエレクトリック（Brush Electric）社

が、1892年にエジソン・ジェネラル・エレク

ト リ ッ ク 社 （ Edison General Electric

Company）に吸収され、名称を変更してジ

ェネラルエレクトリック社（Ge n e r a l

Electric Company）となった。

ブラッシュ氏の風力発電機は「ウインドロ

ーズ」タイプのローターの直径が17メートル

という巨大なもので、144枚の回転羽根はス

ギで作られていた。この風力発電機は20年間

稼働し、電力はブラッシュ氏の自宅の地下室

に設置されたバッテリーに蓄電されていた。

しかし、巨大なローターがゆっくり回転する

米国式風力発電機の発電効率はさほどでな

く、この風車１台の発電能力は12kWに過ぎ

なかった。

後にデンマーク人のラクール氏が開発し

た、羽根の枚数が少なく、回転の速い風力発

電機は発電効率のより優れたものであった。

ラクール氏は羽根の形状の研究を重ね、自身

の風洞実験装置（風の流れを調べるトンネル

装置で、航空機や車両、高層ビルの設計時に

利用される）を開発していた。彼はエアロダ

イナミクス研究の基本に基づいて風車および

羽根の設計に取り組み、また、風力発電機の

出力を安定化させる機械装置の特許も取得し

た。こうした彼の研究は風力発電機設計に大

きな進歩をもたらした。

彼はエネルギーの蓄えを重視し、風力発電

からの電力はアスコウ・フォルケホイスコー

レのガス灯のための水素生産に利用してい

た。この風力発電機は古典的な風車を直流電

気発電に用いたもので、２基が1897年に同校

に建造された。ラクール氏は同校で風力発電

技術者（Wind electricians）のためのコース

を開いていた。また、1905年には風力発電技

術者協会を設立、既に１年後には356人の会

員が参加していた。

また1918年には、デンマークの全国120ヵ

所に風力発電機が建造され、各20～30kWの

発電機の総発電能力は３MWに至っていた。

これは、当時のデンマーク全体の消費電力総

量の３％強の供給に相当する。

ラクール氏の生徒達も２～３枚羽根の風力

発電機を開発し、これらが現在のデンマーク

タイプの風力発電機のモデルになった。第ニ

次世界大戦中には、技術会社のF.L.シュミッ

ト（F. L. Schmidt）が２～３枚羽根の風力発

電機を多数建造した。1942年に同社がボーウ

（Bogø）島に建てた風力発電機は、一部に風

力とディーゼルエンジンを組み合わせたシス

テムを導入し、島の電力供給に利用されてい

た。この３枚羽の風力発電機が1950年代の風

力研究において重要な役割を果たした。

大戦後、デンマークに石炭と石油が大量に

輸入されるようになると、風力発電への関心

は低くなっていった。しかし、発電会社のチ

ーフエンジニアであったヨハネス・ユール

（Johannes Juul）氏は1950年初頭に、かつて

1903年にラクール氏のコースで学んだ風力発

電に再度取り組み始めた。ユール氏は数々の

実験機を造り、交流発電機用の風力発電機開

発に成功した。1956年、ユール氏の風力発電

機が国家の補助を受け、電力評議会によって

ファルスター島南部のゲサー（Gedser）に建

造された。そして、これが現代の風力発電機

のモデルとなった。

直径24mのローターが高さ24mの柱に取り
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付けられた発電能力200kWのGedser機は、

年間に40万kWhを発電し、これは以後長年、

世界最大の風力発電機であった。Gedser機に

はタービンの回転速度が許容量を超えると自

動的に羽の回転が停止する装置が備えられて

いた。同機は耐久性に優れ、11年間無修理で

運転し続けた。現在の３枚羽根の直立型風力

発電機は、基本的にこのGedser機と同じシス

テムに則って設計されている。当時の人々の

関心は環境よりも経済性にあり、コストが石

油による発電の２倍にもなる風力発電の試験

運転は11年間で終了した。

しかし1975年、Gedser機は米国の風力発電

計画が調査機として注目し、NASAの指名を

受けて改修されることになった。３年の調査

用運転期間には、修理をすることなく運転し

続けた。この時使用した発電機の主軸とロー

ターは、デンマークのビヤーリンブロー

（Bjerringbro）にある電力博物館に展示され

ているほか、Gedser機は風力発電開発の記念

として、同機自体が博物館となった。

（2）世界に広がる風力発電

デンマークの風力発電開発への関心は、73

年の石油危機を機会に著しく高まった。70年

代に開発された風力発電機は、基本的には

Gedser機の小型化であった。これら個人のア

マチュア技術開発者によって設計された風力

発電機の最大出力は10～15kWに過ぎなか

った。

そのうちの一人、クリスチャン・リースエ

ア氏（Christian Riisager）は自宅の裏庭で、

Gedser機の設計を基本にして、グラスファイ

バーを羽根に用いた高さ12m、出力22kWの

風力発電機を開発した。発電機として電気モ

ーターを利用するほか、車両のギアやブレー

キに一般の機械部品を用いて風力発電機の研

究を重ねた。１号機作成に成功すると、同機

の発電する電力を地元の電力供給会社の供給

網へ送電する承認を得た。同氏は夫人ととも

に発電機の販売会社を興し、78年には同氏の

発電機はデンマーク全国で30基、家庭用発電

機として建設されていた。同氏の成功で企業

の関心も高まり、80年代には企業による風力

発電開発が始まった。

80年代には、多くの革新的な小型風力発電

機が登場した。また国民の原子力発電所建設

への強い反対もあり、政府も風力発電機の新

開発に関心を示し始めた。85年にデンマーク

議会は原子力発電を導入しない決定を行い、

代替エネルギーとして、風力発電の導入を決

定した。また、電力会社と協力し100MWの

風力発電機を導入する計画を打ち立てた。政

府は風力発電機の機能と安全性、仕様などの

保証制度を導入した。この保証のための検査

は、もとは原子力研究を目的に設立された国

立の研究機関（Risø National Laboratory）

に委託された。現在、同研究所での原子力研

究は行われていないが、エアロダイナミクス

や気象学、風力評価、構造力学、先端素材な

どの分野を専門とする約100人の研究者がい

る風力研究部門は、同研究所の最も重要な機

関となっている。

デンマークの電力会社は風力発電の開発初

期から、風力発電に関心を抱いていた。

Gedserの風力発電機は電力会社SEASが資金

を提供し、建設したものである。80年代前半

には、電力会社は大型風力発電機の開発を始

め、630kWの試験機を２基建設した。しかし、

電力会社がこれら大型風力発電機による発電

コストは高すぎると判断し、実用には至らな

かった。

しかし、実用機製造者も大型の風力発電機

開発を進め、後に、１MWあるいは２MWの

発電機が設計された。80年代に風力発電機製

造を始めた企業は、もとは農業機械製造会社

であった企業が多い。ベスタス（Vestas）、

ノータンク（Nordtank）、ボーナス（Bonus）、

ノーデックス（Nordex）、NEG ミコン（NEG
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Micon）など、農業機械製造会社は風力発電

機分野が発展する可能性にいち早く注目して

いた。これら企業は、自社の機械製造にかか

わる知識を活かして成長し、まずはデンマー

クの風力発電機市場を占め、やがて世界の風

力発電機市場のランキング上位を占めるよう

になった。

デンマークの風力発電機製造業成長の背景

には、80年代の米国カリフォルニア州におけ

る風力発電開発計画がある。当時、デンマー

クの風力発電機は既に大型機の開発に着手

し、設計と改善を繰り返していた。これらの

うちには、ボーナス社のBonus 30kW（80年

開発）やNEG ミコン社のNordtank 55kW

（80～81年）がある。NEG ミコン社の

Nordtank 55 kWだけでも、1,000基以上がカ

リフォルニアの巨大なウインドファームに建

設されている。こうして、カリフォルニア市

場の著しい拡大とともにデンマークの風力発

電機製造企業も大きく成長した。しかし、こ

れら企業の成長はカリフォルニア市場に依存

しており、85～86年にカリフォルニア州の風

力発電計画が終了すると、他の数少ない小規

模な市場へ製品を供給するだけになり、20数

社あった風力発電機製造企業のうち、ほとん

どが倒産に追い込まれた。同時に、米国にあ

った風力発電機の製造工場はすべて閉鎖され

た。

市場競争を経て残った企業は、その後慎重

に海外市場開拓を試み、現在、デンマークの

風力発電機製造企業は世界40ヵ国へ風力発電

機を供給している。ドイツ、スペイン、米国、

イタリアが輸出先の上位を占めている。

（3）今日の風力発電機

風力発電機は過去20年間に大型化が著しく

進んだ。初期の風力発電機は回転部の直径

10.6m、発電能力は25kWであったが、今日で

は一般的に回転部の直径48～54m、発電能力

は750～1,300kWとなり、20年前に比べはる

かに巨大なものである。これらの発電機は主

に洋上発電に利用されている。

91年にはロラン島の沖、バルト海上にボー

ナス社の450kW発電機11基が建設された（ビ

ネビュ・ウインドファーム）。ここで建設さ

れた発電機は、高電圧変換機のための空間が、

従来の風力発電機よりも高い位置に設けられ

ている。国立リス研究所は、このウインドフ

ァームで洋上における風の状況や風の発生な

どを調査し、その結果を洋上風力発電の研究

に活かしている。同研究所の調査によって、

洋上では陸上よりも発電量が20％向上するこ

とが明らかになった。

95年にはカッテガットのチュヌクノブ沖に、

送電会社によってベスタス社の500kW機10基の

ウインドファームが建設された。この発電機

は洋上発電に適するように改良され、発電機

のギアボックスは陸上用に比べ10％速い回転に

適応するものに変更された。これにより発電

量は陸上に比べ５％増となった。

97年にはコペンハーゲンの郊外５kmのア

ベウアホルム（Avedore Holme）の火力発電

所が面した海岸に、300kWの風力発電機12基

と1,000kWの試験機１基が、発電会社によっ

て建設された。

洋上発電の調査結果が好ましく、デンマー

クで大規模な洋上風力発電が期待されるよう

になると、各風力発電機製造企業はさらに大

型のメガワット機の開発を進めた。

95年にNEG ミコン社が開発したNordtank

1500kWは、回転部の直径60mで、750kWの

発電機２基が平行運転する（現在のモデルで

は２基の750kW発電機と1,500kW発電機を搭

載）。また、ベスタス社は1,650kWおよび

300kWの２基の発電機を搭載したVestas

1.5MWを96年に開発している。この回転部の

直径は68mである。現在みられる風力発電機

のうち最大のものは、回転部の直径が80mで

発電能力は2,500kWである。2,000kWの風力
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発電機１基で、旧型の200kWの発電機1,980

基分よりも多くの電力を発電可能だ。

これら巨大なメガワット機は98年頃から洋

上発電用として登場した。コペンハーゲン沖

のミデルゴロンヌンにはボーナス社の2MW

機が20基建設された。NEG ミコン社および

ボーナス社の２MW発電機（それぞれ99年、

98年開発）では、従来の風力発電機の安全性

をさらに向上し、出力抑制に伴う回転停止機

能が搭載されている。また、回転部の直径が

80mにもおよぶノーデックス社の2.5MW発電

機（2000年）にも、出力抑制のための固定シ

ステムが取り入れられている。

技術の発達に伴う風力発電機の大型化は、

さらに風力発電機の発電経費の節減にも大き

く貢献している。今日の風力発電にかかる発

電量１kWh当たりの費用は、石炭や原子力に

よる発電と拮抗している。海岸線が長く、海

風が強く吹き付ける英国やデンマークは風力

発電に適しており、大型のウインドファーム

での発電量１kWh当たりの費用は約４米セン

トである。風力発電機の耐用年数は20年で、

運転とメンテナンスにかかる費用は風力発電

機の製造費の約３％である。

大型の風力発電機による洋上発電では安定

した発電量を得られるほか、発電効率も高い

ため、デンマークでは将来の風力発電におい

て、洋上風力発電に大きな期待を抱いている。

4,000MWを超える洋上風力発電によって、デ

ンマーク全国の電力消費の40％を供給すると

いう目標を達成しようというものである。

（4）個人所有と共同所有が主

78年５月、風力発電の振興を目的に、デン

マーク風力発電機所有者協会（D a n s k e

Vindkraftværker）が設立された。同協会の活

動は、風力発電所有者と送電会社、所管官庁、

発電機製造業者などとの関係づくり、および、

風力発電の可能性についての情報の管理など

である。

当時、送電会社や政府は風力発電による電

力供給に関心を示しておらず、風力発電所有

者にとって電力を売ることは難しい状況にあ

り、その改善が協会に期待されていた。また、

一般市民の風力発電への関心を高めるため

に、「自然エネルギー（Naturlig Energi）」と

いう雑誌を発行するほか、新聞などメディア

を通じて、風力発電についての紹介を行うな

ども、当初の重要な活動であった。

80年には多くの人々が資金を負担して風力

発電機を共同で所有する、風力発電共同出資

組合がユトランド半島のニュソルベア（Ny

Solbjerg）に誕生した。風力発電機の共同所

有は農業共同組合の考えを基本にしている。

新エネルギーの発展、より良い環境づくりの

促進、協力の精神によって問題を解決すると

いう目標に同意を示した人々が集まって設立

された風力発電共同出資組合は、その後、全

国に次々と現れた。

2002年の調査では、デンマーク全国にある

約6,300の風力発電機のうち、80％以上が共

同所有あるいは農家による個人所有で、残り

20％弱が電力関連企業による所有である。ま

た、全国の15万世帯が風力発電機あるいは共

同出資の株を所有しており、デンマーク人の

風力発電機への関心の高さを表している。

（5）風力発電機産業の規模

風力発電機の世界市場における2001年の総

売上高約60億ユーロのうち、デンマークの風

力発電機製造企業の総売上高は約30億ユーロ

（200～220億クローネ）に達している。90年

代後半の５年間に世界の風力発電機産業は毎

年40％以上の成長ぶりを示し、21世紀初頭の

同産業の成長は約20％と期待されている。

2001年にデンマークの風力発電機製造企業

が供給した風力発電機の総発電能力は、

3,452MWに及び、これは前年比60％増であっ

た。これは、同年に世界各国で建設された新

規原子力発電機の総発電能力1,700MWの２倍
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に相当する発電能力分の風力発電機が、デン

マークの企業から供給されたことになる。

デンマークの企業が製造・販売する風力発

電機の発電能力の平均値は、2000年の１基当

たり861kWから2001年には944kWへと拡大し

た。平均的な１MWの風力発電機の回転部直

径は50～55mである。現在販売されている風

力発電機は750kW～1.3MWの比較的小さな

陸上用と、マルチ・メガワットの洋上用（陸

上での使用も可能）に大別される。

2001年の国内の風力発電機販売量は、輸出

の大幅な伸びと対象的に、93年以降初めて前

年比減となり、95年以前レベルの117MWに

とどまった（2000年の販売量は566MW）。こ

れは99年に、消費者が購買する電力の発電方

法を自ら選択できるという「グリーン証書」

制度が、国会で検討され始めたことにより、

個人による風力発電建設が99年に集中したこ

とによる。さらに、2000年末には従来の補助

制度が廃止され、風力発電への補助額が大幅

に引き下げられたことも、2001年の売り上げ

減の理由の一つである。

３．デンマークの風力発電の現状と
今後の見通し

（1）風力発電による電力供給の増加

デンマークでは、80年代半ばから、2005年

までに国内消費電力の10％を風力発電で供給

するという目標に向かい、努力が続けられて

きた。これは、1,500MW程度の発電能力を持

つ風力発電機を全国に設置することで達成で

きると考えられ、政府は目標達成のために、

2000年までに400MWに相当する風力発電機

の設置を送電会社に指示することになってい

た。85年と90年にはそれぞれ100MW相当の

風力発電機設置が、さらに96年には200MW

相当の設置が指示された。

また、96年発表のエネルギー政策「エネル

ギー21（Energi 21）」の中では、2030年まで

に消費電力の約50％を風力発電によって供給

する目標を記しており、これは、主に洋上浮

力発電によって達成されると考えられてい

た。政府は98年には750MW相当の洋上風力

発電建設を指示している。

（2）風力発電機への規制と補助

エネルギー政策上の目標を達成するため

に、政府はさまざまな規制と国内企業支援策

を導入した。

電力会社は、その地域に個人が設置した風

力発電機の発電する電力の85％を（年間に２

万kWhの電力を消費する家庭の支払う電力料

金の料金基準に従い）買い取ることを義務付

けられている。これは１kＷh当たり平均0.25

～0.35クローネである。

デンマークの各世帯、事務所、工場などの

支払う電力料金には、税金が含まれている。

これは、電力料金を上げることで全国の電力

消費量を減らし、石炭や石油燃料により火力

発電所から出る大気汚染物質を削減する目的

による。しかし、新エネルギーによって発電

すると１kＷh当たり0.10クローネの二酸化炭

素税が還元される。これは、発電所あるいは

その他企業や家庭の所有するすべての新エネ

ルギー発電機による発電に適用されている。

この風力発電機による電力を供給すると二

酸化炭素税が還元されるという、新しい税制

が導入されて以来、電力会社は個人所有の風

力発電機から電力を買い取るよりも、自社で

風力発電機を所有し電力供給した方が経費を

大幅に削減できることとなった。例えば、電

力会社の所有する風力発電機の発電経費は１

kWh当たり平均0.28～0.34クローネで、１

kWh当たり0.10クローネの二酸化炭素税還元

を受けると、発電経費は差し引き１kWh当た

り 0.18～0.24クローネとなり、個人所有の風

力発電機から買電した場合の0.30～0.37クロ

ーネと比較すると、はるかに安価になる。

電力会社のほか、一般企業や共同体などが
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風力発電機を所有して電力を供給しても、電

力にかかる税が還元される。政府は電力供給

により利潤を得る電力会社と、他の一般企業

や共同体など、電力供給により利益を得ない

供給者に対して、それぞれに応じた還元率を

設けている。電力会社に対しては１kＷh当た

り0.17クローネ、一方、他の風力発電機所有

者に対する還元額は１kＷh当たり0.5～0.62ク

ローネになっている。

95年に定められた風力発電機の送電網に関

する特令において、送電会社は市（各市は風

力発電機の設置可能地域を指定する）が定め

た1.5MWの風力発電適用地域内に送電網を建

設することが義務付けられている。また、送

電会社は個人の所有する風力発電機を地域の

11～20kVの送電網へ連結することを許可し

なければならない。この場合には、風力発電

機所有者が送電網延長の工事費を負担する。

しかし、送電網の延長が不可欠の場合には、

発電会社がその工事費を負担することになっ

ている。

風力発電機所有者は11kVの送電網に風力

発電機を連結するための変圧器の費用および

電力メーターの貸借料を負担することになっ

ている。

風力発電機は税制上、産業用機械と同様に

みなされており、年間30％以内の減価償却が

認められている。しかし、風力発電機所有者

の電力販売による収入が年間3,000クローネ

を超える場合で、減価償却あるいは他の経費

控除を選択しないときには、電力販売による

年間収入のうち3,000クローナを超える部分

のみに対し一律で60％課税される。これは、

所有する株の少ない風力発電機の共同所有者

にとり、簡単で有利な税制となっている。

全国の送電網に関する規則によって、電力

会社以外が所有する風力発電機の所有には限

度枠が定められている。風力発電機の共同所

有に対しては、共同所有者組合の所在する自

治体が限度枠を定めている。この規則は、風

力発電機共同所有者組合の組合員１人当たり

の所有株式限度を、年間発電量に換算して３

万kWh以内と定めている。これは１人当たり

の投資総額に換算すると12万クローネに相当

する。さらに、個人が所有する風力発電機は、

当該者の居住する敷地内に1基とされている。

こうした規制は政府の風力発電支援策の乱用

を防ぐために設けられている。

（3）風力発電による供給割合は増加

デンマーク国内に設置された風力発電機の

数は2001年には既に6,445基に達し、その発

電能力総量は2,556MWに上っている。これら

風力発電機による発電量はデンマーク全国の

全消費電力の約13％を占めており、2003年の

目標値は20％となっている。

実際には、風力発電による電力供給は2003

年までに全国の消費電力の23％を達成するこ

とが可能である。96年に発表された前出の

「エネルギー21」では長期的な目標値として、

2030年までに全消費電力の40～50％達成が見

込まれていた。

（4）大型洋上風力発電所の設置状況

2002年末、北海のユトランド半島ホーンス

レウ沖に、発電能力160MWで世界最大の洋

上ウインドファームが完成し、2003年初めか

ら商用運転を開始した。また現在、バルト海

のロドサン沖に158MWのウインドファーム

を建設中で、2003年中に完成予定である。こ

うした大規模な風力発電所の建設は、デンマ

ークのエネルギー政策である「エネルギー21」

中に掲げられた、2030年までに全国の消費電

力の約50％を風力発電によって供給するとい

う目標達成のためであった。

現在の政府は、この目標を緩和し、風力発

電のほか、地域電力供給に限られたCHPプラ
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ントからの電力、スウェーデンの水力発電な

どの代替エネルギーによる電力供給を消費電

力の50％とすることを目標にしている。しか

しながら、発電コストを抑え二酸化炭素放出

量を抑制するために効果的な風力発電には、

政府も関心を示している。

現在、北欧における風力発電は、風力発電

機設置のための土地不足により、洋上へと移

行している。また、洋上では陸上よりも強い

風が得られ、発電効率が向上することも理由

の一つである。前出のように近年の調査では、

洋上では陸上よりも風が強いだけでなく、風

速が安定しているほか、風の渦や風の切れ目

が少なく、発電が安定化することが明らかに

なっている。こうした条件により、風力発電

機の耐用年数が長くなり、発電コストの低下

を図ることができる。

洋上風力発電における発電コストを考慮し

た場合、２MW以上の大型風力発電機による

総発電能力が100MW以上のウインドファー

ムが理想とされている。洋上風力発電では、

海底に基礎部分を設置するために多大な建設

費が必要であるが、発電効率の高い大型の風

力発電機を利用して発電コストを抑えること

ができる。

今後30年間に、デンマークの海上に全体で

4,000MW以上の発電能力に相当する風力発電

機が建設されると期待されている。洋上風力

発電機の建設は既に90年代に始められ、91年

には、従来の陸上用の風力発電機11基による、

発電能力総量4.5MWのビネビュ・ウインドフ

ァームが、ロラン島のビネビュ沖に建設された。

95年にはカッテガットのチュヌ・クノブ沖に

一部改良を加えた風力発電機10基による総５

MWのウインドファームが建設された。

これら初期の小型機による洋上発電は発電

コストが割高であったが、パイロットプロジ

ェクトとしてさまざまな調査の対象となっ

た。これら洋上発電の調査結果は好ましいも

のであったため、大規模な洋上風力発電が期

待されるようになり、各風力発電機製造企業

は大型のメガワット機の開発を進めた。

2000年にはコペンハーゲン沖のミデルゴロ

ンヌンに、２MW機20基による計40MWのウ

インドファームが建設された。ここでは、風

力発電機の基礎部分が建設会社によって開発

され、施工されている。この技術はさらに、

2002年に建設された北海のホーンスレウの

160MWにおよぶウインドファームや、2003

年バルト海のロドサンに建設中の158MWの

ウインドファームにおいても、洋上風力発電

機設置のために応用されている。

これら大型ウインドファームは経済的な観

点から、風力発電の将来を担うものとして注

目されている。例えば、ホーンスレウ・ウイ

ンドファームでは、160MWの総発電出力の

80基の風力発電機から年間に供給される１億

6,000万kWhの電力は、13万3,000戸の電力消

費量あるいはデンマーク全国の冷蔵庫の電力

消費量を賄うことが可能である。

（5）輸出状況と世界市場シェア

デンマークの風力発電機産業の総売上高

は、2000年の130億クローネから2001年には

200億クローネに伸びている。このうち、195

億クローネは輸出市場における販売額であ

る。さらに、10～20億クローネの風力発電

機用部品がデンマークから輸出されている。

デンマークの風力発電機の販売は2001年に

3,452MW（海外の販売支社分を含む）で、過

去最高に達した。前年比では60％増で、これ

は米国市場の受注が急増したことが主な理由

である。この反動で2002年の販売量は約10％

落ち込んだが、過去５年間では風力発電機販

売量は37％増加している。

2001年にはデンマークの風力発電機は世界

市場の50％を占めるに至った。デンマーク、

スペインおよびインド企業の共同出資による
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ベンチャー企業が販売した約664MWを加え

ると、デンマーク企業の販売総量は4,116MW

となり、これは世界市場の65％に相当する。

2001年のデンマークの風力発電機の輸出先

を見ると、ドイツと米国が最大の市場で、輸

出の65％を占めている。ドイツへの輸出は

2000年の710MWから2001年には約70％増加

し、1,200MWであった。米国への輸出は2000

年の105MWから900％増加し、1,037MWとな

った。米国への輸出の急増は同国のPTC

（Production Tax Credit）の期間終了前に、優

遇を受けて風力発電機を設置しようと受注が

殺到したためである。他の主要な輸出先は、

スペイン（255MW）、イタリア（162MW）、

日本（142MW）となっている。

デンマークの風力発電機会社が販売する風

力発電機の発電能力は、2000年には平均で

861kWであったのが、2001年には944kWと大

型化している。１MWの風力発電機の回転部

の直径は50～55mである。

現在の風力発電機市場における発電機の発

電能力は750kW～1.3MWで、比較的小型の

陸上用と、マルチメガワットの洋上用に２分

化している。

４．風力発電関連企業・研究機関

（1）風力発電機メーカー

デンマークには風力発電機メーカーが７社

あり、製造、設置、保守およびサービスなど

に全国で約１万6,000人が就労し、輸出用の

部品供給や設置を担当する部門には約8,000

人が就労している。

風力発電機メーカー７社のうち、ボーナス

社、NEG ミコン社、 ノーデックス社、 ベス

タス社、ウィンコン・ウェスト・ウィンド

（Wincon West Wind）社はメガワット級の大

型風力発電機を供給している一方で、ゲンビ

ン ト ・ エ ン ジ ニ ア リ ン グ （ G e n v i n d

Engineering ApS）社は２～22kWの小型機を、

ウィンドミッション（Windmission）社はさら

に小型の600W～４kWで羽根の多いフラワー

タイプの家庭用風力発電機を製造している。

ボーナス・エナジー社（Bonus Energy A/S）

www.bonus.dk

ボーナス社は、79年に初めて風力発電機を

開発してから約20年間に4,500台以上の風力

発電機を世界各国に供給している。同社の前

身は灌漑設備メーカーのダンライン社

（Danregn A/S）で、80年に５kWの風力発

電機を開発、次いで開発された22kWの発電

機はデンマーク全国に15基が建設された。82

～87年には米国のウインドファームに65kW

の風力発電機を供給するなど、ダンライン社

の風力発電機部門が大きく成長し、社名をボ

ーナスへと変更した。90～91年に世界初の洋

上ウインドファームとして建設されたデンマ

ークのビネビュのウインドファームへ400kW

の風力発電機を11基供給した。

97年には初の１MW風力発電機開発に成功

し、現在、ボーナス社の工場では、600kW、

１MW、1.3MW、２MWの風力発電機が製造

されているほか、2003年には大型の2.3MWの

製造が始まっている。世界初の北極圏におけ

る風力発電や世界初の洋上風力発電に同社は

製品を供給したほか、コペンハーゲン沖の洋

上風力発電や2001年に建設されたテキサスの

世界最大のウインドファームへも風力発電機

を供給している。さらに2003年に建設中のニ

ュステズ（Nysted）洋上ウィンドファーム

へは2.3MWの風力発電機を供給している。

ボーナス社は世界19ヵ国へ風力発電機を供

給しており、その年間販売量は600MWを超

えている。日本へは99年に1MW機20基を北

海道のウインドファームに供給したほか、

2001年には青森県「岩谷ウィンドファーム」

へ1.3MW機25基を供給している。同社の風力

発電機供給数は日本全国で53に達している。
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NEG ミコン社（NEG Micon A/S）

www.neg-micon.dk

80年代に風力発電機開発によって成長した

ノータンク（Nordtank）など複数の農業機

械製造企業の合併によって、現在のNEGミコ

ン社が90年代に作られた。95～99年にNEG

ミコン社は急成長し、世界16ヵ国に600kWお

よび700kWの風力発電機を1,250基供給した。

現在、同社の製造する風力発電機は回転部

の直径が44～92mで、これらの発電能力は

750～2,750kWに達している。2003年の総売

上高は62億5,230万クローネであった。

NEGミコン社は東京に支社を設け、日本全

国に風力発電機を供給している。

ノーデックス社（Nordex AG）

www.nordex-online.com

ノーデックス社は85年にデンマークの風力

発電機製造企業として設立された。90年代を

通して、ドイツ企業の持ち株が増え、現在の

ノーデックス社は本社をドイツのハンブルク

近郊に設けている。傘下のノーデクスエナジ

ー（Nordex Energy）社とズードビントエナ

ジー（Sudwind Energy）社はそれぞれ

「Nordex」と「Sudwind」というブランドの

風力発電機を製造している。ノーデックス社

は87年には当時世界最大の250kWの風力発電

機を製造したほか、95年には世界で最初のメ

ガワット機（1,000kW）を製造している。

これまでに中国や中央アジア、エジプト、

カナダ、米国および欧州など世界中の25ヵ国

に1,500基以上を供給し、その発電能力は総

計で1,200MWに達している。また、世界18ヵ

国に支社あるいは出張所を設けている。ノー

デックスグループの2000／2001年度における

総売上高は３億5,000万ユーロに達している。

ノーデックス社は、陸上用風力発電機とし

ては最大級の「Nordex」ブランドの600～

2,300kWのモデルと「Sudwind」ブランドの

1,500kWモデルを供給するほか、洋上用の

2,5MWの大型風力発電機を供給している。

ベスタス・ウインド・システム社

（Vestas Wind Systems A/S）

www.vestas.dk

86年に設立されたベスタス社は、1898年に

鉄工所として創立され、その後、農業機械な

どさまざまな機械類の製造を行っていた。60

年代末からベスタス社の設立までの間にも、

既に風力発電機を製造し、カリフォルニアの

ウインドファームに供給していた。

ベスタス社として運営を始めた翌年には、

インドにRRB India Ltd.という子会社を設

け、デンマーク政府の第３諸国援助計画の一

部として、６つの風力発電機設置計画が同社

を通して行われた。

現在、ベスタス社は製造工場を本社のある

デンマークのほか、ドイツ、インド、イタリ

ア、スコットランドに設けており、2001年12

月末までに4,983MWの発電能力に相当する発

電機を世界中の各国に供給した。これは、世

界の風力発電機市場の20％に達し、2001年に

は95億2,100万クローネの総売上高を上げた。

2002年には北海のホーンスレウ沖に建設され

た160MWの世界最大の洋上ウインドファー

ムに、2.0MWの風力発電機を供給している。

（2）風力発電機関連企業

デンマークの風力発電機製造業の発展に伴

って、関連産業の成長も促されてきた。風力

発電機の回転翼や制御装置などのメーカー

が、これらに含まれる。

LMグラスフィバー社（LM Glasfiber A/S）

www.lm.dk

LMグラスフィバー社は風力発電機の回転

翼を製造する会社で、過去５年間に世界各国

で建設された風力発電機の45％には同社製造

のものが用いられている。

同社は40年に木製家具の製造会社として創
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業し、50年代からガラス繊維を用いたヨット

の船体など大型成形を開始し、社名をLMグ

ラスフィバーとした。風力発電機用の羽根の

製造は78年から始め、それ以来2001年までに

６万枚を超える羽根を販売した。

LMグラスフィバー社の本社および工場は

デンマークのロナスコウ（Lunderskov）に

ある。93年以降はインド、スペイン、米国、

中国に工場を設けている。また、94年にはド

イ ツ の ア エ ロ コ ン ス ト ル ク ト 社

（Aeroconstruct GmbH）を傘下に収めたほ

か、99年にはオランダのロトーリネ社

（Rotorline B.V.）の製造工場を買収している。

デンシット社（Densit A/S）

tms@densit.dk

デンシット社はセメントを利用した強力で

耐久性の高い製品を供給している。創立は83

年である。風力発電分野では、同社は洋上風

力発電機の基礎を供給している。

現在、デンシット社の年間売り上げは約１

億1,000万クローネで、約85％は輸出が占め

る。同社はドイツとオランダに営業拠点を置

いているほか、米国に子会社を設け、輸出先

は世界各地30ヵ国に及んでいる。デンシッ

ト社はセメント製造設備などの建設を行う

デンマーク企業のFLSグループ傘下にある。

ヘンペルペインツ社（Hempel Paints）

www.hempel.com

ヘンペル社は1915年にJ.C.ヘンペル氏によ

って設立された塗料メーカーである。同社は

各種船舶やヨットなどの塗料を製造し、デン

マークの造船業の発展に伴って成長した。80

年以降は、それまでの造船に代わって、風力

発電機用の塗料供給が増加している。

デンマークのほか５ヵ国に24ヵの工場およ

び53の営業拠点を設け、150ヵ所に倉庫を設

置している。

KKエレクトロニク社（KK Electronic A/S）

www.kkelectronic.dk

KKエレクトロニク社は81年に創立された

システム開発企業で、風力発電機の制御シス

テムを開発している。86～88年にはカリフォ

ルニアに子会社を設け、ウインドファーム

の風力発電機のために制御システムを供給

した。

現在のKK Electronic社は従業員210人で、

12ヵ国に同社の制御システムを輸出している。

スカンビブ社（Scanvib ApS）

www.scanvib.dk

Scanvib社は風力発電機用の振動吸収装置

を製造する企業として90年に設立された。同

社の装置はデンマークのボーナス社やNEG

ミコン社だけでなく、スペインのMADE社

の製造する250kW以上の風力発電機に供給さ

れている。

（3）風力発電研究機関

リス国立研究所（Forskningscenter Risø）

www.risoe.dk

デンマークの風力発電産業が発展した背景

には、風力発電にかかわる基礎研究および発

電機の高い安全性能など、リス 国立研究所

におけるさまざまな研究がある。

リス国立研究所の風力発電部門では、エア

ロダイナミクス（空気力学）に基づいた設計、

風力発電の試験と試験機器の開発、風力発電

の安全性と標準化の研究、風力発電コンサル

ティング、電力システム設計と電力抑制シス

テムの設計、風力発電に関連した気象観測の

ためのソフトウエア開発などが行われている。
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◆EU25カ国体制へ向け準備進む

EU新規加盟予定10カ国（ポーランド、チ

ェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、

エストニア、ラトビア、リトアニア、キプロ

ス、マルタ）は、2003年４月にEU加盟条約

調印を終えた。各国での国民投票による加盟

承認も順調に進んでおり、EUは2004年５月

に25カ国体制に移行する。

今回の拡大は、域内市場の拡大という経済

的側面だけでなく、かつての共産圏が西欧の

国家連合に統合されるという意味で政治的に

も大きな意義がある。拡大EUは、人口約４

億5,300万人、名目GDP約９兆5,000億ユーロ

となり、人口では米国を上回り、経済規模で

も米国と拮抗する巨大な単一市場となる。

EUは、これまでの加盟交渉において、政

治・経済・社会面でEUの法的枠組みを適用

させるだけでなく、その実施、執行のための

体制整備も図ってきた。そのため、新規加盟

国においても、経済・社会諸制度において

EUとほぼ同レベルの統一化が図られ、拡大

当初から市場統合が実現する。ただし、新規

加盟国に対する農業予算配分問題、新規加盟

国の投資優遇策におけるEU競争政策との整

合性、既加盟国における移民受け入れ問題な

どが今後の課題となる。

また、拡大により生じるEUの機構・運営

上の問題については、2003年２月に発効した

ニース条約で大枠が定められた。さらに確固

たる体制の構築を求めて2002年３月から議論

を重ねてきた「欧州の将来に関するコンベン

2002年の貿易・投資動向
（西欧、中・東欧）

EUを中心とする西欧経済は，2000年第2四半期以降続いた景気後退が、2002年第1四半

期に底を打ち、2002年は年間を通じ緩やかに回復した。ただし、設備投資や個人消費が低

調で景気回復の足取りは重く、2002年の実質GDP成長率はEUが1.0%、ユーロ圏が0.8%

と低迷した。

中・東欧においては､世界的な経済停滞の影響を受けたものの、堅調な内需に支えられ、

その影響は限定的なものにとどまった。中・東欧諸国を中心とするEU新規加盟予定10カ

国では2002年、実質GDP成長率が2.1％と前年の2.5％を若干下回ったものの、すべての国

でプラス成長を記録した。

本レポートでは、2002年の欧州経済について､貿易・投資動向を中心に西欧と中・東欧

の２地域に分けて報告する。

海外調査部欧州課
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ション」は、2003年６月にEU憲法条約草案

を策定した。同草案は、EU大統領、EU外相

などの創設を提唱し、25カ国体制に向けた機

構改革を目指すもので、同年６月の欧州理事

会で承認された。同草案は、2003年10月から

始まる政府間会議（IGC）で協議され、2004

年６月頃にも調印される見通しである。

［西欧］
◆足取り重いEUの景気回復

EUを中心とする西欧経済は、2000年第２

四半期以降、景気後退が続いていたが、2002

年第１四半期に底を打ち、2002年は年間を通

じ緩やかに回復した。ただし、米国が2002年

第３四半期に前年同期比3.3%の成長率を記録

したことと比べるとEUの景気回復の足取り

は重く、2002年の実質GDP成長率はEUが

1.0%、ユーロ圏が0.8%と低迷した。景気回復

が遅れている要因としては、設備投資が前年

比2.6%減と落ち込んだほか、EUのGDPの６

割を占める個人消費も1.2%と低調だったこと

があげられる。

国別にみると、EU経済の４分の１、ユー

ロ圏経済の３分の１以上の規模を持つドイツ

の落ち込みが目立った。2002年のドイツの実

質GDP成長率は0.2％で、93年に次ぐ低成長

となった。これはEU15カ国中最低の成長率

であり、ドイツがEU経済の景気回復の足を

引っ張る形となった。同国では、手厚い雇

用・労働制度が経済活力を喪失させていると

の指摘があり、政府が進める改革の行方が景

気回復にも大きく影響する。

また、オランダ、イタリア、ルクセンブル

クも設備投資の落ち込みを主因として、成長

率はそれぞれ0.3%、0.4%、0.4%と低迷した。

一方、政府消費支出が高い伸びを示したアイ

ルランド、ギリシャはそれぞれ6.0%、4.0%と

高成長を維持した。

欧州委員会が2003年４月に発表した「春季

経済予測」では、2002年央から進んだユーロ

高は、輸出競争力を低下させた一方で、イン

フレ率押し下げ要因にもなっていると指摘し

た。また、2003年は、設備投資や個人消費の

回復が遅れ、EUの経済成長率は1.3％と引き

続き低迷するが、2004年は経済が徐々に回復

に向かうとして成長率は2.4％に達すると予

測した。ただし、中東情勢や原油価格など今

後の動向によっては①消費需要の弱さ、②財

政赤字、③株価低迷の長期化による家計や企

業への影響などの不安定要因が顕在化し、景

気回復が2004年からさらにずれ込む可能性も

あるとした。

◆求められる財政規律

長引く景気低迷による税収の落ち込みと社

会保障費の増大により、ドイツ、フランス、

ポルトガルでは単年度財政赤字がユーロ圏の

財政規律を定めた「安定・成長協定」で求め

られる上限（GDP比３％）を超えた。このた

めEU財務相理事会は2002年から2003年にか

け、ドイツ、フランス、ポルトガルに対し財

政規律を遵守するよう勧告した。この措置に

対し、協定の運用基準を巡り各国首脳などの

意見が対立しており、財政規律と景気回復の

バランスが問われている。

ユーロは、米国の経常収支赤字やイラク情

勢、米国政策金利の低下などを背景に、2002

年央から対ドルで上昇した。2003年第１四半

期も前年同期の平均レートと比べ20％以上の

ユーロ高で推移し、さらに同年５月には99年

のユーロ導入以来の最高値をつけた。このた

め、ユーロ圏の輸出企業の採算が悪化し、

2003年第１四半期には圏外向け売上高の目減

りを主因として業績悪化となる企業が相次い

だ。

消費者物価上昇率は、個人消費の低迷やユ

ーロ高による輸入品価格の安定などを反映し

て2002年は2.1％（EU、12ヵ月平均）となり、

欧州中央銀行（ECB）の目標値2.0％のレベ

ルに近づいた。このためECBは、主要政策金
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利（短期オペ金利）を2002年11月まで3.25％

のまま維持した。同月には物価上昇率が目標

値に近づいたことから2.75％に引き下げた。

失業率は、景気悪化を背景に2002年は上昇

した。同年のEUおよびユーロ圏の失業率は

それぞれ7.6％、8.3％と前年よりそれぞれ0.3

ポイントずつ上昇した。スペイン（11.4％）

とギリシャ（9.9%）が依然として高く、ルク

センブルク（2.4%）とオランダ（2.7％）が

低率を維持した。

◆引き続き好調な中・東欧諸国との
貿易

EU統計局（Eurostat）によると、EUの貿

易総額の６割を占める域内貿易は、域内諸国

の景気低迷を反映し2002年は輸出が前年比

0.5％減、輸入が1.1%減と低調だった。

域外貿易は、輸出が9,906億8,400万ユーロ、

輸入が9,841億2,900万ユーロで貿易収支は98

年以来４年ぶりの黒字（65億5,500万ユーロ）

となった。これは、輸出が前年比0.5％増と微

増したのに比べ、域内の景気低迷の影響を受

け輸入が4.3%減と大きく減少したことによる。

域外輸出では、最大の相手国である米国向

けは、0.5%の微減となった。これは対米輸出

の約半分を占める機械・輸送機器が4.4％減

と落ち込んだものの、化学品などが12.6％増

と伸び、減少額が相殺されたためである。ま

た、景気低迷が続く日本向けは6.1％減と大

きく落ち込んだ。これは、対日輸出の４割弱

を占める機械・輸送機器が8.5％減と落ち込

んだほか、同３割弱を占めるその他製造品も

5.9%減と減少した。特にオフィス機器・コン

ピュータが33.8%減と大きく減少した。

一方、2004年のEU加盟を控え、ビジネス

環境の整備が進む中・東欧諸国を中心とした

EU新規加盟予定10カ国向け輸出は5.6％増と

好調だった。特に、リトアニア、エストニア、

スロバキア向け輸出がそれぞれ17.3%増、

15.3%増、9.5%増と大きく伸びた。同諸国向

け輸出の大半は機械・輸送機器とその他製造

品であり、これら品目が10～20％以上の伸び

を示したことによる。この背景には、同地域

に進出した外資系企業向けの生産財の輸出が

継続的に増加しているためである。その他、

トルコ、クロアチア、ウクライナ向け輸出が

それぞれ19.3%増、17.7%増、11.0%増と高い

伸びを示した。いずれも機械・輸送機器の伸

びが中心となった。また、中国向け輸出も、

12.9％増と大きく伸びた。内訳を見ると、対

中輸出の64％を占める機械・輸送機器が

10.2％増となったほか、同18%を占めるその

他製造品も21.5%増を記録した。

域外輸入は、米国および日本からの輸入が

それぞれ前年比11.0%減、11.1%減と大きく落

ち込んだ。いずれもEUの景気低迷により、

主力の機械・輸送機器、その他製造品が10%

以上減少したことが大きな要因である。一方、

中国からの輸入は7.1%増の812億8,900万ユー

ロとなり、域外輸入相手国で日本を抜き第２

位となった。中国からの輸入は、機械・輸送

機器、その他製造品が全体の92.0%を占め、

それぞれ11.9%増、6.5%増と米国や日本とは

対照的に大きく伸びた。特に伸びた品目は、

通信・音響・テレビ・ビデオが14.6%増、オ

フィス機器・コンピュータが13.7%増、電気

機械が12.2%増、衣類・同アクセサリーが

8.5%増となった。また、EU新規加盟予定10

カ国からの輸入も5.7%増と輸出同様に堅調に

伸びた。特に、スロバキアからの輸入が

18.8%増と顕著で、中でも機械・輸送機器が

32.0％増と大きく伸びた。これは、フォルク

スワーゲンなど外資系企業による生産が軌道

に乗り、EU向け輸出が本格化していること

による。一方、同品目において、アジアから

の輸入は2.0％減と減少している。

◆米、韓との通商摩擦、解決に向け
進展

EUの米国および韓国との間の通商摩擦で
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は、2002年に続き2003年に入っても進展があ

った。米国の輸出優遇税制である国外所得免

税制度（ETI）に対しては、欧州委は不当な

輸出補助とWTOに提訴し、2002年１月に勝

訴が確定した。WTO紛争解決機関（DSB）

も、EUがETIへの対抗措置として申し立て

た総額40億ドルというWTO史上最大の報復

関税品目リストを2003年５月にすべて承認し

た。欧州委は、2003年９月までに米国がETI

の廃止に向けて法改正などの行動を取らなけ

れば2004年１月までに制裁措置を発動できる

よう手続きに入るとしている。

また欧州委は、韓国のハイニックス・セミ

コンダクターが生産するDRAMに対して、

33%の暫定相殺関税を課す仮決定を2003年４

月に下した。同決定は、同社が韓国の国有銀

行から得ている融資が国家補助に当たり、欧

州半導体産業に深刻な損害をもたらしたとす

る調査結果に基づいたものである。相殺関税

は４ヵ月の暫定措置で、EUは同期間中に最

終的な決定を行う予定である。

さらに欧州委は、韓国の造船業界への助成

措置について韓国政府との交渉が決裂してい

た問題で、2003年６月に、同措置を不公正とし

てWTOのDSBに小委員会の設置を要請した。

◆対内・対外投資とも大幅減

Eurostatによると、2002年のEUの対内直

接投資（域外のみ、ネット、フロー）は、前

年比35.0%減の762億1,700万ユーロとなった。

これは、通信、自動車分野を中心とする大型

投資が相次いだ2000年と比べて約10分の１の

金額だった。加盟国内訳では、金融サービス

が盛んなルクセンブルクへの投資が266億

4,800万ユーロと前年に続き最大だった。こ

れにフランスの118億9,300万ユーロが続い

た。フランスでは、アルカテル（通信機器）

の欧州販売事業および２工場の売却などがあ

った。ルクセンブルク同様に金融サービスが

発達しているオランダと英国は、オランダが

77.5％減の63億3,100万ユーロ、英国が72.7％

減の49億900万ユーロと大きく縮小した。こ

れは、ITや自動車産業の再編時に活発だった

両国の金融機関を経由した第３国への投資案

件が減少したためと思われる。また、投資相

手国では、米国からの投資が全体の41.7%を

占めたものの、前年比62.5％減の317億8,100

万ユーロと大きく減少した。カナダからの投

資も44.5％減の28億6,000万ユーロだった。前

年に引き揚げ超過だった日本からの投資は10

億1,600万ユーロに増加した。

対外直接投資は前年比47.6%減の1,404億700

万ユーロとなり、米国への投資が全体の

32.6%を占めた。投資国別では、ルクセンブ

ルクが353億4,000万ユーロと最大だった。こ

れに英国が309億3,200万ユーロ、フランスが

282億8,700万ユーロと続いた。英国では英ナ

ショナル・グリッド・グループが米ナイアガ

ラ・モホーク・ホールディングスを買収する

など、電力会社間での対外投資案件があった。

フランスでは、総合メディアのビベンディ・

ユニバーサルが米USAネットワーク（メディ

ア）の娯楽事業を買収したほか、米エコスタ

ー（衛星放送）への資本参加を行った。

◆日本からの自動車輸入が増加

日本の財務省統計によると、EUの対日輸

出は前年比2.4％減の437億3,600万ドル、対日

輸入は5.5％減の611億1,500万ユーロとなっ

た。その結果、対日貿易赤字は12.5％減の

173億7,900万ユーロとなった。対日輸出では、

全体の40.2％を占める機械機器が3.9％減とな

った。このうち、事務用機器が34.5％減、通

信機が19.4％減、半導体等電子部品が11.1％

減と大きく減少した。一方、航空機は全体の

1.3%を占めるに過ぎないが前年比181.3％増

の５億6,900万ドルと伸びた。また、金が

32.4％増の2,400万ドルと伸びた。対日輸入で

は、構成比で20％以上を占める品目でみると、

一般機械と電気機器がそれぞれ7.8％減、
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8.2％減と縮小する中で、輸送用機器は8.6％

増と健闘した。特に乗用車が20.4％増の84億

9,800万ユーロ、自動車の部分品が12.6%増の

25億4,700万ユーロと大きく伸びた。

◆日本からフランスへの投資が急増

日本の財務省統計によると、2002年度上半

期の日本からEUへの直接投資額は75億4,600

万ドル（報告･届け出ベース）だった。前年

度の金額が102億2,600万ドルだったことと比

較すると、2002年度上半期の投資額は前年度

の増加ペースを上回っている。EUは日本の

対外直接投資の44.7％を占め、投資対象地域

で最大となった。特に、フランスへの投資が

23億5,100万ドルと国別にみて世界最大の投

資先となった。これにオランダへの投資15億

4,000万ドル、英国への投資が15億1,900万ド

ルと続いた。フランスへの投資が増加したの

は、日産自動車によるルノーへの資本参加が

大きな要因である。また,自動車分野でのフ

ランスへの投資は、他にもトヨタ自動車が

2002年４月にバランシェンヌ工場の生産体制

を強化しており、こうした動きが日本の自動

車部品会社による対フランス直接投資に弾み

をつけている。

一方、同期のEUの対日直接投資は4億3,500

万ドルと前年度同期比94.1%減と大きく減少

した。特に2001年度に世界最大の対日投資国

となったオランダは、大型案件がなかったこ

とから前年度同期比97.5%減となり、世界全

体に占める構成比も前年度同期の45.0％から

2.8％と大きく減少した。その他、ドイツ、

フランス、英国からの対日投資も,それぞれ

7,800万ドル、4,100万ドル、4,000万ドルと小

額にとどまった。

（浅野　真哉）

表１　西欧主要国の主要経済指標�

EU 1.0 1.2 2.1 2.1 7.6 8.0 9,853 9,907 10,280 9,841 △212 519�
　ユーロ圏 0.8 1.0 2.2 2.1 8.3 8.8 10,608 10,770 10,111 9,746 △138 620�
　　ドイツ 0.2 0.4 1.3 1.3 8.2 8.9 6,383 6,483 5,428 5,220 31 506�
　　フランス 1.2 1.1 1.9 1.9 8.7 9.2 3,611 3,506 3,669 3,478 183 178�
　　イタリア 0.4 1.0 2.6 2.4 9.0 9.1 2,692 2,654 2,585 2,601 37 △33�
　　オランダ 0.3 0.5 3.9 2.7 2.7 4.2 2,578 2,572 2,330 2,315 139 126�
　　ベルギー 0.7 1.2 1.6 1.4 7.3 7.8 2,126 2,215 1,995 2,045 114 154�
　　スペイン 2.0 2.0 3.6 3.2 11.4 11.6 1,303 1,259 1,727 1,636 △195 △185�
　　アイルランド 6.0 3.3 4.7 4.2 4.4 5.6 925 932 565 547 △3 △4�
　　オーストリア 1.0 1.2 1.7 1.8 4.3 4.5 790 831 833 827 △47 △3�
　　フィンランド 1.6 2.2 2.0 1.7 9.1 9.4 483 474 364 353 93 100�
　　ポルトガル 0.5 0.5 3.7 3.2 5.1 6.5 273 271 441 407 △123 △102�
　　ギリシャ 4.0 3.6 3.9 3.8 9.9 9.5 114 110 315 330 △57 △66�
　　ルクセンブルク 0.4 1.1 2.1 2.1 2.4 3.3 109 109 138 139 △9 △8�
　英国 1.8 2.2 1.3 1.9 5.1 5.1 3,045 2,953 3,718 3,645 △201 △138�
　スウェーデン 1.9 1.4 2.0 2.5 4.9 5.3 844 858 706 699 104 106�
　デンマーク 1.6 1.5 2.4 2.4 4.5 5.0 577 604 506 524 53 52�
スイス 0.1 1.0 0.7 1.0 2.8 3.6 897 910 910 860 251 338�
ノルウェー 1.0 1.9 1.2 2.3 3.9 4.0 625 622 355 360 296 281

2002�
年�

2003�
年�

2002�
年�

2003�
年�

2002�
年�

2003�
年�

2001年�2002年�2001年�2002年�2001年�2002年�

実質GDP�
成長率�
（％）�

消費者物�
価上昇率�
（％）�

失業率�
（％）�

輸出額�
（億ユーロ）�

輸入額�
（億ユーロ）�

経常収支�
（億ユーロ）�

EUの名目GDP額：９兆1,235億ユーロ（2002年、推定値）EUの人口：３億7,847万人（2003年１月１日現在）�

（注）2003年は予測値。�
出所：欧州委員会、Eurostat、ただしノルウェー、スイスは各国統計�
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EU域内 1,599,940 1,592,178 61.6 △ 0.5 1,505,471 1,489,340 60.2 △1.1�

EU域外 985,326 990,684 38.4 0.5 1,027,955 984,129 39.8 △4.3�

　米国 239,904 238,720 9.2 △ 0.5 195,655 174,163 7.0 △11.0�

　日本 44,920 42,181 1.6 △ 6.1 76,298 67,807 2.7 △11.1�

　中国 30,087 33,982 1.3 12.9 75,915 81,289 3.3 7.1�

　EU加盟予定国（10カ国） 118,022 124,593 4.8 5.6 101,004 106,799 4.3 5.7�

　うち　ポーランド 35,681 37,209 1.4 4.3 26,623 28,043 1.1 5.3�

　　　　チェコ 27,674 29,156 1.1 5.4 25,136 27,483 1.1 9.3�

　　　　ハンガリー 23,878 25,199 1.0 5.5 24,817 25,267 1.0 1.8�

　　　　スロバキア 7,959 8,715 0.3 9.5 8,160 9,697 0.4 18.8�

　　　　スロベニア 8,467 8,641 0.3 2.1 6,577 6,835 0.3 3.9�

　EU加盟交渉国（２カ国） 14,527 15,630 0.6 7.6 12,866 14,020 0.6 9.0�

　うち　ルーマニア 10,515 11,417 0.4 8.6 9,374 10,413 0.4 11.1�

　　　　ブルガリア 4,012 4,213 0.2 5.0 3,492 3,607 0.1 3.3�

　EU加盟未交渉国（トルコ） 20,266 24,179 0.9 19.3 20,217 21,999 0.9 8.8�

合計（その他を含む） 2,585,266 2,582,862 100.0 △ 0.1 2,533,426 2,473,469 100.0 △2.4

（単位：100万ユーロ、％）�

輸　　　入�

2001年� 2002年�
金額� 金額� 構成比� 伸び率�

輸　　　出�

2001年� 2002年�
金額� 金額� 構成比� 伸び率�

表２　EUの主要国・地域別輸出入�

（注）EU域内貿易は輸出がFOB、輸入がCIFのため輸出入額が一致しない。�
出所：Eurostat ; Intra and extra EU trade（CD-ROM 2003年5月版）。�

表３　EUの直接投資額推移（域外のみ、ネット・フロー）�
（単位：100万ECU／100万ユーロ）�

対内直接投資額 95,014 98,953 150,903 117,345 76,217�

　うち米国 52,669 73,213 103,487 84,804 31,781�

　うち日本 1,515 △ 2,016 △543 △1,019 1,016�

　うちカナダ 9,456 938 14,567 5,152 2,860�

対外直接投資額 198,235 285,408 326,983 267,945 140,407�

　うち米国 122,028 186,107 156,883 154,097 45,812�

　うち日本 338 8,296 7,106 △2,553 △1,223�

　うちカナダ 3,588 2,080 50,168 7,680 5,908

（注）①国際収支ベース。�
　　　②利益再投資を除く。③98年はECU、99年以降はユーロ。�
出所：Eurostat : European Union Direct Investment Yearbook 2001�
　　　Eurostatプレスリリース（2003年６月20日付）�

98年� 99年� 2000年� 2001年� 2002年�
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経済活性化には雇用改革が不可欠
＜ドイツ＞

2002年のドイツの実質GDP成長率は0.2%となり、統一以降マイナス成長に陥った93年に次ぐ低成長

となった。これはユーロ圏平均0.8％を大きく下回り、ユーロ圏でも、EUでも最低の成長率である。

同年の財政赤字の対GDP比率は3.6%で、ポルトガルを超えEU最高である。ユーロ圏GDPの３分の１

を占めるドイツが欧州経済の回復の足を引っ張っていることは明白であり、「ドイツ経済の日本化」が

頻繁に指摘されるようになった。ドイツ経済も日本同様の長期低迷に陥るのであろうか。

＜旧東独経済再建が重荷に＞

日本のバブル後遺症に相当するドイツ経済のお荷物は、ドイツ統一による旧東独経済再建のための

負担である。時代の転換に伴う未来に向けた経済復興のコストと、不動産・株式など安易な金儲けに

走ったバブルのツケでは、性格が全く異なり同列に並べるべきではないが、経済回復の重荷となって

いることは同じである。統一後12年を経過したが、ドイツの所得税、法人税には依然としてドイツ統

一コストをまかなうための連帯付加税が上乗せされている。また、90年代前半から中盤に復興需要で

沸いた建設セクターのその後の落ち込みは激しく、これもまた日本のバブル後遺症と似た状況を呈し

ている。銀行の業績も悪化し、ドイツ株式急落の最大の要因となっている。国内企業の業績悪化に加

え、対米資産の不良債権化の問題も抱え、大手銀行を巻き込んだ金融業界再編の動きが活発化しつつ

ある。

財政赤字を抱え、景気てこ入れに財政出動も困難となっている。GDPに占める財政赤字比率は2002

年で3.7％と日本に比べれば低いが、ユーロ圏の安定・成長協定による足枷のために身動きがとれない

状況にある。金融政策面では、物価上昇率が１％前半とユーロ圏内でも最も低い水準にあるため、さ

らなる利下げを期待したいところだが、３～４％台の消費者物価上昇となっているユーロ参加国もあ

るため、欧州中央銀行は慎重な姿勢を崩していない。ドイツ統一コストに加え、欧州統合コストもド

イツ経済の足を引っ張っている。

＜経済活力の喪失を危惧＞

ドイツ経済の活力が失われつつあることを指摘する声も大きい。その最大の原因は、手厚い保護を

基本とする労働・雇用制度の改革が進まないことにある。ドイツ統一コスト、欧州統合コストが発生

する以前から、過保護な労働・雇用制度は、企業の負担を増大させてきた。さらに、労働市場の競争

原理が十分に働かないことで生産性の上昇を妨げ、国際競争力を低下させる危惧もある。中・東欧諸

国への生産拠点の流出は進んでおり、とくに東部ドイツで製造業の立地が進まない。17％台と高率の

失業に苦しむ東部ドイツでは、製造業は全雇用の16％を占めるに過ぎない。西部ドイツでは製造業の

雇用が28％台となっているのにである。

雇用制度、労働市場が最大の問題であることは、シュレーダー首相も認めており、改選後、改革の

旗手であるクレメント・ノルトラインウェストファーレン州前首相を、経済大臣と労働大臣を兼ねる

スーパーミニスターに任命した。新政権発足後、真っ先に手がけたのも雇用制度改革である。新政府

の雇用改革はフォルクスワーゲン社の労務担当役員であるハルツ氏が座長を務める委員会の提案を基

本としており、首相は「ハルツ委員会の提案が100％実行できれば、失業者は半減する」と豪語してい

る。フォルクスワーゲンは首相のお膝元であるニーダーザクセン州政府も出資しており、不況時の週

休３日制、新規工場立ち上げに際しての定額給与制等、革新的な雇用制度を採用してきたことで知ら

れている。しかし、ハルツ委員会の提案に基づく政府の改革には、同社の雇用制度ほどの革新性は見
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られない。

政府の雇用政策改革案の骨子は、公共職業安定所をジョブセンターとして改組し就業仲介の強化、

人材派遣機関の設立による派遣労働の促進、ミニジョブと呼ばれる低賃金労働の振興、失業者による

独立起業の促進、失業者を採用した企業に対する融資の提供と多岐にわたるが、重点は就業斡旋の強

化にある。英国ブレア政権のニューディール政策（対象グループ別の就業斡旋策）の影響がみられ、

オランダモデルに見られる労働形態の多様化も視野に入れた政策ではあるが、ドイツの雇用問題の根

本に手をつけるには至っていない。

＜手厚い保護政策に切り込む必要＞

やはり失業者に過重に手厚い雇用制度にメスを入れない限り、労働市場の柔軟化は達成されず、ド

イツ経済の活性化もおぼつかないように思える。その典型が最長32カ月失業手当である。その期間終

了後には生計扶助システムへ移行する道も開かれている。これでは働くよりも、失業手当で食いつな

ぐほうが有利と、合理的な思考方式をもつドイツ人が失業状態にいることを選択してもムリはない。

昨年末に経済諮問委員会（五賢人委員会）の出した報告には失業保障を最長12カ月に制限する案が盛

り込まれ、同時に提案された賃上げの抑制、税率引き下げと併せて、ドイツ産業連盟、ドイツ商工会

議所など産業界はこれを大歓迎したが、政府の雇用改革案に盛り込まれることはなかった。

解雇保護法の規定についても、産業界から批判が出ている。社員が６人以上の企業では、長期欠勤、

服務規程違反などの特定の理由がなければ、従業員を解雇することができない。コール政権時代に本

規定はいったん緩和されたが、シュレーダー政権になってから元に戻した経緯がある。とくに中小企

業を傘下にかかえる手工業経営者連盟は解雇保護法の適用を社員21人以上の企業とすべきだと主張し

ている。

手厚い失業保障、解雇保護、また病欠者の扱いなど、過度の保護が企業の負担を増大させるととも

に、就労・労働意欲を削ぎ、経済の活力を低下させていることが、ドイツ経済が抱える最大の構造的

問題点である。98年にシュレーダー政権が誕生した際には、新中道を標榜する同首相の経済改革に期

待が寄せられたが、労働組合を主な支持母体とする社会民主党政権の限界を超えるのは難しい。

そのような状況の中で、2003年３月14日にシュレーダー首相が発表した「連立政権の改革方針」は

注目に値する。「公的資金投入による経済成長促進」「失業救済金の削減及び解雇保護制度の変更によ

る柔軟な労働市場の実現」「健康保険・年金保険の制度改革」の3つの柱からなるが、とくに第２の柱

である「柔軟な労働市場の実現」においては、失業救済金の給付水準引き下げ、給付期間短縮、業績

の優れた職員を優先的に残せるような解雇制度の改革と、今までより大きく踏み込んだ内容となって

いる。本方針の実現については今後の立法措置を待つこととなるが、改革派と目されるクレメント経

済・労働相が同政権の中でどれだけ改革を前進させることができるのか、疑問と期待が交錯する。

（長島信之）
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［中･東欧］
内需拡大が経済成長を牽引、世界的
経済停滞の影響は限定的

2002年の中・東欧諸国を中心とするEU新

規加盟予定10カ国の経済は、世界的な経済環

境悪化の影響を受けたものの、堅調な内需に

支えられその影響は限定的なものにとどまっ

た。実質GDP成長率は2.1％と前年の2.5％を

若干下回ったものの、すべての国でプラス成

長を記録した。特に、バルト三国は旺盛な民

間消費、総固定資本形成の伸びなどにより、

６％台の高い経済成長率を達成した。

一方、ポーランド経済は、高金利政策によ

る民間設備投資の減少などにより2001年から

2002年上半期にかけて低迷し、2002年の実質

GDP成長率は2001年の1.0％に引き続き1.3％

の低い水準にととまった。しかし、2002年下

半期からは、底固い民間消費、設備投資の回

復に加えて輸出が順調で、景気は回復傾向に

ある。

欧州委員会は、引き続き堅調な内需と輸出

の伸びにより、同10カ国の実質GDP成長率を

2003年3.6％、2004年4.2％と再び高成長軌道

に乗ることが予測されている。

◆高まる対EU貿易の割合、中国から
の輸入拡大

2002年の中・東欧10カ国（ポーランド、チ

ェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、

エストニア、ラトビア、リトアニア、ルーマ

ニア、ブルガリア）の貿易額は、すべての国

で輸出額、輸入額ともに増加した。また、ポ

ーランド、チェコ、ハンガリーの３カ国で、

同諸国の輸出総額の67 .2％、輸入総額の

65.3％を占めた。

国・地域別では、同諸国の対EU貿易額は、

輸出が前年比13.3％増、輸入が同11.1％増で

あった。また、対EU貿易の占めるシェアは、

輸出が前年比2.0ポイント増の67.1％、輸入が

同4.7ポイント増の58.0％で、貿易のEU依存

度は高まる傾向にある。対EU輸出の割合は、

最も高いのがハンガリーの75.1％で､最も低

いリトアニアは48.4％であり、それぞれ0.8ポ

イント増、0.6ポイント増であった。輸入で

は、スロベニアが0.4ポイント増の68.0％で依

然として最も高く、最も低いリトアニアは

0.5ポイント増の44.5％であった。

一方、シェアは小さいものの、中欧諸国を

中心に中国からの輸入が増加しており、2002
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年にはチェコが前年比76.8％増、ハンガリー

が同56.3％増、ポーランドが同28.2％増と急

増している。これは、従来の繊維製品などに

加え、近年では電気・電子製品、同部品など

の輸入が増えているためである。

◆大幅に増加した対日貿易赤字

日本の貿易統計（通関ベース）によると、

2002年の日本の対中・東欧10カ国貿易は、輸

出が前年比17.9％増の18億1,200万ドル、輸入

が0.4％減の9億6,300万ドルとなった。日本の

貿易黒字は48.8％増の8億4,900万ドルと大幅

に増加した。

最大の貿易相手国はハンガリーで、対中・

東欧輸出総額の44.4％、輸入の40.2％を占め

た。以下、輸出ではポーランド、チェコ、輸

入ではチェコ、スロバキアの順で、ポーラン

ド、チェコ、ハンガリーの3カ国合計で輸出

の85.0％、輸入の68.3％、スロバキアを含め

た４カ国合計で輸出の87.7％、輸入の84.1％

を占めた。

日本の対中・東欧貿易収支は、前年に引

き続きスロバキア、ルーマニア、ラトビア

が、また2002年よりブルガリアが赤字となっ

ている。

◆過去最高を記録した外国直接投資
受け入れ
2002年の中・東欧（ポーランド、チェコ、

スロバキア、ハンガリー、スロベニア、エス

トニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、

ブルガリア）の直接投資受け入れ額は、前年

比20.3％増の230億3,800万ドルとなり、過去

最高を記録した。2002年末時点の投資累計額

は、1,541億1,500万ドルとなった。

特に、チェコとスロバキアへの外国直接投

資が2002年、大幅に伸長した。チェコでは、

国営ガスパイプライン会社トランスガスやチ

ェコ貯蓄銀行の株式売却などの大型民営化や

トヨタがPSA（プジョー･シトロエン･グルー

プ）との合弁で進出を決定するなどの結果、

前年比65.0％増の93億500万ドルを記録し、

中･東欧諸国で最大の投資受け入れ国となっ

た。スロバキアでは、スロバキアガス（SPP）

の株式27億ドル売却などの大型民営化が大き

く貢献し、前年比174.5％増の40億700万ドル

となり、同諸国第２位となった。

日本の対中･東欧10カ国貿易�
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◆欧州の生産拠点に

EUは2004年５月から中･東欧諸国を含む新

規加盟予定10カ国（ポーランド､チェコ､スロ

バキア､ハンガリー､スロベニア､エストニア､

ラトビア､リトアニア､マルタ､キプロス）を

加え、一挙に25カ国に拡大する。10カ国の加

盟により、EUには人口約４億5,000万人、

GDP約10兆ドルと米国並みの巨大市場が誕生

する。10カ国の8,000万人の市場規模は、EU15

カ国の５％弱であるが、中長期的には持続的

な経済成長が見込まれており、市場拡大の方

向にある。さらに、EU加盟に向け、中･東欧

の欧州経済との一体化は着実に進展し、ビジ

ネス環境は急速に向上している。また、欧州

協定を締結している中･東欧諸国からEUに対

する工業製品の関税は、すでに基本的にゼロ

となっており、貿易の自由化も進んでいる。

また、EU加盟によりCEマークなど基準認

証･規格のルールも統一されていく。

在欧州企業は、調達､生産､流通･販売､

R&D､事業統括といった事業展開のファンク

ションを最も有利な場所に配置して、最も効

率的なネットワークを構築し、汎欧州市場に

対応する事業戦略を組むことが重要となって

いる。その中で中･東欧諸国は、生産拠点、

部品供給拠点として既に重要な役割を担いつ

つあり、市場としての将来性も高い。さらに

東の市場であるCIS諸国、バルカン諸国への

将来的な拠点としても重要なポジションにも

ある。

製造業など外資系企業にとって、中･東欧

の魅力として安価な労働力が挙げられる。ジ

ェトロが2003年１月に実施した「欧州投資関

連コスト比較調査」によると、EU加盟国

（ルクセンブルクを除く）の平均月給（一般

工）が1,975ドルであるのに対し、中欧３カ

国では408ドル（EUの約５分の１）、最も低

いブルガリアでは97ドル（中欧３カ国の約４

分の１）であった。中欧諸国は、労働コスト

でEU諸国に比較優位を保っているものの、

賃金が徐々に上昇してきている。（2002年の

名目賃金上昇率でチェコ7.0％、ハンガリー

18.0％）さらに、EU加盟によって、労働コス

トの上昇が見込まれている。これは、相次ぐ

外資系企業の進出により相場より高い賃金で

引き抜きにあうケースもみられるなど人材確

保が難しくなり、さらに、中･東欧諸国のEU

加盟による人の自由移動により人材流出が起

こり、人材確保のために賃金の上昇が見込ま

れるためである。シンガポールのフレクトロ

ニクスは、ハンガリー工場を閉鎖し中国に移

転したほか、IBMは生産拠点を閉鎖している。

このようななか、チェコやハンガリーでは、

高付加価値製品分野への投資を促進するな

ど、投資環境の整備を進めている。例えば、

チェコでは2002年６月、戦略的サービス分野

とR&Dセンターを対象にした投資優遇策を

制定したほか、2003年１月にIT省を設置して

いる。ハンガリーでは2003年１月に高品質・

高付加価値製品の開発や生産行う投資案件な

どに対する新たな投資インセンティブ「スマ

中・東欧諸国の対内直接投資額の推移�

�
�
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ートハンガリー」を導入している。

◆投資は中欧３カ国への集中から周
辺各国へ分散

EU加盟を目前にして、企業の汎欧州事業

戦略における生産拠点としての中･東欧地域

の重要性が高まるなか、中欧諸国における賃

金の上昇や人材確保の難しさから、特に労働

集約的な分野において、さらに労働コストの

低い周辺国への進出も増えている。

中･東欧諸国の中で投資受け入れ額の上位

を占めている中欧３カ国（ポーランド､チェ

コ､ハンガリー）の投資累計額は、2002年末

で1,148億8,500万ドルに上り、同諸国の受け

入れ総額の74.5％を占めている。これをフロ

ーで中欧３カ国が占める割合をみてみると、

95年に88.9％を占めていたが、99年81.7％、

2000年75.2％、2001年72.8％、2002年61.5％と

漸減し、他の中･東欧諸国への投資の割合が

増えている。投資先に分散傾向がみられるよ

うになったのは、これまで中欧３カ国に集中

していた大型民営化案件が周辺諸国でも多く

みられるようになったこと、中欧での労働コ

ストの上昇がその理由として挙げられる。

◆活発な日系メーカーの中・東欧進
出

EUの東方拡大を2004年５月に控え、日系

メーカーの中･東欧への進出が活発化してい

る。ジェトロが実施した調査で確認された在

中･東欧日系製造業は111社であった。中･東

欧へ2002年中に進出した企業数は、過去最大

を記録した2001年の進出件数23社に次ぐ19社

であった。

進出企業数（2002年末）を国別に見ると、

チェコ（前年比12社増の42社）がハンガリー

（２社増の35社）を抜いて、中･東欧で最大と

なった。ポーランドは、３社増の18社で、こ

の３カ国だけで95社、中･東欧全体の進出数

の85.6％を占めている。

進出企業の多い業種は、輸送用機械・同部

品で53社と全体の47.7％を占め、次いで、電

気・電子部品が19社（17.1％）となっている。

中･東欧へ2002年に進出した19社のうち14社

が輸送用機械・同部品である。

中･東欧は、欧州向け生産拠点としての地

位を確立しつつある。一方、現地日系製造業

は、ジェトロの調査によると現地通貨高、賃

金上昇や人材難などの問題に直面しており、

投資環境に変化が起こっている。中･東欧諸

国における経営上の問題点として現地日系製

造業は、「為替変動」､「煩雑な行政手続

き」､「人材確保､人件費の上昇」などを指摘

している。2001年初頃から現地通貨高が続い

ており、欧州向けを中心に輸出を行っている

現地日系製造業にとって、特に「為替変動」

は、深刻な問題になっている。2001年１月の

対ユーロ・レートと比べて、ポーランド･ズ

ロチは2002年４月に7.5％、チェコ･コルナは

同年７月に18.1％、ハンガリー･フォリント

は同年12月に12.2％上昇した。在中･東欧日

系メーカーの９割以上が、EU向け販売を行

っており、対ユーロ現地通貨高による販売面

での影響は大きい。

2004年５月から新規加盟国にもEU共通関

税が適用され、新規加盟国の平均関税率は、

全体的にEUレベルまで下がることになる。

しかし、現状においては、国によっては一部

の品目（テレビなどの家電、一部自動車など）

で関税率が上昇するケースが見込まれる。

GATT24条の地域貿易協定の条件に合致して

いないとともに、試算では約30億円程度の不

利益を日系企業が被る可能性がある。

（江口　慎一）
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新規加盟予定10ヵ国のEU加盟交渉
結果に関する報告書

ジェトロ・ブリュッセルでは、加盟条約草案への包括的なガイドとなる欧州委員会報告

書を仮訳し、概要をとりまとめた。同報告書は欧州委員会の関係部署が、加盟交渉の全項

目を取り上げ、加盟条約草案に盛り込まれた各案件の要旨をまとめ、作成したもので、情

報提供のみを目的としたものである。加盟交渉承認の条件と基盤であるEU条約とを調整

するために、加盟交渉での合意内容本文は、加盟条約草案自体に明記されている。
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全ての新規加盟国は以下に掲げる特定の取

り決めに従い、加盟日から、各章に基づいて

アキ・コミュノテールを導入し、実施するも

のとする。合意された移行措置では、期間と

適用範囲が限定されている。それらは章によ

ってはアキ・コミュノテールを実施するため

の明確な計画を伴う。

第１章：モノの自由移動

人と動物に使用する医薬品に関する共同体規

約（指令2001/82/EC並びに2001/83/EC）

キプロス、リトアニア、マルタ、ポーラン

ド、スロベニアは、以前の法律の下で承認さ

れ、アキ・コミュノテールに準拠しない販売

承認が加盟日後も有効性を維持している製品

に関し、販売承認の基準を上げる準備のため

の移行措置が認められた。それらの製品が関

連するアキ・コミュノテールに準拠した承認

を受けていない限り、加盟国はそれらを市場

に出すことを禁じる権利を持つ。移行措置の

有効期間は次の通りである。

キプロス－2005年12月31日まで

リトアニア－2007年１月１日まで

マルタ－2006年12月31日まで

ポーランド－2008年12月31日まで

スロベニア－2008年12月31日まで

医療機器（指令90/385/EEC）

ポーランドに対し、医療機器の販売承認

に関する移行措置が認められた。指令

90/385/EECの国内法制化が実施される前に

ポーランドの法律の下で発給され、加盟日以

降も有効期間がある医療機器販売承認は、そ

の期限日か2005年12月31日のどちらか早い日

まで有効とする。指令90/385/EEC第５条に

対する例外として、加盟国には、これらの規

定にまだ準拠していない販売承認を認める義

務はない。指令93/42/EEC第５条並びに指令

98/79/EC第５条についても、同様の取り決め

について合意されている点に留意すること。

人による消費を意図したココアとチョコレー

ト製品（指令2000/36/EC）

マルタはその領土内で、指令2000/36/EC

の第５項で言う製品を示すために、「ミルク

チョコレート」という用語の使用を許可する

ことができる。ただし、その用語を使用する

全ての場合において、指令に定める書式で、

各製品について規定されるドライミルク固形

物の量の表示がつけられることを条件とする。

食糧中の特定汚染物質の最高レベル（規則

466/2001/EC）

現加盟国の一部で導入された移行措置に沿

って、規則（EEC）315/93第８条に規定され
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た手続きに従い、欧州委員会はエストニアに

対し、2006年末まで、定められたダイオキシ

ン上限を超えるバルト海産魚類を市場に出す

ことを許可する特例を認めることができる。

ただし、次の事項を条件とする。

－エストニアは、エストニア国内での人の平

均ダイオキシン暴露レベルがEUにおける

現在の平均レベルを上回らないことを実証

しなければならない。

－エストニアは潜在的な健康への危険性を回

避するために、消費者、特に国民の中で影

響を受けやすい集団に全面的に情報を提供

するための情報システムが設置されている

ことを実証しなければならない。

－エストニアはそのような魚類または魚類加

工品が他の加盟国で販売されないことを保

証するために必要な措置を実施しなければ

ならない。

－エストニアはバルト海産魚類中のダイオキ

シン・レベルの監視を実施し、その結果を

毎年欧州委員会に報告しなければならない。

第２章：人の自由移動

新規加盟国から現加盟国への労働者の自由

移動に関係する次の措置が、マルタとキプロ

スを除く全ての加盟する国について合意され

た。

● 現加盟国による国内措置が新規加盟国に

対し適用されるのは２年間。これら国内

措置の開放度に応じて、完全な労働市場

へのアクセスという結果につながるかも

しれない。

● ２年後に再検討が行われる。ひとつは加

盟２年目が終了する前に自動的に行われ

る再検討で、もう一つは、影響を受ける

新規加盟国の要求により行われる再検討

である。この手続きには欧州委員会によ

る報告が含まれるが、アキ・コミュノテ

ールを適用するかどうかの決定は現加盟

国の判断に委ねられる。

● 移行措置は原則として５年後に終了する

が、現加盟国の中で、労働市場に深刻な

混乱が起きた国あるいはそのような混乱

が起きる恐れがある国では、さらに2年間

延長することができる。

● 加盟国は７年目末までセーフガードを適

用することができる。

さらに、スタンドスティル（据え置き）条

項が適用され、現加盟国の労働市場を加盟条

約調印時点での一般的状況以上に制限するこ

とはできない。現加盟国はEU域外からの労

働力よりも新規加盟国の国民を優先しなけれ

ばならない。

オーストリアとドイツは、国内の労働者市

場で影響を受けやすい特定サービス部門につ

いて、国境を越えたサービスの提供によって

特定地域で生じる可能性がある深刻な混乱の

発生または混乱発生の恐れと取り組むため

に、補足的な国内措置を適用する権利を持つ。

移行措置のもと、すでに現加盟国内に合法

的に居住し、雇用されている新規加盟国民の

権利は守られる。これまでの新規加盟時と同

様、家族の権利も考慮に入れる。

新規加盟各国による加盟条約への宣言で

は、アキ・コミュノテールに近づける作業の

スピードアップと、加盟以前のアクセス改善

の奨励も考慮しつつ、現加盟国が国内法に基

づいて、労働市場へのアクセス許可の促進を

試みるものとされている。

マルタの加盟により労働者の自由移動をめ

ぐる問題が生じた場合、加盟条約に盛り込ま

れたセーフガード条項により、マルタはEU

の諸機関に頼ることができる。

第３章：サービス提供の自由

共同信用組合

キプロスは、信用組合業務の導入と従事に

関係するアキ・コミュノテールへの完全準拠

のために、2007年末までの移行措置が認めら
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れた。

ハンガリーとポーランドは、最低資本金必

要額の調達に関し、2007年末までの移行措置

が認められた。この文脈の中で、ハンガリー

とポーランドは、本業務の自国資金が加盟日

から有効となる水準よりも下回らないことを

保証しなければならない。

預金貸付業務

スロベニアは、預金貸付業務の導入と追求、

金融機関の年次報告書と連結決算、預金保証

制度に関係するアキ・コミュノテールへの完

全準拠のために、1999年２月20日よりも前に

確立された預金貸付業務に関する2004年末ま

での移行措置が認められた。

預金保証制度

エストニア、ラトビア、リトアニアは、最

低保証水準を達成するために、2007年末まで

の移行措置が認められた。

スロベニアは、2005年末までの移行措置が

認められ、他の加盟国の金融機関によりスロ

ベニア国内で提供される保証水準または適用

範囲は、スロベニア国内のそれに相当する保

証制度により提供される保証水準または適用

範囲を超えることはできない。

投資家補償制度

エストニア、ハンガリー、ラトビア、リト

アニア、ポーランドは、最低補償水準を達成

するために、2007年末までの移行措置が認め

られた。

スロバキアは、最低補償水準を達成するた

めに、2006年末までの移行措置が認められた。

スロベニアは、2005年末までの移行措置が

認められ、それにより、他の加盟国の投資会

社によりスロベニア国内で提供される補償水

準または適用範囲は、スロベニア国内のそれ

に相当する補償制度により提供される補償水

準または適用範囲を超えることはできない。

ハンガリーは、2007年末までの移行措置が

認められ、それにより、他の加盟国の投資会

社によりハンガリー国内で提供される補償水

準は、指令97/9/ECに言う最低補償水準を超

えることはできない。同じ期間内に、他の加

盟国の投資会社によりハンガリー国内で提供

される補償の適用範囲は、ハンガリー国内の

それに相当する補償制度により提供される補

償の適用範囲を超えることはできない。

第４章：資本の自由移動

不動産

スロベニアは、不動産市場に関し、加盟日

から最長７年間まで、加盟条約（第31章を参

照）に規定された一般経済セーフガード条項

に訴えることを認められている。

別荘

チェコ、ハンガリー、ポーランド、キプロ

スは５年間の移行措置が認められ、その間は

別荘取得に関する国内法を維持できる。マル

タは別荘の取得に関する国内法を永続的に維

持する権利を与えられている。上記の各国に

居住する加盟国の国民は、新規加盟各国の特

別な規定に従い、移行措置の適用範囲から除

外される。

農地と森林

チェコ、スロバキア、ハンガリー、リトア

ニア、ラトビア、エストニアは７年間の移行

措置が認められ、その間は農地と森林の購入

に関する国内法を維持できる。これらの国の

農地売買市場で深刻な混乱が発生した場合、

欧州委員会はこの移行期間をさらに３年間延

長する決定を下すことができる。ポーランド

は12年間の移行措置が認められ、その間は農

地と森林の購入に関する国内法を維持でき

る。上記の各国において自作農を営む加盟国

の国民は、新規加盟各国の特別な規定に従い、

移行期間の範囲から除外される。加盟日から
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３年が過ぎる前に、これら移行措置の総合的

な再検討が行われる。

第５章：会社法

工業所有権：医薬品

医薬品に関係する工業所有権に関し、加盟

する全ての国との間で特別な仕組みが合意さ

れた。この仕組みでは、EU域内で特許権の

対象となり、改正後の特許法が発効する前に

新規加盟国で販売されていた医薬品が、改正

された法律に全般的な遡及条項がないという

理由で、新規加盟国においては保護されない

問題が残るという事実を考慮する。

この情況から生じる潜在的問題を最小限に

抑えるために合意された仕組みは、新規加盟

国において製品特許を取得できなかった時期

に加盟国で特許が許諾された製品に関して

は、特許権所有者がEUへの輸入を阻止して

も良いというものである。この仕組みは当該

特許の有効期限日まで適用可能である。

特許補足証明書（SPC－最長５年までの特

許有効期間延長）規則に関する限り、加盟日

に先立ち最初に販売承認を取得した製品に適

用可能である。

工業所有権：共同体商標と共同体意匠

共同体商標と共同体意匠の一元的性質を保

護するために、新規加盟国に以前から存在す

る権利を考慮に入れつつ、既存の共同体商標

と共同体意匠を新規加盟国の領土に自動的に

拡大することが合意された。

第６章：競争政策

不適合な国家補助

中小企業に対する不適合な国家補助を全廃

するために、ハンガリーおよびマルタと、

2011年末までの移行措置について合意した。

2011年末までに小企業、2010年末までに中

企業に対する不適合な国家補助を全廃するた

めに、ポーランドと、移行措置について合意

した。

在外企業に対する不適合な国家補助を全廃

するために、キプロスおよびハンガリーと、

2005年末までの移行措置について合意した。

地方当局が交付する不適合な国家補助を全

廃するために、ハンガリーと、2007年末まで

の移行措置について合意した。

事業振興法による経営援助を全廃するため

に、2008年末までの移行措置についてマルタ

と合意した。

大企業に対する不適合な国家補助を地域投

資援助に切り替えるために、ハンガリー、マ

ルタ、ポーランドと、移行措置について合意

した。企業が2000年１月１日よりも前に投資

を開始した／税額控除資格を得た場合、援助

は適格投資額コストの最大75%まで、企業が

2000年１月１日以後に投資を開始した／税額

控除資格を得た場合、援助は適格投資コスト

の最大50%までに制限される。規定された援

助上限値に達すると、財政援助は打ち切られ

る。

自動車製造部門の受益者に対する不適合な

国家補助を地域投資援助に切り替えるため

に、ハンガリーおよびスロバキアと、移行措

置についての合意した。援助は援助上限値の

40%相当水準に制限される（たとえば他のタ

イプの投資に関する上記の地域援助の上限値

が75%であれば、40%×75%=30%になる）。

規定された援助上限値に達すると、財政援助

は打ち切られる。

自動車製造部門の受益者に対する不適合な

国家補助を地域投資援助に切り替えるため

に、ポーランドと移行措置についての合意が

なされた。援助は他のタイプの投資に関する

地域援助の上限値とは関わりなく、適格コス

トの30%に制限される。規定された援助上限

値に達すると、財政援助は打ち切られる。

スロバキアとの間で合意された移行措置に

より、鉄鋼部門の受益者に対する不適合な国

家補助は、2009年末または援助額が既定額に
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達した時点のいずれか先に発生した時点で打

ち切られる。この援助の目的は、過剰労働力

の整然とした合理化を促進することであり、

それによって生じる総コストが援助額と同等

になる。

環境保護

環境保護に対する国家補助に関し、ポーラ

ンドと次の方針に沿って、移行措置について

の合意がなされた。環境の章で認められた移

行措置基準に関係する投資について、移行措

置期間は、援助率（aid intensity）が地域援

助の上限値に中小企業向けの15%を追加した

水準に制限される。環境の章で移行措置の対

象となる既存の統合的汚染防止管理（IPPC）

については、2010年末までの援助率30%で合

意されている。環境の章で移行措置の対象と

ならないIPPC関連投資については、2007年

10月31日までの援助率30%で合意されてい

る。大型燃焼施設については、環境の章で認

められる移行措置に関連する投資に対し、

50%の援助率で合意された。

鉄鋼

チェコおよびポーランドとの間で合意され

た移行措置により、鉄鋼業界の再編成は2006

年12月31日までに完了するものとする。

造船

マルタとの間で合意された移行措置によ

り、2008年末までの造船部門の再編成に対す

る国家補助が認められている。

既存援助措置

加盟条約には、キプロス、チェコ、エスト

ニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、

マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニ

アにおけるいわゆる既存援助措置を取り扱う

ための規則が定められている。加盟日よりも

前に新規加盟国で発効し、加盟日以降も適用

可能な次の援助制度並びに個別援助は、EC

条約第88条（1）項の意味の範囲内で、加盟時

点に既存の援助と見なされる。

（a）1994年12月10日よりも前に発効した援助

措置、または

（b）加盟条約附属書に掲げられた援助措置、

または

（c）加盟日よりも前に新規加盟国の国家補助

監視当局によって評価され、アキ・コミュ

ノテールに適合すると判断され、欧州委員

会がその措置と共通市場との両立に関する

深刻な疑念を根拠とする異論を唱えなかっ

た援助措置

国家補助を構成し、上記の条件を満たさな

い措置は全て、EC条約第88条（3）項を適用し

て、加盟時点での新規援助と見なされる。

上記規定は運輸部門に対する援助には適用

されず、水産品並びにそこから派生する製品

を除き、EC条約附属書Iに掲げられた製品の

生産、加工または販売と結びついた活動にも

適用されない。また、上記規定は加盟条約に

定められた競争政策に関する移行的措置にも

抵触しない。

専売

マルタとの間で合意された移行措置によ

り、2005年末までにEC条約第31条に従う石

油製品の輸入、仕入れ、卸売り販売の市場調

整を行うことが許可されている。

第７章：共通農業政策

移行措置はアキ・コミュノテールを実施す

るための明確な計画を伴う。獣医学並びに植

物衛生分野では、EU内の人、動物、植物の

健康に対する危険性を増大させないことを基

本として、移行期間の交渉が行われた。

注意すべき点として、加盟国と該当する新

規加盟国との間で、関係するComitology手続

きまたは欧州委員会のいずれかを通じて、後

日解決すべきであるとの合意がなされた技術
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的問題については、この解説書では言及して

いない。

農業の章では、特に財政部分に関し、交渉

によって決まった措置がいくつかある。財政

部分に関する合意では、ベルリンにおける欧

州理事会で定めた2004年から2006年の予算

と、2002年10月24－25日のブリュッセルにお

ける欧州理事会の決定で定められた拡大関連

予算の上限を尊重している。

水平的側面

直接支払（2004年～2013年）

直接支払は現行システムで2004年の25%か

ら始まり、2005年に30%、2006年に35%と進

み、2013年にその時点で適用可能なEU水準

の100%に達するまで、パーセントが段階的

に上昇してゆく。

直接支払の補充率（2004年～2013年）

直接支払は次のいずれかの形を取る。

（i）2004年にEU水準の55%まで、2005年に

60%まで、2006年に65%までと補充する。

2007年以降の最大追加率は、当該年の適用

可能な段階的導入水準よりも30%高い値と

する。

または

（ii）2003年に適用可能な国家直接補助水準ま

で製品ごとに補充し、10%ずつ上昇する。

ただし、いかなる場合も、EUの直接支払

水準の100%を超えることはない。

国ごとの情況は次の通りである。

● キプロスは2001年のキプロス補助水準ま

で補充することが可能である。

● カタクリ粉部門で、チェコは直接支払の

段階的導入期間全体を通じ、既存加盟国

での直接支払水準の100%まで補充するこ

とができる。

● リトアニアは加盟（2002年）前に同国で

農民が製品ごとに受ける資格があった直

接支払の全額水準まで補充することが可

能である。

● スロベニアは加盟（2003年）前に同国で

農民が製品ごとに受ける資格があった直

接補助の全額水準まで補充することが可

能である。これはCAPに似た全国的制度

で行われ、2004年は10%、2005年は15%、

2006年は20%、2007年は25%になる。

補充分の共同融資（2004年～2006年）

2004～2006年には、EU水準の40%までの

補充分を、農村開発費用を保証する欧州農業

保護育成基金（EAGGF）で部分的に調達す

ることができる。ただし、2004年、2005年、

2006年の各年に対する農村開発範囲で利用可

能な確定予算額の最大20%までを補充に使う

か、または2004年に25%、2005年に20%、

2006年に15%を使うことができる。それを超

える補充分は国家予算からのみ調達可能であ

る。補充の共同融資については、EU共同融

資率の上限（オブジェクト１地域に適用され

る80%）を適用できる。

単一区域支払制度

現在のEUで適用可能な標準的直接支払制

度を適用する代わりに、新規加盟国は一定期

間に限り、ヘクタール当たりのユーロで表示

される切り離し区域への支払という形で、一

定の期間内、農民にCAP直接支払を行うとい

う選択肢を与えられている。この制度は３年

間利用可能で、当該新規加盟国の要求により、

１年ずつ２回の更新が可能である。

単一区域支払制度は次のような年間財政範

囲によって制限される。

● 標準制度の下で直接支払を行うために、

新規加盟国で利用できるEU資金の合計と

して決定される。

● 関連するEU規則に従い、加盟条約に指定

された定量的パラメータ（たとえば基本

面積、割増金の上限、MGQなど）に基づ

き計算される。

● 直接支払の段階的な導入に明記された一

連のパーセンテージを使って補正される。

国家補助
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加盟時点に特定援助を既存援助として分類

するために、新規加盟国は加盟後４ヵ月以内

に、既存援助と見なしたい全ての国家補助措

置に関する詳しい情報を提出するものとす

る。

さらに、特定部門の国家補助を全廃するた

めに、特定の移行措置についての合意がなさ

れた。

● キプロスとラトビアは、補足的な国家に

よる直接支払に加え、キプロスの場合は

2010年末まで、ラトビアの場合は2008年

末まで、特定部門の移行的かつ逓減的国

家補助を交付する可能性を与えられてい

る。キプロスは加盟日から5年間、貧困地

域に対する特別援助を行うこともできる。

● エストニアは加盟前のレベルを超えない

という条件付きで、2004年に乳製品に対

する国家奨励金（premium）を与えるこ

とが可能である。

● マルタは農業生産者と加工業者及び輸入

農産品の公認小売業者を支援するために、

特定部門で特別臨時国家補助を使うこと

ができる。これら国家補助措置はマルタ

の農業の状況に特に合わせたもので、

2014年までに徐々に削減される。これら

特別国家補助の対象となる製品に対して

は、加盟日から５年間まで、総合経済セ

ーフガード条項（31章を参照）が適用さ

れる。さらに、マルタは加盟日から５年

間、ゴゾ島からマルタ島への農産品の輸

送を支援することが可能である。

● スロベニアは加盟日から５年間、オイル

パンプキンの生産に対して逓減的国家補

助を交付できる。

● スロバキアは、倉庫証券並びに貨物証券

システムに対する国家補助に関する3年間

の移行措置が認められた。

在庫

加盟日時点で所有される公共在庫で、新規

加盟国の市場支援政策によって得たものは、

共同体が引き継ぐ。新規加盟国において加盟

日時点で自由に流通している在庫（民間と公

共）で、通常の繰り越し在庫量と見なすこと

ができるレベルを超えるものは、新規加盟国

がコストを負担して廃棄する。

セーフガード

加盟条約で規定された総合経済セーフガー

ド条項（31章を参照）は農業にも適用される。

特定農業部門で問題が発生し、それが深刻で

長く続きそうな場合、または当該地域の経済

状態の深刻な衰退を引き起こす可能性がある

場合、セーフガードを発動できる。

その他

有機農業

エストニア、ラトビア、リトアニアでは、

有機農業に関する移行措置が認められた。そ

れには次のような事項が含まれる。

－有機農法によって生産されたものではない

未処理の種子、植え付け材料、繁殖材料の

使用（2006年１月１日まで）

－公認有機養蜂家が蜂に非有機の砂糖を与え

ること（2006年１月１日まで）

－有機農業における過マンガン酸カリ製剤と

国内産ピートの使用（加盟日後18ヵ月）

品質政策

チェコは拡大EUにおける既存の商標また

はその他の権利を侵害することなく、地名

を 示 す 表 示 と し て 、 Budejovické pivo、

Ceskobudejovicke pivo、Budejovicky mest'ansky

varを認識させる。

統一市場の団体

基準量（基本面積、割当量、上限など）

最近の生産量に基づき、加盟する国ごとの

状況を考慮に入れ（干ばつなど）、基準量が

合意されている。それには関係する全ての商

品が含まれ、次のもので構成される。

－耕地作物：耕地作物と米の基本面積と基準

産出高、カタクリ粉の割当量、乾燥飼い葉

^
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と繊維に関する国家保証量、砂糖の割当量、

イソグルコースの割当量

－特殊作物：加工助剤（果物と野菜について）

に関する国家の上限、タバコの割当量、バ

ナナの補償金に関する上限、オリーブ油に

関する国家保証量

－家畜と動物製品：牛乳の割当量、特別牛肉

割増金、授乳雌牛割増金、屠殺割増金、雌

羊割増金、その他の追加支払

特殊作物

果物と野菜

● キプロスでは加盟日から５年間の移行措

置が認められ、同期間中の特定果物に関

する生産中止上限量はEUよりも高い水準

に設定されている。

● マルタは５年間の逓減的な移行措置によ

り、個別のトマト生産者に対する支援を

行うことができる。

● ポーランドでは果物・野菜部門における

生産者団体の予備公認に関し、生産者5人、

販売可能生産高の下限10万ユーロという

基準を設定するために、３年間の移行措

置が認められた。

ワインとアルコール

● キプロス、マルタ、チェコは特別植え付

け権を与えられた。

● ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロ

ベニア、キプロス、マルタについてワイ

ン生産地域が定められ、ハンガリーとス

ロベニアについては移行措置が認められ

た。

● ポーランドについては、同国をワイン生

産圏に分類するという決定と、ブドウの

品種を登録し、分類する義務は、加盟ま

で延期された。

● スロベニア、スロバキア、チェコ、ハン

ガリーでは、ワインのショ糖による芳醇

化が許可されている。

● マルタに対し、国内原産品種によるワイ

ンの芳醇化に関する2008年までの移行期

間が認められた。

● ワインの表示（高級ワインの表示、スパ

ークリングワインと酒類ワインを表す用

語）にハンガリー、スロバキア、チェコ、

スロベニア、キプロス産ワインを含める

ことについての合意がなされた。

● アルコール飲料に関する表示（たとえば

産地、伝統品など）にキプロス産「Ouzo」

と「Zivania」、チェコ産「Karlovarská

horká」、ハンガリー産「Pálinka」（およ

びその他）、スロバキア産、ラトビア産、

リトアニア産の蒸留酒、「Polish vodka」、

「Polish Cherry」、「Herbal Vodka from the

North Podlaskie Lowlands, aromatised

with an extract of bison grass」を含める

ことについての合意がなされた。

● チェコと、「Slivovice」という名称を使用

するための条件についての合意がなされ

た。

● ハンガリーは「Rizlinszilvani」という名

称を５年以内に全廃することに合意し、

さらに、1993年１月１日よりも前にハン

ガリーで生産並びに瓶詰めされたワイン

で、0.70よりも容量が多い在庫を全廃す

るための条件についても合意した。

● ポーランドが「Polish fruit wine」という

用語を使えることと（アキ・コミュノテ

ールで規定された条件に従い）、一定の条

件下で「Polish wine」という名称を使え

ることについての合意がなされた。

タバコ

ポーランドは、タバコ部門の生産者団体に

対する生産割当と特別補助に関するEU規則

の適用について、５年間の移行措置が認めら

れた。

家畜と動物製品

牛乳

● ラトビア、リトアニア、ポーランド、マ
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ルタ、キプロス、ハンガリーは、EUの脂

肪含有量要件を満たさない飲用牛乳の販

売に関し、５年間の移行措置が認められ

た。同牛乳は当該加盟国内でのみ販売す

るか、または第三者国に輸出できる。

● 全ての新規加盟国に対する牛乳割当量が

設定された。全体量が配達分と直接販売

分に分けられている。

● ポーランドの場合、配達分と直接販売分

の割当比率は2003年の実質値に基づき再

検討される。

● 新規加盟国では全般的に、農家自体で消

費される牛乳生産量が多い。そのような

生産量は牛乳割当量によって制限されな

い。だが、新設された特別準備量という

手段を使い、それを市場向け生産に切り

替えることができる。この準備量が

2006/07割当年度初頭（2006年４月１日）

から放出された場合、牛乳生産農家自体

での消費量と新規加盟国における乳製品

量が減少するほどの規模になることが考

えられる。準備量の放出と、配達及び直

接販売割当量への流通に関する決定は、

欧州委員会により、管理委員会手続きに

従い、新規加盟国が提出する報告書の評

価に基づき行われる。

● マルタは、加工用に配達される牛乳の代

表的脂肪含有量を決定するための５年間

の移行措置が認められた。

● ポーランドとスロベニアは、牛乳割当量

を個々の生産者に配分し、その結果とし

て割当初年度の追加課税支払いを免除さ

れるための１年間の移行措置が認められ

た。

授乳雌牛の定義

ポーランド、エストニア、ラトビア、リト

アニアは、どの追加品種が授乳雌牛割増金を

受ける資格があるかという決定に関し、３年

間の移行措置が認められた。

在庫量（Stocking density）

マルタとキプロスは、EU牛肉割増金規則に

従い許可されるレベルまで在庫量を下げるた

めに、５年間の移行措置が認められた。

農村開発

EAGGF保証の下で供給される臨時農村開

発措置が、2004年から2006年のプログラム期

間に関し、新規加盟国によって使われること

についての合意がなされた。これは次のよう

な要素を含む。

● 構造基金モデルに基づく、農村開発の決

定と支払の間の期間を認める区別のある

歳出予算。

● 関連する８件の措置に対して最高80%ま

で、オブジェクティブ1の地域での共同融

資率を引き上げる。（注１）

● 半自給自足農家への臨時所得補助金を支

給し、事業の商業的将来性を保証するた

めに、さらなる再編成が実施される間、

キャッシュフローの制約と家計所得にお

ける困難な状況を軽減する。この補助は

１農家あたりの年間最高額1,000ユーロ

（ポーランドでは１農家あたり1,250ユー

ロ）という年間一律金額による補助とい

う形で行われる。受給資格の有無は、そ

の事業の経済的将来性を実証し、必要な

投資額の明細を示し、具体的な里程標と

目標を盛り込んだ事業計画の提出によっ

て決まる。補助金は５年間支払われ、３

年が経過した時点で再検討が行われる。

● 生産者団体が公認された日から最初の５

年間、団体設立を奨励し、管理業務を補

助するための支援。

（注１）オブジェクティブ1の地域では、農村開発措置の資金は農業環境措置、条件不利地域、早期退職、農地
の植林、再編成を実施する半自給自足農家の支援、生産者団体の設立、EU基準を満たすための支援、技
術援助に使われる。



● 2004年から2006年までの臨時措置として、

EUの環境、衛生、福祉、食品安全性、労

働安全性に関する基準（それまでの国内

基準よりもかなり厳しいことが考えられ

る）を満たすコストを農民が負担できる

よう援助する。

● SAPARDから農村開発のアキ・コミュノ

テールへの円滑な移行を保証するために、

2004年から2006年の期間、EAGGF保証の

資金で行われる農村開発措置に関係する

技術援助。

● 受給資格基準に関してなど、特定の現行

農村開発措置を、2004年から2006年の間、

新規加盟国に合わせて調整する。

農村開発割当額は、客観的基準に基づき、

吸収能力を考慮に入れて設定されている。

農村開発の分野では、特定候補国特有の取り

決めも行われている。

● 一定の条件に従い、エストニアは2004年

から2006年の間、放置された土地の植林

を援助できる。

● 一定の条件に従い、リトアニアは2004年

から2006年の間、55才から70才で牛乳生

産を取りやめる酪農家に対し、早期退職

制度を適用できる。

● マルタの全領土がLFAに分類されている。

● マルタは、半自給自足措置に代え、専業

農家の新規市場環境への適応を助けるた

めの臨時措置が認められている。

● マルタは、生産者団体を設立するための

援助措置に関する修正条件が認められて

いる。

● マルタは農業環境措置の下で、石壁の維

持と保存も援助できる。

獣医学分野
● ハンガリー／ルーマニア間の国境警備の

特定側面に関して特別な方式を設けるた

めに移行措置についての合意がなされた。

● 次の各国に関して、公衆衛生部門におけ

る移行措置についての合意がなされた。

－ポーランド：肉を扱う施設332ヵ所（2007

年12月まで）、牛乳を扱う施設113ヵ所

（2006年12月まで）、魚を扱う施設40ヵ所

（３年）

－チェコ：肉を扱う施設44ヵ所、卵を扱う施

設１ヵ所、魚を扱う施設７ヵ所（2006年12

月まで）

－ハンガリー：赤身肉を扱う施設44ヵ所

（2006年12月まで）

－ラトビア：魚類加工施設29ヵ所（2005年１

月まで）、肉を扱う施設77ヵ所（2006年１

月まで）、乳製品加工施設11ヵ所（2005年

１月まで）

－リトアニア：肉を扱う施設14ヵ所、魚を扱

う施設５ヵ所、牛乳を扱う施設１ヵ所（2007

年１月まで）

－スロバキア：肉を扱う施設１ヵ所、魚を扱

う施設１ヵ所（2006年12月）

全ての施設に関し、欠陥も含めて個別に詳

しく説明されている。移行措置はどれも食品

衛生のアキ・コミュノテールとは無関係であ

る。移行期間中、移行中の施設で生産される

製品には特別な標識を付けなければならず、

他のEU諸国では、いかなる形でも販売する

ことはできない。

● ポーランド、ラトビア、リトアニア、マ

ルタに関して、生乳の品質に関する移行

措置についての合意がなされた。

● 特定のEU準拠酪農家に関し、マルタでは

2009年まで（１農家のみ）、ポーランドで

は2006年まで（個別の生産ラインを使う

56農家）、EU非準拠の生乳の配達が容認

された。ただし、製品には特別な標識を

付けなければならず、他のEU諸国では、

いかなる形でも販売できないことを条件

とする。

● ラトビアの家畜廃棄物処理施設２ヵ所に

関し、2004年12月までの移行措置につい

ての合意がなされた。
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● チェコ、ハンガリー、マルタ、ポーラン

ド、スロベニアに関して、雌鶏のケージ

の高さ及び／又は傾斜に関する2009年12

月までの移行措置について合意がなされ

た。スロベニアについてはさらにケージ

の床面積に関し、最大2004年12月１日ま

での移行措置について合意がなされた。

植物衛生分野

種子の品質要件

スロベニア、キプロス、マルタ、ラトビア

は種子の品質要件に関する５年間の移行措置

を認められた。

じゃがいも

ポーランドにおける理事会指令69/464/

EEC第９条の実施に関する、詳細な措置につ

いての合意がなされた。

リトアニアはじゃがいもの輪腐れ病に関す

る法律に関し、2006年１月１日までの移行措

置を認められた。

植物品種に関する権利

リトアニアは植物品種に関する権利に対す

る報酬の支払いに関し、2010年12月31日まで

の移行措置を認められた。

動物の栄養

チェコはEU指令第６条に従って決定が下

された時または加盟日から２年後のいずれか

先に発生する時点まで、植物繊維上で栽培さ

れたイースト菌種Candida utilisをベースとす

る飼料の領土内での販売を引き続き許可する

ことができる。

植物保護製品

ポーランドは2006年12月31日まで、特定の

植物保護製品を市場に出すための移行措置を

認められた。

森林再生物質の販売

ポーランドは2004年１月１日よりも前に蓄

積され、関連する指令の規定全部を満たさな

い森林再生物質の在庫がなくなるまで販売す

ることができる。

移行的かつ水平的措置

共通農業政策の分野と獣医学並びに植物衛

生関連法の分野では、新規加盟国における既

存の体制から共同体アキ・コミュノテールを

適用した結果として生じる体制への移行を助

ける移行措置を、適用可能な法律で決定され

る関連委員会手続きに従い、欧州委員会によ

って採択することができる。これらの措置は

加盟日から３年間、実施できる。

CAPに関連する加盟条約規定は、欧州理事

会が欧州委員会からの提案を全会一致で可決

し、共同体規則を修正した結果として必要な

場合は欧州議会に諮った後、さらに調整する

ことができる。

第８章：共通漁業政策

国家補助

新規加盟国は漁業部門に対する国家補助を

提供しないか、またはきわめて限られた国家

補助のみを提供する。これは漁業部門におけ

る共同体国家補助規則に準拠して行なわれな

ければならず、また、該当する計画は加盟時

に届け出なければならない。

水域と資源に対するアクセス

加盟する全ての国は、資源に対するアクセ

スを決定する上での相対的安定性という概念

を受け入れる。資源に対するアクセスは相対

的安定性原則を含め、共通漁業政策に基づき

決定される。

相対的安定性原則は、水産資源ごと及び加

盟国ごとの固定パーセンテージを決定し、維

持することを暗に意味する。TACの形で漁

獲率に関する制限の対象とされ、加盟国に対

する割当量として配分される全水産資源に対

し、この原則が適用される。その目的のため

に、新規加盟国の漁業活動の最近の典型的期

間として、基準期間が定められている。

相対的安定性はバルト海に接する全ての

国、つまりポーランド、ラトビア、リトアニ

ア、エストニアに適用される。これにより、
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共同体水域内並びに第三国の水域、地域漁業

団体の活動対象である水域でのこれらの国々

の漁業活動の継続が保証される。

マルタの基準線から25海里内での特別管理

体制を求めるマルタの要求に関し、EUは特

定のガイドラインに準拠し、規則（EC）

1626/94を調整することで合意した。ガイド

ラインには、漁船の長さとエンジン出力に基

づく小規模漁業に制限される25海里漁業管理

帯の設置が含まれる。また、全長24メートル

以下のトロール漁船は、25マイル管理帯内で、

一定のトロール漁業可能海域内での漁獲が認

可される。それらの漁船の漁業努力はその海

域での現在の漁獲能力に基づく。

lampuki（Coryphaena hippurus－シイラ）

漁業に参加する漁船の数は最大130隻に制限

され、漁期におけるFAD（集魚用筏）の配

分と設置はEU内の全漁民に差別なく適用さ

れるが、マルタ以外の漁民については、12海

里の外側からのみ開始するものとする。

25海里管理帯内での漁獲を認可された全長

12メートルを超える漁船は全てリストに掲載

される。

これらの資源保護措置は差別なく、25海里

管理帯全体で適用される。

リガ湾全体における特別管理体制を求める

ラトビアの要求に関し、EUは特定のガイド

ラインに準拠し、規則（EC）88/98を調整す

ることで合意した。ガイドラインには、リガ

湾での漁獲を認可された漁船のエンジン出力

は221kWを超えてはならないことが含まれ

る。また、エンジン出力（kW）で計った全

体的漁獲能力が、リガ湾における現在の活動

レベルを表す期間に観察された漁獲能力を超

えないよう保証するために、リガ湾での漁獲

を認可された漁船はリストに掲載される。

これらの資源保護措置は差別なく、リガ湾

全体で適用される。

その他の規定

マルタの要求に応じ、EUは規則（EC）

104/2000付記IVにシイラ（Coryphaena

hippurus）を盛り込むことで合意した。

ポーランドとラトビアからの要求に応じ、

EUは規則（EC）104/2000付記IVにバルト海

のスプラット（Sprattus sprattus）を盛り込

むことで合意した。ただし、同規則第24条で

規定された条件を満たすことを条件とする。

これにより、生産者団体による独立した介入

措置に対する一律金額の援助を支援すること

ができる。また、これは人による消費を目的

とするスプラット生産におけるラトビアのシ

ェアに関し、同国が表明した憂慮への対応に

寄与する。他の生産者団体、特に他の加盟国

の団体は、それらの海域におけるスプラット

市場に対して介入しないという選択肢を保持

する。

これらの解決策には、Sprattus sprattusと

Coryphoena hippurusの販売規模の定義を必

要とする。関連する規則（EC）2406/96付記

IIの技術的修正は、科学的助言を参考にして

決定される。

第９章：運輸政策

道路

カボタージュ

EUの要求に応じ、規則（EEC）No 3118/

93に関する移行措置についての合意がなされ

た。それには非居住運送業者による他加盟国

内の道路輸送市場へのアクセス（カボタージ

ュ）を、特定のケースで徐々に廃止すべきで

あることが盛り込まれている。

移行措置では、チェコ、エストニア、ラト

ビア、リトアニア、スロバキアについては最

初の２年、ハンガリーとポーランドについて

は３年間、国内輸送市場に対するアクセスを

相互に制限することを見越している。

どの加盟国（現加盟国および新規加盟国）

も初期移行期間を最大５年まで延長できる。

最初の移行期間後に移行措置を延長しなかっ

た加盟国は、他のいずれかの加盟国がまだ移
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行措置を適用している間は、危機が発生した

際にはセーフガード措置を適用し、国内市場

を再び閉鎖することができる。国内市場がま

だ閉鎖されている加盟国の運送業者は、最初

の２年（または３年）後に市場を開放した他

の加盟国において国内市場を制限（カボター

ジュ）することが許されない。移行措置が適

用されている限り、現行及び新規加盟国は二

国間で合意された割当量に基づき、カボター

ジュの認可の交換を進めてゆくことができる。

タコグラフ

キプロスは規則（EEC）No 3821/85に関し、

2002年１月１日より前に登録され、国内輸送

業務のみに従事する自動車における回転速度

計（タコグラフ）の据え付けと使用義務につ

いて、2005年末までの移行措置を認められて

いる。ラトビアについても2005年初頭までの

同様な移行措置が、2001年１月１日より前に

登録された自動車に関して認められている。

リトアニアについては、2005年末までの移行

措置が、1987年以前に製造され、国内輸送業

務のみに従事する自動車について認められて

いる。キプロス、ラトビア、リトアニアで同

様な自動車を運転する人は、個人的な業務日

誌に、運転時間と休憩期間を記録するものと

する。

営業許可

ラトビアとリトアニアに対し、国内道路輸

送と乗客輸送業務のみに従事する輸送業の営

業許可について、要求される財政基準に十分

に達するよう、2006年末までの移行措置が認

められた。当該事業の利用できる資本と準備

金は、移行期間中の道路輸送業者と乗客輸送

業者の営業許可に関する指令96/26/ECで規

定された最低金額に、徐々に到達するものと

する。

重量と寸法

ハンガリーとポーランドに対して移行措置

が認められ、同期間は、EU内を走行する一

定の道路車両に対し、国際輸送で認可される

最大重量を規定した指令96/53/ECに準拠す

る国際輸送での国内軸重量上限を維持でき

る。ハンガリーは2008年末まで、同国道路網

のアップグレードされていない部分に対する

ハンガリーの軸重量上限を維持できる。ポー

ランドは2010年末まで、同国道路網のアップ

グレードされていない部分に対するポーラン

ドの軸重量上限を維持できる。

これらの移行措置はいくつかの条件の対象

とされ、中でも、ポーランドとハンガリーは、

幹線道路網のアップグレードに関するそれぞ

れの日程を守ること、当該指令の要件を満た

す車両による主な公共輸送路の使用に対して

制限を加えないこと、また、積み下ろしを目

的として、技術的に可能な限り、移行期間全

体にわたり、二次道路網のアップグレードし

ていない部分の使用を可能にすること、とい

う条件がある。

道路用適性テスト

自動車及びそれらのトレーラーに対する道

路用適性テストに関する指令96/96/ECによ

って規定された特定の項目に関し、マルタに

ついては同国内の輸送事業のみに使われる自

動車について、2004年末までテストしないと

する移行措置が認められた。

速度制限装置

マルタに対する移行措置に従い、同国で国

内輸送業務のみに従事する自動車は、2005年

末まで、指令92/6/EECで規定された速度制

限装置を装備する必要がない。

自動車税

マルタは、特定インフラを使用する大型輸

送車への課税に関する指令99/62/ECで規定

された最低課税率を、国際輸送業務に従事す

る自動車に対して2004年末までは適用されな

いという移行措置が認められた。同期間中、

同国で当該大型輸送車に適用される課税率

は、指令99/62/ECに規定された下限値の

80%を下回らないものとする。また、同国に

対し、国内輸送業務のみに従事する自動車に
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ついての2005年末までの移行措置も認められ

た。同期間中、同国で当該自動車に適用され

る最低課税率は、指令99/62/ECに規定され

た下限値の65%を下回らないものとする。

鉄道

共同体鉄道の開発

ポーランドとハンガリーの両国は、一定の

条件下で欧州横断鉄道貨物網へのアクセス制

限を許可する指令91/440/EECに関し、2006

年末までの移行措置を認められた。ただし、

ポーランドとハンガリー両国における欧州横

断鉄道貨物網の年間総輸送力の最低20%は、

在来事業者以外の鉄道事業のために確保して

おくものとする。各鉄道線路の実質輸送力は、

インフラ管理者により、鉄道網概要で示され

るものとする。

航空輸送

航空機騒音

リトアニアとハンガリーの両国は、騒音を

発する特定航空機の廃止に関する指令

92/14/EECについて移行措置を認められた。

ハンガリーに対しては、特定第三国からの航

空機に関する2004年末までの移行措置が認め

られた。また、リトアニアに対しては、カウ

ナス国際空港における第三国からの航空機に

関する2004年末までの移行措置が認められ

た。

第10章：税制

間接税の分野（付加価値税：VATと物品

税）では加盟する全ての国に、また、直接税

の分野では１カ国に、移行措置といくつかの

特例が認められている。大部分の移行措置は、

加盟する国がVAT並びに国内消費税率水準

をアキ・コミュノテールの要件に適合させな

ければならない期限を延期してもらうために

おこなわれる（特に社会的に影響を与えやす

いモノとサービスに関して）。

VAT

以下に掲げる国は2007年末まで軽減VAT

率を維持できる。キプロス、ハンガリー、ポ

ーランド、スロベニアではレストランのサー

ビス、チェコ、ポーランド、スロバキア、ス

ロベニアでは建設、チェコ、エストニア、ハ

ンガリー、ラトビア（2004年末）、スロバキ

ア（2008年末）では暖房に対するVATであ

る。

キプロスは2007年12月31日まで、マルタは

2009年12月31日まで、食品と医薬品に対する

VAT率をゼロのまま維持できる移行措置を

認められている。ポーランドは2007年12月31

日まで書籍に対するVAT率はゼロのまま維

持し、2008年４月30日まで機械を除く食品と

農業投入物に対するVAT率は大幅に軽減す

ることを許可されている。

最後に、全ての新規加盟国は、中小企業に

対するVATを免除するために、売上高の最

低限度をアキ・コミュノテールで規定された

水準よりも高いまま維持することができる。

また、国際乗客輸送のVATを免除すること

ができる。

物品税

マルタとキプロスを除く、全ての新規加盟

国は、紙巻きタバコの物品税率水準について、

EU法への準拠を加盟後まで延期する移行措

置を認められた。移行措置の期間は、チェコ

とスロベニアに対しては2007年末、スロバキ

ア、ハンガリー、ポーランドに対しては2008

年末、エストニア、ラトビア、リトアニアに

対しては2009年末までである。チェコでは他

のタバコ製品、エストニアでは喫煙用タバコ

に対しても、この移行措置が適用される。

上記移行措置の継続期間中、現加盟国は、

個人が新規加盟国から域内に持ち込める紙巻

きタバコの数量（「旅行者免税」）に対する制

限を維持できる。

ポーランドは、一定のエコ燃料に対する既
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存の軽減物品税率を維持できる1年間の移行

措置を認められている。キプロスは、セメン

ト生産に使う鉱油に対する物品税を免除する

ことができる1年間の移行措置と、国内乗客

輸送に使う全てのタイプの燃料に対する追加

物品税を免除できる１年間の移行措置を認め

られている。

チェコ、ハンガリー、スロバキアは個人消

費用の果実酒生産に対して軽減物品税率を適

用する特例を認められている（チェコの場合、

果実生産者１世帯あたり年間で果実酒生産量

30リットルまで、ハンガリーとスロバキアの

場合、生産量50リットルまで）。

直接税

エストニアは指令90/435/EEC（「親子会社

指令」）に完全準拠するために、2008年12月

31日までの移行措置を認められている。

第11章：経済通貨同盟

全ての新規加盟国は加盟日から、本章に基

づいてアキ・コミュノテールを導入し、実施

するものとする。それらの国は加盟時に、

EC条約第122条の特例による国の地位を与え

られ、EMUに参加する。

第12章：統計

移行措置は特になし。

第13章：社会・雇用政策

労働法

マルタは、労働時間指令で規定された労働

時間制限に関し、飲食品、繊維、衣料と履物、

運輸機器、電気機械・家電・消耗品、家具の

製造各分野において、2004年７月31日までの

移行措置を認められている。また、上記個別

分野において2001年12月12日に存在した労働

協約に、労働時間指令第６条（2）項に関係す

る2004年７月以降も有効な条項が含まれてい

る場合、2004年12月31日までの移行措置が認

められている。

この移行措置は、当該個別部門ではEU法

の要件への適合に付加的な時間を必要とする

ため、正当であるとされる。

健康と安全性

健康と安全性の分野では、企業に対して

EU法の要件に適合するための十分な期間を

提供する必要性を認め、EUはいくつかの移

行措置を認めた。

ラトビアは、2002年12月13日時点ですでに

使われていた作業機器に関しては、仕事中の

労働者による作業機器の使用のための最低限

の安全性と健康の要件に関する指令につい

て、2004年７月１日まで、また、2002年３月

27日時点ですでに使われていた設備に関して

は、職場に対する最低限の安全性と健康の要

件に関する指令について、2004年12月31日ま

で、2001年６月１日時点ですでに使われてい

た機器に関しては、ディスプレー装置を使う

作業に対する最低限の安全性と健康の要件に

関する指令について、2004年12月31日までの

移行措置が認められている。

マルタに対し、加盟日にすでに使われてい

た機器に関しては、作業機器に関する指令に

ついての2006年１月１日までの移行措置が認

められている。

ポーランドに対し、2002年12月31日よりも

前に設置された機器に関しては、作業機器に

関する指令についての2005年12月31日までの

移行措置が認められている。

スロベニアに対し、職場において騒音、化

学因子、物理因子、生物因子にさらされるこ

とに関する指令についての2005年12月31日ま

での移行措置が認められている。

加盟日から上記期間の終了時まで、ラトビ

ア、マルタ、ポーランド、スロベニアは上記

指令に対する準拠を確実にするための予定

表、および講じられた措置に関する、最新情

報を定期的に欧州委員会に提供し続けるもの
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とする。

第14章：エネルギー

原油及び／又は石油製品の最低備蓄

最低90日分の石油備蓄を維持する義務の実

施に関する移行措置が、チェコとスロベニア

に対しては2005年12月31日まで、マルタに対

しては2006年12月31日まで、キプロスに対し

ては2007年12月31日まで、ポーランドとスロ

バキアに対しては2008年12月31日まで、エス

トニア、ラトビア、リトアニアに対しては

2009年12月31日まで認められている。

域内エネルギー市場（電力指令96/92/EC）

エストニアは、電力指令96/92/EC第19条

（2）項の市場開放規定を実施するために、

2008年12月31日までの移行措置が認められて

いる。さらに、オイルシェールと電力指令に

関する宣言についての合意がなされた。その

中でEUは、将来のアキ・コミュノテールに

関するエストニアの留保に注意を払いつつ、

オイルシェール部門の再編成に関する特別な

状況により2012年末まで特別な努力が必要で

あり、また、その日までに家庭用以外の顧客

に対するエストニア電力市場を徐々に開放す

る必要があることを認めている。

域内エネルギー市場（ガス指令98/30/EC）

チェコに対し、ガス指令98/30/EC第18条

の市場開放規定を実施するために、2004年12

月31日までの移行措置が認められている。

石炭並びに鉄鋼に関する研究基金（決定

2002/234/ECSC）

石炭並びに鉄鋼に関する研究基金の対象が

オイルシェールにまで広げられることについ

て、エストニアとの合意がなされている（第

31章も参照）。

原子力エネルギー

Ignalina原子力発電所（リトアニア）に関

する議定書、Bohunice V1原子力発電所（ス

ロバキア）に関する議定書、Temelin原子力

発電所に関するチェコとオーストリアの宣言

は、第31章に掲載されている。

第15章：産業政策

移行措置は特になし。

第16章：中小企業

移行措置は特になし。

第17章：科学・研究

移行措置は特になし。

第18章：教育・職業訓練

移行措置は特になし。

第19章：電気通信・情報技術
郵便サービス

郵便サービスにおける競争をさらに進める

ことに関し、ポーランドとの間で2005年末ま

での移行措置についての合意がなされた。

第20章：文化・視聴覚政策

移行措置は特になし。

第21章：地域政策
本章では移行期間は要求されなかった。行

政能力、適格性、資金配分に交渉の重点が置

かれた。

行政能力

この章で取り上げる加盟交渉との関連で、

欧州委員会は、加盟にあたり、加盟する国が

準拠しなければならない組織と制度に関する

要件について、予定表を含め、詳細に特定し

た。欧州委員会はこの点に関し、新規加盟国

による公約の実施状況を注意深く監視してい
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る。公約が果たされていない場合、欧州委員

会は構造並びに結束基金規則に規定された条

件が満たされるまで、共同体による融資を承

認することはできない。

適格性

構造基金

欧州委員会は、加盟日から2006年12月31日

までの、構造基金に関する新規加盟10カ国の

適格性を次のように決定した。

オブジェクティブ1（開発の遅れている地域

の開発と構造調整）

オブジェクティブ1の援助を受けるための

適格性は、1997－1998－1999年を基準年とし

たNUTSレベル2での地域の一人当たりの

GDP（PPPによる）に基づき決定された。新

規加盟国の中で次の地域がオブジェクティブ

1の援助を受ける資格を与えられる。

チェコ共和国（プラハを除く全地域）

－Strední Cechy

－Jihozápad

－Severozápad

－Severovychod

－Jihovychod

－Stredni Morava

－Moravskoslezkso

エストニア －Eesti

ラトビア －Latvija

リトアニア －Lietuva

ハンガリー（全地域）

－Közép-Magyarország

－Közép-Dunántúl

－Nyugat-Dunántúl

－Dél-Dunántúl

－Észak-Magyarország

－Észak-Alföld

－Dél-Alföld

マルタ －Malta

ポーランド（全地域）

－Dolnoslaskie

－Kujawsko-pomorskie

－Lubelskie

－Lubuskie

－Lodzkie

－Malopolskie

－Mazowieckie

－Opolskie

－Podkarpackie

－Podlaskie

－Pomorskie

－Slaskie

－Swi tokrzyskie

－Warminsko-mazurskie

－Wielkopolskie

－Zachodniopomorskie

スロベニア －Slovenija

スロバキア －Západné Slovensko

（ブラチスラバを除く全地域）

－Stredné Slovensko

－Vychodné Slovensko

オブジェクティブ2（辺境地域・産業斜陽化

の申告な影響を受けている地域の一部）

オブジェクティブ1で資格が与えられない

地域（プラハ、ブラチスラバ、キプロス）の

人口の31%が、オブジェクティブ2に関する

資格を与えられる。欧州委員会は人口上限を

次の通り決定した。

チェコ共和国　370,000

キプロス　　　213,000

スロバキア　　192,000

オブジェクティブ3（長期的な失業への対策）

アキ・コミュノテールに従い、オブジェク

ティブ1の対象とならない全地域（プラハ、

ブラチスラバ、キプロス）が、オブジェクテ

ィブ3の援助を受ける資格を与えられる。

共同体主導計画
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新規加盟10カ国は共同体主導による

INTERREGプログラムとEQUALプログラム

に基づく援助を受ける資格も与えられる。簡

略化を目的として、2004年から2006年の期間、

共同体主導のLEADER+プログラムと

URBANプログラムは新規加盟国では実施さ

れない。これらのプログラムの対象となる活

動とプロジェクトは、関連する計画立案文書

に統合される。

結束基金

加盟日から2006年12月31日までの、新規加

盟国に対する結束基金援助に関する資格は、

1998－1999－2000年を基準年とした一人当た

りのGNIの入手可能な最新数値（PPPによる）

に基づき決定された。これらの数値に基づき、

新規加盟10カ国全てが結束基金援助を受ける

資格を与えられる。

資金配分

加盟日から2006年末までの新規加盟国に関

する構造的活動のための配分額は総額で217

億5,000万ユーロに設定された。

加盟日から2006年末までの新規加盟10カ国

に関する構造的活動のために配分された割当

額は次の通りとする。

結束基金

構造基金全体の内訳

－93.49%はオブジェクティブ1に配分（計132

億3,430万ユーロ）

－0.86%はオブジェクティブ2に配分（計１億

2,120万ユーロ）

－0.79%はオブジェクティブ3に配分（計１億

1,160万ユーロ）

－4.58%は共同体主導のINTERREGプログラ

ムとEQUALプログラムに配分

－0.27%は技術援助に配分

簡略化を目的として、現在の計画では2006

年末までの期間、新規加盟10カ国において革

新的活動は実施されない。

表１�
（単位：百万ユーロ、1999年ユーロ価）�

合計� 2004年� 2005年� 2006年�

14,155.9 3,453.5 4,754.7 5,947.6

オブジェク�
ティブ1

オブジェク�
ティブ2

オブジェク�
ティブ3

漁業政策手�
段（FIFG）�

INTERREG�
プログラム�

EQUAL�
プログラム�

チェコ共和国�

エストニア�

キプロス�

ラトビア�

リトアニア�

ハンガリー�

マルタ�

ポーランド�

スロベニア�

スロバキア�

1,286.4�

328.6�

0.0�

554.2�

792.1�

1,765.4�

55.9�

7,320.7�

210.1�

920.9

63.3�

0.0�

24.9�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

33.0

52.2�

0.0�

19.5�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

39.9

0.0�

0.0�

3.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0�

0.0

60.9�

9.4�

3.8�

13.5�

19.9�

60.9�

2.1�

196.1�

21.0�

36.8

28.4�

3.6�

1.6�

7.1�

10.5�

26.8�

1.1�

118.5�

5.7�

19.7

表２　2004年から2006年に構造基金の下で配分される割当額�

（単位：百万ユーロ、1999年ユーロ価）�



内金として、基金から当該援助への拠出金

の16%が新規加盟10カ国に対して支払われる

ものとする。それを２年分として予算配分す

る。初年度は10%、翌年は６%である。

結束基金

結束基金財源合計額の受益加盟国間での配

分に関する目安：

チェコ－合計の9.76%から12.28%

エストニア－合計の2.88%から4.39%

キプロス－合計の0.43%から0.84%

ラトビア－合計の5.07%から7.08%

リトアニア－合計の6.15%から8.17%

ハンガリー－合計の11.58%から14.61%

マルタ－合計の0.16%から0.36%

ポーランド－合計の45.65%から52.72%

スロベニア－合計の1.72%から2.73%

スロバキア－合計の5.71%から7.72%

第22章：環境

この章における加盟準備には、特に３点の

課題があった。

－法律：環境に関するアキ・コミュノテール

の大部分が指令の形を取っており、各国の

法律に置き換える必要がある。

－行政：計画、許可、監視には、十分な職員

と設備を備えた様々なレベルの環境行政が

必要となる。

－財政：皆無または不十分な投資状況を改善

するために、インフラおよび技術面でかな

りの投資を行う必要がある。

交渉において合意された移行措置は、これ

らの課題の３番目に起因するものである。

環境に関するアキ・コミュノテールの規模

を考えると、合意された移行措置は例外的な

ものである。それらが国境を越えて与える潜

在的影響力は限られており、競争に対する重

大な歪みを引き起こすことはない。移行措置

には法的拘束力を持つ詳細な中間目標が盛り

込まれている。それは移行期間全体の中で調

整の取れた実施を保証する。目標は加盟条約

に記録される。移行措置の適用範囲は、可能

な限り、個々の施設リストの中で指定する。

移行措置は詳細な資金調達戦略で補強する。

大気汚染防止

石油の備蓄およびターミナルからガソリン

スタンドまでの輸送に関する要件（指令

94/63/EC）は、エストニア（2006年末）、ラ

トビア（2008年末）、リトアニア（2007年末）、

マルタ（2004年末）、ポーランド（2005年末）、

スロバキア（2007年末）において徐々に達成

されるであろう。環境への影響を最も効率的

な方法で軽減するために、処理量の多いター

ミナルとガソリンスタンドでの実施が優先さ

れている。

燃料重油については（指令1999/32/EC）、

ポーランドが2006年末まで、アキ・コミュノ

テールによって規定されているよりも高いイ

オウ含有量を持つ燃料油の使用を許可されて

いる。この燃料は主に中小規模の設備で暖房

に使われる。キプロスはアキ・コミュノテー

ルに基づいて許可される特例を要求するため

に、１年間の移行措置を与えられる。そして

その決定は、既存のアキ・コミュノテールの

手続きに従って下されることになる。

廃棄物管理

エストニアを除く全ての新規加盟国が、包

装廃棄物（指令94/62/EC）に関する回収・

リサイクル目標値を達成するための追加期間

を与えられる。移行期間は2005年末から2009

年末までである。この移行期間は、廃棄物の

収集・回収・リサイクルに必要なインフラを

整備するために必要となる時間を理由として

正当化される。さらに、一般家庭から出るゴ

ミの量はEU15と比べて少ない。中間目標が
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設定されている。マルタは2007年末まで、一

定の飲料をガラス瓶または金属製のミニ樽で

販売することを義務づけた現行法を維持でき

る。この移行措置により、それらの飲料から

生じる包装廃棄物に関する、環境的に安全な

収集・リサイクル・回収システムのために適

切な政策手段とインフラを段階的に導入でき

る。

廃棄物の埋立て（指令1999/31/EC）に関

し、移行措置には３カ国の特別な状況が反映

されている。

－危険廃棄物の埋立てに十分な処理能力を構

築するため、ラトビアは2004年末までこの

要件を免除される（これはアスベストの処

分に関する要件（指令87/217/EEC）も対

象とされる）。ラトビアは移行措置期間中、

危険廃棄物を一時的に保管する認可制度を

設けなければならない。

－エストニアではオイルシェール業界から発

生する危険廃棄物の量が多いため、2009年

末までにこの要件を徐々に導入する必要が

ある。

－現在、ポーランドではほとんど全ての都市

ゴミが埋め立てられており、EU基準に準

拠していない例が多いため、完全実施は

2012年末までに達成される予定である（現

加盟国については2009年）。

これら３つのケース全てにおいて、加盟時

点から廃棄物枠組み指令（75/442/EECと

91/689/EEC）に基づく総合的要件が適用さ

れる。

廃棄物の「投棄」を回避するために、廃棄

物の輸送（規則（EEC）259/93）に関し、

「グリーンリスト」廃棄物輸送の通知を含む

特定措置が定義され、そこでは廃棄物の処理

に関係する移行措置についての合意がなされ

ている。所管官庁は廃棄物処分のための輸送

に関する手続きに従い、廃棄物の輸送に異議

を唱えることができる。これは当該国がEU

基準を満たさない限り、廃棄物処理に関係す

る移行措置を認められる全ての国に適用され

る。それに加え、発生する包装廃棄物の回収

とリサイクルに必要な処理能力を確立する時

間を与えるために、ポーランドには回収が必

要となる特定廃棄物は輸入されないものとす

る。

水質

全ての新規加盟国は、都市排水（指令

91/271/EEC）のための下水道並びに処理施

設を構築するための追加期間を与えられる。

合意された中間目標では、影響を受けやすい

地域での処理（三次処理）と大規模な集積が

優先されている。合意された期間は（場合に

よっては2015年末まで）、指令の採択時点か

らの現加盟国に関する実施スケジュールを反

映している。

飲用水（指令98/83/EC）の水質について

は、エストニア（2013年末）、ラトビア

（2015年末）、マルタ（2005年末）との間で、

厳しく制限されたパラメータの移行措置につ

いての合意がなされた。人の健康に対する潜

在的危険性が考えられる場合は、指令に基づ

く手続きが適用される（たとえば公衆への情

報提供、供給中断など）。

水生環境への一定の危険物質放出（指令

76/464/EECなど）が、スロバキアでは2006

年末まで、マルタでは2007年３月まで、ポー

ランドでは2007年末まで、許可されている。

環境への影響を軽減するため、それらの放出

については加盟前に許可書が発給される。

自然保護

マルタは野鳥に関する指令79/409/EECに

従い、2008年末まで、フィンチ７種の罠猟を

続けることができる。これらの鳥は罠網と呼

ばれる伝統的な網によってのみ、また、飼育

を目的としてのみ、捕獲できる。移行期間中

に、飼育繁殖システムを確立する。これによ

り、アキ・コミュノテールに従いつつ、これ
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らの鳥を鳥類飼育場や鳥かごの中で飼い続け

ることができる。鳥に関する指令について、

他の全ての要素は、加盟時点で適用される。

エストニアに対し、生息地指令（92/43/EC）

に従うリンクス（ヤマネコ）の厳格な保護に

関して地理的例外が認められた。2009年5月

までに、欧州委員会はこの例外のさらなる適

用に関して報告する。理事会は欧州委員会の

再検討に基づいて、例外についての再検討を

加え、さらなる適用を終了する決定を下すこ

とができる。

新規加盟国の生物多様性を考慮に入れるた

めに、技術的調整という方法を使い、生息地

と野生動植物のリストが改定された。これら

の修正は欧州における保護状態に左右され、

様々な保護レベルと関係する。同じ原則に従

い、野鳥に関する指令の付記の見直しも行わ

れた。それに加え、種は学名でのみ掲載され

るようになった。

工業汚染と危険性管理

大型燃焼施設（指令2001/80/EC）に関し、

限られた数の、特にリストアップされた「新

規」施設（1987年以降に運用を開始した施設）

からの排出は、ハンガリーでは2004年末まで

に、マルタでは2005年末までに、チェコとス

ロバキアでは2007年末までに、アキ・コミュ

ノテールの要件に完全に適合するようにな

る。同様に、1987年よりも前の施設のうち限

られた施設には追加期間が与えられ、ポーラ

ンド（煤塵については2017年末まで）、エス

トニア、リトアニアでは2015年末までとされ

た。これらの施設に関し、指令に従う要件は

2008年初頭から加盟国に適用される（煤塵に

ついては2016年初頭）。2008年から2015年ま

での中間目標が設定されている。キプロスに

ついては、特定の排出上限値についての合意

がなされた。各加盟国に対する指令で設定さ

れた全体的排出削減目標の技術的調整は、最

新排出データに基づいて行われている。

総合汚染防止並びに規制（指令96/61/EC）

に関しては、ラトビア（2010年末）、ポーラ

ンド（2010年末）、スロベニア（2011年末）、

スロバキア（2011年末）（現加盟国は2007年

10月）において、特にリストに掲載された施

設がまだ「利用可能な最善の技術」に準拠し

ない。ただし、これらの施設に対し、2007年

10月までに完全に統合化された許可書を発給

する必要がある。これらの移行措置は1997年

以前の施設（いわゆる「既存」施設）に適用

される。それよりも新しい施設は全て加盟時

点で準拠しなければならない。

スロバキアのゴミ焼却炉の中で、特にリス

トに掲載されたゴミ焼却炉は、2006年末まで

に指令2000/76/ECに準拠する。ハンガリー

はこの指令に準拠する。ただし、それに先立

つ指令（94/67/EC）に基づく2005年６月ま

での移行措置についての合意がなされてい

る。これは、既存の焼却炉が指令2000/76/EC

に準拠しなければならない期日である。

新規加盟国に対し、各国の排出上限値（指

令2001/81/EC）が設定された。これらの上

限値は、指令に従い計画される2004年の再検

討には抵触しない。

化学物質と遺伝子組み換え生物

オゾン層を破壊する物質（規制（EC）2037/

2000）に関しては、現加盟国によって使われ

ない割当量の残りを考慮に入れ、規制物質を

市場に出す生産者と輸入業者に対する総量制

限が補正された。

原子力安全性と放射線からの保護

放射線機器に関する特定要件（医療暴露に

関する電離放射線からの健康保護に関する指

令97/43/ユーラトム）は、医療診断の不必要

な中断を避けるために、ラトビアに対しては

2005年末まで、ポーランドに対しては2006年

末まで適用されない。
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第23章：消費者保護・保健衛生

移行措置は特になし。

第24章：司法・内務協力

この章の下では移行措置は要求されなかっ

た。司法と内務の分野におけるアキ・コミュ

ノテールは、加盟時点より実施されるが、シ

ェンゲン・アキの一部については除外され

る。これは域内国境検問の廃止が加盟時点で

行われるのではなく、後日、欧州理事会によ

る個別の決定に従い行われるためである。こ

れは、シュンゲン協定への過去の加入の際に

もとられた手続きである。

この目的において、シェンゲン・アキは２

つの部分に分かれている。規定の大半は加盟

時点で適用しなければならず（カテゴリーI）、

域内国境検問の廃止と密接に関連する規定の

みがそのままの状態で残され（カテゴリー

II）、それらは域内国境検問の廃止と同時に

実施される。この最終段階に達する前に、各

新規加盟国について詳細な評価プロセスが実

施され、法律、組織、業務、実践、技術に関

する全ての前提条件、特にシェンゲン情報シ

ステムへのアクセスと効果的な域外国境検問

に関する要件を満たしているかどうかを確認

する。

全ての新規加盟国がシェンゲン行動計画を

立案し、シェンゲン・アキによる派生的影響

を完全に認識していることを実証し、その規

定の導入に関する確かなスケジュールを提示

した。欧州委員会はこれらの計画の実施を定

期的に監視する。

加盟条約には、民事・刑事問題での司法協

力に関するセーフガード条項が盛り込まれて

いる（31章を参照）。

第25章：関税同盟

全ての新規加盟国が、11に分かれた関税地

域（EＵ15+10）から１つの拡大された関税

地域（EＵ25）に移行する結果として生じる

状況を技術的に解決するための平等措置の恩

恵を受けることができる。加盟時点でEＵ関

税地域が拡大される結果として、１つの関税

地域（ある国）で輸入手続が行われ、別の関

税地域（別の国）で輸出されるような商品に

対し適用出来る技術的な解決策を提供するこ

とが必要となる。これらの取り決めは特に以

下に関し適用される。

● 拡大共同体内で、物品が「自由流通」（関

税が適用されない）に相当する地位を持

つものとして扱われる状況

● 以前から存在した取り決め（原産地証明

書の受領、手続きの簡略化、通関手続き

後の確認）により生じる規定に基づく特

恵関税扱いの適用

● 一定の経済体制（税関倉庫、域内処理、

通関処理、一時的輸入並びに域外処理）

を取りやめた時点で適用可能な規定

● 拡大共同体において適用される条件を、

加盟前の新規加盟国に対して適用するこ

とが技術的に不可能な場合、域内処理、

通関処理、域外処理に対して発給された

許可を、加盟後最大12ヵ月間、引き続き

有効にすること。

● 請求書への登録と通関後の回収

● 関税の払戻しと免除

一定の繊維製品をマルタに輸入することに

関し、EUは2008年８月31日までの移行措置

を認めた。これにより、マルタはＥＵ共通関

税率（CCT）よりも低い関税率で輸入するこ

とができるが、年間最大割当量の範囲内で、

徐々に関税率を引き上げるための実施スケジ

ュールが定められている。最終利用に関する

既存のアキ・コミュノテールの規定に基づ

き、全ての素材はマルタの領土内で使用され

る。

合金でないアルミニウムをハンガリーに輸

入することに関し、EUは2007年４月30日ま

での移行措置を認めた。これにより、ハンガ
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リーはCCTよりも低い関税率で輸入すること

ができるが、徐々に関税率を引き上げ、輸入

量を徐々に減らすための実施スケジュールが

定められている。最終利用に関する既存のア

キ・コミュノテールの規定に基づき、当該製

品の最終消費または加工は、ハンガリーの領

土内で行われる。

第26章：対外関係

新規加盟国は、中欧自由貿易協定（CEFTA）

を含む第三国との自由貿易協定から脱退する

義務を負わされており、その義務は加盟日か

ら発生することに注意する必要がある。１カ

国以上の新規加盟国と１カ国以上の第三国と

の間の協定が、EU加盟によって生じる義務

と一致しない場合、その範囲について、新規

加盟国は調整または終了のいずれかにより、

明らかになった不適合を排除するために適切

なあらゆる対策を講じる必要がある。

第27章：共通外交安全保障政策

移行措置は特になし。

第28章：財政規律

移行措置は特になし。

第29章：財務・予算規定

基本原則

新規加盟国との間でなされた合意は、財務

並びに予算規定の分野におけるアキ・コミュ

ニテールがそれらの国々によって受入れられ

るという原則に基づいている。これは加盟以

降、EU予算の資金調達に全面的に参加する

ことを意味する。新規加盟国に有利になるよ

う、次のような取り決めについての合意がな

された。

自己資金支払2004

2004年５月１日に予定される加盟日のため

に、新規加盟国がEU予算に拠出する額を計

算する基礎が適宜補正されることを保証する

特別な技術規定が加盟条約に盛り込まれた。

臨時予算補償金

EUはチェコ、キプロス、マルタ、スロベ

ニアに対し、それらの国が加盟前援助の対象

国として2003年以前に得ていた有利な立場と

比べ、EU予算に対する純予算収支の悪化を

経験しないようにするという目的で、2004年

から2006年までの間、一時的な予算補償を認

める。2004年から2006年の金額は、チェコに

対して３億8,900万ユーロ、キプロスに対し

て３億ユーロ、マルタに対して１億6,600万

ユーロ、スロベニアに対して１億3,100万ユ

ーロである（1999年の数字で表示）。

特別臨時キャッシュフロー・ファシリティ

EUは2004年から2006年の期間、新規加盟

10カ国の全てに対し、予算上の立場を改善す

るために、特別臨時キャッシュフロー・ファ

シリティ（総額24億ユーロ）から資金を提供

する。2004年から2006年の期間の金額は次の

通りである。

表４　2004年から2006年の特別臨時キャッシュフロー・ファシリティ�

（単位：百万ユーロ、1999年のユーロ価）�

キプロス�チェコ共�
和国�

エストニア�ハンガリー�ポーランド�スロベニア�リトアニア� ラトビア�スロバキア� マルタ�

38 358 22 211 1,443 101 47 26 86 66



この金額には、通常ポーランドとチェコに

対して提供される通常の構造基金レベルから

の減額分、すなわち、ポーランドの場合は10

億ユーロ、チェコの場合は１億ユーロの金額

も含まれている。

財政的措置を伴うその他のファシリティ

財政的措置を伴うファシリティについて他

にも何件かの合意がなされた（シェンゲン・

ファシリティ、機関整備のための移行ファシ

リティなど）。これらについては31章で取り

上げる。

第30章：機構

拡大を成功に導くための鍵を握る要素の一

つは、新規加盟国がEU機構の中で、2004年

５月１日から有効かつ公正な代表権を得た上

で、EU機構に統合されることである。機構

に関する第30章では、条約または副次的法律

に従い設置される機関並びに団体の構成と機

能を取り上げる。

EUが効果的に運営され、意志決定能力を

維持し続けるために、拡大に向けて各機関が

どのように準備するかということの根本的問

題については、ニース条約とそれに付属する

議定書並びに宣言で取り上げられ、それらが

加盟条約における関連規定の基礎を形成して

いる。

一部の分野では、短期的取り決めによって

新体制への円滑な移行が確実なものとなり、

欧州理事会議決方式と新欧州委員会への移行

が2005年１月から2004年11月に繰り上げられ

た。

欧州議会

2004年５月の加盟から、2004年６月に実施

される欧州議会選挙後の新議会編成までの２

～３ヵ月間、新規加盟国は自国議会が指名し

た規定人数の代議員を代表とする。

2004年から2009年を任期とする新議会の議

席数は732議席で、これらの議席数はニース

条約に従った割当と、ブルガリアとルーマニ

アが未加盟であることにより生じる50議席を

比例再配分することで構成される。チェコと

ハンガリーの両国は、同規模人口数の現加盟

国と等しい議席数割当を確保するために、こ

の50議席の枠内で、それぞれ５議席の追加を

与えられた（表５参照）。

欧州理事会

2004年５月１日から10月31日までの期間に

ついて、新規加盟国を含めるために現行議決

方式が継続される。最低必要得票数は124票

中88票に設定された（表５参照）。

2004年11月１日以降は、ニース条約で定め

られた原則に基づく再検討済みの持ち表数方

式が適用される。欧州理事会の決議の採択に

は、321票中最低232票の賛成が必要であると

規定されている。さらに、加盟国は当該232

票がEU総人口の少なくとも62%を代表する

ものであるかどうかの確認を要求することが

できる（表５を参照）。

欧州委員会

2004年５月１日以降、欧州理事会によって

各新規加盟国から１名ずつの委員が指名さ

れ、その10名の新委員が、現行欧州委員会に

加わる。2004年６月の欧州議会選挙後、新議

会が2004年11月１日からの新欧州委員会の新

委員長と、新委員の指名を承認する。

その他の問題

欧州司法裁判所と第一審裁判所の判事の人

数が10名から25名に増員される。法務官の人

数は、裁判所の要請によってのみ増員される

ことができる。

条約または副次的法律によって設置された

他の機関、組織、団体、委員会、当局に関し

て、新規加盟国は既存の適用可能な規則に従

い、適切な代表権を得るものとする。
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EUの公式言語に、チェコ語、エストニア

語、ラトビア語、リトアニア語、ハンガリー

語、マルタ語、ポーランド語、スロベニア語、

スロバキア語という９つの追加公式言語が加

えられる。

第31章：その他

欧州開発基金（EDF）

新規加盟国は、2004年に交渉される新財政

議定書でEDFに加盟し、2005年からEDFへ

拠出する。

石炭鉄鋼研究基金（RFCS）

新規加盟国はRFCSに参加する。新規加盟

国の拠出金は、現加盟国に対して適用される

方法論に基づき、各国における石炭鉄鋼部門

の重要性に比例して見積もられる。したがっ

て、ポーランド、チェコ、スロバキア、スロ

ベニア、ハンガリー、ラトビア、エストニア

は2006年から拠出を開始する。エストニアに

ついては、オイルシェール生産量に基づいて

拠出金が見積もられる。

表５　欧州議会議席数と理事会持ち票数�

加盟国� 欧州議会議席数�

2004年～2009年�

欧州理事会持ち票数�

5月1日～2004年10月31日�

欧州理事会持ち票数�

2004年11月1日～�

ドイツ�

英国�

フランス�

イタリア�

スペイン�

ポーランド�

オランダ�

ギリシャ�

チェコ�

ベルギー�

ハンガリー�

ポルトガル�

スウェーデン�

オーストリア�

スロバキア�

デンマーク�

フィンランド�

アイルランド�

リトアニア�

ラトビア�

スロベニア�

エストニア�

キプロス�

ルクセンブルク�

マルタ�

EU合計�

99�

78�

78�

78�

54�

54�

27�

24�

24�

24�

24�

24�

19�

18�

14�

14�

14�

13�

13�

9�

7�

6�

6�

6�

5�

732

10�

10�

10�

10�

8�

8�

5�

5�

5�

5�

5�

5�

4�

4�

3�

3�

3�

3�

3�

3�

3�

3�

2�

2�

2�

124

29�

29�

29�

29�

27�

27�

13�

12�

12�

12�

12�

12�

10�

10�

7�

7�

7�

7�
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欧州中央銀行（ECB）

ECBの払込出資金（50億ユーロ）とECB外

貨準備（500億ユーロ）の上限は、拡大に伴

い増額される。それに従い、欧州中央銀行制

度並びに欧州中央銀行の定款に関する欧州共

同体設立（EC）条約議定書（No18）に、そ

の増額を計算するための原則に関する新たな

１条が導入される。EU加盟にあたり、新規

加盟国は約５億6,000万ユーロの総資本配分

の一部（現時点では５%に固定）のみを支払

う。さらに後の段階で、ユーロシステムへの

加入にあたり、残額を支払わなければならな

い。外貨準備への拠出も、ユーロへの参加時

点で繰り入れられるが、この場合、当該新規

加盟国はそれに相当する価値のユーロを請求

する権利を持つ。

欧州投資銀行（EIB）

各新規加盟国は理事会に代表を送る。過去

の拡大の場合と同様に、欧州投資銀行の定款

改正に関する議定書についての合意がなされ

た。各新規加盟国によって支払われるべき払

込出資金と、理事会の編成及び機能に関し、

定款の修正が行われた。移行措置として、拠

出金は2004年９月から2009年３月の間に８回

に分割して支払われるものとする。

セーフガード条項

加盟条約には３件のセーフガード条項が盛

り込まれている。前回の加盟条約に盛り込ま

れたものをひな型とした総合経済条項、域内

市場に特定したセーフガード条項、司法内務

協力（JHA）に特定したセーフガード条項で

ある。総合経済セーフガード条項は、新旧双

方の加盟国における任意領域の経済または経

済状況を対象とする。域内市場セーフガード

条項は、国境を越えて影響力を持つ経済活動

に関係する政策全てを対象とする。JHAセー

フガード条項は、刑事と民事の分野における

相互承認を対象とする。域内市場とJHAのセ

ーフガード条項は双方とも、新規加盟国に対

してのみ適用できる。セーフガード措置は以

上の条項に従い、加盟後３年間が経過するま

で講じることができるが、この期間後も効力

を持つことがある。ただし、いかなるセーフ

ガード措置も、厳密に必要な期間以上に維持

することはできず、適用範囲と期間において

釣合いの取れたものでなければならない。

新規加盟国における加盟準備基金の実施と管

理

加盟条約の１条で、３種類の加盟準備基金、

PHARE（及びそれに関連するもの）、ISPA、

SAPARDの加盟後の実施に関する規則を定

めている。

加盟後の新規加盟国のための機構設置を目的

とする移行ファシリティの創設

加盟条約の１条で、行政能力のさらなる発

展と強化、及びベスト・プラクティスに関す

る意見交換の進展と育成を目的として、新規

加盟国を支援するための移行ファシリティに

関する法的基盤を定めている。見込金額は総

額３億8,000万ユーロ。内訳は2004年が２億

ユーロ、2005年が１億2,000万ユーロ、2006年

が6,000万ユーロである。

暫定期間に関する取り決め

暫定期間はいわゆる「締切日」（2002年11

月１日）から加盟日までの間の期間である。

この期間中に採択された新しいアキ・コミュ

ノテールについては、加盟交渉と加盟条約い

ずれの対象にもならない。だが同時に、新規

加盟国はこの期間にはまだ加盟国ではない。

したがって、新規加盟国に関係する特別な取

り決めが必要である。

この取り決め（EUと将来の各新規加盟国

との間で交わされる書簡の形を取る）の主な

要素は、「情報と協議の手続き」と「積極的

オブザーバーという位置づけ」である。
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シェンゲン・ファシリティ

2004年から2006年の期間、シェンゲン・ア

キと域外境界検問を実施するための対策資金

として、新規加盟国を受益者とする臨時基金

が設けられる。合意された総額は８億5,830

万ユーロ。内訳はポーランド２億8,000万ユ

ーロ、ハンガリー１億4,780万ユーロ、リト

アニア１億3570万ユーロ、スロベニア１億

690万ユーロ、ラトビア7,110万ユーロ、エス

トニア6,870万ユーロ、スロバキア4,780万ユ

ーロである。

2004年１月１日に始まる支出に関する新規

加盟国の適格性

構造基金、一部のEAGGF基金、域内政策

という予算項目内の支出に関し、新規加盟国

は2004年１月１日から資格を持つという原則

は、加盟条約に正式に記されている。これは

加盟準備基金と上記EＵ予算項目の間の移行

に関する締切日が2003年末であることを意味

する。新規加盟国は2004年予算実施全体に関

し、現加盟国と同じ扱いを受ける。ただし、

当該新規加盟国の加盟が実行されるまでは、

この趣旨での2004年予算からの財政的コミッ

トメントを行うことはできない。

カリーニングラード議定書並びに宣言（リト

アニア）

カリーニングラード通行体制に関するEU

とロシアとの取り決めをリトアニアが受け入

れ、実施できるようにするために、当該新規

加盟国に対する法的並びに財政的保証が、加

盟条約の議定書並びに宣言に記録されてい

る。これらの保証を明記するために、議定書

では、加盟条約調印に先立って採択すべき、

通行に関する新たな規則に言及している。

キプロスに関する規定

コペンハーゲン欧州理事会の結論において

指摘されたように、2003年２月28日までにキ

プロス南北問題が包括的和解に達するよう、

国連事務総長によって行われた調停作業の成

果を反映するか、またはそのような和解が存

在しないことを反映する、キプロス関係の規

定を、加盟条約の議定書に盛り込む必要があ

る。以下に引用するコペンハーゲン欧州理事

会結論の11項または12項のいずれかに基づく

適切な文章が、２月28日以降速やかに送付さ

れる。

11．EUはEUの基盤原則に沿った加盟条約中

の和解条件を進んで受け入れる意志を想

起する。和解が行われた場合、欧州理事

会は欧州委員会の提案に基づき全会一致

で、キプロスのトルコ系社会に関する、

同国のEU加盟条件の調整を決定するも

のとする。

12．欧州理事会は和解が存在しないことを考

慮し、欧州委員会の提案に基づき欧州理

事会が全会一致でそれ以外の決定を下す

まで、同島北部に対するアキ・コミュノ

テールの適用を延期することを決定した。

英国統治基地領域に関する議定書

加盟条約の議定書で、キプロス内の英国統

治基地領域（SBA）の件を扱っている。SBA

は同島の３%を占め、キプロスとの間に通行

自由な国境を持つ。この議定書は、SBA内に

居住または労働するキプロス国民の利益を守

ることを目的とする。このため、SBAと島の

残りの部分との間の通行自由な国境は維持さ

れる。

イグナリナ原子力発電所（リトアニア）

イグナリナ議定書は次の主要項目から成

る。

● 拡大共同体内2005年よりも前にイグナリ

ナ原子力発電所１号機を、そして遅くと

も2009年12月31日までに２号機を閉鎖す

るというリトアニアの公約。

● 拡大共同体内2004年から2006年の期間に
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２億8,500万ユーロの財政援助を行い、

2006年以降も共同体からの十分な追加援

助を提供するというEUの公約。

● 拡大共同体内加盟時点でのイグナリナ・

プログラムの設置と、2006年以降の円滑

な継続。このプログラムの適用範囲によ

り、廃炉と閉鎖及び廃炉の結果として生

じることへの取り組みが可能になる。

● 拡大共同体内エネルギー供給に混乱が起

きた場合、2012年末まで継続する総合経

済セーフガード条項（前述）に言及した

セーフガード条項。

ボフニツェV１原子力発電所（スロバキア）

ボフニツェ議定書には、2006年12月31日ま

でにボフニツェV1原子力発電所１号機を、

そして遅くとも2008年12月31日までに２号機

を閉鎖するというスロバキアの公約が盛り込

まれている。

2004年から2006年の期間、EUはスロバキ

アに9,000万ユーロの財政援助を提供する。

廃炉のためのプロセスが2006年以降も続くこ

と、そしてその作業がスロバキアにとって、

かなりの財政負担になることをEUは認めて

いる。2006年以降、この分野でのEU援助を

継続するかどうかを決定する際には、この状

況を考慮に入れる。

テメリン原子力発電所に関するチェコとオー

ストリアとの二国間協定

チェコとオーストリアの共同宣言中に、

「チェコとオーストリアは、2001年11月29日

に相互採択した『メルク・プロセスの結論と

2001年11月29日のフォローアップ』に基づく

二国間義務を果たす」ことが記録されている。

堕胎に関する議定書（マルタ）

加盟条約の議定書で、条約中のいかなる要

素も、マルタ領土内での堕胎に関する国内法

の適用に影響を与えないことを提示している。

ゴゾ島に関するマルタによる宣言

マルタは加盟条約に対する宣言の中で、マ

ルタ全体としては地域政策の特定措置を受け

る資格がなくなった場合も、ゴゾ島の特定の

経済状況により、ゴゾ島がそれらの措置を受

ける資格を維持することが正当化されるかど

うかを、欧州委員会から欧州理事会に対する

報告書で評価するよう要求している。

中立性に関するマルタによる宣言

マルタは加盟条約に対する宣言の中で、

EU共通外交・安全保障政策への参加は、マル

タの中立性と抵触しないことを提示している。

加盟条約に対する宣言

加盟条約に対する宣言のリストを以下に挙

げる。

１．共同宣言：一つの欧州（欧州理事会、2002

年12月12～13日、コペンハーゲン）

２．欧州共同体司法裁判所に関する共同宣言

３．エストニアのヒグマ狩猟に関する共同宣

言

４．テメリン原子力発電所二国間協定に関す

るチェコとオーストリアによる宣言

５．農村開発に関する宣言

６．労働者の自由移動に関する宣言：チェコ

７．労働者の自由移動に関する宣言：エスト

ニア

８．オイルシェール、域内電力市場、域内電

力市場共通規則に関する1996年12月19日

の欧州議会と欧州理事会の指令96/

92/EC（電力指令）に関する宣言：エス

トニア

９．スヴァールバル海域におけるエストニア

とリトアニアの漁業活動に関する宣言

10．労働者の自由移動に関する宣言：ラトビア

11．労働者の自由移動に関する宣言：リトア

ニア

12．カリーニングラード地域とロシア連邦の
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他の部分との間の人の陸上通過に関する

宣言

13．労働者の自由移動に関する宣言：ハンガ

リー

14．労働者の自由移動に関する宣言：マルタ

15．労働者の自由移動に関する宣言：ポーラ

ンド

16．労働者の自由移動に関する宣言：スロベ

ニア

17．スロベニア国内の欧州横断鉄道網の開発

に関する宣言

18．労働者の自由移動に関する宣言：スロバ

キア

19．労働者の自由移動に関するドイツとオー

ストリアによる宣言：チェコ、エストニ

ア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、

ポーランド、スロベニア、スロバキア

20．原子力安全性の監視に関するドイツとオ

ーストリアによる宣言

21．総合共同宣言

22．共同宣言：チェコ、エストニア、リトア

ニア、ポーランド、スロベニア、スロバ

キア

23．加盟法第［24］条に関するハンガリーとス

ロベニアによる宣言

24．運輸政策に関するチェコによる宣言

25．労働者に関するチェコによる宣言

26．EU条約第35条に関するチェコによる宣

言

27．鉄鋼に関するエストニアによる宣言

28．漁業に関するエストニアによる宣言

29．北東大西洋漁業委員会（NEAFC）に関

するエストニアによる宣言

30．食品安全性に関するエストニアによる宣

言

31．欧州理事会投票権の重み付けに関するラ

トビアによる宣言

32．漁業に関するラトビアによる宣言

33．共同体商標に関する1993年12月20日の欧

州理事会規則（EC）No 40/94第142a条

に関するラトビアによる宣言

34．北東大西洋漁業委員会の規制海域内での

リトアニアの漁業活動に関するリトアニ

アによる宣言

35．中立性に関するマルタによる宣言

36．ゴゾ島地域に関するマルタによる宣言

37．VATゼロ維持に関するマルタによる宣

言

38．ポーランド産果実の一部の競争力に関す

るポーランドによる宣言

39．公衆道徳に関するポーランドの宣言

40．指令2001/81/ECと指令2001/83/ECに規

定された要件に対する特例の解釈に関す

るポーランド政府の宣言

41．スロベニアの将来の地域分割に関する宣

言

42．スロベニア固有のハチApis mellifera

Carnica（kransjska cebela）に関する宣

言

43．総合経済セーフガード条項、域内市場セ

ーフガード条項、司法・内務セーフガー

ド条項に関する欧州委員会による宣言

44．ラトビアとの加盟協議の終結に対する欧

州委員会による宣言

（田中　晋）
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「EU憲法を制定する条約」の
概要と課題

「欧州の将来に関するコンベンション」は2003年7月10日、「EU憲法を制定する条約」

を採択し、16ヵ月に及んだ作業を終了した。「コンベンション」は、EU拡大に伴って必要

な機構改革等の具体案を策定する目的で、欧州理事会が設置した協議機関であり、現加盟

国と新規加盟10ヵ国を含めた25ヵ国、ならびに欧州委員会や欧州議会の代表らにより構成

される。コンベンションは、機構改革を折り込んだＥＵ憲法案を策定することを決め、そ

の成果である「EU憲法を制定する条約」案の主要部分（第Ⅰ部と第Ⅱ部）を6月20日に欧

州理事会（テッサロニキEU首脳会議）に提出した。またコンベンションは7月10日、残り

の部分（第Ⅲ部と第Ⅳ部）の調整を終了、最終案の策定を終えた。同憲法条約案の概要と

課題について以下に報告する。

目　　次

ブリュッセル・センター

7

１．EU憲法条約案の概要

（1）憲法条約の構成

（2）EUの機構・制度の単純化および民

主化

①　EUへの国際法人格の付与

②　EUの活動分野の整理

③　サブシディアリティーの順守

④　EU法令制度の単純化

⑤　民主主義の強化、その他

（3）EUの統合強化

①「自由・治安・司法」領域

②　連帯条項

③ 共通外交・安全保障政策（CFSP）

とEU外相

④　ユーロ圏の統合強化

（4）EU拡大をにらんだ機構改革

①　欧州議会

②　欧州理事会の常任議長

③　閣僚理事会

④　特定過半数

⑤　欧州委員会

２．加盟国・候補国の反応

（1）大筋では肯定的な評価

（2）消極派の修正要求

①　特定過半数

②　欧州委員の任命方式

③　その他

３．憲法条約の問題点

４．今後の日程
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１．EU憲法条約案の概要

EU憲法条約案は、市民に開かれたEUの民

主化、EU拡大への対応をにらんだ機構・制

度の明確化および単純化、EU統合の強化を

主な目的としている。EUの機構・制度の大

枠（欧州委員会、理事会、欧州議会など、主

要機関とその役割）を維持しつつ、意思決定

のプロセスを円滑にするための修正が施さ

れた。以下に憲法条約の構成と概要を説明

する（注１）。

（1）憲法条約の構成

「EU憲法を制定する条約」案は、前文お

よび全４部、ならびに複数のプロトコールか

ら成る。条文数は460以上に上り、約300ペー

ジの条約案となった。

第Ⅰ部はEU憲法の本体を構成する部分で

あり、全59条から成る。EUの定義、EUの価

値と諸目的、EUと加盟国との間の権限分担

について定めた。また、EUを構成する諸機

関とEUの活動手段、財政的枠組み、ならび

にEU加盟に関する諸規定を定めた。

第Ⅱ部は、「EU基本権憲章」をEU憲法内

に取り入れた部分である。これにより、これ

まで法的な性格が明確ではなかった同憲章

に、法的効力が生じることになる。

第Ⅲ部は、「EUの政策および運営」に関係

する諸規定を集めた。EUの根幹を成す２条

約（欧州経済共同体設立（EC）条約（いわゆ

るローマ条約）と欧州連合設立条約（いわゆ

るマーストリヒト条約）、いずれの条約も数

度にわたり修正されており、最新の修正はニ

ース条約）等の内容を修正の上、取り込んだ。

第Ⅳ部は、雑規定を集めた部分である。第

Ⅲ部において取り込んだ2条約をはじめとす

る諸条約を廃止、憲法条約に一本化する旨を

定めている。

（2）EUの機構・制度の単純化および民主化

①　EUへの国際法人格の付与

EUに単一の法人格を与える（第Ⅰ－6条）。

現在、EUには明確な法的地位が与えられて

いない。法的地位が確定しているのは、EU

の「第一の柱」である欧州共同体（EC）の

みであり、「第二の柱」である共通外交・安

全保障政策（CFSP）、ならびに「第三の柱」

である「警察・刑事司法協力（PJCC）」につ

いては、政府間協力の形で行われ、法人格を

有する機関の下で進められていたわけではな

かった。憲法条約においては、この「三つの

柱」という区別を廃止し、すべての項目を、

法人格を有するEUが扱う形に単純化する。

ただし、政策の遂行手段と手続き等は、案

件の種類ごとに異なる。共通外交・安全保障

政策においては、立法措置を講じることは認

められず、いわばEUの行政令に相当する

「決定」の採択に限られる（第Ⅰ－39条）。議

決方法は全会一致とする。

②　EUの活動分野の整理

EUと加盟国との権限分担を明確化する

（第Ⅰ部第Ⅲ編）。EUの活動項目を、「（EUの）

独占的権限」、「（EUと加盟国との）共有権限」、

「支援・調整・補完的活動」の３種類に分

類・整理する。「支援・調整・補完的活動」

においては、加盟国に法規の変更を求めるこ

とは認められない。

「独占的権限」には、ユーロ圏加盟国の通

貨政策、共通通商政策、関税同盟、漁業共通

（注１）以下の概要説明は、コンベンションのジスカールデスタン議長が６月20日、テッサロニキEUサミット
で行った報告（http://EUropean-convention.EU.int/docs/Treaty/VGE_EN.pdf）を参考に、憲法条約案

（第１編と第２編はhttp://EUropean-convention.EU.int/docs/Treaty/cv00820.en03.pdf、第３編と第４編
はhttp://EUropean-convention.EU.int/docs/Treaty/cv00848.en03.pdf）を参照して作成した。



政策の枠内での漁業資源の保全がある（第

Ⅰ－12条）。

「支援・調整・補完的活動」には、産業、

ヒトの健康の保護・改善、教育・職業教育・

若年者・スポーツ政策、文化、市民防衛組織

がある（第Ⅰ－16条）。

「共有権限」には、それ以外の項目が入る

（第Ⅰ－13条）。ただし、外交・安全保障政策

と「自由・治安・司法」政策に関しては、特

別な規定が設けられている（下記参照）。

③　サブシディアリティーの順守

サブシディアリティー（補完性の原則）の

違反を検査する機序を設ける（第Ⅰ－17条）。

加盟各国の議会は、サブシディアリティーの

原則を損ない得る提案がなされた場合、当該

国の政府ならびにEUの諸機関に警告を発す

ることができる。一定の手続き後に、欧州司

法裁判所に提訴することも認められる。

④　EU法令制度の単純化

EU法令の制度を単純化する（第Ⅰ部第Ⅴ

編）。採択によりEU全域で直接適用される

「EU規則」を「EU法」に、加盟各国に国内

法の整備を命じる「EU指令」を「EU枠組み

法」に、それぞれ名称を改める。また、EU

の立法行為はこの2種類のみとする。このほ

か、EUの諸機関は、それぞれの権限に従っ

て、行政令の性格を有し拘束力のある「規則」

と「決定」、拘束力のない「勧告」と「意見」

を定めることができる（第Ⅰ－32条）。EU法

とEU枠組み法採択に際しては、欧州委員会

の提案を経た、欧州議会と理事会による共同

決定を原則とする（第Ⅰ－33条）。「EU法」

または「EU枠組み法」により、一定の範囲

で、欧州委に対して、法規の詳細部分の決定

を委任することができる（第Ⅰ－35条）。

⑤　民主主義の強化、その他

市民の発議に基づいてEU立法を行う可能

性を認める（第Ⅰ－46条）。複数の国にまた

がって、100万人以上の市民が発議を申請す

ることを条件とする（詳細はEU法により別

途定める）。

加盟各国の議会には、EU法案等の情報通

知を徹底すると共に、加盟国議会と欧州議会

との間の協力関係を強化する（第Ⅰ部付記Ⅰ

のプロトコール案）。

EUの象徴に関する規定を憲法条約に盛り

込む（第IV－0条、コンベンションは第Ⅰ部

に同条を加えることを提案）。現行のEU旗を

正式にEU旗とするほか、EU歌としてベート

ーベンの第９交響曲中の「喜びの歌」の一部

を採用する。また、EU標語「多様性におけ

る統一」を採用、５月９日を「欧州の日」と

定める。

（3）EUの統合強化

①　「自由・治安・司法」領域

現制度での「警察・刑事司法協力（PJCC）」

を含めた形での、「自由・治安・司法」領域

の統合を強化する（第Ⅰ－41条、および第Ⅲ

部第Ⅲ編第Ⅳ章）。各国の司法当局決定の相

互承認を軸に協力を強化すると共に、EUレ

ベルの警察・司法活動（ユーロポール、ユー

ロジュスト）の発展を促す。特に、「国境を

越えて展開される重大な犯罪」について、ユ

ーロジュストを軸に欧州検事局の設置を定め

るEU法を、全会一致により制定する可能性

を明記した（第Ⅲ－170条）。

②　連帯条項

ある加盟国がテロの攻撃を受けた場合、自

然災害ないしは人為的な災害に見舞われた場

合、軍事力を含めた相互協力を行う（第Ⅰ－

42条）。

③ 共通外交・安全保障政策（CFSP）とEU

外相

EU外相ポストを新設する。EU外相は欧州
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理事会により任命され、EU外相理事会の議

長と欧州委員会の副委員長を兼務する。EU

外相は共通外交・安全保障政策の担当者とし

て、EUの外交活動と対外協力政策の調整役

を果たす（第Ⅰ－27条、第Ⅰ－39条）。同政策

においては、理事会が全会一致で下す「決定」

を主要な政策遂行手段とする。同政策におい

ては、EUの立法行為に訴えることはできな

い。加盟各国は、全体の利益に関係する外

交・安全保障政策上のすべての問題につい

て、理事会において協議し、EUの利益に影

響を及ぼしうるような行動・公約を国際社会

において行う際には、事前に他の加盟国にそ

の旨を諮らなければならない。

共通安全保障・防衛政策を、共通外交安全

保障政策の一部に位置づける。防衛政策に関

連して、軍備・研究・軍事力に関するエージ

ェンシーを設置し、EUレベルでの軍事力の

適正化に向けた調整を進める（第Ⅰ－40条）。

欧州理事会が全会一致で議決した場合には、

EUレベルでの共通軍事力の設置を認める。

④　ユーロ圏の統合強化

ユーロ・グループの財務相会合は、財政規

律の調整ならびに監視の強化、および、EU

レベルで採択された措置と両立する範囲内で

の経済政策の方針決定を目的として、必要な

措置を採択することができる。議決にはユー

ロ圏の財相のみが加わる。ユーロ圏人口の５

分の３以上を占める過半数の国の賛成を経て

採択する（第Ⅲ－85条２項）。

（4）EU拡大をにらんだ機構改革

欧州の市民連合であり、かつ欧州の諸国連

合であるという二重性を保ち、加盟国の主権

を尊重しつつ、欧州の統合を進めるとの理念

を確認した上で、そのために必要な機構改革

を実現する。主な改革ポイントは次の通り。

①　欧州議会

欧州議会の立法権を強化する。欧州議会と

理事会による共同決定手続きが採用される分

野を、現行の37分野から約80分野にまで増や

す。2004年の次回欧州議会選挙は、従来の制

度に則って実施する。その次の2009年の選挙

前までに、各国の議席配分を手直しする。手

直しは欧州議会の提案に基づき、欧州理事会

が全会一致で決定する。

②　欧州理事会の常任議長

欧州理事会の常任議長（EU大統領）のポ

ストを設ける。欧州理事会が特定過半数で任

命する。任期は２年６ヵ月、再任は１回のみ

可とする。常任議長は、欧州理事会の準備・

司会に当たると共に、欧州委員会ならびに

EU一般問題理事会との協力の下で、理事会

の活動の継続性の維持と、参加国が25ヵ国に

増える欧州理事会の求心力の確保、ならびに

コンセンサスの醸成に努める。

③　閣僚理事会

理事会での議決方法を、原則的に特定過半

数による議決に切り替える（第Ⅰ－22条）。

ただし、一部の案件（税制など）については、

全会一致方式を維持し、加盟各国による事実

上の拒否権を温存する。

閣僚理事会は、外相理事会と立法・一般問

題理事会のみを常設理事会とする。その他の

閣僚理事会については、案件ごとに欧州理事

会がその招集を決めることができる（第Ⅰ－

23条）。

立法・一般問題理事会は、一般問題理事会

として、欧州理事会の会合の準備と、欧州委

員会との連絡を担当する。また、他閣僚理事

会の作業の整合性を確保することを任務とす

る。さらに立法理事会としては、欧州議会と

の共同決定手続きにより、EU法・枠組み法

を制定する。この場合、案件ごとに関係閣僚

２名までが参加することができる。
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外相理事会は、欧州理事会が定めた戦略ラ

インに則って、EUの外交政策を準備すると

共に、その活動の整合性を確保する。外相理

事会の会合はEU外相が議長を努める。

外相理事会を除き、閣僚理事会の議長は、

各加盟国が最低１年間の期間で輪番制により

務める。

④　特定過半数

欧州理事会または閣僚理事会が「特定過半

数」方式で議決する場合には、a）加盟国の

２分の１以上が賛成し、b）その人口がEU人

口の５分の３以上を占めていることを必要と

する。これは、欧州委員会の提案に基づいた

決定（通常のプロセス）において適用される

（第Ⅰ－24条）。

ただし、欧州理事会または閣僚理事会が、

欧州委員会の提案に基づくことなしに決定を

下すことを認められている場合、ないしは、

欧州理事会または閣僚理事会が、外相理事会

の発議を踏まえて議決を下すのではない場合

には、a）加盟国の３分の２以上が賛成し、b）

その人口がEU人口の５分の３以上を占めて

いる必要がある。

上記の規定は、2009年11月１日に発効する。

それまでは、現行の持ち票制度による特定過

半数方式を維持する（第Ⅰ－24条、第Ⅰ部付

記Ⅲのプロトコール案）。

⑤　欧州委員会

欧州委員会委員長は、欧州理事会の提案を

受けて、欧州議会の過半数の支持を以て任命

する（第Ⅰ－26条）。委員長は、加盟各国か

ら提示された候補者のリストの中から、委員

会の委員を選出する。欧州議会の過半数によ

る承認を経て、欧州委員会は正式に任命され

る。副委員長を務めるEU外相は、欧州理事

会が特定過半数で任命する（第Ⅰ－27条）。

欧州委員会の任期は５年間とする。

委員数については、委員長と副委員長を除

いて13人に制限し、25ヵ国が完全に平等な輪

番制によって委員を務める（第Ⅰ－25条）。

委員長はこの他に、代表を派遣出来なかった

加盟国の出身者を、議決権を伴わない委員と

して任命する。この措置は、2009年11月１日

に発効する。

２．加盟国・候補国の反応（注２）

（1）大筋では肯定的な評価

欧州理事会は６月19日と20日の両日に開い

た会合において、コンベンションによる憲法

条約案を「政府間会議（IGC）に向けた出発

点としてよい基盤」であると評価した。これ

は、憲法条約案を大筋として採用する方針を

確認する評価ではあるが、同時に、憲法条約

案の推進派と消極派との間の妥協の産物でも

ある。「出発点として」という文言は、政府

間会議において、より大きな譲歩を勝ち取る

ことを望む消極派諸国の要望で付け加えられ

た。政府間会議では、原案の維持を図る推進

派と、修正を求める消極派との間の対立が表

面化する可能性もある。

推進派としては、独、仏、英の主要国、な

らびにベルギーなどの親欧州諸国があげられ

る。英国は、税制問題と外交政策で拒否権を

確保（全会一致方式の維持）したことで、憲

法条約案を基本的に支持する姿勢を打ち出し

た。条約案を早い段階から協力して後押しし

た独仏両政府も、当然ながら明確な支持を打

ち出している。それでも、独政府は移民問題

について、移民受け入れの総数規制を加盟国

が独自に制定することを認めさせており、仏

政府も文化保護に関して、拒否権が確保され

る方向で、条約案を修正させた。

（注２）欧州理事会の結論、ならびに理事会が決めた今後の日程については、http://www.europa.eu.int/
futurum/documents/other/oth200603_en.pdfを参照した。



（2）消極派の修正要求

一方、消極派にはさまざまな立場がある。

中でも、スペイン、オーストリア、ポーラン

ド、ルクセンブルク、ならびに新規加盟国の

多くは、それぞれの立場から政府間会議で大

幅修正を勝ち取る構えを見せている。

①　特定過半数

まず、特定過半数の決定方法に対する反対

がある。現行のEU条約（ニース条約による

改正後）においては、国ごとに持ち票が与え

られ、過半数の国が賛成し、かつ一定以上の

票数（321票中の232票）が得られることが議

決の条件となる（ただし、賛成国の人口が合

計でEUの62％に達していない場合には、議

決は認められない）。憲法条約案においては、

この持ち票制度が廃止され、人口を基準とし

たウェイト付けのみが残される。現行制度で

有利な持ち票を与えられている国の場合、こ

の変更は不利に働く。この理由から、スペイ

ンとポーランドが特定過半数の決定方法の変

更に対して、強い不満を表明している。

②　欧州委員会委員の任命方式

次に、欧州委員会の委員の任命方式も、多

くの国々の反対を受けている。憲法条約案に

おいては、欧州委の委員数が15人（委員長・

副委員長含む）に制限され、EU加盟25ヵ国

のすべてが委員を送り込むことができなくな

る。条約案はその一方で、輪番制の維持を認

めており、委員を送り込む機会（あるいは送

り込めない機会）がすべての国に平等に配分

されるよう配慮がなされた。さらに、新制度

の適用を2009年からとして、それまでの間は

現行条約の規定通り、25人の委員による欧州

委員会を維持することとした。この修正につ

いては、加盟国中でいわゆる小国が特に反対

を表明している。オーストリア、ルクセンブ

ルク、ならびに、新規加盟諸国の多くがこの

修正に反対している。新規加盟国の場合、現

加盟国と同等の資格が認められる初めての政

府間会議（IGC）とあって、存在感をアピー

ルする意図も手伝い、少しでも多くの譲歩を

引き出すことを狙って、圧力を行使する可能

性がある。

③　その他

憲法条約案に最も批判的なポーランドは、

上述の二つのポイント以外にも、「EUのキリ

スト教的な性格」について前文に言及するこ

とを要求している（この主張にはスペインも

同調）。さらに、EUの防衛・安全保障政策に

ついては、北大西洋条約機構（NATO）の役

割の低下を招きかねないとして難色を示して

いる。旧東欧圏の一部諸国がこの主張に賛同

する可能性がある。

３．憲法条約の問題点

憲法条約案は、政府間会議において全会一

致で採択される必要がある。このことは、一

部の加盟国が実質的な修正を要求し、圧力を

行使することが可能であることを意味する。

コンベンションが条約案をまとめるまでの段

階でも、英国の要求を受けて税制問題の議決

に全会一致を維持するなど、加盟各国に対し

てかなりの譲歩がなされた。欧州委員会のプ

ロディ委員長は、全会一致方式が憲法条約案

にかなり残存していることをあげて、こうし

た制度により、EUの意思決定が妨害される

可能性があることを懸念している。政府間会

議の段階で、議決の妨害を容易にする方向で

の譲歩がなされた場合、拡大EUの運営がマ

ヒ状態に陥る可能性もある。

また、憲法条約案では、一部の反対を抑え

込む目的もあり、制度改革の主要部分の施行

時期を2009年として、それまでの間は、現行

条約、とりわけニース条約が定めた制度を維

持することとした。欧州委員会は25人の大所

帯となり、理事会の特定過半数方式も、持ち

票制度が維持される。そもそもコンベンショ
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ンの設置は、ニース条約による機構・制度改

革が不十分であるとの認識を踏まえて決定さ

れたものであった。つまり、多数の人が不十

分であると認めた制度の下で、EU拡大が実

現する2004年から2009年までの５年間にわた

り、EUは運営されることになる。

さらに、憲法条約はEUの意思決定プロセ

スを変更するものに過ぎないことにも注意が

必要である。たとえ意思決定プロセスの最適

化に成功したところで、さまざまな問題を巡

り加盟国間に横たわる対立が消えてなくなる

わけではない。新規加盟10ヵ国が加わり、

EUが25ヵ国体制になれば、加盟国間の関係

は一段と複雑化し、利害関係は錯綜すること

だろう。農業問題を含めた経済的な利害の対

立に加えて、最近では、米国との関係を巡る

「新しい欧州」と「古い欧州」の軍事統合を

巡る対立などが表面化している。拡大EUの

財政面をどうするのか、そして、将来のEU

にどのようなビジョンを持つのか（巨大な自

由貿易圏を模索するのか、それとも政治統合

の深化を目指すのか）といった課題には、憲

法条約案は直接的には答えていない。

４．今後の日程

2003年10月：政府間会議（IGC）の開始。会

議には新規加盟国も現加盟国と同等の資

格で参加する。政府間会議の決定は全会

一致を必要とする。

2003年末～2004年３月：憲法条約に関する政

府間会議の合意成立。

2004年５月１日：10ヵ国の新規加盟の実現。

2004年５月以降（予定）：憲法条約の調印式

を挙行。加盟各国による批准手続きの開

始。

2004年６月：欧州議会選挙。欧州理事会はこ

の選挙前までに、憲法条約の最終的な内

容を公表すると約束。

2005年末～2006年初頭（予定）：批准を経て

憲法条約が正式に発効。ただし、批准手

続きにおいて、憲法条約を否決する国が

１ヵ国でもあった場合には、発効が遅れ

る可能性もある。

以上
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１．競争法に関連する用語の定義

（1）価格協定（price fixing）

水平的価格協定と垂直的価格協定という２

種類の協定を区別することなく、総称的に価

格協定を語ることが多いが、ここではそれぞ

れを以下のとおり定義する。

水平的価格協定は、ある特定の市場におい

て、競合会社間で相談し、価格あるいは割引

について合意する場合に発生する。これらの

会社は、同じ生産レベルで活動するので、

「水平的」（horizontal）と呼ばれる。水平的

価格協定は、「カルテル」（cartel）の代表的

な例である。

垂直的価格協定は、水平的価格協定とは多

少異なる性質のものである。垂直的価格協定

は、製造者が製品の小売価格を人為的に高く

維持するよう、何社もの供給者と合意したり、

製造者が、異なる市場における価格差が継続

されるよう確保しようとする場合に発生する。

このような協定は、供給者間の価格競争を軽

減する効果があるが、通常、「垂直的価格協定」

（vertical price-fixing）と呼ばれる。また、

「再販売価格維持」（resale price maintenance）

と呼ばれることもある。

水平的価格協定の代表的な例は、ビタミ

ン・カルテル事件である。垂直的価格協定で

あると申し立てられているものの中で、代表

的な例は任天堂事件である。同事件について

は、後述する。

水平的および垂直的価格協定の両方に関す

る最も重要なメッセージは、これらの慣行は

危険であり、価格協定を行った者およびその

者を雇用する会社の両方が重大なリスクにさ

らされることになるということである。従っ

て、そのような問題が発生する以前に発見し、

EUおよび英国における
競争法の重要性

EU競争法は、①規制の権限を欧州委員会から各国の規制機関に分権する、②反競争的

取決めの欧州委員会届出義務を廃止する、③制裁金を増額するなどの方向で、改正作業が

進行中であり、2004年5月より新法が施行される予定である。そして、欧州委は、悪質な

カルテルを取り締ることに力を入れると発表している。以下はクリフォード・チャンス法

律事務所が2003年6月に最近のEU競争法について取りまとめたものである。

ロンドン・センター
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効果的な修正措置を採用することが重要であ

る。

（2）取決め（agreement）

ほとんどの国の競争法は、取決めと「協調

行為」（concerted practices）の両方を捕捉

するので、会社が、実際に取決めはなかった

と主張することは非常に困難である。

一般的に取決めは、正式なものでも非公式

なものでもよく、法的拘束力を有さなくても

よい。取決めは、書面によるものである必要

さえなく、口約束や単に道義上拘束力のある

ものでもよい。競争法規制機関は、過去にお

いて、同調的行動など、一定の状況から、取

り決めの存在を推測することに非常に熱心で

あった。

従って、共通の了解がある程度存在する場

合、書面によらない、あるいは非公式な取り

決めでさえ、そのような取り決めを行った者

とその者を雇用する会社が競争法上のリスク

にさらされることになるということを認識す

ることが非常に重要である。

値上げに関するプレス・リリースを公表す

る以前に、「儀礼」（courtesy）として競争者

にそのようなプレス・リリースを送付するこ

とでさえ、「シグナル行為」（signa l i ng

behaviour）と解釈され、競争者間の同調的

行動であると主張されかねない。

（3）「価格協定」（price-fixing）の構成要素

「価格協定」という言葉は、誤解を招きや

すいものである。なぜなら、価格協定は、最

終的な価格に関するものである必要はないか

らである。割引率（例えば、公表された定価

の５％以下）について協定することも競争法

違反となる。同様に、修理や保守契約におい

て、競争者間で、コールアウト料金につき合

意することも競争法違反となる。「価格」

（price）という言葉にあまり重点を置かず、

競争者間でいかなる種類の手数料や割引につ

いて合意されたかどうかを分析することが重

要である。

場合によっては、価格について共通の期待

をいだくことも価格協定となりえる。例えば、

「我々の現在のマージンは少なすぎると思い

ませんか?」「同感です。何とかしましょう」

というような会話は問題になりえる。なぜな

ら、競争関係にある両者が価格水準が低すぎ

ると思うと述べ、両者とも価格引き上げに意

欲的であることを示したからだ。この例にお

いては、原則上の申し合わせが存在すると考

えられる。

製造者より供給者に対して強要される、最

低あるいは最高価格が競争法違反になるかと

いう問題については、以下のように解釈され

る。最低価格は、供給者あるいは小売業者が

その価格以下の価格を設定し価格競争を行う

ことを阻止するので、競争法違反であるとい

う明確な判例が存在する。従って、最低価格

の協定は許可されない。最高価格については、

判断が困難である。最高価格は、供給者や小

売業者が製品に対してあまりに高額な価格を

つけることを妨げるので、競争法上望ましい

ものであると主張することもできる。現在、

最高価格の影響に関する明確なガイダンスは

存在しないので、企業は注意を要する。

最後に、購入段階でも価格協定が発生しう

るということを認識することが重要である。

２社がポテト・スープを製造するために、じ

ゃがいもを購入する必要がある場合、じゃが

いも１トンにつき５ポンド以上を支払わない

よう合意することも価格協定となりえる。こ

のような取決めの効果は、両社は、各々の製

造過程で必要な原材料の価格設定につき、互

いに調整しているということである。

２．価格協定に伴うリスク

価格協定はスピード違反のようなものであ

る。たとえ、どのようなものであれ常に違法

であり、市場への影響が少なかったというこ
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とは、通常、抗弁にはならない。価格を設定

する取り決めが合意されたという事実が存在

するだけで、通常、競争法違反があったと解

釈されるのに十分である。欧州委は、違反を

犯した会社に対して、全世界における総売上

高の最高10％を制裁金として課す権限を有す

る。最近、課された制裁金の例については後

述する。制裁金の影響は非常に大きく、また、

企業の評判に対する悪影響にも留意する必要

がある。

英国は2002年企業法（"the Enterprise Act

2002"）の導入により、取締役と従業員に対

する刑罰制度へと移行している。2003年６月

20日より同法が施行され、競争法違反を犯し

た従業員あるいは取締役は、その行動が英国

に影響を与える場合、最長で５年間の禁固刑

を科されることがある。取締役はまた、同法

の規定により、取締役の資格を剥奪されるこ

とがある。

同様の刑事罰が、アイルランド、フランス

およびドイツにも存在する。

３．ケース・スタディー

（1）例１

友人同士のジョージとレンが昼食を共にす

る。２人は昔の同僚で、現在は食品を販売す

る競合会社に各々勤めている。２人とも出世

して、現在では販売課長（sales manager）

の地位についている。２杯目のワインを飲ん

だところで、現在の定価からの割引率は高す

ぎるという話になる。割引率は定価の５％引

までが望ましいということで両者の意見が一

致する。

上記の状況で、価格協定は存在するか？

前述のように、定価からの割引率を設定す

ることは、価格協定となり得る。従って、ジ

ョージとレンの間に、価格協定と考えられる

ために、十分なレベルの了解が存在するかと

いうことが問題となる。その答えは、この会

合後の両者の行動によるところが大きい。両

者が同時に５％以上の割引を行うことを中止

する場合、同調的行動の証拠が存在すること

になり、競争法規制機関は、協定が存在する

と結論づけるかもしれない。

第２の質問は、この価格協定が、水平的で

あるか垂直的であるかというものである。ジ

ョージとレンは、両者とも食品を販売する会

社に勤務し、同じ生産レベルで活動を行うた

め、これは、水平的価格協定の例であるとい

える。

（2）例２

１週間後、ジョージとレンは、彼らの顧客

であるボブと昼食を共にする。ボブは、大手

スーパー・マーケット・チェーンに勤務す

る。ボブは、定価のたった５％引では、スー

パー・マーケットにとっては容認できないと

主張する。３人は激論の末、７％という数字

に落ち着く。ボブは、オフィスに戻ると、合

意した割引率を確認するファックスをジョー

ジとレンに送る。

上記の状況で、価格協定は存在するか？

この例においては、２人の供給者が共同し

て顧客と割引率について合意する。このよう

な状況は問題がある。なぜなら、２人の供給

者は、共謀して、特定の顧客に対する競争的

行動を調整したと考えられるからである。も

し、７％の割引率が他の顧客にも適用される

場合、ボブは、ジョージとレンが価格につい

て合意に達成するための単なる手段にすぎ

ず、結果は、「例１」と全く同じである。

（3）例３

食品業界では、価格改定のプレス・リリー

スが公表される以前に、競争者に対してプレ

ス・リリースを送付することが慣例となって

いる。これは、儀礼（courtesy）として行わ

れる。

上記の状況で、価格協定は存在するか？

競争法規制機関は、価格改定の公表あるい
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は実施以前に、改定について競争者に通知す

るという慣行を疑わしいものと考える。価格

改定を競争者に知らせなくてはならない論理

的な理由は存在せず、競争法規制機関は、こ

の行動は、価格協定を行うという了解の一部

ではないかと推測する。

業界の慣習であるという事実は、抗弁には

ならない。競争者との直接的なコミュニケー

ションは常にリスクが大きく、価格について

連絡をする場合は、なおさらである。

４．日本企業にとっての競争法の重
要性

現在、EU競争法が改正中であり、より多

くの権限がEU加盟国の国内競争法規制機関

に付与される。同時に、欧州委は、その資源

を、悪質なカルテルを暴露することに集中す

ると発表した。

EU競争法の改正の直接的な効果として、

カルテルの調査が増加するであろう。欧州委

の資源が、より重大な競争法違反に集中でき

るよう解放されることにより、価格に関する

悪質な陰謀を暴露する新たな原動力が存在す

ることになるであろう。

さらに、EU加盟国国内の競争法規制機関

は、欧州委による調査を援助するために、資

源を提供することができるようになるであろ

う。また、国内の規制機関は、国内レベルに

おけるカルテルに対して、より攻撃的な姿勢

をとることが予測される。

最後に、合併の減少により、競争法規制機

関内の資源が解放され、より多くの人員がカ

ルテルの調査に投入されるであろう。これら

の効果につき、それぞれ以下に詳しく述べる。

５．EU競争法の近代化

最も基本的なレベルにおいて、EU競争法

の近代化は、反競争的な取決めを、ブリュッ

セルの欧州委に届出るという義務を廃止す

る。これは、カルテルの分野については、あ

まり関連性がない。なぜなら、カルテルに関

する取決めは、どちらにせよ、競争法適用免

除のために届出ることができるわけではなか

ったからである。届出は、例えば、研究開発

のためのジョイント・ベンチャーなど、競争

法を促進する効果も有する取決めにのみ関連

性があったが、企業は、これからは、そのよ

うな取決めについて、欧州委の決定を求める

ことはできず、自己評価を行わなくてはなら

ない。

前述のように、EU競争法の近代化は、規

制につき、欧州委からEU加盟各国の国内規

制機関への分権化をはかることにより、国内

規制機関の役割の比重が増す。同時に、EU

域内における情報交換が活発になる。このこ

とは、欧州委と国内規制機関の間の情報の流

れだけではなく、国内規制機関同士の情報交

換を確保するものである。また、欧州委は、

書類を個人の住所に隠匿することを妨げるよ

う、従業員の自宅を捜査する新しい権限を付

与される。

競争法に対する、このような新しい取り組

みはまた、国内の裁判所における訴訟の数が

増大することにつながると予測される。顧客

および競争者が、反競争的な行動により損害

を被った場合、損害賠償請求訴訟を提起する

であろう。英国においては、米国ほどではな

いにしろ、すでに、顕著な訴訟数の増加がみ

られる。

６．欧州委員会の活動の活発化

合併や企業買収活動が減少したこともあ

り、欧州委は、カルテルの問題に焦点をあて

るようになった。欧州第一審裁判所が、欧州

委は合併につき厳格すぎると厳しく批判した

ことも、同委員会が規制の対象をカルテルに

移したことの原因といえるであろう。合併と

異なり、違法なカルテルを暴露することは、

異論を差し挟む余地が少ないからである。

同時に、制裁金も増額されている。最近の
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プラスターボード事件および任天堂事件の決

定における制裁金の額は、欧州委が非常に多

額の制裁金を課す決意を示すものである。

リニエンシー（制裁金の減免制度）に関す

る新しい告示は、不正告発をより魅力的なも

のにする。欧州委が気づいていない違法なカ

ルテルについての情報を開示する最初の会社

は、制裁金の最高100％の減額を受けること

ができる。このリニエンシーに関する告示は、

価格協定を発見することに多大な成功を収め

た米国のリニエンシーに関する告示を模範と

するものである。

７．国内の競争法規制機関の活動の
活発化

国内レベルでは、EU競争法の分権化によ

り、国内規制機関がすでに資源を蓄積してき

ている。英国においては、公正取引庁（the

Office of Fair Trading）が、ロンドンのシテ

ィーから優秀なエコノミストや弁護士を採用

しており、資源と人員の増加が、当面継続す

ると一般に予測されている。

考慮すべきもう１つの要因としては、現在、

EU加盟各国の競争法規制機関同士が、カル

テルやその他の価格協定の取決めを暴露する

上で競争関係にあるということである。従っ

て、各規制機関が、独自のリニエンシー制度

と不正告発に関するガイドラインを有する。

リニエンシー制度の適用を申請する場合、

企業は、欧州委だけではなく、多数の国々の

リニエンシー制度を考慮する必要がある。

最後に、規制機関の権限を拡大させるため

に、多くの国々が新しい競争法を施行してい

る。英国とアイルランドは、非常に攻撃的な

姿勢で刑事罰を導入する方向へ向かっている。

８．日本企業にもEU競争法が適用さ
れる

次の表から明らかなように、日本企業が制

裁金の支払いから免除されるわけではない。

● EU競争法が適用された例

製　品　　　　　対象となった日本企業数

ビタミン ： ７社

グルコン酸ナトリウム ： １社

黒鉛電極 ： ４社

特選黒鉛 ： ４社

ヌクレオチド ： ２社

ビデオ・ゲーム ： ２社

日本企業の本社がEU域外に存在するとい

う事実は、何の保護にもならない。したがっ

て、日本企業が欧州でビジネスを行い、競争

法違反を犯す場合、欧州委およびEU加盟国

国内の競争法規制機関により制裁金を課され

る潜在的なリスクが存在する。

９．米国における捜査の影響

通常、不正告発者から情報を入手した結果、

米国の競争法規制機関がカルテルの調査を開

始し、それが、欧州委による、さらなる調査

の引きがねになるという場合が多い。例えば、

ビタミン・カルテル事件においては、米国が

カルテルの存在を明らかにし、その後、欧州

委による調査が開始された。カルテル参加者

のうちの１社が欧州委に協力した。

同事件においては、制裁金の総額は、８億

5,500万ユーロ（約1,137億円）にのぼり、そ

のうち、7,350万ユーロ（約98億円）が日本

企業に課された。

米国に存在する犯罪捜査権限により、連邦

捜査局（Federal Bureau of Investigation,

FBI）は、価格協定を発見するために、高度

な捜査手段を使用するようになった。ビタミ

ン・カルテル事件においては、情報提供者は、

カルテルの会合に出席する際に盗聴装置を仕

かけられ、会合が行われたホテルの部屋には

隠しカメラが設置された。

欧州委およびEU加盟国の国内規制機関は、

会社に対して「夜討ち朝駆け」（dawn-raid）

をかける権限を有するので、伝統的に、書類
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やその他の記録（予定表への記入やEメール、

電話の記録）を発見することに依拠すること

が多かった。

英国における刑事罰の導入により、米国が

使用するいくつかの手段が欧州でも取り入れ

られるようになるであろう。英国の重大不正

捜査局（the Serious Fraud Office）が、英国

における刑事上のカルテル捜査に乗り出すこ

とがすでに発表された。カルテルが、刑事上

の詐欺捜査と同様に取り扱われることが予測

される。

企業にとって特に弱味となるものは、Eメ

ールによる交信である。捜査官は、多くの場

合、バック・アップ・ファイルから、何カ月

あるいは何年も前のEメールを回収すること

ができる。ファックスや郵便などによる伝統

的な通信手段と比べて、Eメールによるコミ

ュニケーションのほとんどは不用意なもの

で、従って、リスクも大きい。

改正された不正告発奨励制度により、既存

のカルテルにも圧力が加えられている。制裁

金の100％減額の可能性は、カルテル参加者

のうちの１社が欧州委や国内規制機関に協力

する大きなインセンティブとなるであろう。

また、カルテルの存在が明らかになると、

米国およびEUにおいて損害を被った者から、

損害賠償請求訴訟を提起される可能性があ

る。リニエンシー制度は、民事上の損害賠償

支払い命令に対して、保護を提供することは

ない。

10．任天堂－ケーススタディー

最後に、任天堂事件について検討する。同

事件は、任天堂とその販売代理店との間の垂

直的価格協定に関するものである。

欧州委は、任天堂が91年から98年の間にカ

ルテルを組織したことを発見した。カルテル

の目的は、EU加盟国間における、任天堂の

ゲーム機の多大な価格差を維持することであ

った。

欧州委は、96年までには、スペインにおけ

る任天堂のゲーム機の値段は、英国の３倍で

あることを発見した。ジョン・メンジーズ社

（John Menzies）は、カルテルに参加した英

国の販売代理店であった。その当時、ジョ

ン・メンジーズ社により作成された覚書によ

れば、緊密に協力し合うことにより、販売代

理店は、製品を孤立化させるより良い方法を

見つけることができ、そうすることにより、

価格差を維持することができると述べてい

る。

欧州委による調査が開始された際に、ジョ

ン・メンジーズ社は、制裁金の減額を受ける

ために欧州委に協力することが得策だという

結論に最終的に達した。ジョン・メンジーズ

社は、上述の覚書を欧州委に提出し、それは、

（任天堂を含む）カルテルを告発する証拠の

１つとして使用された。

欧州委は、任天堂がカルテルの主当事者で

あったという事実に鑑み、同社に対して１億

4,900万ユーロ（約198億円）の制裁金を課し

た。欧州委に協力したことにも関わらず、ジ

ョン・メンジーズ社は、864万ユーロ（約11

億円）の制裁金をまぬがれることはできなか

った。同委員会は、その声明の中で、制裁金

の額は、各社の違法行為が競争法に与えた真

の影響と、十分な抑止力を確保するために各

社の規模を反映したものであると述べた。任

天堂は、制裁金につき、欧州第一審裁判所に

上訴することを発表した。

11．結論
上述のように、競争法は日本企業を含むす

べての会社にとって重要なものである。現在、

行われている競争法制度の改正により、個人

と会社に対して多大なリスクが生じる。

不正告発とリニエンシー制度を巧みに利用

することにより、そのようなリスクを軽減す

ることができる。社内で違法行為が行われて

いるかもしれないという疑いが生じた時点
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で、ただちに法律的助言を求めることが重要

である。社外の弁護士は、監査を行い、リス

クの重大性と規模につき会社に助言すること

ができる。
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Ⅰ．ユーロ参加５条件の審査結果を
発表

１．ユーロ参加を見送り

英国政府は2003年６月９日、下院議会でユ

ーロ参加に関する「５つの経済条件」の審査

結果を発表した。現段階で条件を満たしてい

るのは、５条件のうち「英国の金融部門に良

好な影響を与えること」の１つだけと表明し

た。

「５つの経済条件」とは、以下のとおりで

ある。

・経済の持続的な収れん（ユーロ圏と英国の

経済構造、景気サイクルが持続的に一致に

向かっていること）

・労働・生産市場が経済的衝撃に耐えられる

柔軟性を備えていること

・投資環境が改善されること

・金融部門に良好な影響を与えること

・雇用機会が増大すること

条件を満たさない４つのうち、「経済の収

れん」と「労働・生産市場の柔軟性」の２条

件については、大きな進歩がみられたとしつ

つ、ユーロ圏と英国に構造的な違いが残って

いるため、一層の構造改革を実行中であると

した。この２条件が達成されれば、「投資環

境改善」と「雇用機会の増大」という残りの

２条件も満たされるとの見方を示した。

ブラウン財務相は５つの経済条件はまだ満

たされていないとしつつも、ユーロのメリッ

トとして、取引コストの低下、為替変動の消

滅、貿易の拡大をあげた。そして、ユーロに

参加することは、英国民にとってメリットが

あるとし、経済条件が整えば、英国はユーロ

に参加するとの見解をあらためて示した。そ

して、2004年に再度、経済条件の審査を行う

可能性を示唆した。

一方、ユーロ参加に反対する保守党のハワ

ード影の財務相は、政府が明確な決定を下さ

なかったことを批判した。ユーロ参加に賛成

する自由民主党のテイラー経済広報担当官

は、ユーロ参加のメリットと不参加のデメリ

英国のユーロ参加問題

英国政府は2003年6月9日、ユーロ参加に関する「５つの経済条件」について、条件が

満たされていないとの審査結果を発表した。本レポートでは、ユーロ参加問題のほか、為

替レートの影響、対英投資動向について報告する。

ロンドン・センター
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ットを掲げ、ユーロ参加に向けての行動をと

る必要性を訴えた。

英国産業連盟（CBI）のジョーンズ専務理

事は、ブラウン財務相の厳しい評価を歓迎し、

ユーロ参加問題を議論するには、経済の一層

の持続的な収れんが必要であることに同意す

ると表明した。また、ＥＵが英国のユーロ参

加を望むのであれば、ユーロ圏はグローバル

な競争力を高めるために、さらに努力するこ

とが必要とコメントした。

経営者協会（IoD）は、５つの経済条件を

満たしていないとの財務相の見解には満足す

るものの、2004年には再度、審査を行う可能

性についての発表は残念であるとの立場を表

明した。今後２、３年で英国経済がユーロ圏

経済と持続可能な程度に収れんするとはみて

おらず、次回総選挙前のユーロ参加の再検討

は排除すべきだったと批判した。

ユーロ参加を推進する「ブリテン・イン・

ヨーロッパ」のマーシャル会長は、「政府が

英国のユーロ参加に対する将来的なメリット

を前向きに評価したことを歓迎する。政府が

残された障壁を取り除くことを表明したこと

に勇気付けられた。来年度予算でこうした点

が報告されることもよい。ブラウン財務相が、

ユーロ参加に遅れた場合の損失を強調したこ

とも重要だ」と語った。

２．識者インタビュー

ジェトロ・ロンドンは、５つの経済テスト

の審査結果の影響やユーロ参加問題の行方な

どについて、王立国際問題研究所（チャタム

ハウス）の国際プログラム長のブリジット・

グランヴィル氏にインタビューした。以下、

その要旨である（インタビュー日；2003年７

月24日）。

（1）経済テスト

５つの経済テストのほか①為替レート、②

英国とユーロ圏の金融政策の相違についても

重視されていると考える。

（2）経済の収れん

経済の収れんは名目値で議論されている。

私見であるが、この問題は誇張されているか

もしくは誤解がある。ユーロ圏との経済の収

れんに関する質問の多くは、静的な世界を前

提としているがこれは誤りである。ものごと

は時間とともに常に変化している。英国とユ

ーロ圏の長期金利はかなり収れんしたが、ユ

ーロ圏の失業率は英国をはるかに上回ってい

る。しかし、世界はダイナミックであり、全

てがお互いに関係していることから、特定の

調整を行わずとも、成長率の違いに適応する

ことは可能である。

例えば、米国の成長率は州毎に大きく異な

る。1950年以降、ネバダ州、アリゾナ州、フ

ロリダ州の年間の就業増加率は４％を上回っ

ているが、ロード・アイランド州、ペンシル

バニア州、ウェスト・バージニア州は１％未

満である。米国は、通貨統合の最も優れた例

であるが、そこには州毎の差異が存在する。

つまり、差異は大きな問題ではないというこ

とである。米国では、この差異がインフレに

つながることがない。州毎の差異は、人口増

加率、移民率、労働市場参加率、成長率とい

った様々な理由により生産量の差異を反映し

ているのみである。

（3）インフレ

問題は、実質生産量が均衡生産量を上回り、

これがインフレ率の上昇につながった場合で

ある。これは、インフレ率の高いアイルラン

ドおよびスペインで起こっている。この問題

への対処法は二通りある。インフレ率をユー

ロ圏平均より高くすることで、輸出需要の低

下を引き起こすか、もしくは財政政策を通し

ての内需の引き締めを行うかである。どちら

にも問題がある。しかし、最も重要な点は、

規則が厳しすぎてはいけないということであ
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る。厳しすぎると経済全体が崩壊する危険が

非常に高くなる可能性がある。各国に経済体

制に順応する時間を与える必要がある。

欧州中央銀行（ECB）は、しばしばインフ

レを敵視しているが、その必要はない。各国

毎に異なるアプローチをとるべきである。最

近、安定・成長協定に関して論議が高まって

いることにみられるように、規則を柔軟に運

用する必要がある。

安定・成長協定に不備が多いことは、誰も

が同意している。皮肉なことに、ユーロ圏は、

最近、経済が低迷しているにも関わらず、財

政面では見事な抑制を示してきた。財政の悪

化は、ほとんど全部、自動的安定制度に起因

している。フランスやドイツは改革を続ける

べきだが、最近の経済の低成長化も考慮に入

れるべきである。ある程度の進歩が既にみら

れている。

（4）ユーロ圏の欠点

問題は、ユーロに参加したほうが、参加し

ないより、英国の生活水準は上昇するかどう

かである。英国からユーロ圏に突然需要が移

ってしまった場合、ユーロ圏は好景気となり、

英国は不況に陥るという懸念がある。この可

能性をなくすことはできるだろうか。現行の

ような英国とユーロ圏が異なる為替レートを

採用している場合、ポンドの高騰によって需

要が安定する。もしくは、労働力と資本が自

由に移動できる場合には、為替レートの調整

は必要ない。生産要素の移動が、為替レート

変動の代替となる。生産要素の移動がない場

合には、もちろん異なる通貨が必要となる。

しかし、生産要素の移動がある場合には、異

なる通貨は必要なく、単一通貨が必要となる。

92年に単一市場が成立したことから、最適通

貨圏、つまり完全な生産要素の移動に必要な

要件が満たされたと考えることができる。他

方、金融状況は安定しているものの、ユーロ

圏の金融・財政政策に関しては、多くの未解

決事項があるように見受けられる。

（5）最適通貨圏

ユーロ圏内の労働力の柔軟性はそれほど高

くない。労働コストが最も高いのは、ベルギ

ー、デンマーク、スウェーデン、ドイツであ

る。多くの経済学者が、最適通貨圏という考

え方には通貨統合の分析にあたって効力がな

いことを指摘している。

（6）最終貸し手

ブラウン財務相にとって大きな問題は、マ

ーストリヒト条約によって、ECBに「最終貸

し手」の権限が与えられていないことである。

これは他の中央銀行と異なる。通常、中央銀

行は、「最終貸し手」として支払い制度の流

動性と機能を保障する。もし、流動性危機が

発生すれば、経済通貨統合の存在そのものが

危険に晒されるだろう。

（7）中央監督官庁の不在

ユーロ圏には、制度を監督する中央官庁が

存在しない。金融制度を監督する官庁が存在

しないということは、経済通貨統合の安定性

が損なわれる可能性がある。欧州中央銀行

（ECB）は多少の監督権限を持っているが、

監督業務は基本的に加盟国の義務である。つ

まり、金融危機が起こった場合、効率的に対

処することは難しいということである。

（8）民主主義、説明責任、透明性の欠如

また、ECBは、民主的コントロールと説明

責任に欠けているとの懸念もある。このため、

ECBは常に政治的攻撃と論争の標的となるだ

ろう。これは、同時に単一通貨への信頼の低

下につながる恐れもある。緊急政策に関する

政治的緊張は、大問題に発展しかねない。

中央監督官庁が存在しないため、欧州経済

通貨統合は不均整なショックを受けた場合、

対処しきれない可能性がある。例えば、経済
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が好調なアイルランドでは財政の引き締めが

必要だが、欧州中央銀行がユーロ圏の他の国

の事情を考慮して金利を引き下げたとする。

こういった事態は全て、ユーロ圏に対する批

判的見方を強めてきた。ユーロ安の原因の一

部はこれにあった。しかし、ユーロ安は米国

経済によるところも大きかった。

（9）制度の進化と柔軟性

ユーロ圏の欠点の全ては、制度上の問題で

あり、従って解決可能である。制度というも

のは環境の変化に応じて進化する。その好例

が、米国の通貨統合である。米国憲法が起草

されたのは1778年であるが、通貨統合の実現

にはその後70年かかった。金融政策をめぐり、

常に州間で論争が続いていた。

ユーロ圏も進化を続けている。例えば、マ

ーストリヒト条約自体は厳しいものだが、イ

タリアとベルギーはGDPに対する財政赤字の

比率が高かったにも関わらず、ユーロへの参

加を許された。安定・成長協定には多くの不

備があるものの、これも進化している。現在、

見直しをめぐって議論が続いており、将来、

より効率的なものとなろう。財政赤字目標か

ら歳出目標への切り替えがあるかもしれな

い。しかし、このアプローチにも、公共支出

の透明性が低下する国が出てくる可能性があ

るので問題がある。つまり、必要とされてい

るのは柔軟性であり、締まりのなさではない。

規律は必要だが、移行期間の特別措置の必要

性も認識すべきである。

（10）経済成長サイクル

経済成長に関しては、英国は経済構造の調

整に成功してきた。これだけの柔軟性があれ

ば、英国の経済は米国並みのレベル、そして

ユーロ圏をはるかに抜く勢いで成長している

はずであるが、現実はそうではない。また、

労働時間は英国のほうが長いにも関わらず、

英国の生産性はフランスの生産性に見合って

いない。構造的要因が揃っているにも関わら

ず英国の成長率が伸びない理由に関して、経

済学者の意見は分かれている。教育制度に原

因を求める向きもあるが、恐らく多くの要因

が関係しているだろう。英国とユーロ圏の

経済成長サイクルは、近年、収れんしつつあ

り、98年以降、経済サイクルは平行している。

（11）ユーロへの参加延期が英国への投資に

与える影響

現在の欧州では、人件費などのコスト安を

考えると中･東欧に投資するのが最も理にか

なっている。低付加価値なものをフランスや

英国で製造する意味はない。フランスや英国

に投資するメリットがあるとすれば、政府の

投資政策減税だけである。英国への投資を引

き付けるには一層の政策減税が必要である。

競争と比較優位の観点からいくと、英国への

投資の魅力は薄れている。既に英国に進出し

ている外資企業にとっては、ユーロ参加は問

題であるが、その他の企業にはさほど影響は

与えない。

（12）EU新規加盟10カ国が英国にもたらす影

響

EU新規加盟10カ国がユーロに参加するま

でには、時間がかかる。いつか実現するが、

非常にゆっくりとしたプロセスとなる。既に

ユーロに参加している各国は、ユーロ圏が

中･東欧からの新規加盟国を吸収できるかど

うか懸念している。新規加盟国は、英国の

EU内での影響力に変化をもたらす。EU内で

は、新しい重要問題が浮上するだろう。英国

は改革推進派であり、新規加盟国と協力関係

になる確率が高い。他方、新規加盟国の農業

への依存率は英国より高く、英国と新規加盟

国の利害が一致しない面もある。新規加盟国

の存在は、EU内での英国の影響力に様々な

変化をもたらすだろう。しかし、制度の外に

いて様々な変革を押し付けられるよりは、制
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度の中に入り込み内側から制度を形作るほう

が有利である。

（13）英国におけるユーロ議論

英国におけるユーロ参加に関する議論は、

政府がユーロ参加の意向を固めない限り、変

わらないだろう。ユーロは信条の問題である。

現時点では、政府はユーロ参加を決意してい

ない。ユーロ圏の経済情勢が好転すれば、政

府は参加を検討するかもしれないが、それで

も反対勢力は存在するだろう。これには、文

化を含む様々な理由が存在する。ユーロ圏が

登場したそもそもの理由を思い出す必要があ

る。

（14）財務相による５つの経済テストの再審

査に関して

５つの経済テストを満たすことは、経済学

者の論理である。政治家は彼らが望むような

解釈が出来る。テスト項目が定型化されてい

れば、望むような結果を導き出すことが可能

となる。ユーロ参加について、政府は経済的

意志決定にみせかけているが、実は政治的な

決断である。どの国でもこうした政治的な決

断がされており、英国もそうなるであろう。

率直にいえば、英国はいろいろな面でユーロ

導入の受け入れ態勢が整っていない。財務相

の再審査は行われると思うが、それは形式的

なものであり、５つの経済テストがすべて満

たすかどうかは問題ではない。

（15）今後の展望

政府はユーロ参加は経済の問題だとしてい

るが、実はこれは政治問題である。多くの経

済学者が、経済情勢の面では英国のユーロ参

加準備はできていると考えている。ブレア首

相は、首相就任２期目はユーロ問題に振り回

されると考えていたが、米国同時多発テロ事

件とイラク問題に注意がそらされた。ブラウ

ン財務相とブレア首相の共同記者会見や国民

にユーロ参加の恩恵を啓蒙するための「ユー

ロ・ロード・ショー」計画などは、ブラウン

財務相の反ユーロ派イメージを薄めるための

ものに過ぎない。しかし、根本的には、財務

省のユーロに関する意向は変わっていない。

米国同時多発テロ事件のような危機があっ

たため、ブラウン財務相が政府のユーロ政策

立案の鍵を握ることとなった。ユーロが好調

となれば、国民の見方も変わるであろう。イ

ラク問題が一段落すれば、政府はユーロ問題

に集中することが出来るだろう。

３．審査結果に対する在英日系企業
の反応

（1）アンケート調査結果

英国政府が発表したユーロ参加に関する経

済５条件の審査結果を受け、ジェトロ・ロン

ドンセンターでは在英日系企業を対象にアン

ケートを行った。大半の日系企業は英国のユ

ーロ参加を希望すると回答した。

政府による経済５条件の審査結果について

は、32社からの回答のうち「満足」、「やむを

得ない」との回答を合わせると、40.6％とな

った。「結果には不満だが、戦略上大きな影

響はない」とした企業は37.5％だった。一方、

「拠点見直しが必要になる」、「追加投資を検

討」と回答した企業は21.9％となった。（表

１）

英国のユーロ参加の是非については、60社

からの回答のうち「できるだけ早く」、「数年

の準備期間を設けて」との回答は合わせて

95％となった。一方、ユーロ参加に反対する

企業は5％で、英国で製造を行っていない企

業だった。（表２）

なお、ジェトロの「在欧州日系製造業経営

実態調査」（英国で製造を行っている企業を

対象、2000年実施）における在英日系企業の

回答は「早期の参加に賛成」が53.1％、「数

年の準備期間は必要だが参加賛成」が42.7％、

「参加に反対」が4.2％だった（回答総数96社）。
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ユーロに参加する際の為替レートについて

は、55社からの回答のうち「現状程度がよい」

と回答した企業が41.8％、「現状以上のポン

ド安」を求める企業は43.6％だった。一方、

現状よりポンド高を求める企業は14.5％だっ

た。（表３）

表１　政府の５つの経済条件の審査結果について�
（単位；件、％）�

英国で製造を行っ�
ている企業�

英国で製造を行っ�
ていない企業� 合　　計�

回答数�割　合� 回答数�割　合� 回答数�割　合�

①現時点でのユーロ参加には反対していたので満足 1 3.2 0 0.0 1 3.1��
②予想していたことで止むを得ない 11 35.5 1 100.0 12 37.5��
③出来るだけ早いユーロ参加を期待していたため不 12 38.7 0 0.0 12 37.5�
　満。ただし、業務戦略上、大きな影響はない��
④出来るだけ早いユーロ参加を期待していたため不 4 12.9 0 0.0 4 12.5�
　満。英国拠点（縮小・撤退）の見直しも検討せざ�
　るを得ない��
⑤出来るだけ早いユーロ参加を期待していたため不 3 9.7 0 0.0 3 9.4�
　満。今後の追加投資については、差し控えること�
　を検討せざるを得ない��
　　　　　　　　　　　計 31 100.0 1 100.0 32 100.0

（注）調査実施日；2003年６月17日、７月２日�

表２　ユーロ参加の是非について�
（単位；件、％）�

英国で製造を行っ�
ている企業�

英国で製造を行っ�
ていない企業� 合　　計�

回答数�割　合� 回答数�割　合� 回答数�割　合�
①ユーロ参加には賛成である 35 100.0 22 88.0 57 95.0�

　・できるだけ早く参加を決定して欲しい 22 62.9 11 44.0 33 55.0�

　・数年の準備期間は必要だが参加を決定して欲しい 13 37.1 11 44.0 24 40.0�

②ユーロ参加には反対である 0 0.0 3 12.0 3 5.0�

　　　　　　　　　　　計 35 100.0 25 100.0 60 100.0

（注）調査実施日；2003年６月10、17日、７月２日�

（注）調査実施日；2003年６月10、17日、７月２日�

表３　ユーロに参加する際の為替レートについて�
（単位；件、％）�

英国で製造を行っ�
ている企業�

英国で製造を行っ�
ていない企業� 合　　計�

回答数�割　合� 回答数�割　合� 回答数�割　合�
①現状程度のレート（１ポンド＝1.40ユーロ）であ 13 36.1 10 52.6  23 41.8�

　れば自社の競争力にとって十分である�

②現状よりさらにポンド安・ユーロ高にならないと 17 47.2 7 36.8 24 43.6�

　厳しい�

③現状よりポンド高･ユーロ安にならないと厳しい 6 16.7 2 10.5 8 14.5�

　　　　　　　　　　　計 36 100.0 19 100.0 55 100.0
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（2）主要自動車メーカーの反応

2003年７月14日付フィナンシャル・タイム

ズ紙によると、本田技研工業の福井威夫新社

長は、英国はユーロを導入すべきとの見解を

表明した。「ユーロに対するポンド高は、同

社ビジネスにとって好ましくない。これらの

問題は、同社が欧州市場で抱えている難しさ

と相まって、事態は悪化している」とした。

さらに同氏は、「ポンド高による価格競争面

での問題が表面化しており、タイ、インドネ

シア、フィリピン、中国で製造された安価な

部品の輸入に頼らざるを得ない。これはある

程度の埋め合わせになるが充分でない。また、

英国ホンダへの販売を頼りにしている英国の

部品供給ネットワークにも影響がある」と述

べた。

この発言は、英国に生産拠点をもち早期ユ

ーロ導入を働きかけてきた日産自動車のカル

ルス・ゴーン社長と同様のものだった。

また社団法人日本経済団体連合会の奥田碩

会長（トヨタ自動車会長）は、７月中旬に訪

英した際に日本企業のこの問題に対する懸念

の深さを述べた。同氏がゴードン・ブラウン

英財務相とユーロ参加問題について会談した

際、同相は今秋にもユーロ参加について再検

討するとコメントしたという。

Ⅱ ユーロ高の在英日系企業への影
響
１．為替レートの推移～ポンドはユ
ーロ導入後の最安値を記録～

2003年５月の為替レート（期中平均）は、

１ポンド＝1.40ユーロ、５月27日には1.38ユ

表４　為替レートの推移�

　　1999年  1.6180 1.5192 183.94�
　　2000年  1.5151 1.6422 163.27�
　　2001年  1.4400 1.6087 174.84�
　　2002年  1.5035 1.5909 187.87�
2001年 （Q1） 1.4586 1.5813 172.37�
 （Q2） 1.4203 1.6280 174.08�
 （Q3） 1.4371 1.6152 174.71�
 （Q4） 1.4430 1.6112 178.18�
2002年 （Q1） 1.4262 1.6263 188.83�
 （Q2） 1.4618 1.5923 185.38�
 （Q3） 1.5496 1.5747 184.81�
 （Q4） 1.5713 1.5716 192.42�
2003年 （Q1） 1.6031 1.4937 190.67�
 （Q2） 1.6201 1.4256 191.98�
2002年 １月   1.4323 1.6222 190.02�
 ２月   1.4231 1.6348 190.11�
 ３月   1.4225 1.6224 186.26�
 ４月   1.4434 1.6282 188.50�
 ５月   1.4593 1.5914 184.26�
 ６月   1.4863 1.5515 183.10�
 ７月   1.5546 1.5665 183.50�
 ８月   1.5377 1.5723 182.97�
 ９月   1.5561 1.5861 188.07�
 10月   1.5574 1.5868 192.90�
 11月   1.5723 1.5694 190.99�
 12月   1.5863 1.5566 193.36�
2003年 １月   1.6169 1.5222 192.07�
 ２月   1.6085 1.4924 192.12�
 ３月   1.5836 1.4649 187.82�
 ４月   1.5747 1.4505 188.79�
 ５月   1.6230 1.4030 190.42�
 ６月   1.6606 1.4234 196.49

年� 米ドル/ポンド� ユーロ/ポンド� 円/ポンド�

出所：イングランド銀行（期中平均）�



ーロと、ユーロが導入された99年以降でポン

ドの最安値をつけた。円とポンドの為替レー

トをみると、５月平均は１ポンド＝190.42円

だった。（表４）

２．在英日系企業への影響

在英の日系製造業は、日本から原材料・部

品を調達している場合が多く、販売はユーロ

圏向けが多いため、最近の円安ポンド高、ポ

ンド安ユーロ高により、調達・販売両面で好

影響を受けている企業が多い。他方、主にユ

ーロ圏から仕入れている販社では、値上げを

検討せざるを得ない企業も出ている。

ジェトロが2002年11～12月に実施した第19

回在欧州日系製造業（販社だけの場合は対象

外）の経営実態調査によると、在英日系製造

業の原材料・部品の調達先として最も多い

国・地域は英国（前年比5.3ポイント減の

88.6％）、次いで英国以外のEU（同2.0ポイン

ト減の74.3％）、日本（同3.7ポイント減の

70.0％）の順だった。中国（同16.5ポイント

増の31.4％）、中・東欧（同10.4ポイント増の

15.7％）が増加傾向にある。

販売先は、英国（同5.8ポイント増の97.0％）

に次いで、英国以外のEU（同2.4ポイント減

の80.3％）が多かった。販売先としても中・

東欧（同12.9ポイント増の33.3％）が増加し

ている。

このような調達・販売構造のため、円高ポ

ンド安、ポンド高ユーロ安傾向が強まった

2000年は、調達と販売の両面で、為替レート

の悪影響を受ける在英日系製造業が多かった

（第17回在欧州日系製造業の経営実態調査結

果）。

2003年５月、円安ポンド高、ポンド安ユー

ロ高が進んだ中、ジェトロ・ロンドンセンタ

ーでは、在英日系企業３社（販社を含む）に

インタビューした。

①　自動車部品メーカー（Ａ社）

Ａ社は英国で自動車部品を製造している。

Ａ社の原材料・部品の調達先と使用通貨は、

英国内での仕入れはポンド建て、ユーロ圏か

らはユーロ建て、日本からは円建てで、約３

分の１ずつの割合となっている。販売先は英

国内、ユーロ圏が約４割づつ、残りが日本と

米国である。販売で使用する通貨は、約３分

の２がポンド建て、約３分の１がユーロ建て

となっている。

こうした点に関し、同社は「最近の円安ポ

ンド高、ポンド安ユーロ高は好ましい状況だ」

とし、英国のユーロ参加については「この為

替レートが続くのであれば、英国がユーロに

早急に参加しなくとも問題ないが、為替レー

トの変動は不透明なため、将来的にはユーロ

に参加した方が、安定性という面で好ましい。

最近の水準でユーロとポンドの固定レートが

決定されるのであれば、競争力という点で望

ましい」と語った。

② 電気・電子製品メーカー欧州統括会社

（Ｂ社）

Ｂ社は欧州での販売を統括し、英国など欧

州域内に製造子会社もある。欧州では各国の

販社が仕入れを行い、販売することが基本と

なっている。日本からの仕入れについては、

英国ではポンド建てで仕入れているため、ポ

ンド高円安により、日本の本社側でメリット

が生じている。また、ユーロ圏ではユーロ建

てで仕入れているため、ユーロ高・円安によ

り、本社側でメリットが生じている。

販売面は、英国ではポンド建てで販売、ユ

ーロ圏ではそれぞれの販社がユーロ建てで販

売している。この点からは、為替変動の影響

は出ていない。英国工場で製造した製品を、

ユーロ圏にユーロ建てで販売する場合では、

工場側にユーロ高ポンド安のメリットが生じ

ている。

同社は「グローバルな視点でみると、米国
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は業界全体があまり芳しくなく、最近のユー

ロ高もあいまって、日本本社側での欧州への

期待が高まっている。 英国のユーロ参加に

関しては、最近のユーロ高ポンド安という点

は別として、為替変動という不安定要因を取

り除く観点から、参加する方が望ましい」と

の見解を示した。

③　精密機器メーカー販社（Ｃ社）

Ｃ社は精密機器を販売している。仕入れは

主にユーロ圏からユーロ建てで行っており、

最近のユーロ高ポンド安を受け、英国販社で

は為替差損が発生している。このため、数％

の値上げを検討せざるを得ない状況にある。

Ⅲ 対英投資動向
１．経済安定が対英投資に好影響を
及ぼすとの見解

英国海外貿易総省の対英投資局は７月９

日、2002年度（2002年４月～2003年３月）の

対英投資動向に関する年次報告を行った。ユ

ーロ参加に関する５つの経済条件について

は、国内経済の必要な改革を行ったうえで、

柔軟性と経済収れんのテストがクリアすれ

ば、投資、特に海外直接投資の新しい機会が

増えるとした。また、マイク･オブライエン

貿易投資担当閣外相は、６月の政府のユーロ

に関する判断は英国の経済安定を考慮した結

果であり、長期的な安定が投資に良い影響を

与えるとした。

また、英国政府はユーロ参加問題について、

日本企業を重視しているとした。

２．堅調な対英投資

2002年度の対英投資動向に関する年次報告

によると、2002年度のプロジェクト件数は、

前年度比7.2％減の709件となり、過去最高を

記録した2000年度以降２年連続の減少なっ

た。新規雇用者数は前年度比0.9%増加し３万

4,396人となった。

プロジェクト総数は減少しているものの、

この世界経済状況下では、堅調な結果であっ

たと捉えている。英国の投資先としてのメリ

ットは、開かれた市場による起業の容易さ、

英国企業と外資企業を区別しない公正さ、柔

軟な労働市場、経済の安定性などが挙げられ

た。これに加え、研究開発･デザインなど産

学連携を行う優秀な大学があるとした。

35カ国からの投資があり、国別にプロジェ

クト件数をみると、米国が引き続き第１位で

あったが、前年度比1.7%減少し283件となっ

た。カナダは前年度比33%増加の73件で第２

位となった。

日本のプロジェクト件数は、前年度比18%

減の49件となり第４位となった。産業別にみ

ると製造業が一番多く、17件、続いて９件で

サービス業と研究開発（R&D）が並んだ。

日本のR&D投資は、セイコー・エプソンの

３つ目の拠点の開設、ロンドンに開設した日

産のデザイン・センターや三菱のグラスゴー

大学、ストラスクライデ大学との共同研究な

どがある。対英投資局の一つの焦点として、

日本からのR&Dを増やすことがあるが、こ

れは製造業の進出があまり重要でない意では

ないとのことだ。先端技術で、品質の高いも

のを製造することが英国の強みの一つである

としている。

このほか、国別の特徴として、インドや中

国のプロジェクトがITやソフトウエア関連を

中心として増加傾向にある。中国のプロジェ

クト件数は、前年度の14件から22件に増加し、

国別では第６位となった。

また、新規雇用者総数に関しては、投資リ

スクを抑えるため、新規投資を差し控え、追

加投資する傾向があり、新規投資が創出する

雇用よりも追加投資が創出した雇用の方が上

回った。

形態別では、M&Aによるプロジェクト数

が大幅減少した一方、新規や追加投資が前年
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度比で微増し、新規と追加投資の合計は548

件とこれまでで２番目に高い水準となった。

セクター別にみると、IT・インターネッ

ト・電子商取引、自動車、エレクトロニクス

が前年度比で減少した一方、医薬品･バイオ

が増加した。

オペレーション別にみると、第１位のサー

ビス業のプロジェクト件数は、前年度比で

12%減少の256件、次いで製造業は11%減少の

224件となった。一方、物流、本社、顧客対

応センターの件数は増加した。製造業に関し

ては、低コスト型の大量生産は2004年から

EUに加盟する中･東欧諸国などに比べ競争力

が低下しているが、付加価値の高い分野での

競争力があるとした。そして今後も産学連携

に注力し、また、税制面でもR&Dに有利な

政策をとり、この分野での投資を引き続き促

進するとした。

３．英国貿易投資省に改組の予定

英国海外貿易総省（BTI）は2003年秋より英

国貿易投資省（UK Trade ＆ Investment）に

改名される予定だ。現在は対英投資局とトレ

ード･パートナーズUKという２つのブランド

で業務を行っているが、改組後はこれらが１

つとなり貿易･投資についてシームレスな情

報提供をしていくことになる。

（注）対英投資局年次報告の詳細は、http://www.
invest.uk.com/investing/annual.cfmにて検索可
能。

（ジェトロ・ロンドンセンター／高多篤史、

照井富也）

2001年度� 増　　減�2002年度�2001年度� 増　　減�2002年度�
米国 283 288 △1.7 17,271 13,750 25.6�
カナダ 73 55 32.7 1,946 1,686 15.4�
ドイツ 50 50 0.0 2,768 2,263 22.3�
日本 49 60 △18.3 1,108 2,508 △ 55.8�
フランス 45 50 △10.0 2,144 5,215 △ 58.9�
合計（その他含む） 709 764 △7.2 34,396 34,087 0.9

プロジェクト件数� 新規雇用者数�

2001年度� 増　　減�2002年度�
新規 314 302 4.0�
Ｍ＆Ａ 161 230 △ 30.0�
追加 234 222 5.4

2001年度� 増　　減�2002年度�
ソフトウェア 87 87 0.0�
IT・インターネット・電子 79 82 △3.7�
商取引�
自動車 47 72 △34.7�
エレクトロニクス 44 54 △18.5�
金融 41 41 0.0

2001年度� 増　　減�2002年度�
サービス業 256 291 △12.0�
製造業 224 253 △11.5�
Ｒ＆Ｄ 69 69 0.0�
物流 62 42 47.6�
本社 54 31 74.2�
顧客対応セクター 35 16 118.8�
電子商取引 9 17 △47.1

表５　2002年度の対英投資動向�
＜国別＞� （単位：件・人、％）

出所：対英投資局Operations Review 2003および2002

＜形態別プロジェクト件数＞�

＜セクター別プロジェクト件数＞�

＜オペレーション別プロジェクト件数＞�



JETRO ユーロトレンド　2003.9 153

１．丸太市場の状況

リトアニア国内における丸太の供給量は、

年間約5,000,000m3～6,000,000m3で推移してい

る。その丸太の３分の２以上は、国有林にお

いて伐採されたものである。海外からリトア

ニアへの丸太の輸入は小規模なものであり、

2001年は合計約96,000m3にすぎなかった。し

かし、これは比較的小規模ながらも前年比

60％増の伸びをみせた。これはベラルーシか

らのパルプ木材の輸入増加によるものであ

る。一方、ロシアからの木材輸入量は同45％

減の約24,000m3であった。ちなみに、ウクラ

イナからの輸入量はその半分の約12,000m3で

ある。

リトアニア国内の消費者が、国内生産の丸

太の大部分を購入しており、丸太の輸出量は

総生産の約５分の１（約1,300,000m3）にすぎ

ない。輸出先は主に北欧諸国であり、輸出量

は約700,000m3に達する。次いでポーランド

への約300,000m3、ロシアへの約200,000m3と

続く。

国有森林企業および国立公園における丸

太の現地販売平均価格は2001年、前年比で

２％下落した。軟硬材（カバ･ハンノキ･ア

スペン）は価格変動がみられなかったが、

軟材（針葉樹材）の丸太価格は同５％下落

した。カバのパルプ木材価格は急激に下落

しており、前年比で約20％の価格下落、マ

ツおよびトウヒのパルプ木材価格も約10％

下落した。

国有森林企業は採算のとれていない製材所

を2001年に閉鎖し、丸太供給量を15％削減し

た。しかし、国内における丸太の販売量も輸

出量も、依然としてほぼ近年の水準が維持さ

れている。輸出における主力商品はパルプ材

であり、これは国有林から輸出される木材の

約75％に達する。

リトアニアの木材加工産業

リトアニアの主要産業のひとつである木材加工産業について、産業概況、代表的なリト

アニア企業、団体・機関、インタビューをまとめた。

コペンハーゲン事務所

10
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丸太伐採量の推移�
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出所：リトアニア森林経済局・統計局�

リトアニアの丸太の輸出入の推移�
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リトアニア木材伐採量の用途別でみる内訳�
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国有林における丸太の販売形態の推移�
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出所：リトアニア森林経済局�

国有林における引渡販売の状況�
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丸太の輸出量の推移�
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丸太の総輸出量における針葉樹林と非針葉樹林の内訳�
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丸太の輸入量の推移�
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丸太の現地販売価格の推移�
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0
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出所：リトアニア森林経済局�

パルプ木材の現地販売価格の推移�
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出所：リトアニア森林経済局�

国有林における立木販売量の推移�

（単位：1,000m3）�
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合　計�

出所：リトアニア森林経済局�
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国有林における引渡販売量の推移�

（単位：1,000m3）�

96年�

1,013�

961�

1,025�

872�

3,871

97年�

937�

864�

807�

760�

3,376

98年�

861�

808�

783�

810�

3,262

99年�
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3,249

2000年�
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807�
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１月～３月�

４月～６月�

７月～９月�

10月～12月�

合　計�

2001年�

939�
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工業用丸太の主要輸入先の国々とその内訳（2001年）�
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329�

74�

11,598
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23.7�

14.6�

1.5�

0.2�

0.2�

0.0�

96.4

ベラルーシ�

ロシア�
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出所：リトアニア統計局�

工業用丸太の主要輸入先の国々と量の推移�
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出所：リトアニア統計局�
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丸太の貿易（2001年）�

96.4�

68.4�

28.0�

0.1�
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19,065�

7467�

11,598�

40�

19,105
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6�
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出所：リトアニア統計局�

【輸入】�

1,315.9�
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【輸出】�

工業用木材の主要輸出先と量の推移�

（単位：1,000m3）�
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出所：リトアニア統計局�



２．木材加工産業の概要

（1）企業数・売上高・従業員数

現在リトアニア国内では、様々な規模の企

業が製材、パネル製造、段ボールを含む製紙、

家具・建具製造などの木材加工業に従事して

いる。木材加工業のみに従事している企業は

900社あり、うち60社が中堅企業以上（従業

員50人以上）である。同産業には、約52,000

人が従事している。（林業を除く）同産業は、

家具製造業を中心に製造、輸出量の両面にお

いて成長を続けており、リトアニアの総工業

生産の約10％を占めている。

木材加工産業全体で現在約30社の大企業

（従業員100人以上）があり（従業員総数約

11,000人）、2002年の売上高は３億4,300万ユ

ーロとなった。これらの大企業は、木材加工

業の全体の42％を製造している。（うち、家

具および家具部品製造17社、製材４社、製紙

７社）リトアニア統計局によると、現在190

社が家具製造であり、2002年の家具総生産量

の約半分が10社の大企業によって製造され

た。また、この10社は大手輸出業者としても

知られている。
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木材加工産業の現状（2002年）�
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企業数（社）� 従業員数（人）� 売上高（100万ユーロ）�
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製　材�

合板・パネル�

建　具�
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その他�
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出所：ASOCIATION LIETUVOS MEDIENA

主要な生産製品�
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ファイバーボード（100万m2）�

紙（1000トン）�

段ボール（1000トン）�

家具（100万ユーロ）�

窓および窓枠（1000m2）�

ドアおよびドア枠（1000m2）�

2001年�
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  16.0�

  13.9�
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2000年�

 1,300�

  40.6�
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  15.3�

  12.3�

  41.0�
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114.6�

  82.2

出所：Asociation Lietuvos mediena



このように、現在家具製造産業においては、

生産の集中化が進展している。製材産業にお

いても、同様に約300社あるが、10社の大企

業（100人以上の従業員）によって約半分の

生産がなされている。

（2）貿易の状況

リトアニアは2002年、原料木材、製材、合

板、パネルおよび家具などの木製品を輸出し

ている。2002年において、家具および家具部

品の輸出量は、木材加工製品輸出量全体のう

ち約１／３（37.7％）、製材は23.3％を占めた。

現在リトアニアは、製材（27万m3）、ウッド

パネル、家具および紙を輸入している。

国別にみると、2002年において最大の輸出

相手国はドイツ（22%）である。その他、ス

ウェーデン、英国、デンマーク、米国、ポー

ランド、フランスが挙げられる。輸入では、

ポーランド（18%）、が最大で、次いで、ロ

シア（16%）、ドイツ（12%）となっている。

（3）原材料調達状況

リトアニアの木材加工業界が主に使用して

いる原材料木は国産である。伐採量は年々拡

大し続けており、2002年には約600万m3とな

った。

白ロシア、ロシア、ウクライナからの原材

料木の輸入量は2001年と比べて増加せず、消

費量全体のうち２％程度にとどまった。輸出

については、リトアニアは製紙原料材（パル

プウッド）の輸出を大量に行っている（2002

年140万m3）。また、2002年におけるパイン材

の対ポーランド輸出量は前年比で約２倍に拡
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木材加工品輸出入状況�

224.1�

261.2�

294.6�

339.1

輸　出� 輸　入�

木材および加工木材（家具および同部品を除く） 

バランス�

（単位100万ユーロ）�

75.0�

  81.4�

  93.3�

114.7

  +149.1�

+179.6�

+201.3�

+224.4

99年�

2000年�

2001年�

2002年�

37.8�

45.9�

52.8�

57.1

輸　出� 輸　入�

紙および紙製品�

バランス�

153.6�

150.1�

167.7�

174.1

－115.8�

－104.2�

－113.8�

－117.0

99年�

2000年�

2001年�

2002年�

110.6�

124.9�

185.0�

240.0

輸　出� 輸　入�

家具 （部品を含む）�

バランス�

35.4�

31.4�

43.6�

46.0

    +75.2�

  +93.5�

+141.4�

+194.1

99年�

2000年�

2001年�

2002年�

出所：Asociation Lietuvos mediena

木材加工品輸出状況（2002年）�

家具�
37.7％�

その他�
22.3％�

製材�
23.3％�

原料木�
7.7％�

紙�
9％�

家具の輸出相手国（2002年）�

その他�
30.4％�

ドイツ�
19.8％�

イギリス�
12.5％�

フランス�
10.1％�

スウェーデン�
17.3％�

デン�
マーク�
9.9％�



大し、バーチ材の対ラトビアの輸出量も拡大

した。

原材料木の価格に大きな変動は見られず、

エストニアやラトビアと比較して安い価格で

の供給が続いている。

森林の民営化（共産体制化以前の所有者へ

の返還）は現在も進められており、私有林お

よび私有林からの伐採量の約200万m3は、全

体のおよそ１/３を占めている。
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大手輸出業者�

売上高に占める�

輸出額のシェア�

（%）�

輸出額�

（単位：100万ユーロ）�

88�

96�

71�

98�

87�

94�

100�

97�

58�

66�

95�

73�

38�

57�

92�

48�

93�

97�

96�

87

1. Pajurio mediena�

2. Vilniaus bald   k-tas�

3. Klaipedos mediena Group�

4. Ochoco Lumber�

5. Klaipedos baldai�

6. Silutes baldai�

7.Dominga Hardwood�

8. Venta�

9. Klaipedos kartonas�

11. Dominga Mill�

12. Freda�

13. Kauno baldai�

10. Grigiskes�

14. Narbutas ir Ko�

15. Karige�

16. Giri   bizonas�

18. Baldai Jums�

17. Dailinta�

19. Juodeliai�

20. Sakuona

企　　業� 製　　品�

2000年� 2001年� 2002年�

製　材�

家　具�

製材・木材加工・家具製造など�

製　材�

家　具�

家　具�

床材製造�

椅子・テーブル�

梱包用紙・段ボール�

製　材�

家　具�

家　具�

製　紙�

オフィス・キッチン用家具�

リビング用家具�

パーティクルボード�

リビング・寝室用家具�

家具用バーチ集製材�

ユーロパレット�

ベッド用集製材�

12.2�

16.8�

20.5�

21.1�

13.2�

9.9�

2.7�

5.5�

6.9�

3.7�

1.5�

3.7�

7.1�

4.1�

2.4�

7.2�

4.2�

2.4�

1.8�

3.5

15.9�

16.7�

22.6�

21.2�

14.2�

13.8�

9.1�

7.5�

8.6�

4.9�

2.0�

4.6�

7.6�

5.6�

3.6�

7.4�

3.4�

3.6�

4.1�

3.5

24.8�

22.7�

20.1�

19.5�

19.0�

16.1�

15.4�

12.5�

11.1�

9.8�

7.8�

7.7�

6.5�

5.9�

5.3�

5.0�

4.8�

4.7�

4.5�

4.2

出所：Asociation Lietuvos mediena
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伐採見込み量�

3.82�

2.71�

6.53�

2001�

－2010年�

2011�

－2020年�

2021�

－2030年�

（単位：100万m3）�

3.93�

3.58�

7.51�

4.19�

4.15�

8.34�

国有林�

私有林�

　計�

出所：環境省�



３．主要木材加工企業

木材加工産業の主な製品は、製材、合板、

家具・同部品、建具、紙などが挙げられる。

家具・同部品、合板関係製品（製材、木材パ

ネル、合板など）の生産量は拡大を続けてい

るが、建具の生産は現在、需要の減少により

落ち込んでいる。

（1）製材企業

2002年の製材業は、生産量で増加した。リ

トアニア全体で343社の製材業者あり、その

販売額は2002年、１億1,860万ユーロであっ

た。現在7,935人が製材業に従事し、製造量

は拡大を続けている。
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原材料木調達状況�

（単位：100万m3）�

国内供給量�

3.53�

5.98�

5.54�

5.15�

4.88�

4.92�

5.34�

5.47�

6.00

輸　入�

0.46�

0.01�

0.02�

0.10�

0.09�

0.08�

0.06�

0.10�

0.10

輸　出�

0.07�

1.80�

0.95�

0.76�

0.79�

0.94�

1.20�

1.32�

1.40

国内消費量�

3.92�

4.19�

4.61�

4.49�

4.18�

4.06�

4.20�

4.25�

4.70

90年�

95年�

96年�

97年�

98年�

99年�

2000年�

2001年�

2002年�

出所：Misku ekonomikos centras

植生状況�

国有林�
50％�

私有林�
25％�

民間返還�
予定森林�

25％�

出所：環境省�

生産状況�

2001年�

21.4�

15.4�

8.5�

6.0�

14.6�

31.8�

2.3

1. 製材�

2. 合板�

3. 建具�

4. 梱包用材�

6. 紙関係�

7. 家具�

8. その他�

2000年�

（シェア、単位：%）�

20.2�

17.4�

7.4�

4.3�

15.0�

33.2�

2.5

99年�製　品�

20.5�

10.1�

10.9�

1.1�

20.2�

34.3�

2.9



（2）梱包用材製造企業

ペーパーボード（段ボール・ボール紙・厚

紙など）の生産も現在、拡大している。梱包

に使用される段ボールなどの生産が、近年需

要の高まりに伴い、生産拡大している。

生産されるペーパーボードは、家具の梱包

用や多目的用途で使用される段ボール箱に大

きく分類される。1898年に製紙工場として設

立されたKlaipédos kartonas社（本社：クラ

イペダ市）は500人の従業員を有するリトア

ニア最大のペーパーボード（段ボール）製造

企業であり、国内の段ボール箱製造業者に原

料となる段ボールロールを提供している。同

社の製造する段ボール（ロール）の58％は

CIS諸国やEU諸国に輸出されている。同社は

2001年に工業用水の浄水設備を一新したこと

で、使用水量をこれまでの１／３に抑えると

ともに品質を向上させた。

カウナス市に本社を置くStora Enso

Packaging社は2001年、輸出増加により前年

の1,900万リタスから3,100万リタスへ売上高

を増加させた。同社は2002年、エストニア・

ラトビアの魚介類加工業者向け梱包用段ボー

ル箱を600万リタス販売し、1,500万リタスを

TV梱包用にカリーニングラードで販売した。

同社は2003年、家具梱包用段ボールの製造機

器の導入を計画している。

（3）合板製造企業

現在この業界において注目を集めているの

は、UAB Vakar medienos grupé（VMG）

グループである。製材からチップボード製造、

合板家具にわたる製造を行っている６社の企

業（Klaipédos mediena（合板製造）, Giri

bizonas（製材、チップボード製造）, Sakuona

（ベッド用合板製造）, Interflex（木材乾燥）,

Vakar medienos prekyba ir servisas（製

材・販売）, Kronolitas（パーティクルボード

製造））の共同体である同社は、2005年まで

に売上高を現在の２倍である４億リタスに拡

大する計画を立てている。また、この目的の

ために投資家を募っている。

2002～2003年にVMGグループは、１億

4,000万リタスを生産設備などに投資する予

定である。この計画に従い2001年クライペダ

市に家具工場Klaipédos medienosが設立さ

れ、スウェーデンのイケア社と５年間の販売

契約を締結した。（５年後に契約延長の予定）

またInterflex社は、設備改善目的のために

5,000万リタスの投資を見込んでいる。（うち
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製材企業の生産状況 （2002年）�

2001年�

71.2�

75.3�

40.0�

17.9�

14.9�

20.1�

12.4�

251.8

1. Pajurio mediena�

2. Ochoco Lumber�

3. Juodeliai�

4. Dominga Mill�

5. Vilniaus mediena�

6. G.Kaminskas’company�

7. Nemora Group�

合計�

2000年�

（単位：1000m3）�

62.7�

91.1�

20.5�

8.5�

14.4�

24.4�

17.6�

238.2

2002年�

135.1�

67.8�

52.4�

31.4�

22.2�

17.4�

17.1�

337.3

99年�企　業�

32.7�

67.4�

10.3�

6.0�

8.4�

21.0�

14.7�

160.5

出所：Asociation Lietuvos mediena
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3,000万リタスは欧州復興開発銀行（EBRD）

からの融資）

Klaipedos mediena社は、将来的な合板製

造の拡大を見込み800万リタスをチップボー

ド製造ラインの最新化を図る計画のために投

資した。設備の最新化後には、同社の製造能

力は30%増大しチップボード製造量を現在の

85,000m3から110,000m3（年間）までに増大さ

せると同社はコメントしている。

（4）家具製造企業

リトアニアの家具製造企業は1579年以来の

長い伝統を持ち、現在も活発に生産を行って

いる。木材加工産業のうち最も多くの者

（35.6％）が、家具製造業に従事しており、

木材加工産業全体のうち売上高の32％は家具

産業によるものである。国産および輸入木材

を使用し製造されたリトアニアの家具は優秀

なデザインとEUの求めるクオリティースタ

ンダードに合致するものとして、イケア社 、

マークス＆スペンサー社、ローラ・アシュレ

イ社のような海外大手企業にも認められ、こ

れらの企業に納入されている。家具製造産業

は現在、ヴィリニュス市、カウナス市、クラ

イペダ市に集中している。国内に190社の家

具・同部品製造企業があるが、売上高の約半

分は10社の大企業によって占められている。

以下に挙げるのはリトアニアの家具製造業

のうち、代表的な企業である。
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合板製造企業�

売上高（2001年、単位：リタス）�

100.9�

60.3�

59.5�

40.6

企　業� 製　品�

ベニヤ、グルードボード�

繊維板（硬質）�

繊維板（軟質）�

チップボード�

Klaipedos mediena�

Grigiskes�

SCA Packaging�

Giri   bizonas

出所：Verslo Zinios紙�

.

.

リトアニアの家具製造業者�

11.6�

7.8�

7.4�

6.7�

4.5�

3.5�

3.3�

1.7�

5.5�

2.4�

54.4

15.6�

15.6�

8.8�

7.7�

6.0�

4.9�

3.4�

2.6�

3.6�

3.8�

72.0

15.9�

15.3�

12.7�

8.7�

6.9�

6.6�

4.1�

3.5�

3.1�

3.0�

79.8

420�

707�

629�

212�

440�

354�

117�

211�

222�

187�

3,499

465�

796�

796�

220�

377�

503�

131�

210�

173�

232�

3,903

Klaipedos baldai �

Vilniaus bald   kombinatas�

Silutes baldai �

Narbutas ir Ko �

Kauno baldai �

Venta  �

Siguldos baldai �

Karige  �

Voke III  �

Baldai Jums �

合　計 

492�

917�

865�

266�

450�

714�

150�

304�

165�

248�

4,571

99年� 2000年� 2001年� 99年� 2000年�

売上高 （100万ドル）�

家具製造業者�

従業員数（人）�

2001年�

出所：Lietuvos Mediena
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○Vilniaus baldu kombinatas社（www.vbk.lt）

リトアニア最大の家具会社で、洋服ダンス、

ベッド、テーブル、本棚、オフィス家具など、

各種合板家具を製造。従業員数830人、売上

高2370万ユーロ（2002年）で、ヴィルニウス

市所在。

工場のラインは端から端まで500ｍあり、

梱包部門を除いて機械化が進んでいる。１分

間にクローゼットを４個製造する能力があ

る。2000～2001年に600万ユーロを投資。アテ

ネ五輪のオリンピック選手村の家具も受注し

ており、2003年は売上の20～30％増を見込む。

製品の93％をスウェーデン、ドイツ、英国、

カナダ、フランス、オランダなど30カ国以上

へ輸出。特にスウェーデンのイケア社の主要

下請企業となっているが、リスク分散の観点

から５社程度の販売先多角化を模索中。デザ

イン部門を有し60種類の家具を製造してお

り、イケア社へは４種類のみ販売している。

バルト三国で唯一、板の内部を空洞にして、

厚紙を補強材として充てんする技術を導入し

ており、通常の家具より軽量の家具も製造し

ている。この家具は、早く製造できるメリッ

トもある。

材料は、チップボード、合板についてはリ

トアニア産を使用しているが、表面に貼る木

材、金具、接着剤等については西欧から輸入。

塗装は６回行い、光や引っかきに強く仕上げ

ている。

ワーカーの賃金は月額1,100リタス、マネ

ージャークラスの賃金は月額2,200リタス。

週労働時間は40時間で、３交替制。

ジェトロの2002年度EJSPプログラムに同

社社長が参加し訪日。この結果、日本企業と

販売面での関係を既にもち、現在６社の企業

にオーファーを出している。大量生産品なの

で、ホームセンター、ホテル、ビジネスセン

ターなどへの売り込みを図っている。イケア

社との協定では、イケアの名前を使用して家

具を売らないことだけが条件になっており、

独自に販売しても協定上問題はないとのこと

（現在も、ベルギー、フランス、スウェーデ

ンに自ら販売している）。

○Klaipedos Baldai（www.klaipedos-baldai.lt）

1954年設立で、ベニアおよび合板、メラミ

ン材などを使用したベッド、オフィス家具、

洋服ダンス、テーブル、本棚などの各種家具

を製造。従業員数543人、売上高2,175万ユー

ロ（2002年）。リトアニアの財閥（SBA

Concern）のグループ企業で、パルプ、合板、

家具などの製造企業が集中するクライペダ市

所在。

製品の73％をベルギー、フランス、ドイツ、

オランダなどの西欧市場へ輸出、27％を国内

市場へ販売。97年にリトアニアの家具企業で

は最初にISO9001を取得。曲面カットから断

面処理（ラミネート貼付け）までをコンピ

ュータ操作により１台で行うNCルーターを

所有。

○Narbutas Ir Ko社（www.narbutas.com）

リトアニア最大手のオフィス家具の製造企

業で、Mr. Narbutas氏の100％所有企業。従

業員数276人、売上高1,200万ユーロ（2002年）

で、2004年には新工場を建設する計画がある。

ヴィルニウス市所在。

製品の64％がオフィス家具、12％が台所用

家具、10％が椅子で、アイデア、デザイン、

企画から製造まで全てを自社で行い、コピー

商品ではなく、オリジナル性を有する家具を

追求。97年よりデンマークおよびイタリアの

デザイナーと契約。製品の51％を輸出してお

り、そのうち60％がラトビア、ロシア、ウク

ライナなどに向けて輸出、40％が西側市場向

け（英国、デンマークなど）。ロシアでは有

名企業として知られているため、ロシア危機

前はロシアだけで60％の割合を占めていた。

また、リトアニアからロシアは近く、ロシア

ビジネスについては過去の経験の蓄積がある
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ことも一因。日本へも、台所用テーブルおよ

び椅子を輸出している。2002年に英国に販売

子会社を設立。ドイツでも子会社の設立を検

討している。既に英国のディーラーにも良く

知られたブランドになっており、さらにブラ

ンドを確立して少しずつ自社で市場を開拓し

ていく予定。

曲面カットから断面処理（ラミネート貼付

け）までをコンピュータ操作により１台で行

うNCルーターを所有。ISOは取得していな

いが、そのことが商売上問題になったこと

はなく、顧客を満足させることこそがスタ

ンダードと考えている。ただし、国内およ

びドイツのスタンダードを取得するつもり

はある。

ワーカーの賃金は月額400ユーロ、マネー

ジャークラスの賃金は月額800～1,000ユーロ。

○Silutes Baldai（www.silutesbaldai.lt）

1890年に製材所として設立され、1958年に

家具製造を開始。1970年に初めてシステムキ

ッチン家具を製造。現在、大手の台所用家具、

テーブル、棚の製造企業で、従業員数840人、

売上高1,680万ユーロ（2002年）。SBAグルー

プに所属し、クライペダ市の南のシルーテ市

に所在。

ベニアおよび合板、かば、松などの各種素

材により、300種類以上の家具を製造してお

り、台所用家具のリーディング企業を目指し

ている。ベルギー（SODIM社）、ドイツ

（VIERHUS社）、スウェーデン（イケア社）

へ輸出。

○Voke－III（www.voke3.com）

91年設立の台所用家具専門の製造/販売企

業で、従業員数160人、売上高380万ユーロ

（2002年）。ヴィルニウス市所在。

無垢材、着色繊維材、ラミネート合板など

を素材にした各種台所用家具を製造してお

り、国内11ヵ所およびリガ市（ラトビア）に

販売店を有する。製品の半分以上を北欧、ラ

トビアなどへ輸出。

○Kauno Baldai（www.kaunobaldai.lt）

1922年設立で、布地等装飾材料使用家具専

門の製造企業として活動。従業員数560人、

売上高1,060万ユーロ（2002年）。SBAグルー

プ企業で、カウナス市所在。

居間セット、ソファー、マットレスなどを

製造しているほか、ホテル、レストラン、オ

フィス向けにオーダーメイド家具を製造。製

品の50％をベルギー、北欧、ドイツ、英国、

フランス、ロシアなどへ輸出。装飾材料の布

地、皮革（天然、人工）は、イタリア、スペ

イン、ベルギー、ドイツ等から輸入。また、

縫製は、ドイツ製、日本製の機械により行う。

2000年にISO9001を取得。

○Siguldos Baldai（siguldossalonas@takas.lt）

91年にDalia Markevicieneデザイナーの個

人企業として設立され、当初は輸入家具およ

び国産家具のリトアニアやラトビアでの販売

を行っていた。その後、94年にSiguldos

Baldai社となり、現在は家具販売のほか、寝

室用家具、台所用家具、オフィス用家具、

TV・雑誌用テーブルの製造を行う。従業員

数は118人、売上高は335万ドル（2002年）。

同社の販売店はヴィルニウス２ヵ所、カウナ

ス、クライペダ、リガ（ラトビア）にあり、

製造工場（5000m2）はヴィリニュス市郊外の

アビジエニャイに置かれている。

97～98年にかけて、ドイツよりHOMAG、

BRANDT、HOLZMA社製の工作機器、イタ

リアよりBIESE社製工作機器を輸入し設備近

代化を行った。99年より、対紫外線効果、防

水効果を持ち、食品との直接接触による影響

を考慮した製品の生産をしている。同社の製

品は現在、ラトビア、ドイツ、オランダに輸

出されている。
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○Karige（www.karige.lt）

1874年に設立され、1929年には既に150人

の従業員を有し、リビング用家具の製造を行

っていた。第２次大戦中にほとんど被害を受

けなかった同社は、設備近代化をコンスタン

トに続け、現在は合板・ベニア製のリビング

用家具のほか、オフィス用家具、たんすなど

を製造。従業員数は290人、売上高は580万ユ

ーロ（2002年）。カウナス市所在。製品の大

部分をベルギー、ドイツ、スウェーデン、ス

ペインなどの西欧諸国に輸出している。

○Venta社（www.venta.lt）

1931年に設立され、当時は曲げ木細工によ

る子供用の椅子を製造していた。75～89年に

製造設備近代化および新工場の増設が行わ

れ、現在は年間に、無垢材の椅子50万脚とテ

ーブル３万台を製造する同種家具のリーダー

企業で、99％を輸出している。輸出先は、欧

州（スカンジナビア、ドイツ、英国）、米国、

日本など。リブラグループ傘下の企業で、リ

ブラ持株会社が80％の株式を保有。本社シャ

ウレイ市。

売上高は5,500万リタス（2002年）で、2002

年は前年比60％増となった。従業員数は850

人（うち780人が製造）。ワーカーの賃金は月

額1,200リタス。木材は、オーク、樺、松で、

すべて国内から調達。2002年に1,800万リタ

スの投資を行い、ドイツ向けの輸出のために、

デンマークの工場を購入して設備を同社へ移

した。この際、顧客も実質的に引き継いでお

り、デンマーク企業が販売している。また、

2004年には金属製家具の製造のために、スウ

ェーデンから同社に設備を移して製造を行う

予定（合弁企業）。スウェーデンのSAS、ガ

ソリンスタンドなどが顧客となる見込み。

イケア社向けの生産は全体の35％で、

Design AG、Kontinent Mobel AB社とも提

携している。日本へは、椅子とテーブル（コ

ンテナ３本）を出しており、2004年にまた日

本市場向けの新しいモデルを出す予定。ミニ

マムロットはコンテナ１本分で、椅子350～

500脚相当。日本向けはクライペダ港からの

船積みとなる。ノックダウン、セミノックダ

ウンもある。デザイナーはいるが、ほとんど

の場合は顧客側がデザインを行ったものを製

造している。接着剤、塗料、ネジ、紙やすり

などはすべて西欧から調達しており、リトア

ニアで調達しているのは労働力と木材のみ。

2002年にISO9001、2003年にISO14001を取得。

同社は中流～中上流の階層をターゲットと

しており、中国製品との価格競争はほとんど

問題とはなっていない。オーク、樺、松の各

材種について、ほとんどの商品は作れるが、

湾曲したものは松では作れない。一般的に、

樺と松の商品の価格は同じで（椅子なら１脚

20～40ユーロ）、オークと松では25％の価格

差がある。いずれにしても、価格は注文のロ

ットにより異なってくる。毎年西欧の展示会

に３～４回出展している。以前は非常に活動

的にに売り込みをかけていたが、最近は相手

側から同社へコンタクトしてくることが多く

なった。

○Baldenis社（www.baldenis.lt）

91年に無垢材の椅子とテーブル製造の専門

企業として設立され、現在この部門ではバル

ト三国でVenta社に次ぐ第2位の企業。従業

員数190人で、うち150～160人が製造に従事。

椅子は２万５千個/月、テーブルは2,000台/

月を出荷。本店はヴィルニウスで、工場はパ

ネヴェジーズとアニクシアイにある。

売上高は、2002年が1,000万リタスで、2003

年は1,600万リタスを見込む。工場は現在フ

ル稼働状態で、10月まで新規注文がとれない

状況。カウナス市の近郊に３番目の工場を建

設する計画で、2004年春には稼動する予定。

原料は100％リトアニア産の松。2002年か

らは市場の重要性に鑑み、オーク材商品も実

験的に製造を始めた。接着剤、塗料などは西
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欧から輸入。92年にISO9001を取得。丸太か

ら家具製品までの一貫作業であり、これによ

り値段を低く抑えることが可能。デンマーク

の 商 社 （ NGA MOBLER社 と FURN

CONSULT社）が最大の取引先で、同商社か

らさらに英国へ向けて輸出されている。他に

PIRTAKA社（フィンランド）、LALUMA社

（スウェーデン）にも出している。対日輸出

については、これまで経験もコンタクトもな

い。発送は、コンテナではなく大型トレーラ

ーで行っており、英国にもクライペダ港から

フェリーでトレーラーごとデンマーク経由で

輸送している。このため、ミニマムロットは

椅子で1,500脚、テーブルで400台と大きい

（いずれも分解して一杯に積み込んだ場合）。

技術部があり、独自デザインの家具を製造し、

家具展示会にも出品しているが、現在のとこ

ろ自社ブランド品の販売はリトアニア国内の

み。ほとんどの場合は、顧客側がデザインを

もってきて、これに従って当社が試作品を作

り、これに顧客から直しが入るという流れに

なっている。デンマークの商社は、同社が納

入した家具の他に他の家具も加えて大きなセ

ットにして別のブランド名により販売。

ワーカーの賃金は、月額800リタス、マネ

ージャークラスの賃金は月額1,500リタス。２

交替制で、7：00～15：00、16：00～24：00の

２シフト。株主は、３人（１人は同社会長、

２人が部長）が100％を保有。

○Baldai Jums社（www.tiltas.lt）

94年に倒産した家具工場の施設を買い取っ

て設立。樺、松等の無垢材を使用したアンテ

ィーク調家具、ベッド、洋服ダンス、子供用

家具の製造企業で、従業員数300～350人、売

上高1,800万ユーロ（2002年）。2003年は2,000

万ユーロを目指す。カウナス市近郊のヨナー

バ市所在。

製品の98％をスウェーデン、フランス、英

国、日本などへ輸出しており、英国向け（ロ

ーラ・アシュレイ、NEXT、ハビタット）が

最大の販売先で、イケア社とも設立当時から

取引有り。ローラ・アシュレイ社向け（高級

家具）とイケア社向け（低価格家具）が30％

ずつを占める。イケア向けのベッドは、月間

4,000台を製造。

日本には、2000年から樺のベッド、たんす

を出している。ミニマムロットは月に１コン

テナで、１～２機種で受けており、テーブル

だと400台分に相当する。木材は100％リトア

ニア産で、木材使用量は1,200m3/月。松の家

具は価格がどんどん下がっているので、将来

的には樺の家具に100％シフトする予定。接

着剤、塗料はスウェーデン、ドイツから輸入。

設備投資は、年間利益の４分の３を充ててお

り、今後CNCをもう１台導入するほか、乾燥

室を80m3×５室建設する予定。デザイン部門

があり、自社開発の新しいコレクションもあ

る。顧客デザインと自社デザインが、ほぼ半

分ずつとなっている。ローラ・アシュレイ社

とイケア社の場合は、先方がスケッチを持っ

てきて図面を作成、それをさらに先方が手直

しするという流れをとっている。ISOなどは、

現在は取得しておらず、2004年に取得する予

定。しかし、内部のQCはかなり厳しく行っ

ている。接着剤、塗料もかなり良いものを使

用。現在は、設備がフル稼働状態のため、新

規注文は受けていない。通常の納期は、サン

プルまで２週間、コンテナ出荷まで３～６週

間。同社は、リトアニアの家具企業の中で最

も賃金が高い方で、ワーカーが月額1000～

1200リタス、マネージャークラスが月額3000

リタス。２交替制で、6：00～14：30、14：30

～23：00のシフト。株式は、３人（社長その

他の従業員）が大部分を保有。

○Aukmerges Baldai社

（www.wood-me.com/list/）

1945年設立、92年に民営化、その後98年に

路線変更し、それまでのロシア向けの大きな
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机などの家具から、西欧向けのリビング用、

寝室用家具に製造をシフト。リトアニア産の

樺、かしなどの無垢材を使用したテーブル、

洋服ダンス、棚などを製造。従業員数280人

（うち180人が製造、他がサービス、運送に従

事）、売上高は350万ユーロ（2002年）。2003年は

400万ユーロを目指す。ウクメルゲ市に所在。

英国、スウェーデン、ドイツなどへ輸出。

うち80％をローラ・アシュレイ、マークス・

アンド・スペンサー社に出荷。日本とは、

2002年にたんす、コーヒーテーブルなどのサ

ンプルを送ったが、注文には至っていない。

50～60種類の製品を作る能力があり、ロー

ラ・アシュレイ、マークス・アンド・スペン

サー社向けにたんすを、いずれも600～700台

/月出荷。ミニマムロットは、５～６種類の

混ぜ合わせで１コンテナ分で、約15,000ユー

ロ。デザイナーはいるが、自社デザインのも

のは、50～60種類のうち10％以下にとどまる。

顧客が下図を送付してきて、同社がそれに従

って図面を作成、それに顧客が手直しを加え

るという流れが多い。この３年間で年間100

万リタスを投資しており、既にある220m3の

乾燥室に加えて、新たに150m3の乾燥室を建

設する予定。もう少し設備投資を行って、輸

出の拡大のほか、リトアニア市場の開拓も行

う予定。同社は製材所有しないため、板を購

入しており、そこから家具製造までを行って

いる。塗料、接着剤などは西欧から輸入。経

営が軌道に乗ったのは、きちんと品質の高い

ものを作ったこと、またそれに見合う働きを

していることによるとの認識。安い家具は作

らないという方針で、マンチェスター、ミラ

ノなどの展示会に年３回程度出展している。

日本のDIY展示会からも招待状が来ている。

ワーカーの賃金は月額1,000リタス、マネ

ージャークラスの賃金は月額1,700リタス。

２交替制で、6：00～14：30、14：30～23：00

の２シフト。株式は、社長とその息子が92％

を保有。

○Akmena 社（www.akmena.lt）

1962年に木製子供用おもちゃの製造企業と

して設立。93年の民営化後に子供用、台所用、

オフィス用の家具の製造を開始。従業員数は

450人、うち300人が工場で働いている。クラ

イペダ市近郊のクレティンガ市所在。製品の

90％を西欧へ輸出しており、最大の顧客はイ

ケア社で94年から取引がある（イケア社向け

は輸出の60％で、２日に１回コンテナ１本を

出している）。

木材使用量は1,200m3/月。2002～2003年に

投資を見込んでおり、オーストリア製の乾燥

室などを設置したほか、ラッカー部門を強化

する予定。現在は、樺の製品が100％である

が、オークや針葉樹の製品も製造できるよう

になった。樺は100％国産。おもちゃの工場

であったことから他社と比べて面積が小さい

点が問題であり、将来敷地面積を拡大する計

画もある。2002年の売上高は1,150万リタス

で、従業員数の割に小さいが、ワーカーの賃

金は月額800リタス、マネージャークラスの

賃金は1,400リタスと安く、クライペダ市内

の２分の１程度。売上高は、2002年に20％増

加しており、2003年は40％の増加を見込む。

価格面ではロシア、中国が競争相手で非常に

厳しいことから、塗装、機械化、面積拡大な

どの投資を実施している。製品は、リトアニ

ア基準のほか、イケア社の基準を満たしてお

り、2003年ISO14000も取得する予定。燃料

材は全て端材を利用しており、端材が余った

場合には近隣の住民に販売している。イケア

社のほかには、イギリス、スペイン、ドイツ

などに出しているが、いずれも小口の顧客。

米国向けにも台所用テーブルを半年でコンテ

ナ６本出した。イケア社向けの子供用家具は

無塗装で出しており、もともと1,000～2,000

セット/月であったものが、現在は２万セッ

ト/月まで拡大しており、需要はどんどん拡

大している。主な競争相手は中国。２年前に

日本企業から子供用家具の見積もりが来たこ
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とがあったが、注文には至らなかった。現在

でも作ろうと思えば様々な家具を製造できる

が、場所が非常に狭いのがネック。今後はも

う少し複雑な家具も製造してみたいと思って

いる。ミニマムロットは100個。大株主は

SBAグループの持株会社で、同社はグループ

５社の中で最も規模が小さい。同グループは、

リトアニア家具市場の４割を製造しており、

Klaipedos baldai社（各種合板家具）、Silutes

baldai（台所用家具）の２社が大きい。グル

ープへの注文はKlaipedos baldu prekyba

（SBA Baldai）社に一本化しており、同社へ

接触があった場合にも、Klaipedos baldu

prekyba社に注文を回している。分散注文し

なくて良いことから、イケア社もこの方式を

好んでいる。勤務体制は３交替制で、6：00

～14：00、14：30～23：30、週末の３シフト。

工場の従業員は２日働いて、２日休む体制に

なっており、注文が非常に大きい場合に備え

て夜の人員を一応確保している。

○Megrame（www.megrame.lt）

バルト三国で最大手の窓・ドアの製造企業

で、従業員数714人。ヴィルニウス市所在。

PVC、アルミ及び木製の窓およびドアを製

造しており、７つの子会社を持ち、設計から

金属・木材加工、製造、備付まですべて自社

で一貫して行っている。内部に遮熱・遮音の

ためのアルゴンガスを封入した二重ガラス構

造の窓が看板商品で、同社のガラス加工機は

欧州に３台しかないものの一つ。製品は、ド

イツ、北欧、アイルランドなどへ輸出してお

り、さらなる輸出市場の開拓に努めている。

材料の木材は、ロシア材をラトビアで加工し

た集成材やスカンジナビア材を使用。

（5）木材加工産業関連の団体および木材加工

関連研究機関

○リトアニア木材製品協会（LIETUVOS

MEDIENA、Association of the Lithuanian

Producers of Wood Production）

・http://mano.delfi.lt/lm/

・l.m@tdd.lt

リトアニア木材製品協会は93年５月にリト

アニアの木材製品製造業者と木材製品輸出入

業者（いずれも加工業者を含む、以下同じ）

による任意団体として設立され、当時は協会

員がリトアニア産業省管轄下の公的な組織の

委託を受ける形で協会を運営し、その任務の

遂行を執り行なっていた。協会の主たる目的

は、リトアニアの木材製品産業発展の促進で

ある。

協会は様々な規模や様々な運営形態を持つ

森林企業や森林産業関係組織によって構成さ

れており、森林の所有者や木材製品の生産者

および木材製品や森林素材を取り扱う輸出入

業者も多く含まれている。

協会の活動は常設の事務局によって管理さ

れており、国内外を問わず協会会員の代表が

協会の活動自体への責任を負うという組織形

態を採っている。協会の主たる活動内容とし

ては、森林企業の商業活動遂行上、必要とさ

れる木材製品産業に関する情報を収集し、そ

れらを国内森林企業に提供することである。

また、リトアニア木材製品の生産および貿易

における法律関連事務の処理や国際標準に則

り、木材製品産業における専門家による補助

も行っている。リトアニア木材製品産業を取

りまく様々な情報を可能な限り収集するた

め、また、リトアニアの森林関連の専門家の

より多くが様々な研修を経て海外での国際貿

易舞台で活躍するために、他国の同様組織お

よび機関とリトアニア木材製品協会との提

携、会員同士の交流を大いに促進している。

リトアニア木材製品協会は欧州木材産業連

盟（C.E.I BOIS）に加盟しており、公的な組

織としてリトアニア木材製品産業を牽引する

位置を占めている

リトアニア木材製品協会代表－ヴィクトラ

ス・マヤウスカス

JETRO ユーロトレンド　2003.9172
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President of association-Viktoras Majauskas.

○リトアニア木材加工業者組合　DSG

・www.woodworkbiz.com

・dsg@takas.lt

98年に、集成材（構造材、床材、壁材、天

井材、木製窓・ドア）の生産に携わる中小企

業の連合体として発足した。リトアニア、ラ

トビア、ベラルーシ、ロシア、ウクライナの

集成材メーカー40社が加盟。主な活動として

は会員企業へのクライアントの紹介および新

技術の導入、会員企業の行う集成材関連のプ

ロジェクトへの金銭的サポートなどあげられ

る。現在、対日輸出促進プログラムを実施し

ており、2001年秋以降ジェトロ輸入住宅部材

センター（東京）にも出展。一部会員企業

は、日本向けに集成材の本格的輸出を開始

している。

代表　Vladislovas Masoitis

○小規模家具製造業者組合 D.A.R. BALDAI

・Dreve@one.lt  Kelba@one.lt

７社の小規模な家具製造企業の組合で、会

員企業が協力して洗面所用家具、台所用家具、

ベッドなど各種家具を製造。日本市場への輸

出を希望。ヴィルニウス市所在。

コンタクト先 Andrius Kelbauskas

○小規模家具製造業者代理店 TECO

・Tel.+370 61 203543 Fax.+370 34 961059

小規模家具製造業者の代理店として、イン

ドアおよびアウトドアの各種家具の販売活動

を行う。顧客の要望に応じて、いかなる種

類・デザインの木製家具の製造も引き受け

る。リトアニアに委託生産を行い逆輸入を行

う海外企業を探している。ヨナーバ市所在。

コンタクト先 Paulius Astromskis。

４．木材加工産業の今後の見通し

リトアニアの代表的な木材加工業者および

同団体に対し、次のとおり質問を行い回答を

得た。

質問事項：

１．過去10年間の木材加工産業の動向をどう

評価するか？

２．木材加工産業の今後の見通し、製造シフ

ト転換について

３．日本市場と対日貿易

○アソシエーション Lietuvos Mediena

事務局長　Dr. Imantas Lazdinis氏

１．リトアニアの木材加工業は、産業全体の

中でも重要な位置を占めており、特に家具

製造産業の発展は将来の木材加工産業にと

って重要な意味を持つだろう。

２．2002年の木材および木材加工品の輸出額

21億9,650万リタスのうち、37.7％を家具が

占めた。このことは、リトアニアの木材加

工産業が世界的なマーケットでの競争力を

つけているといえるだろう。

３．現在もリトアニア製家具は日本に輸出さ

れているが、他国製品と比較して少量にと

どまっている。将来的に対日輸出量は拡大

する希望がある。

○Universalus Medezio Produktai社

代表　Vygantas・Dabuzinskas氏

１．満足している。対象となるマーケットの

主力が東側から西側に転換したことによ

り、品質、製造能力,柔軟性といった問題

が解決を見た。こういった問題を解決でき

なかった企業は倒産したが、この試練を潜

り抜けることのできた企業は、将来的にも

成長していくと思われる。

２．この先の10年については肯定的に捉えて

いる。もしリトアニアが西欧並みの生活水

準に達するなら、木材加工産業は現在のデ

ンマーク・スウェーデンのようになるだろ

う。しかし、問題はロシアまたは中国から
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安い木材が流れ込むことだ。そうなれば競

争はかなり困難なものとなるだろう。しか

し、10年間はまだ「黄金時代」が続くだ

ろう。

３．大規模で豊かな市場であると認識してい

る。しかし、その市場に食い込むためには

日本にパートナーをもつことが必須である

と捉えている。

○Vilniaus baldu kombinatas社

社長　Viktoras Majauskas氏

１．リトアニアの家具、建具製造企業は約

350社あるが、そのうち協会に入っている

のは86社程度。特に無垢材家具を製造して

いる企業は、協会に入っていないところが

多い。台所用家具であればVoke-III社、

Silutes Baldai社が、椅子はVenta社が強い。

リトアニアでこれだけ家具企業が発展し

たのは、ソ連時代に家具製造を分担してい

たことが大きい（ソ連時代には２年先まで

の受注を保証されていた）。ヴィルニウス、

カウナス、クライペダが３大製造拠点で、

その他ウクメルゲなど小さなものがいくつ

かあった。1975年以降に大きな設備投資を

行っており、ソ連邦崩壊時にはいつでも西

欧へ家具を輸出できる状況にあった。イケ

ア社はここに目をつけてリトアニアへ製造

下請を発注してきたもので、現在リトアニ

アで製造された家具の60％は同社向けに出

荷されている。同社は、常時、製造量を増

やすよう求めてきている。同社の下請とい

う意味での最大の競争相手は、ポーランド

企業。ドイツ、スウェーデン企業の傘下に

入ったポーランド企業は手ごわい。

２．現在商品の販売に特に困っていることは

ないが、同社への依存度（90％）が高すぎ

ることから、今後５社ほど取引先を増やし

分散していきたい。ロシア市場へは既に輸

出を開始したが、米国市場へも輸出したい。

もう少し機械化を進めれば、中国にも十分

対抗可能と思う。EUへの加盟は、市場が

EU全体に拡大することから、リトアニア

企業にメリットがあると思う。ドイツやス

ウェーデンの企業も同じことを行っている

が、内容がそれ程集中的ではないにもかか

わらず給与水準はリトアニアの５～10倍で

あり、リトアニアは競争力がある。ただ、

頭脳労働者の流出は心配。ロシアは、消費

地としては魅力がある。

３．これまで50カ国以上を訪問したが、日本

市場は他のどの国とも異なる魅力がある。

ジェトロの2002年度EJSPに参加して、日

本人のメンタリティなどについて知識を深

めたことは非常に良い経験であった。日本

市場へは、多少時間がかかっても是非進出

したい。

○リトアニア木材加工業者組合　DSG

副会長　T. Zilinskas氏

１．この10年間の間一貫して利益をあげ続け

た。様々な技術革新や､製品の増加､品質の

向上が見られた。そういった点において、

非常に満足できる10年間であった。

２．EUの中におけるリトアニア木材加工業

については、肯定的に捉えている。市場は

拡大し､また技術革新の可能性も現在より

拡大するため､リトアニア製木材加工製品の

品質の向上にも大幅に貢献すると思われる。

３．リトアニアにとって日本は、非常に興味

深い重要な市場の一つで有り続けると認識

している。しかし、そのためには日本市場

の特殊性､かつこの市場において求められ

る製品について正しく知る事がますます重

要となるだろう。

^



JETRO ユーロトレンド　2003.9 175

１. Pajurio mediena N/A pajurio@takas.lt 製材 29,2 504

２. Klaipedos mediena www.mediena.lt info@mediena.lt ベニヤ板、削片板（パーティ 28,5 1410クルボード）、家具

３. Vilniaus balduk. www.vbk.lt baldai@vbk.lt 家具 23,5 863

４. Klaipedos baldai www.klaipedos-baldai.lt info@kbaldai.lt 家具 21,8 627�

５. Ochoco Lumber www.ochoco.lt gdolclt@ochoco.lt 製材 19,9 148

６. Klaipedos kartonas http://wwwl.omnitel.net/ kl_kartonas@klaipeda.omnitel. ペーパーボード（ボール紙） 19,2 411kl-kartonas net

７. Grigiskes www.grigiskes.lt info@grigiskes.lt 製紙、ファイバーボード 17,1 876

８. Silutes baldai www.silutesbaldai.lt sil.baldai@klaipeda.omnitel. 家具 16,7 883�net

９. Dominga Hardwood www.domingahardwood.lt arturas@domingahardwood.lt 家具材　床材 15,4 112

10. Dominga mill www.domingamill.lt zilvinas@domingahardwood.lt 製材 14,8 265�

11. Venta www.venta.lt info@venta.lt 家具 12,9 848

12. Kauno baldai www.kaunobaldai.lt info@kaunobaldai.lt 家具 10,6 560

13. Giriu bizonas N/A bizonas@mari.omnitel.net 削片板（パーティクルボード） 10,6 246�

14. Narbutas ir Ko www.narbutas.com/ info@narbutas-ir-ko.lt 家具 10,2 276�

15. Lietuvos tara www.ltara.lt komercija@ltara.lt 梱包材、その他木製品 9,6 354

16. Stora Enso Packaging www.storaenso.com Tel. +370 7 310 690 ペーパーボード（ボール紙） 9,0 60�

17. Freda N/A freda@bbg.lt 家具 8,3 356�
�
18. Grafobal N/A N/A 梱包材 7,8 126

19. Kappa Packaging www.kappa-baltic.com Vilnius@kappapackaging.com 梱包材 5,8 85�
�
20. Karige N/A karige@kaunas.omnitel.net 家具 5,7 368�

21. Naujieji Verkiai naujiejiverkiai@post.omnitel.net 製紙 5,4 234

22. Dalios baldai 家具 5,4 162

23. Baldai Jums www.tiltas.lt/baldaijums baldaijums@tiltas.lt 家具 5,2 303�
�
24. Dailinta www.dailinta.lt dailinta@is.lt ソリッドウッドパネル 4,9 120�

25. Sakuona N/A sakuona@klaipeda.aiva.lt 合板家具部品 4,8 359

26. Juodeliai www.juodeliai.lt juodeliai@juodeliai.lt ユーロパレット 4,7 320

27. USG www.usg.lt usg@is.lt 家具材　床材 4,5 116�

28. Jures medis www.juresmedis.lt jures.medis@mari.omnitel.net 構造材 4,5 130�

29. Voke -lll www.voke3.com vp@voke3.com 家具 3,6 173

30. UMP N/A ump@post.omnitel.net 家具部品 3,5 109

木材加工業主要企業一覧�

企　　　業� URL Mail 製　　　品�
売上高�

（100万�
　ユーロ）�
�

総従業�
員数�

・�

・�

・�

・�

・�

・�

・�

・�

^

^
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３日�EU財務相理事会、2002年の財政赤字

が安定・成長協定が定めるGDP比３％

の上限を超えたフランスに2004年まで

の赤字削減を要請。

３日�EU経済・財務相理事会（Ecofin）、税

制パッケージを採択。2005年１月から、

法人税の一部優遇措置の条件付延長や

ベルギー、ルクセンブルク、オースト

リアを除くEU加盟12ヵ国で域内非居

住者の貯蓄・利子に関する情報に基づ

いた課税が可能に。域内企業グループ

内の利子・ロイヤルティー送金に対す

る源泉課税は廃止へ。

11日�欧州委、韓国の造船助成措置を不公正

として、WTO紛争解決機関（DSB）

に小委員会（パネル）の設置を要請。

13日�欧州委員会は米国のダンピングマージ

ン算定方式に関し、WTO紛争解決手

続きに従い協議を要請。

16日�EU外相理事会、アウン・サン・ス

ー・チー氏を拘束しているミャンマー

の軍事政権に対する制裁を強化し、ビ

ザ発給停止の対象拡大を決定。

16日�EU、米国と燃料電池分野の開発協力

に関する合意文書に調印。燃料電池車

と燃料ステーションの開発、補助電源

としての燃料電池開発を目指す。

17日�欧州委、定期世論調査「ユーロバロメ

ーター」（速報）を発表。EU市民の多

くが、EU憲法の制定やEU外相の創設、

欧州委での加盟各国の委員ポスト獲得

を望むと回答。

19～20日�EU首脳会議（欧州理事会）、ギリ

シャ・テッサロニキで開催。「欧州の

将来に関するコンベンション」提出の

EU憲法草案を基本承認。移民・国境

管理など人の自由移動に関する共通政

策、EU拡大、キプロス問題、西バル

カン諸国との関係など、幅広い分野に

ついて討議。欧州中央銀行（ECB）の

次期総裁にトリシェ仏中銀総裁を承認。

22日�EU、米国、ロシア、国連の外相級代

表会談を実施。中東和平のロードマッ

プが存続の危機にあるとして、イスラ

エル、パレスチナに自制を訴える。

24日�欧州委、ベルギーに立地する米国の外

国販売子会社（FSC）に適用される特

別税制が国家補助に該当し、EU域内

市場の競争規則に反すると発表。

25日�EU、米国とワシントンで首脳会議開

EU
EUROPEAN UNION

＜6 月＞

西　　欧
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催。大量破壊兵器の拡散防止やテロ対

策など広範な分野で協議。一層の自由

化を目指し、航空協定の協議開始を合

意。

26日�EU農相理事会、EU共通農業政策

（CAP）の改革に合意。農家への補助

金支給方式を作物の生産規模でなく、

過去の実績による固定額給付に2005年

から変更へ。

＜7 月＞

１日�電子媒体による一部のサービスに適用

される付加価値税（VAT）を消費地

課税原則へ改正するEU指令、発効。

域外企業による域内消費者への同サー

ビスが課税へ。

１日�欧州委、EU拡大後の域外国との協力

体制構築に向け、指針を採択。国境地

域での発展の促進、環境や公衆衛生な

どの分野での協力、組織犯罪対策、安

全などにつき盛り込む。

２日�欧州議会、遺伝子組み換え（GM）食

品の表示義務を強化する規則案を承

認。製品のトレーサビリティー（追跡

可能性）強化などが目的。理事会の採

択後、発効へ。

７日�EU理事会、対イラク制裁を緩和。た

だし、イラクに駐留する米英の兵士な

どが必要とするものを除き、武器や関

連機材のイラクへの販売、供給を禁止

する決議は解除せず。

７日�EU理事会、ミャンマーの軍事政権に

対する制限措置を強化する理事会規則

を採択。ミャンマーの政治状況が改善

されず、人権侵害が続くとされるのが、

その背景。

９日�欧州委、東南アジア諸国に対する包括

的な新戦略を採択。ASEANとの自由

貿易協定（FTA）を、WTOドーハ開

発ラウンド決着後に着手し、TREATI

の枠組みで実質的に準備。

９日�欧州委、ヒトの胚幹細胞（ES細胞）の研

究に対する助成金支出の条件につき、

提案。2003年末までの採択を目指す。

10日�EU及び日本政府、国際的な価格カル

テルなどの独占禁止法違反の案件や、

企業の合併審査情報を交換する独占禁

止協力協定に署名。協定は翌８月に発

効。

11日�欧州自動車工業会（ACEA）、西欧18ヵ

国の６月の新車登録台数は131万5,263

台（前年同月2.9％増）、2003年１～６

月では、755万9,641台（同2.6％減）と

発表。

14日�欧州委、南米南部共同市場（メルコス

ール）との自由貿易協定（FTA）交

渉で、EUの公共調達市場開放案を提

示したと発表。交渉を促進する狙い。

16日�欧州委、新規加盟予定10ヵ国に対し、

EUの開発援助資金の受け入れ体制を

早急に整えるよう勧告。2003年末まで

の立法完了がなければ加盟当初からの

資金受給が不可能に。

16日�欧州委、EU競争規則に違反したとし

て、ヤマハに256万ユーロの罰金を課

すことを決定。特約店に対する再販価

格指定などが問題に。

17日�欧州委、中東和平の指針であるロード

マップ支援に向け、総額１億ユーロの

財政援助をパレスチナに供与し、イス

ラエルとの和平交渉を後押しすると発

表。

17日�欧州委、付加価値税（VAT）の軽減

税率適用分野の見直しを提案。レスト

ランや住宅関連サービスに対する税の

軽減など、従来、例外として一部の国

のみが実施の措置を全加盟国に認め

る。半面、英国とアイルランドの子供

服・靴の免税廃を要求。

21日�EU外相理事会、イランによる核開発
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疑惑と核拡散リスクに対する懸念を表

明。９月までに改善がみられなければ、

関係を見直すとの声明を採択。

24日�欧州委、テロなどに対する安全対策強

化の一環として、輸出入関係業者に対

し、貨物が税関領域に搬入される24時

間前の内容物申告を義務付けるなどの

税関規則改正を提案。事前申告により、

税関が実地検査すべき貨物を特定しや

すくする狙い。

４日�英食品スーパー最大手のテスコと携帯

電話サービス会社mmO2、テスコブラ

ンドの携帯電話サービスを提供する合

弁会社を設立すると発表。両社はこの

新会社により200万人の新規携帯電話

加入者の獲得を見込む。

４日�高級クリスタルガラス・陶器のウォー

ターフォード・ウエッジウッド（アイ

ルランド）、英２工場を閉鎖し、人員

1,000人を削減すると発表。米国での

販売不振やユーロ高での業績低迷が主

因。

９日�政府、ユーロ参加に関する「５つの経

済条件」の審査結果を発表。条件を満

たしているのは、５条件のうち「英国

の金融部門に良好な影響を与えるこ

と」の１つだけと表明。

11日�英食品スーパー最大手テスコ、日本の

小売業者シートゥーネットワークの株

式を公開買い付けすると発表。テスコ

は日本の食品市場は潜在的な成長が見

込めると判断、日本でビジネスの拡大

を図る。

12日�政府、法務省に相当する大法官の役職

廃止を決定｡今回の廃止に伴い、憲法

問題省が新設され、同相にチャール

ズ・フォークナー卿を任命。

26日�ブレア首相とロシアのプーチン大統

領、首脳会談でイラク新政府樹立や今

後の世界平和確立へ向け、協力して取

り組んでいくことを確認。エネルギー

分野で両国の協力関係を築くための条

約に合意。同合意によりロシアから欧

州へのガスパイプラインが建設される

予定。両国の大手石油会社出資による

新石油会社の設立にも合意。

30日�イングランド銀行（英中銀）のジョー

ジ総裁、任期満了に伴い退任。キング

副総裁が７月１日付で総裁に昇格、中

銀初の女性副総裁ロマックス氏と新体

制をスタート。

＜7 月＞

１日�イングランド銀行（中銀）のキング副

総裁、ジョージ前総裁の退任を受け新

総裁に昇格。同新総裁は英国のユーロ

参加に対しては慎重な姿勢。

２日�ヒューイット貿易産業相、職場での年

齢差別禁止を目的とする法律制定に向

けた協議文書を発表。関連するEU指

令を受けたもので､2006年10月の施行

を目指す。

４日�住宅金融大手ハリファクス、６月の住

宅価格指数は前年同月比21.9％の上昇

と発表。伸び率は５月を下回り、住宅

価格上昇幅はやや鈍化傾向。

７日�貿易産業省、従業員に対する情報提

供・協議に関する新たな政策枠組みに

ついて英国産業連盟、労働組合会議と

合意。従業員が自らの将来にかかわる

経営上の決定について情報を得、協議

する機会を持つことを目的に。

８日�日本経団連の欧州使節団、ロンドンで

ブレア首相と懇談。首相はユーロ導入

について、来春に行う予算審議の際、

再び議論したいとし、導入に強い意欲。

英　国
UNITED KINGDOM

＜6 月＞
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９日�海外貿易総省対英投資局､2002年度の

対英投資動向に関する年次報告を実

施。プロジェクト件数は前年度に比べ

7.2%減の709件に。高付加価値分野が

増加。

９日�日本経団連の欧州使節団、ブラウン財

務相と懇談。同相が日本企業による対

英投資促進を要請したのに対し、トヨ

タ自動車の奥田会長は同社英国工場の

増産を表明。

10日�中銀､政策金利を3.75％から3.5％に利

下げ。過去約50年間で最低の水準に。

17日�ブレア首相、米国とアジア歴訪に出発。

米国、日本、韓国、中国で各国首脳と

会談。

19日�首相、小泉首相と箱根で会談。北朝鮮

の核開発問題、イラク戦後復興などを

意見交換。ブレア首相、2005年日本国

際博覧会（愛知万博）への参加方針を

表明。

19日�イラク大量破壊兵器に関する英国政府

による情報操作疑惑で、同案件につい

てのBBC報道の「情報源」とされる英

国防省顧問デービッド・ケリー氏、遺

体で発見。

25日�デーリー・テレグラフ紙の世論調査、

首相支持率は前月の34％から31％に下

落と発表。イラク大量破壊兵器に関す

る情報操作疑惑で国民の信頼が低下し

ていることが明らかに。

１日�エビアン・サミット開幕。イラク復興

支援の枠組みや、デフレ圧力の高まる

世界経済の安定化などを議題に３日間

の日程で協議。中国が初参加。

１日�シラク大統領、サミット初日の議長会

見で、エイズ、結核、マラリアの予

防・治療のため、WHOに対する拠出

額を年5,000万ユーロから３倍に増や

す意向を表明。

２日�フランステレコム、５月21日にアルジ

ェリア北部で発生した大地震によって

断絶された欧州とアルジェリアをつな

ぐ電話回線を復旧。

２日�ソシエテ・ジェネラル、クレディ・リ

ヨネ、三井住友銀行など４銀行、ブラ

ジルのエンブラエル（中・小型ジェッ

ト機）向け協調融資契約に調印。日本

貿易保険が融資の９割を保証する新制

度の適用第一号。

２日�丸紅ソリューション（半導体関連商

社）、プロシログ（半導体設計ソフト）

と国内代理店契約を結び、異なるプロ

グラム言語を自動変換できる設計ソフ

トを日本で発売。

３日�エビアン・サミット、議長総括を採択

して閉幕。世界経済の成長維持へ構造

改革を進め、主要国共通の責任で政策

協調していく方針を明記。北朝鮮問題

では核開発問題と日本人拉致事件の包

括的、平和的な解決を支持、拉致に初

めて言及。

３日�アバス（広告代理店）のセゲラ副社長、

エビアン・サミットのおかげで、ミネ

ラルウオーター「エビアン」の宣伝効

果は数百万ドルに達したと発表。

３日�EU、ルクセンブルクで財務相理事会

を開催。2002年の財政赤字が３％の上

限を超えたフランスに2004年までの赤

字削減を要請。

３日�公的部門の教職員など、５月28日に閣

議で承認された公的部門の年金制度改

革に反対し、新学期開始から10度目と

なる全国規模のスト。

３日�オーシャン（流通）、2002年12月通期

の決算は純利益が２億9,200万ユーロ

で前年比11.6％の減益。2002年に受け

フランス
FRENCH REPUBLIC

＜6 月＞
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た税務調査による追徴課税分の１億

9,200万ユーロのほか、アルゼンチン

店とメキシコ店の資産減価を計上。

４日�エアバス、ロシアのカスコール（航空

宇宙大手）と共同でロシアに「航空宇

宙技術センター」（ECAR）を開設し

たと発表。欧州域外で初めての技術セ

ンター。

４日�フランスガス公社（GDF）、イタリア

のイタルコジム（天然ガス）の株式

40％を獲得したと発表。

５日�ラファラン首相、首相府でイタリアの

ベルルスコーニ首相と会談。2012年ま

でにリヨン・トリノ間に鉄道を敷設す

る計画を確約。

５日�アルストム・グループ（エネルギー、

輸送）、国内で新たに495人の人員削減

を行うと発表。５月19日に発表した

1,295人のリストラ計画からさらなる

追加削減。

６日�ランベール予算担当相、2004年の実質

GDP成長率は「2003年末から回復」し

「2.0～2.5％」になると発表。３月に発

表した政府見通し「2.5％」を下方修

正。

６日�INSEE、家計購買力の鈍化（2001年

3.2％増、2002年1.9％増）や失業者数

の増大から、2002年の個人消費は前年

比1.2％にとどまったと発表。

６日�金融当局、クレディ・アグリコルが株

式公開買い付け（TOB）でクレデ

ィ・リヨネの株式と議決権の97.45％

を取得したと発表。ユーロ圏最大級の

金融機関に浮上。

６日�エールフランス、５月の輸送実績を発

表。SARSの影響で、アジア路線の旅

客輸送実績（旅客数×輸送距離）は前

年同月比36.7％減と大幅な落ち込みを

記録。

７日�短編アニメ「頭山（あたまやま）」、ア

ニメーション分野で世界で最も権威あ

るアヌシー国際アニメーション映画祭

で、最高賞を獲得。

９日�トヨタ自動車、PSAプジョー・シトロ

エンなどと部品の共通化を進める方針

を表明。リサイクル促進や有害物質不

使用を義務付けた欧州の環境規制に共

同で対応。

10日�ドイツ、フランス政府、EUの諮問会

議が提示した欧州憲法の草案を無修正

のまま支持することで合意。20日に開

催されるEU首脳会議で全体合意を目

指す。

10日�シラク大統領、ベルリンでシュレーダ

ー首相と会談。英国による欧州通貨統

合参加の先送り決定を「ユーロ拒否で

はなく、参加の機会を待つということ」

と評価。

10日�ラファラン首相、ラ・トリビューヌ紙

で、７月１日から法定最低賃金を最高

5.5％引き上げる方針を表明。2002年

の引き上げ率は2.4％。

10日�国民議会、年金制度改革案をめぐる審

議を開始。改革案に反対する交通、郵

政の職員、教職員などは、大規模なス

トやデモに入った。パリの地下鉄は約

30％運休。

11日�シラク大統領、英国のブレア首相とパ

リで会談。エルサレムで同日起きた自

爆テロ（死者16人、負傷者100人）を

「非人道的で許されない行為」と強く

非難。

11日�中国の国家統計局、2003年の中国の自

動車生産台数は400万台を突破し、フ

ランスを抜いて世界4位になる見通し

との調査結果を発表。

11日�ブイグテレコム（携帯電話３位）、「ｉ

モード」を採用した携帯電話の契約者

数が2002年11月のサービス開始以来、

半年で20万人に達したと発表。
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12日�政府の年金改革に反対する各労組、再

度大規模なデモを展開。同日初日とな

ったバカロレア（大学入学資格）試験

の実施は妨害せず。

14日�航空宇宙分野で世界最大の「パリ航空

ショー」、パリ郊外のルブルジェ空港

で開幕。38カ国から約1,800社が参加、

航空機や関連機器を展示。15～22日ま

で一般公開。

14日�ソフレス（調査）、政府の年金改革に

対する調査結果を発表。フランス人の

47％が「反対」、45％が「賛成」。

15日�政府の年金改革支持者、改革に反対し

て各労組が行っている一連のストに反

対し、改革の支持と反ストを訴え15万

人（警察発表は１万8,000人）がパリ

でデモ。

15日�アリヨマリ国防相、ル・モンド紙で

「欧州の防衛予算は今、優先順位が最

も高い」と発言。

16日�たばこの消費や健康被害の削減を目指

す「たばこ規制枠組み条約」の署名手

続き、WHO本部で開始。初日は英国、

フランスなど28カ国・地域が署名。

16日�EADS（欧州最大の航空防衛企業）、

パリ航空ショーで、英国政府から軍事

通信衛星システム「スカイネット５」

を受注。受注額は20年間で約29億ユー

ロ。

16日�欧州宇宙機関（ESA）、欧州版の全地

球測位システム（GPS）であるガリレ

オ計画について「第１段階が今月から

本格的に始まる」と発表。投資総額は

約33億ユーロ。

16日�フランス銀行、第２四半期の実質GDP

成長率を0.2ポイント下方修正し、ゼ

ロ成長と発表。第３四半期は前期比

0.4％増と予測。

16日�エアバス、アラブ首長国連邦のエミレ

ーツ航空から超大型旅客機「A380」

21機を含む計41機の大型機を受注。受

注総額は約125億ドル。

16日�三国コカ・コーラボトリンググループ

傘下の「三国ワイン」（東京・中央）、

名門メゾン・ジョゼフ・ドルーアン

（ワイン）の製品の国内独占販売権を

取得。

17日�ビベンディ・ユニバーサル（通信・メ

ディア）、上期決算で純損失３億1,900

万ユーロと発表。米国内で映画・テレ

ビなどの事業を手がけている米娯楽部

門の新規株式公開（IPO）に踏み切る

可能性も明らかに。

18日�英独仏３カ国の財務相、18日付の有力

紙に共同で論文を寄せ、欧州の経済成

長を高めるため各国が「三つの改革」

を進める決意を強調。適切なマクロ政

策と研究開発支援、雇用市場の改革、

年金福祉制度の改革を標ぼう。

18日�パリ軽罪裁判所、クレディ・リヨネ

（旧国有銀行）を舞台にした不正会計

事件で、銀行経営陣らとともに被告と

なったフランス銀行総裁のトリシェ氏

に無罪判決。

18日�エアバス、大韓航空と５機のA380を

確定受注する契約を締結。大韓航空は

オプション（購入権）契約でも３機を

発注。

18日�ブイググループ、第１四半期の決算で

純損失が900万ユーロと発表。2003年

度末決算では前年度決算（３億1,900

万ユーロの純利益）を上回らせる目標。

19日�経済・財政・産業省、７月１日からの

電力料金値上げ案を電力調整委員会

（CRE）に付託したと公表。フランス

電力公社（EDF）が３％の値上げに合

意へ。

19日�パリ検察当局、クレディ・リヨネをめ

ぐる不正会計事件でパリ軽罪裁判所か

ら無罪判決を受けたトリシェ・フラン
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ス銀行総裁の控訴院（第２審）への上

訴を断念。

19日�カタール航空、エアバス18機（購入権

契約で別途14機）を発注したと発表。

総額は51億ドル。

20日�シラク大統領、ギリシャ・テッサロニ

キのEU首脳会議で、共通農業政策に

関する欧州委の現提案は受け入れがた

いとの見解を発表。

20日�EU首脳会議、ECBの次期総裁にフラ

ンス銀行総裁のトリシェ氏（60）を充

てる人事を事実上承認。フランス政府

関係者が明らかに。

20日�INSEE、第２四半期（４～６月）の実

質GDP成長率は控えめであるとし、年

率0.8％と予測。これまでの政府予測

0.8～1.5％の下限に。

20日�フランステレコム、保有している米国

のスプリントPCS（長距離電話）株

5.4％分のすべてを３億3,000万ドルで

売却したと発表。

21日�単一通貨ユーロの導入について、フラ

ンス人の73％が「良い」と回答。フィ

ガロ誌に掲載されたIPSOSの調査結

果。

22日�世界最大のワイン・スピリッツ国際見

本市「ヴィネクスポ2003」、26日まで

の日程でボルドーで開幕。約2,500社

が出展し、５万人超の来場を見込む。

23日�シラク大統領、既に約７％減税した所

得税は、消費刺激策として続けて減ら

していくとの考えを表明。

23日�国民議会（下院）、年金改革法案の批

准に際し、定年を60歳から65歳に引き

伸ばす「第10条」を可決。

23日�VU、米国娯楽事業への入札を締め切

り、売却先の選定に。五つ程度の企

業・個人投資家が入札に応募、売却価

格は150億ドル以上になる見通し。

24日�メール経済・財政・産業相、INSEEが

発表した2003年の実質GDP成長率

0.8％は悲観的で政府の見通しとは異

なると発言。政府の公式発表は1.3％。

25日�閣議、2002年予算の最終決算案を承認。

2002年の財政赤字は493億ユーロ、

GDP比3.04％。

25日�閣議、法定最低賃金を７月１日から最

高5.3％引き上げることを承認。

26日�ランベール予算担当相、国民議会で、

2003年の実質GDP成長率はこれまでの

政府見通し1.3％には届かず、財政赤

字はGDP比3.5％に拡大するとの見方

を発表。

26日�ブル（旧国営コンピュータ）のボネリ

会長、株主総会で「政府による融資継

続が難しくなった」と発言し、経営悪

化観測が再燃。NECなど３社が筆頭株

主。

27日�ラファラン首相、西部のラ・バルで開

催された「第１回世界投資会議」で、

外資誘致促進に向けた基本方針を発

表。主な柱は、外国企業駐在員の所得

税減税など。

27日�INSEE、１～３月期のGDP改定値を、

５月に発表した速報値と同じ前期比

0.3％増と発表。ユーロ高の影響で輸

出が0.7％減の一方、個人消費が0.6％

増。

27日�愛三工業（トヨタ自動車系のエンジン

部品会社）、パリ事務所を開設。独デ

ュッセルドルフにあったヨーロッパ事

務所を移転し、技術系社員を含め３人

が駐在。

28日�エールフランス、94年12月のハイジャ

ック事件以来８年半運航を見合わせて

いたパリ・アルジェ（アルジェリア）

線の運航を再開。

29日�ランベール予算担当相、2004年度予算

における新たな減税は９月ごろ決定す

るとの意向を表明。
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30日�アリヨマリ国防相、中国で胡錦濤国家

主席、江沢民中央軍事委員会主席、曹

剛川国防相と会談。「軍事面での交流

強化を探るべき」と発言。

30日�７月６日に行われる、コルシカの新し

い自治体制設立の是非を問う島民投票

の公式キャンペーン開始。

30日�VU、ニューヨークの裁判所が2002年

７月に辞任したメシエ前会長に退職金

約2,000万ユーロを支払うよう命じた

ことを発表。VUは不服とし再度申し

立てをする構え。

＜7 月＞

１日�フィヨン社会問題・労働・連帯相、フ

ランスの失業率が年内に9.6％前後ま

で上昇する、との見通しを発表。

１日�フランス企業運動（MEDEF）のセリ

エール会長、「MEDEFの予測では、

2003年の実質GDP成長率は0.5～0.8％」

と発言。

２日�ロース貿易担当相、フランスがイラク

戦争に反対の立場をとったことで米国

でフランス製品に対する拒否反応がみ

られるが、米国市場におけるシェアを

2.2％から5.2％に増やしたい、との考

えを発表。

２日�シュネデールエレクトリック・グルー

プ、国内で約1,000人の人員削減を行

うリストラ計画を発表。２～３年内に

行う２万2,000人削減計画の一環。

２日�瀬戸市とリモージュ市、姉妹都市提携

の締結を決定。11月に増岡錦也市長が

リモージュ市を訪れ、提携調印。両市

は2001年度からジェトロLL事業を実

施しており、最終の３年目を迎えた今

年、交流の集大成として姉妹都市提携

に至った。

３日�国民議会（下院）、公務員らの年金積

立期間延長を柱としたラファラン内閣

提出の年金改革法案を、与党の国民運

動連合（UMP）とフランス民主連合

（UDF）の賛成多数（賛成389、反対

132）で可決。７日から上院で審議。

３日�オーストラリアが主導するソロモン諸

島の平和維持活動に、フランスが参加

を表明したことが判明。フランスは

「地域の平和に貢献するため」自国領

のニューカレドニアと仏領ポリネシア

に駐留する軍隊2,000人の一部を派遣

したい意向。

４日�ラファラン首相、「2003年の実質GDP

成長率は９月～翌３月ごろ、2.5％近

くに回復できる」と発言。

４日�エアバス（航空機）、フランス・トゥ

ールーズ、ドイツ・ハンブルクに続き、

超大型旅客機A380の工場を英国ブラ

ウトンに開設。英国におけるエアバス

最大の工場。

４日�政府、フランステレコム従業員の待遇

に関する法案策定に着手。政府の株式

保有率が50％を下回っても、公務員資

格を保証することが柱。

４日�警察当局、98年２月にコルシカ島でエ

リニャック知事が暗殺された事件で、

コルシカ南部ポルトポロの羊小屋に潜

んでいたコルシカ独立運動の活動家イ

バン・コロナ容疑者（43）をテロ活動

に関連する殺人容疑で逮捕。

４日�ホンダ、欧州主要国における4輪車販

売で最も苦戦しているフランスでの販

売体制を再構築へ。現在0.5％のシェ

アを、欧州平均の1.5％まで引き上げ

る方針。

６日�コルシカ、政府の自治制度改革案を住

民投票で否決。反対50.98％、賛成

49.02％。

７日�フランス経済・財政・産業省、2003年

１～５月の財政赤字は442億3,000万ユ

ーロに拡大したと発表。支出の増加は、
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防衛分野が主因で、防衛設備関連は

20.5％増加。年金・社会保障関連は

2.6％の増加。

７日�フランス経済・財政・産業省、野村証

券、クレディ・スイス・ファースト・

ボストン（CSFB）およびロイヤル・

バンク・オブ・スコットランド（RBS）

をプライマリーディーラー（政府証券

公認ディーラー）に指定。

７日�カナダのアルキャン（アルミ）、ペシ

ネー（アルミ）に対し買収を提案。買

収額は33億8700万ユーロ。ペシネー側

は「敵対的買収」とみなしている。

７日�帝人、イプセン（製薬中堅）と医薬品

の開発・販売権を相互に供与すること

で合意したと発表。国内での製品群拡

充と、欧州での売り上げ拡大を狙う。

８日�OECD、対仏経済審査報告書を公表。

人口の高齢化を視野に、年金や医療制

度の改革が急務と提言。2003年の成長

率は「１％未満」、財政赤字はGDP比

3.5％と予測。

８日�フランス初のSARS感染者で、３月か

ら北部ノール県の病院に入院していた

フランス人医師（65）が死亡。SARS

感染者の死亡は、同国初。

９日�ペシネー、アルキャンによる34億ユー

ロの買収提案について「敵対的であり

極めて不確実性が高い」として、難色

を示す声明を発表。

９日�パリ大審裁判所（日本の地方裁判所民

事部に相当）、ビベンディ・ユニバー

サル（通信・メディア、VU）に対し、

2002年７月に辞任したメシエ前会長へ

の退職金約2,060万ユーロの支払いを

凍結し、供託するよう命じた。証券取

引委（COB）が発表。

９日�ソデクソ（給食）、2002年９月～2003

年５月までの９カ月間の売上高が91億

ユーロと、前年同期に比べ７％減少し

たと発表。減収幅の10％以上がユーロ

高の影響。

９日�大日本印刷、サジェム（通信機器）と

ファクスの消耗品である熱転写インク

リボンを製造する合弁会社をフランス

に設立すると発表。資本金304万ユー

ロはサジェムが77％、大日本印刷が

23％を出資。

10日�ドビルパン外相、イラク派兵について

「国連平和維持部隊の枠組みでなけれ

ば（軍事的な）参加は検討されない」

と述べ、国連重視の姿勢を強調。

10日�主要債権国会議（パリクラブ）、日米

欧など19カ国のイラク向け公的債権額

を初めて公表。2003年１月１日時点の

債権額合計は210億1,790万ドル。日本

は41億860万ドルで会議参加国の中で

最多。

10日�ドイセンベルク欧州中央銀行（ECB）

総裁、次期総裁に内定したトリシェ・

フランス銀行総裁との交代時期につい

て「最も早ければ11月１日になりそう」

と発言。

10日�ルノー（自動車）、１～６月期の全世

界における売上高を前年同期比4.5％

減の12億2,500万ユーロと発表。

10日�アビニョン演劇祭とエクサンプロバン

ス国際音楽祭、政府の失業補償制度の

縮小に抗議する舞台関係者らによるス

トで中止。アビニョン市は、2,300万

ユーロの観光収入に被害が出ると試

算。

10日�ペシネーのロディエCEO、アルキャン

による買収計画に反対した理由を、買

収価格が不適正であることのほか、敵

対的な買収案であるためと発言。

14日�シラク大統領、革命記念日のテレビイ

ンタビューで、中東和平の現状につい

て「楽観できない」と発言。米国主導

で進んでいる和平の指針であるロード
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マップ（行程表）について「より欧州

が関与する必要がある」との見解を表

明。

14日�シラク大統領、「経済が危機に直面し

ているときに、歳出を削減し増税する

ような姿勢は取れない」とし、ユーロ

圏の財政規律を定める安定・成長協定

の一時緩和の検討を財務相会合に要

請。

14日�KLMオランダ航空、同社の提携先と

して、英ブリティッシュ・エアウェイ

ズなどが主導する航空連合「ワンワー

ルド」ではなく、エールフランスなど

が加盟する「スカイチーム」を選択し

たとの報道を否定。

15日�EU財務相理事会、株式やデリバティ

ブ（金融派生商品）を時価評価する国

際会計基準（IAS）の導入判断を留保

すると発表。シラク大統領が時価会計

に反対する書簡を送ったことが影響。

15日�EU財務相理事会、トリシェ・フラン

ス銀行総裁を11月１日付でECB総裁に

就任させることを盛り込んだ勧告を採

択。

15日�シラク大統領、訪仏中のクラウス・チ

ェコ大統領との会談で、戦後イラクの

治安維持にあたる米英主体の多国籍軍

への仏軍部隊の派遣について「現在の

枠組みでは考えられない」との立場を

表明。

15日�フランス銀行、第３四半期の実質GDP

成長率について、前年同期比0.4％増

になるとの見通しを維持。６月の企業

の生産活動が若干上向いていると評価

したほか、先行き数カ月間の生産見通

しについても、自動車を除く全業種で

前向きと指摘。

16日�「世界エイズ・結核・マラリア対策基

金」支援会議、パリで開催。日本の拠

出金拡大を求める声が各国の政府代表

や非政府組織（NGO）代表から相次

いだ。

16日�金融市場評議会（CMF）、アルキャン

によるペシネーの敵対的買収（34億ユ

ーロ）を承認。アルキャンは今後、経

済・財政・産業省と証券取引委員会

（COB）のほか、EUの競争当局からも

承認を得る必要がある。

16日�サウジアラビア、国際石油資本（メジ

ャー）の英蘭ロイヤル・ダッチ・シェ

ルおよびトタルとサウジ南部のガス田

開発で合意。

17日�国民議会（下院）、「金融セキュリティ

法案」を採択。金融監督機関の組織改

革と会計監査の強化などが主な柱。

17日�メール経済・財政・産業相、EUの財

政赤字抑制を定めた安定・成長協定に

ついて、政府は協定順守のためにあら

ゆる手段を尽くすが、景気低迷のため

実現は困難との認識を表明。

17日�キャップ・ジェミニ・アーンスト・ア

ンド・ヤング（情報処理サービスで欧

州最大手）、ポーランドと中国での新

たな契約を発表。急成長を遂げる両市

場でアウトソーシング受託事業を、従

来の情報処理分野から新規分野にまで

拡大。

18日�アルストム（重電・輸送機器）のクロ

ンCEO、送電設備部門を10月までに売

却する方針を発表。産業用タービン部

門を４月に売却したのに続き、電力関

連事業の資産売却で債務圧縮を進めて

いく考え。

19日�カルティエを輸入販売するリシュモン

ジャパン、東京銀座に売り場面積

1,030平方メートルと世界最大の店舗

を開業。

20日�コルシカ島の分離・独立を求める武装

勢力によるとみられる爆弾テロ、同島

や南フランスで相次いで３件発生。独
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立運動家の逮捕などで孤立化した武装

勢力がテロ攻撃を激化。

22日�シラク大統領、訪問先のマレーシアで

同国のマハティール首相と会談。米国

が強行したイラク攻撃を非難するとと

もに、ミャンマー軍事政権にアウン・

サン・スー・チー氏の解放を求めてい

くことで一致。

23日�欧州委、ラガルデール（メディア）に

よるVUの出版部門買収について、自

ら調査を行うとの政府要請を拒否。ラ

ガルデールは買収により、国内の書籍

流通市場の60％以上を握ることにな

る。買収計画は2002年10月に発表。

23日�ダノン（食品）、１～６月期決算を発

表。純利益が４億200万ユーロとなり、

10億ユーロ規模ののれん代償却で赤字

となった前年同期から黒字に転換。た

だユーロ高の影響で売上高、営業利益

ともに前年同期に比べ減少。

23日�アルタディス（フランス・スペイン合

弁のたばこ）、今後２年以内に1,276人

（フランス533人、スペイン743人）の

人員削減を実施すると発表。

23日�フランスから日本に返還された高レベ

ル放射性廃棄物（ガラス固化体）を積

んだ輸送船「パシフィック・スワン」、

青森県六ケ所村に到着。返還は2002年

１月以来で８回目。同村の日本原燃貯

蔵管理センターの貯蔵本数は計760本。

24日�年金改革法案、両院で賛成多数で可決、

成立。公的部門就労者の年金積立期間

は、現行の37.5年から2008年までに40

年に増やし、2012年までに民間と同じ

41年を実現。2020年までに官民とも42

年に延長。

24日�自動車大手２社、１～６月期決算を発

表。ルノーの純利益は資本提携してい

る日産自動車の貢献により前期比３割

増を記録。PSAプジョー・シトロエン

は約1割の減益。ルノーの純利益は98

年下半期以来、４年半ぶりにPSAを上

回った。

24日�モエヘネシー・ルイヴィトン（高級ブ

ランド）、１～６月期決算を発表。売

上高が前年同期比9.9％減の52億3,800

万ユーロ。ユーロ高や観光客の減少が

影響。

24日�STマイクロエレクトロニクス（仏伊

合弁の半導体）、４～６月期決算を発

表。純利益は前年同期と同じ7,900万

ドル。ユーロ高が利益を圧迫。

24日�ネスレジャパングループ、宅配のみで

販売していたミネラルウオーター「コ

ントレックス」を９月下旬から小売店

でも取り扱うと発表。サントリーの販

売ルートを活用。

28日�政府、ルノー（自動車）の保有株式の

うち約8.5％を市場売却すると発表。

放出する株数は2,420万株、売却額は

約12億ユーロで同日実施。この結果、

政府のルノー株保有率は約15％に低

下。

28日�エアバスの親会社である欧州航空防衛

宇宙会社（EADS）、１～６月期決算

を発表。宇宙部門の損失拡大が響き、

6,600万ユーロの順損失を計上、赤字

に転落。

28日�アルセロール（鉄鋼世界最大手、本社

ルクセンブルク）、中国の同業最大手

である上海宝山鋼鉄と、自動車用鋼板

加工の合弁企業を上海郊外に設立する

ことで合意。

28日�山火事の被害が拡大。南部バール県で

は、28日の１日で12件の山火事が発生、

コルシカ島南部の山火事は10日目にな

っても鎮火していない状態。

28日�政府、南部で拡大する山火事について、

EU加盟国に緊急支援を要請。同日夕

方、初めてイタリア消防要員１陣が急
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きょ派遣され、鎮静化作業。

29日�フランステレコム、１～６月期決算を

発表。営業利益が前年同期比46％増の

46億ユーロ。

29日�アルカテル（通信機器）、４～６月期

決算を発表。６億7,500万ユーロの純

損失を出したが、リストラによる収支

改善で赤字幅は前年同期（14億ユーロ）

より大幅に縮小。

29日�ミシュラン（タイヤ）、１～６月期決

算を発表。純利益は、前年同期比35％

減の１億6,500万ユーロ。ユーロ高に

加え、欧州での乗用車需要の低迷が響

いた。

30日�イタリアのフィアット（自動車）、9月

に発売する戦略小型車の名称を「ジン

ゴ」から「パンダ」に急きょ変更する

ことを決定。ルノーが自社の小型車

「トゥインゴ」の名称に似ていて紛ら

わしいと強く抗議していたため。

31日�ECBの定例理事会、退任するドイセン

ベルク総裁の後任にトリシェ・フラン

ス銀行総裁が就く人事案に同意。９月

の欧州議会によるトリシェ氏への意見

聴取と10月のEU首脳会議を経て正式

決定。任期は11月１日から８年。

１日�小売店の営業時間について、土曜日は

16時までとされていた規制を緩和し、

20時まで延長可能とする改正閉店法が

施行。

１日�連立政権与党・社会民主党（SPD）、

臨時党大会で政府の労働市場・社会保

障分野の改革案「アジェンダ2010」を

賛成多数で承認。

２日�ドイツ金属産業労組（IGメタル）、旧

東独地域の週労働時間を週38時間から

旧西独並みの35時間への短縮を求め、

１万人を超えるストライキを実施。

10日�ラムズフェルド米国防長官、イラク戦

争後初めてドイツ訪問。

10日�政府、ユーロへの参加条件がそろって

いないとして2004年度に再度審査を行

うとした英国の決定に対し、これを支

持する声明を発表。

12日�連邦統計局、2002年12月から増加して

いた輸出が４月に入り減少と発表。４

月の輸出額は538億ユーロで前月比19

億ユーロの減少（前年同月比3.4％減）。

13日�アイヘル財務相、補助金削減を条件に

2005年に実施予定の減税を前倒し実施

する可能性を表明。

15日�連立政権与党・緑の党、臨時党大会で

社会民主党（SPD）に続いて｢アジェ

ンダ2010｣を承認。

18日�旅行大手TUI、イラク戦争の影響など

で前年水準の15.2％減まで落ち込んで

いた夏季の予約件数が同10.7％減にな

ったと発表。

18日�ＢＭＷ、旧東独地域のストの影響で、

23日からミュンヘンとレーゲンスブル

グ工場での生産中止を発表。併せて現

状が続いた場合、同社の社会的責務と

して行ってきたとする旧東独地域での

雇用への取り組みを見直す可能性もあ

ると言及。

18日�政府、1992年12月31日から2002年１月

１日までに得た金利収入に係る所得課

税のうち、税務当局への不申告分につ

いて、25％の税率による課税（2004年

１月から12月までに申告した場合。

2005年１月から３月に申告した場合に

は35％）を条件に罰則適用免除を閣議

決定。2004年中に50億ユーロの税収を

見込む。

20日�ドイツ自動車工業会（VDA）のゴッ

トシャルク会長、旧東独地域のストラ

ドイツ
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
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イキは再建と統合への取り組みの途上

にある同地域の国際的イメージを損な

うと指摘。

21日�ルフトハンザ、WHOがSARSの終息を

宣言したことを受け、一部運航停止し

ていたアジア向け路線を順次もとの体

制に戻すと発表。８月には北京、香港、

上海にそれぞれ毎日１便、週21便の水

準に戻す方針。

24日�製薬会社デグサ、日本の塩野義製薬と

沈降シリカ、シリカゲル、つや消し剤

事業を行う合弁会社を日本で設立と発

表。

26日�コンサルタント会社のクレジットリフ

ォーム、2003年上半期の企業倒産は前

年同期比4.6%増の１万9,200件と発表。

地域別では、旧西独地域が11.6%増の

１万4,300件だった一方、旧東独地域

は11.6%減少し、4,900件。

26日�VW、旧東独地区のストライキの影響

で、27日にウォルクスブルク本社工場

の生産ラインが停止、従業員１万人以

上の一時帰休を発表。

26日�アイヘル財務相、｢アジェンダ2010｣の

実行を盛り込んだ2004年の予算案を発

表。総額2,512億ユーロのうち投資的

経費として248億ユーロを計上。新規

に発生する負債は238億ユーロ。

26日�連邦金融サービス監督庁、生命保険の

マンハイマーが新規保険契約を停止、

業務を業界共同出資企業｢プロテクタ

ー｣に移管すると発表。

29日�首相、2005年に予定していた総額180

億ユーロの減税を2004年に１年前倒し

で実施する方針を発表。

＜7 月＞

３日�シュレーダー首相とベルルスコーニ伊

首相が電話会談。ベルルスコーニ首相

は欧州議会でドイツ出身の欧州議会議

員をナチスになぞらえる発言を行った

ことに対し遺憾の意を表明。首相はこ

れをもって問題解決とする意向。

３日�レッカーラント・タバコラント（流

通）、コンビニエンスストア「U-スト

ア」の第１号店をハンブルクに開店。

２年間でドイツに250店舗開設の予定。

４日�ルフトハンザ、イタリアのローカル航

空会社エア・ドロミティの創業者が保

有する株式23.7％を買収、出資比率を

98.8％に引き上げると発表。残る株式

も「スクイーズアウト（株式の保有比

率が95％を超えた場合に残る株式を強

制取得できる制度）」で取得の予定。

５日�チューリンガーヴァルトを抜けるアウ

トバーンA71号線に、全長約８キロの

ドイツ最長のトンネルが完成。

８日�連邦雇用庁、６月の失業者数（季節調

整前暫定値）は前月比８万5,000人減

の425万7,000人、失業率も0.2％低下し

10.2％に改善と発表。前年同月比では

30万3,000人の増。

８日�ドイツ自動車工業会（VDA）、旧東独

地域でのストの結果、６月の乗用車の

生産台数は、前年同月比19％減の38万

7,000台、輸出台数は、前年同月比

18％減の27万1,000台とともに大幅減だ

ったと発表。

10日�政府、シュレーダー首相はイタリアの

観光担当次官によるドイツ人旅行者に

対する侮辱発言を受け、イタリアでの

夏期休暇を取りやめハノーバーの自宅

で過ごすと発表。

10日�ミュンヘン再保険、中国保険監督管理

委員会から中国全域での総合的な再保

険業務許可を得たと発表。外資の再保

険会社では初めて。

11日�シュレーダー首相、フィナンシャル・

タイムズ紙のインタビューで労働組合

は転換期を迎えており、ドイツは経営
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者と妥結のできる組織を必要としてい

ると発言。併せて鉱山・化学・エネル

ギー労組を模範的労組として指摘。

14日�フィッシャー外相、17日までの日程で

米国訪問に出発。中東問題、テロ対策

などを議題に、チェイニー副大統領、

パウエル国務長官、ライス安全保障担

当補佐官らと会談の予定。

14日�シュレーダー首相、ロンドン郊外のバ

グショットで14ヵ国の首脳が参加して

開催された中道左派サミットに出席。

16日�ヒポ・フェラインス銀行（HVB）、傘

下の消費者金融ノリスバンクを独協同

組合銀行DZバンクに４億4,700万ユー

ロで売却と発表。

16日�政府、IMFがアジェンダ2010に基づく

政府の構造改革を｢全く正しい｣と評価

したとの声明を発表。

17日�レッカーラント・タバコラント、使い

捨て飲料容器への強制デポジット制で

全国統一回収システム整備が遅れる

中、独自に全国レベルの回収システム

（P-システム）を構築と発表。

21日�IGメタル、ツウィケル委員長の引退を

発表。

22日�フィッシャー外相、ブタペストで開催

された｢ヨーロッパの将来｣を議題とす

るハンガリー外務省の大使会議に欧州

委員とともにゲストで出席。

22日�政府、雇用政策改革の一環として4月

にスタートした｢ミニ・ジョブ｣の促進

策（月収上限額の引き上げなど）につ

いて、施行以来100日で93万の雇用を

創出したと発表。

23日�DIW研究所、ドイツでインターネット

を利用している人は95年の25万人から

2003年５月には住民の47％に当たる

3,900万人まで増加との調査結果を発

表。また、インターネットを利用して

いる企業は全体の62％。

23日�HVBリアルエステート（HVBの不動

産金融部門）、蘭子会社FGHバンクを

蘭ラボ銀行に売却と発表。

28日�インフィニオン・テクノロジーズ（半

導体）、中国・蘇州にメモリーICの組

み立ておよびテスト会社を現地企業と

の合弁で設立と発表。

29日�連邦統計局、2003年上半期のビール出

荷量は前年同期比4.1％減の514万キロ

リットルと発表。６月単月については

真夏のような天候の影響で前年比9.3％

増を記録。

30日�VW、唯一メキシコ工場で続けてきた

1938年製造開始の｢旧型ビートル｣の生

産打ち切り。

２日�ベルルスコーニ首相、エビアン・サミ

ットで記者会見し、欧州中央銀行

（ECB）の金融政策運営に関して「金

利の引き下げ決定が近くありそう」と

の見通しを表明。

４日�プラダ（高級ブランド）、運転資金ね

ん出のため、店舗など１億ユーロ相当

の不動産を７月末までにアエデス（不

動産）に売却すると発表。

６日�ベルルスコーニ首相、９日からイスラ

エル、ヨルダン、エジプトを歴訪する

と発表。中東和平会談をイタリアのシ

チリア島で開催することを提案する見

通し。

10日�国立統計局（ISTAT）、１～３月期の

実質GDP成長率（確定値）を前期比

0.1％減、前年同期比0.8％増と発表。

前期比マイナス成長は、2001年10～12

月期以来。

10日�近鉄ワールドエクスプレスイタリア、

国内３番目の拠点としてサンレモ市に

イタリア
REPUBLIC OF ITALY
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営業所を開設。同市は生花が主な主力

産品で、欧州域内の生花の航空輸出増

に対応。

11日�メディアセット（民放最大手）、経営

破たんしたドイツのキルヒが、キルヒ

メディアをフランスのTF1（民放）と

米国投資家サバン氏に売却する交渉を

白紙撤回したのを受け、買収に意欲を

表明。

12日�トレモンティ財務相、経済再活性化の

ためEUは年間500億～700億ユーロの

投資計画を打ち出すべきと発言。欧州

投資銀行（EIB）の債券発行を通じて

資金を調達。

12日�テレコムイタリア、傘下のセアット・

パジーネ・ジアッレ（電話番号検索）

の売却先として英・伊投資会社の企業

集団を選定。買収価格は56億5,000万

ユーロ。

15日�イル・ソーレ・24オーレ（経済紙）、

フィアット・グループが傘下のフィア

ット・アビオ（航空部品）を米国のカ

ーライル（投資グループ）とフィンメ

カニカ（防衛）に売却することで合意

したと報道。売却総額は約15億5,000

万ユーロ。

17日�米国のセル・セラピューティクス（バ

イオ）、イタリアの同業界で唯一の上

場企業であるノブスファルマを２億

1,800万ドルで買収することで合意。

18日�ソニー、７月から子会社を通じてテク

ノジム（欧州最大のフィットネス機器）

と日本で合弁事業を開始。日本経済新

聞が報道。

18日�大統領、首相、上下両院議長、憲法裁

判所長官の５人に在任中の裁判中断を

認める「裁判中断法」、議会で採択。

19日�労働者の権利拡大を目指した労働法改

正の是非を巡りイタリアでこのほど行

われた国民投票は、投票率が25.7％で

規定の50％以上に届かず、無効。

19日�NTTドコモ、ウィンド（イタリア電

力公社とフランステレコムが共同出

資、国内第３位携帯電話）と「ｉモー

ド」の技術提携で合意したと発表。

20日�EU首脳会議、ギリシャのテッサロニ

キで閉幕。次期EU議長のベルルスコ

ーニ首相、「ゼロ成長から脱するには

国際規模での積極投資が不可欠。各国

政府の財政赤字削減や年金改革も加速

すべき」と、景気刺激策とともに構造

改革を進める方針。

23日�テレコム・イタリア（通信最大手）、

国内にある事務所などの不動産を計３

億5,500万ユーロでスイスのラストラ

（不動産）に売却することで合意。

23日�クレディ・スイス・グループ傘下のウ

インタートウル保険、イタリアでの保

険事業をウニポール（保険）へ売却す

ることで合意。売却額は14億6,500万

ユーロ。

24日�日本通運、イタリア政府から無期限の

保税倉庫免許を取得したと発表。EU

が2002年11月に打ち出した関税制度の

規制緩和に伴う措置。

25日�世論調査によると、国営会社の民営化

をめぐる贈賄疑惑からベルルスコーニ

首相を事実上救済するため18日に成立

したとされる「裁判中断法」について、

65％が反対。

26日�フィアット・グループ、経営再建４カ

年計画（2003～2006年）を発表。12工

場の閉鎖や従業員の６％に当たる１万

2,300人（海外9,500、国内2,800）の削

減、18億ユーロの増資などが柱。2002

年10月の8,100人削減に続く大合理化

計画。

26日�電力各社、酷暑による急激な電力消費

拡大に対応できなくなったとし、81年

以来初めて全土で一時的に電力供給を
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中止。１、２時間の停電となり、600

万人に影響。

30日�ベルルスコーニ首相の贈賄疑惑を審理

していたミラノ地裁、このほど成立し

た「裁判中断法」が憲法違反の疑いが

あるとして最高裁に審査請求。

＜7 月＞

１日�イタリア、2003年下半期のEU議長国

に就任。任期は６カ月間。

１日�政府高官は、国営企業民営化の一環と

してイタリアたばこ公社（ETI）の株

式を７月16日前後に売却する見通しを

表明。日本たばこ産業（JT）のほか、

スペインのアルタディス、英BAT、

伊投資集団などが買収に名乗り。

１日�フィアット・グループ（自動車）、傘

下のフィアット・アビオ（航空エンジ

ン製造）を、米国のカーライル・グル

ープ（投資ファンド）とフィンメカニ

カ（伊国営の防衛産業）に売却合意。

売却金額は15億ユーロ。

２日�ベルルスコーニ首相、欧州議会でドイ

ツの議員を「ナチス映画の役にぴった

り」と中傷し、独伊両国に亀裂。

２日�グッチ（ブランド大手）、２～４月決

算を発表。純利益は前年同期比96.6％

減の120万ユーロ。SARSやイラク戦争

による旅行者の減少、ユーロ高などが

影響。

３日�フィアット・グループ、自動車部門の

再建について「新たな資本注入が必要」

との声明を発表。資本提携先の米GM

や銀行団などに追加出資を求めるのが

狙い。

４日�イタリア電力公社（ENEL）は４日ま

でに、酷暑に伴う電力不足対応のため、

閉鎖中の国内８カ所の発電所を緊急稼

働する方針を決定。投資総額は2,500

万ユーロ。

７日�欧州議会の議長を務めるベルルスコー

ニ首相、北部のチェルノッビオで演説

し、EUにロシア、トルコ、イスラエ

ルを加える「大欧州構想」を提唱。

７日�ベルルスコーニ首相、イスラエルとパ

レスチナ自治政府との間の貿易、経済

交流を促進するための三者委員会を設

置することで合意。中東和平を経済面

から支援。

７日�政府、イタリアの６月の新車販売統計

を発表。フィアットの市場シェアが

27.0％と過去最低水準に低下。

７日�フラティニ外相、EU加盟国の財政赤

字抑制を定めた安定・成長協定につい

て、経済成長を阻害しないよう、柔軟

な解釈が必要だ、との認識を表明。

９日�欧州委員会のソルベス委員（経済、通

貨問題、統計担当）、イタリアの年金

改革について、2004年の財政赤字削減

目標を達成するには不十分、と指摘。

９日�ベルルスコーニ首相とリビアの最高実

力者カダフィ大佐、不法移民の流入防

止のため共同で行動することで合意。

北アフリカからの流入経路を遮断する

のが狙い。

９日�アレマノ農林相、EUが近い将来、ほ

とんどの遺伝子組み換え（GM）作物

に対する非公式な禁輸措置を撤廃する

ことが見込まれる、と発言。

９日�ドイツ首相府、シュレーダー首相が夏

休みで予定したイタリア行きを中止す

ると発表。イタリア高官がドイツ人旅

行者への侮辱発言を謝罪しなかったの

が理由。

11日�ステファニ政務次官（観光担当）、ド

イツ人観光客を「酔っぱらいでごう慢」

などと中傷した件で、ベルルスコーニ

首相に辞意を表明。

14日�政府、経済４カ年計画のなかで、2003

年の実質GDP成長率見通しを0.8％に
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下方修正する一方、2004年の財政収支

については、大幅な改善を想定。

15日�ENI（国営エネルギー）、国内の電力

不足を受け、2006年までに５億5,000万

ユーロを投じて南部に1,770MW分の発

電施設建設計画を発表。発電能力は

24％増加。

16日�政府、今後の予算編成の基本方針とな

る経済財政計画を策定。単年度財政赤

字のGDP比率は2004年に3.1％に達す

ると予測。これを2006年までにゼロに

する目標。

16日�政府、国営企業民営化の一環としてイ

タリアたばこ公社（ETI）の株式を入

札の結果、英BATに23億2,000万ユー

ロで売却したと発表。スペインのアル

タディスなどとの激戦になり、落札額

は政府予想額の約２倍に。

17日�コンファグリコルトゥーラ（農業団

体）、渇水による国内農業への被害額

が55億ユーロにのぼると試算。北イタ

リアを流れるポー川では水位が通常の

水準を7.58メートル下回るなど記録的

な渇水。

23日�テレコム・イタリア・モービレ（携帯

電話最大手）、１～６月期決算を発表。

営業利益が26億ユーロで前年同期比

5.5％増、売上高が55億ユーロで6.7％

増。投資抑制や経営合理化が奏功。

23日�プラダ（ブランド大手）、眼鏡部門を

2,650万ユーロでルクソティカ（眼鏡）

に売却したと発表。同時にルクソティ

カは10年間のライセンス契約も締結。

23日�タカラバイオ、モルメド（遺伝子治療）

と提携し、白血病などの腫瘍を対象に

した遺伝子治療を日本などアジアと極

東ロシアで独占的に展開する契約を締

結。

24日�ISAE（経済シンクタンク）、2003年の

実質GDP成長率見通しを従来予想の

1.2％から0.6％に下方修正。2004年に

ついても、2.2％から1.7％に引き下げ。

24日�STマイクロエレクトロニクス（仏伊

合弁の半導体）、４～６月期決算を発

表。純利益は前年同期と同じ7,900万

ドル。ユーロ高が利益を圧迫。

24日�兼松繊維、ロット・スポート・イタリ

ア（スポーツブランド）と日本での総

代理店契約を締結したと発表。契約期

間は2004年１月１日から３年間。

28日�テレコム・イタリア（通信最大手）、

１～６月期決算を発表。営業利益が39

億4,800万ユーロで前年同期比7.8％増。

売上高は148億1,800万ユーロで1.1％減

少。同社は海外資産の売却など経営の

合理化を進めている。

29日�ロイター通信、パレスチナ自治政府の

アッバス首相が８月25～26日、イタリ

アを訪問する見通しと報道。同首相の

EU加盟国訪問は初めてで、伊首相が

招待。

30日�フィアット（自動車）、９月に発売す

る戦略小型車の名称を「ジンゴ」から

「パンダ」に急きょ変更することを決

定。フランスのルノーが自社の小型車

「トゥインゴ」の名称に似ていて紛ら

わしいと強く抗議していたため。

31日�フィアット・グループ、４～６月期決

算を発表。最終赤字が2,700万ユーロ

で前年同期より20.6％減少。資産売却

や人員削減で赤字幅は縮小したが、１

～６月期の最終赤字は７億800万ユー

ロで前年同期を25.8％上回った。

31日�ピレリ（タイヤ・ケーブル製造）、１

～６月期決算を発表。営業利益が１億

1,800万ユーロで前年同期比27％増。

タイヤ部門の営業利益の同14％増が増

益に寄与。

31日�伊藤忠商事、スカヴィア（高級宝飾品）

と独占輸入販売契約を締結。2003年秋
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冬物から販売。初年度の売上高は５億

円、５年後に15億円を目指す。

４日�KLM航空、５月の旅客輸送実績は、

SARSの影響により香港、北京、上海

便が前年同月比10％減だった一方、中

東路線については回復しつつあると発

表。

６日�政府、全国に2,200ヵ所に設置されて

いるLPGスタンドのうち、火災事故な

どにより強化された安全基準を満たし

ていないとして200ヵ所を今後３年以

内に閉鎖する予定と発表。

23日�政府、防衛費を38億ユーロに抑える目

標を達成するため、軍在籍者７万人の

うち、既に決定された4,800人の削減

枠の拡大を検討中と発表。

27日�KLM航空、1985年以来運航を停止し

ていたバクダッド便を９月から18年ぶ

りに週４便運航する予定と発表。

＜7 月＞

７日�アホールド、米子会社を発端とした不

正会計問題をめぐり５日に蘭検察当局

の捜査が開始されたことを公表すると

ともに、捜査に協力するとの声明を発

表。

10日�イラク治安部隊に参加するため、300

人のオランダ軍部隊が出発。最終的に

は1,100人まで増員される見込み。

18日�ハイネケン、５月に発表したオースト

リアのビール醸造最大手BBAGの買収

計画について、欧州委員会からの承認

を得たと発表。

23日�欧州委、ＤＳＭによるスイスのロシュ

のビタミンおよび化学薬品部門の買収

を承認すると発表。

３日�ベルギー系のソルベイ製薬株式会社、

明治製菓株式会社と99年に発売した

SSRI（選択的セロトニン再取り込み

阻害薬）、マレイン酸フルボキサミン

が社会不安障害の効能があるとして、

5月29日に日本で追加申請を行ったと

発表。

20日�ベルギー系製薬会社のユーシービー

（UCB）ジャパン、アレルギー性疾患

治療薬を第一製薬と共同で、日本での

医薬品情報提供活動を７月１日より開

始すると発表。流通・販売業務につい

ては引続き第一製薬が行う。

24日�政府、被害者や加害者の国籍を問わず

人道的犯罪を国内で裁判できるとした

ベルギー人道法を、被害者や加害者を

ベルギー人に限定する改正法案の国会

提出を決定。イラク戦争で米国のフラ

ンクス中央軍司令官が提訴され、湾岸

戦争の指導者としてブッシュ元米大統

領やパウエル国務長官も訴えられてい

る。

＜7 月＞

12日�自由党、社会党による連立政権が正

式に発足し、フェルホフスタット首

相を再任。５月に実施された総選挙後、

約２ヵ月間にわたる与党連立交渉が合

意。

16日�欧州委、ベルギーのコーディネーショ

ン・センターに関し、優遇税制の適用

更新を2005年末まで認めるとする理事

会決定の取り消しを求め、欧州司法裁

判所への提訴を発表。
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KINGDOM OF THE NETHERLANDS

＜6 月＞

ベルギー
KINGDOM OF BELGIUM

＜6 月＞
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６日�中銀、主要政策金利のレポレートと公

定歩合をともに0.5ポイント引き下げ、

各2.15％、2.00％に。ECBの金利引き

下げ（0.5ポイント引き下げ2.00％に）

に追随。

10日�カールスバーグ・アジア、中国の大理

ビール社および雲南大理ビール社を買

収したと発表。

＜7 月＞

１日�カールスバーグ、ドイツ子会社ハネン

の生産工場（ノルトライン・ウェスト

ファーレン州）をドイツのビール醸造

会社・エッティンガーブラウハウスに

売却と発表。

２日�SAS航空、独ルフトハンザに続き、一

部ボーイング機へのインターネット・

ブロードバンドサービスの導入をコネ

クション社と契約したと発表。導入は

2004年２月から。

３日�格安航空大手のライアンエアー、2003

年３月期の決算を発表。乗客数は42%

増（1,574万人）、売上高は35%増（８

億4,250万ユーロ）、税引き後利益は

59%増（２億3,940万ユーロ）と欧州の

航空業界でも際立つ好業績。

10日�スカイマークエアラインズ、アイルラ

ンドのGEキャピタル・アビエーショ

ン・サービスとの間で新たにリース契

約（B767-300ER機１機）を締結と発

表。

＜7 月＞

４日�三井金属、乾電池材料である電解二酸

化マンガンの生産拠点として1973年に

設立した三井電満アイルランド（コー

ク市）の解散および清算を発表。世界

的な供給過剰による業績悪化が要因。

16日�人材派遣大手のパソナ、スペインの通

信大手、テレフォニカグループと設立

したコールセンター事業会社のアテン

トパソナ（東京・豊島）の完全子会社

化を発表。

26日�スペイン最大の携帯電話事業者テレフ

ォニカ・モビレス、ＮＴＴドコモの技

術供与を受け、iモードサービスを６

月26日開始。欧州でのiモード事業は、

ドイツ、オランダ、ベルギー、フラン

スに続いて５ヶ国目。

＜7 月＞

２日�日産、SUV、新型車２車種及び新型エ

ンジンのバルセロナ・ソナフランカ工

場での生産に向け、４億ユーロの投資

を発表。2005年の生産開始を計画。

２日�NEC、スペインの携帯電話最大手テレ

フォニカ・モビレス・エスパーニャ

（TME）向けにカメラ付き携帯電話

「Ｎ341ｉ」の出荷開始を発表。

３日�サントリー、スペインのスパークリン

グワイン世界最大手メーカー、フレシ

ネ社（カタルーニャ州）とフレシネブ

ランド製品の輸入総販売代理店契約締

結で合意。

15日�経済省のエネルギー・鉱業政策局、ユ

ーロ高による為替差益を還元し、ガス

料金の上限価格を平均3.4％値下げ。

産業用ガスで6.34％、家庭用ガスで

デンマーク
KINGDOM OF DENMARK

＜6 月＞

アイルランド
IRELAND

＜6 月＞

スペイン
SPAIN

＜6 月＞
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1.77％値下がりへ。

16日�住友電工、伊藤忠商事と共同で、家庭

の電源コンセントから高速でインター

ネット接続が可能な世界初の商用シス

テムを、スペイン最大手の電力会社エ

ンデサ（マドリード）から受注したと

報じられる。欧州で今後4年間に500億

円の売り上げを見込む模様。

２日�ポルトガルコルク協会、2002年のコル

クの輸出額は前年比0.6％減の８億

9,330万ユーロと発表。同協会による

と、ポルトガルにおけるコルクの生産

量は18万5,000トン、シェアは54％で世

界一。

３日�ポ ル ト ガ ル 自 動 車 販 売 業 者 協 会

（ACAP）、2003年５月の自動車販売台

数は２万2,750台で前年同月比31.6％減

と発表。2003年１～５月期の販売台数

は11万2,080台で、前年比24.0％減。

６日�コンスタンシオ中央銀行総裁、2003年

の実質GDP成長率は前年の0.4％を下

回るとの見通しを発表。

＜7 月＞

２日�ポ ル ト ガ ル 自 動 車 販 売 業 者 協 会

（ACAP）、2003年６月の自動車販売台

数は２万4,193台で前年同月比20.1％減

と発表。2003年上半期の販売台数は13

万6,281台で、前年比23.3％減。

15日�バローゾ首相、2004年から法人税率を

現行の30％から25％に引き下げる意向

を表明。

15日�三菱ふそうトラック・バス、2008年ま

でにトラマガル工場の生産能力を１万

5,000台から１万7,000台に引き上げる

と発表。投資額は46億円で、従業員は

300人から450人に増員。

22日�プラスチック成形最大手のシモール

ズ、今後３年間に6,000万ユーロをポ

ーランド工場に投資する計画を発表。

トヨタなど自動車メーカーに納入。

19日�EU首脳会議、テッサロニキで開幕。

イラク戦争で深まった米・EU間の溝

を埋めるため、大量破壊兵器の拡散防

止のための武力行使を容認するほか、

イランに核査察の受け入れを強く求め

るなど、米路線に沿った安全保障政策

を採択する方針。

20日�EU首脳会議、閉幕。議長総括で、イ

ンフラ整備や研究開発などを支援する

ための700億ドル規模の基金創設を柱

にした「欧州ニューディール計画」を

発表。民間設備投資や消費をテコ入れ

することで景気浮揚を目指す。

22日�ギリシャの特殊部隊、地中海東部の同

国沖でアフリカ東部インド洋のコモロ

船籍の貨物船を臨検、船内から680ト

ンの爆薬を発見、押収。

24日�ステファニス保健福祉相、ギリシャを

訪れた中国人男性がSARSの疑いで入

院していると発表。最終的な診断には

さらに約２週間かかる。

＜7 月＞

14日�キプロス議会、EU加盟条約を全会一

致で批准。

28日�NHKと日本民間放送連盟（民放連）

で組織するジャパン・コンソーシアム

（JC）、2004年８月に開催されるギリシ

ャ・アテネ夏季五輪の日本での放送権

を獲得することで、国際オリンピック

委員会（IOC）と最終合意。

ポルトガル
PORTUGUESE REPUBLIC

＜6 月＞

ギリシャ
HELLENIC REPUBLIC

＜6 月＞
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３日�オーストリア労働組合連盟、政府の年

金改革案に反対する大規模なストライ

キ決行。

11日�国民議会（下院）、年金改革法案を可

決。

28日�連立与党の自由党、ハウプト党首（副首

相）の2004年党大会までの留任を決定。

＜7 月＞

９日�独ヒポ・フェラインス銀行（HVB）

傘下のバンクオーストリア・クレディ

タンシュタルト（BA-CA）、ウィーン

証券取引所に株式上場。HVBは、BA-

CAの新規株式公開で資金調達。

16日�陶磁器メーカーのアウガルテン、裁判

所に破産申請。

17日�JALグループの商社、JALUX、ウィ

ーンに欧州で２店目の店舗を開設する

と発表。伊勢丹連結子会社の運営する

ウィーンの店舗を引き継ぎ、開店は９

月上旬を予定。

９日�ボルボ、中国重汽公司と合弁会社「済

南華沃トラック公司」設立契約を締結。

両社の折半出資で投資総額は6,000万

スウェーデン・クローナ。山東省済南

で2003年末、生産稼働予定。

11日�中銀、主要政策金利のレポレート0.5

ポイント引き下げ（→３％に）実施。

13日�北欧５ヵ国（スウェーデン、デンマー

ク、フィンランド、ノルウェー、アイ

スランド）、愛知万博に共同参加し、

北欧パビリオンを作ることを発表。

17日�中央統計局、スウェーデンのユーロ参

加の是非を問う世論調査結果を発表、

反対43.5％、賛成33.0％。

18日�ヘイケンステン中銀総裁、９月14日の

国民投票で同国のユーロ導入が決まれ

ば、導入までのERM2に基づくスウェ

ーデン・クローナの適正水準は１ユー

ロ当たり8.5～９クローナとし、固定

為替レートは１ユーロ当たり8.5～９

クローナが適正な水準と語った。

18日�エリクソン、サービス部門をIBMに売

却する覚書に署名。最終合意は2003年

第３四半期の見通し。人員の転籍も伴

う見込み。

＜7 月＞

９日�中銀、主要政策金利を0.25ポイント引

き下げ2.75％に。

24日�ダンスケ銀行（本社デンマーク）、ユ

ーロ参加の是非をめぐるスウェーデン

の世論調査結果を発表、賛成派43％

（前月45%）、反対派52%（同50%）で

反対派が増加。

２日�メッツォ（林産業）と住友重機械工業、

日本に合弁会社設立（資本金４億

5,000万円）発表。出資比率はメッツ

ォ65％：住友35％。

18日�ヤーテンマキ首相（中央党）、総選挙

前の不正外交機密入手（イラクゲー

ト･スキャンダル）による政局混乱の

責任をとって辞任。

24日�マッティ･バンハネン（中央党）新首

相就任。

＜7 月＞

４日�YIT（建設大手）、スイス・スウェー

オーストリア
REPUBLIC OF AUSTRIA

＜6 月＞

スウェーデン
KINGDOM OF SWEDEN

＜6 月＞

フィンランド
REPUBLIC OF FINLAND

＜６　月＞
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デンのABBから北欧・バルト三国・

ロシアにおける建設システム部門を買

収することで合意。

17日�ノキア、第２四半期売上高は70億1,900

万ユーロ（前年同期比1.2％増）で携

帯端末部門は引き続き好調ながら、ネ

ットワーク部門の不振で営業利益（８

億5,800万ユーロ）は、同31.9％減。

18日�YITの建設部門子会社、ドイツのヘン

ケル（洗剤大手）にマクロフレックス

社（接合剤製造）のフィンランド・エ

ストニアの生産部門を売却。

５日�連邦経済省経済事務局（SECO）、

2003年のGDPをゼロ成長とする景気予

測を発表。第1四半期は前年同期比

0.7％、前期比マイナス１％。輸出の

不振が最大の理由。内需は比較的堅調。

11日�食品流通大手ボン・アペティット、ド

イツ食品流通大手レーヴェに株式53％

を売却すると発表。

11日�クレディ・スイス（CS）グループ、

子会社のウィンタートゥール保険傘下

のチャーチル保険を英ロイヤル・バン

ク・オブ・スコットランド（本社エジ

ンバラ）に11億ポンドで売却したと発

表。

17日�連邦移民局、2003年４月時点の外国人

居住者数が前年同期から２万7,206人

多い145万6,780人と発表。国籍別で見

ると、最も多いのはイタリア人で30万

人、次にセルビア・モンテネグロ人20

万人弱。

17日�スイス国立銀行（SNBスイス中銀）、

スイス銀行が保管しているイラク資産

総額を修正。今回発表された金額は、

３億8,600万スイスフラン。

19日�ケーブルテレビと情報産業の大手ケー

ブルコム、投資会社のアポロ、ソロス、

ゴールドマンサックスの３社から融資

を受け、再建を目指すと発表。

�技能五輪、ザンクト・ガレンで開幕。

37カ国から特殊技能専門家が参加。日

本からは34人が参加。

24日�スイス航空、再び事業再編計画を発表。

34便の運航を中止し、3,000人の人員

削減。

＜7 月＞

１日�スイス・ポスト、2004年１月１日から

の郵便料金引き上げを決定。スイス・

ポストは2002年に初めて1,400万スイ

ス・フランの赤字を計上した。値上げ

は96年以来８年ぶり。

５日�スイス･ポスト、2004年から速達郵便

部門を株式会社として独立させ、民間

化する案を発表。株式は外国資本にも

開放する計画。

８日�スイスのパン製造３位のヒルスラン

ト、資本の22%をアイルランドの食品

会社のIAWSに譲渡。

９日�スイス、京都議定書を批准。111カ国

目。

17日�スイス･インターナショナルエアライ

ンズ、客室乗員組合と935人の人員削

減で合意。

18日�製薬大手ロシュ、田辺製薬と感染症製

剤の販売契約締結。

23日�スイス政府、内戦が続くリベリアのテ

ーラー大統領の資産（200万スイス・

フラン）凍結を発表。

21日�連邦統計局、2001年のスイス国民の平

均月収は、前年より1.2％増の8,797ス

イス・フランと発表。月収には預金利

子、配当、年金などが含まれる。

25日�製薬大手ロシュ、米国の診断薬製造ア

イゲンを14億ドルで買収。

スイス
SWISS CONFEDERATION

＜6 月＞
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６日�アナン国連事務総長、日本の大島賢

三・人道問題担当事務次長兼人道援助

調整官の後任としてヤン・エーゲラ

ン・ノルウェー赤十字社事務局長（外

務政務次官90～97年）を任命すると発

表。

11日�与野党、幼稚園の増設と2004年５月か

らの幼稚園保育料の引き下げに同意。

13日�NATO国防相会議、欧州地域の訓練･

企画･研究のための新施設をスタバン

ゲル近郊ヤータに設立することを決

定。

20日�ノルウェー統計局、2002年のノルウェ

ーの兵器輸出額が14億ノルウェー・ク

ローネに上ったと発表。

27日�ＮＲＫ（ラジオノルウェー）および

「アフテンポステン紙」による世論調

査によれば、EU加盟に対し、賛成

56％、反対35％となった。

＜7 月＞

１日�オスロ市およびアーケシュフース県、

１日より、電気自動車のバスレーン通

行を許可。

４日�ノルウェー統計局、６月の失業率が

3.9％に上昇したことを発表。

４日�ボンネビーク首相、ブラジルを訪問。

８日�ノルウェー、国連開発計画が発表した

2003年版｢人間開発報告書｣の人間開発

指数において３年連続トップ。

16日�イスラエルのシャロン首相、ノルウェ

ーを訪問。

ノルウェー
KINGDOM OF NORWAY

＜6 月＞
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８日�政府、EU加盟を問う国民投票を７～

８日に実施。投票率58.85％、賛成

77.45％で加盟を承認。

11日�コウォトコ副首相兼財務相、辞任。後

任にはベルカ元財務相時代に副財務相

を務めたラチュコ氏が就任。

13日�下院、ミレル内閣の信任投票を実施。

信任236票、不信任213票で信任。

16日�軸受け用鋼球大手のツバキ・ナカシ

マ、ポーランドでの増産計画を発表。

同社は今年２月にポーランドの鋼球メ

ーカーZETを買収（本誌５月号参照）。

17日�政府、来年度の法人税を現行の27％か

ら19％に引き下げることを決定。今後、

議会で審議。

24日�世界銀行、ポーランドの炭鉱部門改革

のため、３度目の貸し付けを行う見込

み。融資総額は５億ドルになる模様。

2003年末までの貸付額は２億ドルに上

るが、改革の遂行には2006年までに約

20億ズロチが必要とみられる。

これまでの炭鉱部門改革の結果、24

の炭鉱が閉鎖となり、石炭採掘量は年

間2,600万トン縮小、雇用者数も約10

万人削減。しかし、生産量･雇用数の

さらなる縮小が必要とされている。

25日�政府、2004年の所得税率を19、30、

40％に据え置くことを決定。

�金融政策評議会、主要政策金利を0.25％

引き下げ。短期市場金利は5.25％、ロ

ンバード・レートは6.75％、再割引手

形金利は5.75％に。

26日�タニスキ農相、辞任。SLD（民主左翼連

合）の支持を得られなかったことが理由。

27日�「農業近代化と再構築エージェンシー」

のミレル局長、辞任。欧州委員会は、

IACS（統合管理コントロールシステ

ム）の導入時期の遅れを懸念。IACS

は、農家へのEU補助金支払いの算定

ベースとなる。

30日�SLD、29～30日に党大会を開催。ミレ

ル首相を党首に再選。

＜7 月＞

２日�ミレル首相、新農相にSLDのオレイニ

チャク氏を任命。29歳で、大臣として

は戦後最年少。

６日�ポル副首相兼インフラ相、ポーランド

のインフラ整備に2006年以降、EU基

金から約15億ユーロが支給されること

を発表。同相によれば、欧州委員会は

６月に新規加盟国のインフラ整備プロ

ジェクトの中から最優先プロジェクト

として18の案件を選出。うち、２つは

ポーランドの高速道路建設と、南北を

結ぶ鉄道（グダニスク－ジリナ間）の

建設。総建設費用は70～80億ユーロ。

うち、20％がEU基金から支払われる。

正式な決定は10月の予定。

９日�共和国新聞、イラクに派遣されている

ポーランドの治安維持部隊についての

世論調査結果を発表。90％以上がポー

ランド兵の犠牲者が出ると考えてい

る。また、58％が、ポーランド兵に犠

牲者が出た場合、ポーランド軍はイラ

クを撤退すべきと回答。

10日�ING銀行（蘭）、ポーランドに国際デ

ータ管理センターの設立を検討。ING

中・東欧

ポーランド
REPUBLIC OF POLAND

＜6 月＞
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はポーランドの子会社INGシロンスク

銀行のデータ管理だけでなく、中･東

欧のING系保険会社のデータも管理す

る予定。データを１カ所に集積するこ

とでコスト削減を狙う。ポーランドが

候補に選ばれたのは、教育水準の高さ、

コストの安さ、そして法的にもビジネ

ス面でも条件が揃っていることが理由。

11日�下院、再びバイオ燃料法案を可決。賛

成は301票、反対89票、棄権28票。下

院が最初に可決した法案に対しては、

2003年１月に大統領が拒否権を行使し

ている。今回の可決により、2003年10

月１日から国内で販売されるガソリン

には3.5％のバイオ燃料（エタノール）

使用が義務付けられる。また、2004年

１月１日から含有率は４％となる。軽

油への適用は2006年以降となる見込み。

14日�政府、2004年から所得税率を一律18％と

する法案を却下。現行は19、30、40％

の累計課税である。同法案を導入でき

るだけの財政的余裕がないことが理由。

15日�国有財産省、ロッチエナジーとPKNオ

ルレンへの国営グダニスク石油精製所

（６月Lotosに改名）の株式75％の売却

を中止。

22日�政府、2004年予算案の財政赤字額を

331億ズロチから455億ズロチに修正。

歳入は1,590億ズロチから1,527億ズロ

チに、歳出は2,159億ズロチから1,982

億ズロチにそれぞれ修正。GDP成長率

も５％から4.5～5％に修正。

23日�フィアット、ポーランドでの雇用拡大

を計画。同社は他国では大量解雇を予

定しているが、ポーランドでは2003年

中に約500人を雇用する予定。ティヒ

ィ市の工場で新型パンダの生産を開始

する。2003年は７万台を生産する予定。

2004年は総生産台数25万台のうち、パ

ンダを約20万台生産する予定。

29日�日産ポーランド、テラノの新モデルを

発表。同社は2006年のポーランドの新

車販売台数を50万台と見込んでおり、

日産はその3.5％に相当する１万7,500

台の販売を目指す。このうち2,000台

はジープで、ポーランドのジープ販売

市場シェア20％獲得を目標。

31日�国有財産省、2003年上半期の民営化収

入は14億6,000万ズロチと発表。予算

案では年間民営化収入として74億ズロ

チを見込んでいる。

２日�チェコ外国投資庁によると、自動車部

品メーカーのフタバ産業が、南ボヘミ

アのハブリーチクーフ・ブロド市に、

マフラーなど排気系部品を中心とした

プレス・溶接部品製造工場を設立す

る。投資額は17億1,000万コルナ、生

産開始は2005年初予定。

３日�クラウス大統領、トゥブルジーク国防

相の辞表を承認。

�統計局、2003年第１四半期における平

均賃金は前年同期比7.4％増の15,407コ

ルナと発表。96年以降最大の賃金上昇

率。

４日�チェコ外国投資庁によると、オイレス

工業株式会社が、北ボヘミアのカダニ

ュ工業団地にガスケット、金属系・樹

脂系無給油ベアリング製造工場を設立

する。投資額は600～700万ユーロ、

2004年10月に操を開始し、従業員数は

50人の見込み。

９日�クラウス大統領、新国防相にミロスラ

フ・コステルカ前国防次官を任命。

14日�EU加盟の是非を問う国民投票の結果、

加盟賛成77.33％、反対22.67％で加盟

を承認。投票率は55.21％。

チェコ
CZECH REPUBLIC

＜6 月＞
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25日�中銀、内外における低インフレ率、デ

フレ対策として主要金利をすべて

0.25％引下げることを決定。これによ

りレポ・レートは史上最低の2.25％と

なり、公定歩合、ロンバート・レート

もそれぞれ1.25％、3.25％に引下げ。

�チェコ経済新聞の報道によると、国内

には現在、18ホールのゴルフ場が10カ

所、９ホールが29カ所、ゴルフ・クラ

ブは71あり、さらに2003年中に18ホー

ルのゴルフ場がスラフコフ（南モラビ

ア）、フルボカー（南ボヘミア）にオ

ープンする予定。

26日�上院、付加価値税改正案を可決。2004

年１月１日より、サービス・商品約50

項目につき、VATを現行の５％から

22％に移行させることを定めたもの。

これにより向こう３年間の税収が460

億コルナ増加する見込み。

27日�不二越、中央ボヘミアのロウニ市に、

カーエアコン軸受および等速ジョイン

ト用ローラー軸受製造工場の設立を決

定したと発表。同社は2003年10月に、

全額出資のチェコ法人NACHI Czech

s.r.o.を設立、2004年７月工場完成、

2005年末から量産開始を目指してい

る。投資額は約20億円、従業員は当初

30人の予定。

29日�中央車両登録局によると、2002年におけ

る車１台あたりの住民の割合は、2.79人

で、前年比0.11ポイント減。最小はプ

ラハで2.07人（前年比0.05ポイント減）。

30日�内閣、財政改革案のなかの社会福祉分

野部分を承認。主な承認事項は、①病

気欠勤補助金は、欠勤開始後3日間は

139コルナ、以後386コルナとし、16日

目以後現在支給額と同じ419コルナ。

②定年を男女とも63歳まで段階的に引

上げ、③不動産譲渡を5％から3％に引

下げなど。

＜7 月＞

７日�政府、財政改革案の一環として法人税

改正案を可決。現行31％から2005年

26％、2006年24％に引き下げ。

９日�ノート型パソコンOEM生産台数で世

界一の台湾の広達電脳（クアンタ・コン

ピューター）、プラハ近郊のルドナーに生

産拠点およびサービス・センターの設

立を発表。チェコ外国投資庁によると、

400人以上の新規雇用が見込まれている。

10日�自動車輸入連盟、2003年上半期の乗用

車（新車）販売台数は前年同期比0.9％

増の76,821台と発表。メーカー別では、

国産シュコダが同７％減の36,640台で

トップ。以下、ルノーが13％減の

4,579台、プジョーが0.5％減の4,400台、

フォルクスワーゲンが９％増の4,213

台、オペルが17％増の3,546台。

16日�シュピドラ首相、公式訪問中の米国で

ブッシュ大統領と会談。会談後の記者

会見で同大統領は、「イラク復興に関

わっている米国企業に対して、チェコ

企業からのオファーを真剣に考慮する

よう呼びかける」と述べた。

�シュクロマフ労働・社会問題相による

と、高い技能を持つ外国人労働者を受

け入れる国家プログラムが、2007年よ

り開始される予定。まず、試験的プロ

グラムとして、ブルガリア、クロアチ

ア、カザフスタンの国民を対象に実施。

16日�クラウス大統領、パリで開催された

OECD首脳会議で、ユーロ導入を批判

する発言。同大統領は、ユーロ導入は

欧州経済の停滞要因の一つと述べた

が、これに対してEU加盟国代表は、

統合通貨は現実的なプロジェクトであ

り、現にユーロはドルより強い通貨と

なっていると反論。

31日�中銀、6月に続いて再び主要金利の0.25％

引き下げを決定。これによりレポ・レ
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ートは中・東欧地域で最低の2.0％。

４日�中央銀行、フォリントの対ユーロレー

ト基準値を2.26％切り下げて、１ユー

ロ＝282.36フォリントに。

�財務省、2003年予算の760億フォリン

トの歳出削減計画を発表。

６日�財務省、2003年の実質GDP成長率を

3.5％と予測。

９日�ラースロー財務相、フォリントの対ユー

ロレートの基準値変更は、2007～8年

のユーロ導入を見据えての措置と発表。

11日�中央銀行、公定歩合を１ポイント切り

上げて6.5％から7.5％にすると発表。

６月４日に実施したフォリントのレー

ト基準値の切り下げが急激なフォリン

ト安を招き、１ユーロ＝261.5～263フォ

リントで推移しているため。１ユーロ＝

250～260フォリントへの誘導を図る。

17日�財務省、１～５月期の財政赤字は4,087

億フォリントで、通年予測赤字額の

49.1％に達していると発表。

20日�中央銀行、公定歩合を２ポイント切り

上げて、9.5％にすると発表。

23日�中央統計局、１～４月期の実質賃金上

昇率は前年同期比13.5％増加と発表。

賃金上昇率（グロス）は、民間部門が

９％、公共部門は25.9％。

26日�中央統計局、４月の小売売上高は前年

同月比10％増と発表。服飾関連の売上

高が16.5％と大幅増。

＜7 月＞

１日�ルノー、ジュールの工業団地に１万

5,000㎡の自動車部品の地域配送セン

ターを設立すると発表。

２日�チェハック健康相とネーメット農相、

ハンガリー食品安全事務所の設立を発

表。EUが新規加盟予定国で初めて設

立する食品安全に関する施設。

11日�民間調査会社コピント・ダトルグ、

2003年の実質GDP成長率見通しを

3.7％から3.2％に下方修正。

14日�ロバートボッシュ、300億フォリントを

投資してミシュコルツ（ハンガリー東部）

に欧州開発センターを設立すると発

表。1,500人を雇用し、１年後に自動車用

電気部品の製造を始めるとしている。

15日�チラグ経済・運輸相、今後２～３年間

で、VATを25％からEU平均の20～

22％に引き下げることを検討している

と発表。

�在ハンガリー・ドイツ商工会議所、法

制度の整備と経済安定性を改善し、イ

ンフラと実務訓練を進めるべきだとの

報告書を政府に対し提出。ドイツ系企

業142社が回答し、最も多い不満は生産

性の低さ（37.8％）、政府の問題（34.5％）、

労働者の技術レベルの低さ（28.3％）。

�マジャールスズキ、2003年上半期の新

車販売台数が２万2,068台で前年同期

比32％増と発表。

�ハンガリー自動車輸入組合、2003年上

半期の新車販売台数を10万1,644台で

前年同期比24.7％増と発表。シェアは、

スズキ（21.7％）、オペル（12.5％）、

ルノー（9.1％）の順。

16日�財務省、2003年上半期の財政赤字は

6,010億フォリントで、2003年の目標額

の72％に達したと発表。

17日�アウデイハンガリア、２億5000万ユー

ロを投資し、エンジン用接続ロッド生

産拠点を年内に建設すると発表。

�メッジェシ内閣、ＥＵ加盟後可能な限

り早期にERM２に参加し、2008年に

ユーロを導入する方針を決定。

18日�エレクトロラックス、6,500万ユーロ

ハンガリー
REPUBLIC OF HUNGARY

＜6 月＞
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を投資しニレジハーザ（ハンガリー東

部）に冷蔵庫の製造工場を設立すると

発表。年間56万台を製造する予定。

�住友電装と住友電気、500万ユーロを

投資しキッシュベル（ハンガリー中部）

に自動車用ワイヤーハーネス材料であ

るハロゲンフリー電線の生産拠点を設立

すると発表。2004年10月から生産開始。

21日�中央統計局、１～５月の実質賃金上昇

率は13.2％、グロスでは14.3％の上昇

と発表。ラースロー財務相は、2004年の

賃金上昇率（グロス）は９～10％と予測。

30日�民間調査会社クレデトレフォーム、

2002年のハンガリー企業の売上高ラン

キングを発表。１位はMOL（エネルギ

ー）、２位はアウデイ（自動車）、３位

はフィリップス（家電）、４位はマタブ

（航空）、５位はフレクトロニクス（電気）。

10日�国際原子力機関（IAEA）によると、

2002年における総発電量に占める原子

力の割合は55%で、世界で４番目に高

い水準。リトアニアが１位で80.1%、

以下仏78%、ベルギー57.3%。

11日�VWスロバキア、2004年に生産台数を

20%増の34～35万台とする計画。2005

年にはさらに増やす計画。2005年には

アウディ･スポーツカーの組み立てを

行う。

23日�５月の月間失業率、過去４年間で初め

て15%を割り、前月比0.6ポイント減の

14.8%に。ブラチスラバでの失業率が

最も低く3.6%、一方、最も高いのはコ

シチェ（Kosice）地方の22%。

26日�６月から導入された医療保障制度改革

（医者にかかる都度、また処方箋１枚

発行の都度、患者に金銭負担が生じる）

の結果、処方箋は30%減、薬の量で10

～15%減少。厚生相は、薬の過剰消費

を無くす目的は達成したとコメント。

27日�議会、VAT修正法案可決。現在２つ

あるVAT税率を2004年１月１日から

19%に一本化。財務相は141億SKKの

増収を見込む。議会はさらに消費税増

税も可決。８月から燃料、ビール、タ

バコが増税に。

＜7 月＞

２日�VWスロバキア、2002年において輸出

が輸入を330億SKK上回ったと発表。

2003年１～５月期では既に、輸出が輸

入を230億SKK上回っている。同社

CEOウアリク氏、「今年は需要が非常

に高く、工場が（休日を理由に）稼動

しない日はないだろう」とコメント。

３日�スロバキア電力（SE）、電力不足が深

刻な欧州への電力輸出で、2002年に16

億SKKの利益。夏場に通常１メガワッ

ト当たり21～24ユーロのところ、６月末

には隣国ドイツへ50～60ユーロで輸出。

４日�政府、道路交通法改正案を可決。オー

トバイの高速道での制限速度が、現在

の時速90キロから130キロに。さらに

11月15日から３月15日まで冬タイヤ装

着を義務付け。

７日�松下電子部品スロバキア、2002年の売

上高は前年比11億8,700万SKK増の20

億SKKと発表。

７日�サムソン電子部品スロバキア、韓国企

業として初めて生産拠点を設立。モニ

ターとスクリーンを生産し、1,100人

を雇用。

15日�富士通、スロバキア最大のIT販売網を

持つBGS販売と販売契約締結。

16日�欧州委、ラトビアとスロバキアのEU

加盟準備が最も遅れていると指摘。

16日�政府、10月から現行5,570SKKの最低

スロバキア
SLOVAK REPUBLIC

＜6 月＞
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賃金を9.2%引き上げて6,080SKKとす

ると決定。

22日�VWスロバキア、2003年上半期の売上

高は、前年同期比53%増の754億SKK。

30日�運輸相、高速道路利用料金を2004年から

25%の値上げを示唆。実現すると乗用車

で現行の年間600SKKから750SKKに。

３日�EU統合省、自動車排出ガス基準

EURO４導入をEU加盟時までに延期。

当初の導入予定は2005年。

６日�首相、ウルディチェニ渓谷への国境検

問所新設について、ハンガリー首相と

会談。また、ブカレスト・ブラショ

フ・タルゴミュール・クルージュナポ

カ・オラデア・ボール・ブダペスト間

高速道路計画に必要な資金獲得のた

め、EUに働きかけることを決定。

６日�財務相、ディーゼルオイル物品税を１

トンあたり187ユーロから221ユーロに

値上げを発表。７月１日より実施予定。

８日�タロム航空、毎週火曜日にブカレス

ト・ニューヨーク間直行便を週１便増

便。現在の直行便は水曜日と日曜日の

週２便。往復で499ドル。

９日�大統領、ブカレストのルーマニア・ロ

シアビジネスセンターの開所式に出席。

10日�財務省、経済主体の25％が2002年の第

１四半期の会計帳簿を提出せず、うち

24％が年間の財務諸表を法定期限まで

に提出していないと発表。罰金は１万

7,600件、総額602億レイ。2002年末で

経済主体は62万5,000。４月15日が会計

帳簿の提出期限だった。

10日�マイクロソフト（米）、ルーマニアのコ

ンピューターウイルス対策ソフト会社

GeCADソフトウエア（本社ブカレスト）

を買収することで最終合意したと発表。

13日�ダチア社、７兆5,690億レイ（２億ユ

ーロ）増資決定。

17日�ウクライナ政府との間に､国境に関す

る協定成立。国境線のコントロール､

定期チェック､国境線変更の可能性、

緊急時の医療援助などについて規定。

19日�議会、イラクの安定化と再生のための

派兵を全会一致で可決。678人派兵､英

国の率いる多国籍軍のイタリア部隊に

編入｡

19日�両議院の合同会議、新内閣（第二次ナ

スターセ内閣）を賛成267票、反対７

票で承認｡

19日�SAPARD無償援助プロジェクトによ

り輸入された物品に対し､VAT免税措

置が取られることが決定｡

21日�経済・通商相、ペトロム（Petrom）

社の民営化に関し、世銀､IMF､EBRD

に相談する意思を表明。株式の30～

40％売却案も浮上｡

25日�国立通信規制局（National Communi-

cation Regulatory Authority）、1,192

企業に電子通信サービス供給割当許

可。申込は1,378件。

27日�タロム社、A318ジェット４機購入を

１億5,200万ドルでエアバス社と契約。

30日�ペトロム（Petrom）社、ガソリン基

準価格を１リットルあたり400レイ引

き上げ。

＜7 月＞

７日�ジョアナ外相､ノルウェーのデフォル

ド防衛相と会談。2004年のNATO加盟

にむけた助言を要請｡

７日�オトペニ国際空港公社､空港改修のた

め153万ユーロを英国HSBC銀行より

借入の見込み｡２年の無利子期間を含

む８年返済｡

８日�ペトロム（Petrom）社、１～５月期

ルーマニア
ROMANIA

＜6 月＞
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の業績は前年同期とほぼ同じ売上を達

成し、総利益は9,210万レイ｡

９日�国際金融公社､ペトロム社民営化後に

長期貸し付けを行い､操業資金の援助

にあたる意向を表明｡

10日�アロー・クンプルング（Aro Camplung）

社、民営化のため再度売り出しを発表。

同社株式の68.7％が売却される予定｡

11日�欧州委員会、ルーマニアに対する2003

年のPHARE援助額を2億6,550万ユー

ロに決定｡

13日�新規設立された人民活動党、党首にコ

ンスタンチィネスク元大統領を選出｡

同党にはゾエ･ペトレ氏、デチェバ

ル・トラヤン・レメシュ氏ら他党の元

党首らも参加｡

16日�イリエスク大統領、任期終了後に社会

民主党に戻る可能性があることを示唆｡

16日�外国投資促進庁、新しくビジネスを始

める外国企業に対し、10万ユーロ以上

の資金があることを示す銀行残高証明

の提出を義務付け｡

18日�マルコグループ（Marco group）、

2008年までにアルミニウム製造業アル

ロ・スラティナ（Alro Slatina）社とア

ルプロム・スラティナ（Alprom Slatina）

社に3,000万ドルの投資を発表｡

20日�ジェオアナ外相、パラシオ･スペイン

外相と会談、2007年EU加盟への支持

を取り付け｡

20日�タナセスク財務相、欧州復興銀行と国

際金融公社が、商業銀行（BCR）民営

化に当たり株式25%購入の見込みと発

表。

21日�上半期の財政赤字、GDPの0.8％。社

会保険費の部門で特に深刻な赤字。

22日�ガラツィ･シデックス（Sidex）社（鉄

鋼業）株主のLMNホールディングス

（LNM Holdings）、2,000万ドルをコ

ークス炉改修に投資したと発表｡

22日�エレクトリカ（Electrica）社、国内主

要銀行に２億ユーロの融資を要請｡

23日�エレクトリカ（Electrica）社、上半期

に６発電所改修に2,300万ドル投資し

たことを発表｡

25日�コヴァスナ県、スフント･ギョルゲ市

の新工業団地設立を許可。2004年開設

予定｡

25日�経済通商相、２億ユーロを投入し2007

年までに全町村で電力供給を行うと宣

言｡

26日�米議会、2004年度予算でルーマニアに

対し2,800万ドルの経済援助を可決｡

26日�政府、電力公社ヒドロエレクトリカ

（Hidroelectrica）社とテルモエレクト

リカ（Termoelectrica）社を部分的民

営化する方針発表｡

28日�政府、上半期の民営化で売却された株

式総額は１億4,310万ユーロと発表。

民営化開始から売却された株式総額の

52％は、2001年から2003年上半期まで

に売却されたもの。

２日�EU加盟交渉において、「運輸」分野で

の交渉を終了。

９日�世銀、租税徴収の効率化を目的とした、

「国家歳入機関」設立に対する3,190万

ユーロの融資を承認。総額6,300万ユ

ーロの費用に対し、経済効果は10億ユ

ーロと試算されている。

10日�国家農業基金、2003年１～５月に、前

年1年分に相当する231プロジェクトが

SAPARDの支援対象に承認されたと

発表。

23日�国内第３のテレビ放映権に対し、チェ

コのノヴァ･ホールディング、ギリシ

アのノヴァTV、スウェーデンのTV２

ブルガリア
REPUBLIC OF BULGARIA

＜6 月＞
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の３社が取得権を申請。落札者は２ヵ

月後に発表。

25日�コズロデュイ原発5号機、運転15周年

を迎える。15年間の発電量は640億

kWh、設備稼働率は51％、過去７年間

トラブルなしの運転。

30日�EU加盟交渉において、「環境」分野の

交渉を終了。これで25分野での交渉が

終了。

＜7 月＞

１日�エネルギー省、７つの電力供給会社の

民営化における入札資格として、資本

金10億ユーロ以上、年間販売電力実績

が80億kWh規模以上の投資家に限ると

いう方針を発表。

10日�ヨーグルトメーカーLB Bulgaricum、

韓国のバイタルフードとブルガリア原

産ヨーグルトの製造に関わるライセン

ス契約を締結。すでに、日本の明治乳

業を始め25社に製造ライセンスを付与。

11日�民営化庁、2003年上半期における民営

化件数を発表。過半数持ち株の売却を

対象とした成立案件は31件で目標達成

率は22％、少数持ち株の売却件数は53

件で同６％。

14日�ディクメ農相、ブドウ栽培･ワイン製

造促進のための国家戦略を発表。国家

基金を設立してブルガリアワインのマ

ーケティングに努めるほか、今後５年

間で約5,000ヘクタールの新規作付け

を進める。

�経済省、2003年度上半期にブルガリア

を訪れた外国人観光客は123万4,960人

で前年同期比9.6％増、SARSやイラク

戦争の影響はないと発表。

15日�財務省、５月末時点における国の財政

準備金（FiscalReserve）残高を42億

9,200万レバでと発表。IMFとの間で

合意した2003年の最低準備義務額であ

る25億4,000万レバを大きく上回って

いる。

17日�国会、６人の閣僚人事に絡む内閣改造

と省庁組織変更案を賛成多数で可決。

18日�EBRD、ブルガリアに対する支援戦略

を発表。重点分野として投資環境の整

備、中小企業の支援、インフラ開発、

金融システム、が挙げられている。

�欧州委、ブルガリアを含む５カ国が関

与するカスピ海天然ガスパイプライン

のフィージビリティスタディに最高

200万ユーロを支出することを決定。

22日�ブルガリア社会党のブラゴヴェスト･

センドフ国会副議長を駐日大使とする

人事発表。新大使は10月に着任予定。

27日�ブルガリア省エネ庁、省エネ基金を

2004年に1,700万ドルの規模で立ち上

げ、2005年よりプロジェクト融資を開

始すると発表。うち1,000万ドルは、

世銀の地球環境基金から出資。

28日�ブルガリア･テレコムの65％持ち分売

却について民営化庁、最高行政裁判所

の判決に基づき、ビバ・ベンチャーズ

（墺）に売却することを決定。

３日�大手家電メーカーのゴレニエ、グルー

プの純利益を2006年までに２倍の3,500

万ユーロにするとの計画を発表。同社

は2003年第１四半期の売上高も前年同

期比10％増と好調。

４日�５月の新車販売台数は、5,665台で前

年同月比17.9％増。シェアのトップは、

ルノー。これにフォルクスワーゲン、

プジョーが続く。

10日�スロベニア中央銀行、欧州中央銀行

（ECB）の金利の引き下げ決定を受け、

ロンバードレート（債券担保貸付金利）

スロベニア
REPUBLIC OF SLOVENIA

＜6 月＞



を９%から8.25％に引き下げ。

�政府、現行のVAT制度をEU基準にあ

わせるための改正案について可決。新

制度では、法人納税者は３カ月ごとに

EU加盟国内での商品購入実績を報告

しなければならない。

12日�ベルギーの金融グループKBC傘下のノ

バ・リュブリャナ銀行（NLB）、KBC

グループと合同で保険会社NLB Vita

を設立。

�ローカルビジネス誌（Vestnik）がまと

めた2002年の純利益トップ300社で、

エネルギー関連の持株会社HSEが１位と

なった。２位が薬品メーカーのレク（Lek）、

化学メーカーのクルカ（Krka）が３位。

＜7 月＞

１日�ペトリン経済相、2010年までにEU平

均の経済水準に達するため、少なくと

も年率4.5％の経済成長が必要との見解。

15日�競争促進庁、国内最大のビール製造会

社ラスコによるユニオン社（国内第２

位）買収について、認める判断を示す。

17日�カーシートメーカーのプリベント、

2003年末までにBMWの５シリーズ向

け皮製カーシートを70万ユーロ生産す

る見込み。

18日�ロップ首相とガスパリ中央銀行総裁、

EU加盟の４年後となる2008年にユー

ロに加盟するとの見通しを発表。2005

年第１四半期までにERM2参加目標を

設定。

１日�アルバニアとのFTAが発効。両国間

の投資推進などが目的。

４日�オーストリアの携帯電話会社モビルコム、

クロアチアの携帯電話会社VIP-Netの

取得株式を現在の80％から99％に増や

すと発表。買収額は5,930万ユーロ。

５日�復興開発銀行（HBOR）、輸出業およ

び投資会社に対する貸付金利を最大

１％引き下げると発表。

12日�オーストリア系の不動産会社イモレン

ト、ザグレブに総面積8,180㎡のビジ

ネスセンターの設立を発表。投資額は

約1,600万ユーロ、2004年12月オープン

予定。

13日�在ザグレブの米国大使館が移転。

19日�フランスとの間で、二重関税の回避、

中小企業間の協力、クロアチア復興開

発銀行（HBOR）とフランス輸出保険

庁（COFACE）との協力の３つの経

済協力について合意。

25日�ザグレブとリエカを結ぶ高速道路のう

ち、途中のクパヤックからルボフスコ

までの17.7kmが開通。

＜7 月＞

９日�世銀、リエカ港の設備近代化およびそ

の近郊におけるインフラ整備のため、

クロアチアに対し１億5,650万ドルの

融資を発表。

11日�政府、ザグレブ～マセリ間の高速道路

建設に関する契約にドイツの建設業バ

ルターバウと合意。

15日�政府、第３世代GSM携帯電話の事業免

許枠割り当てを９月までに行うと発表。

�ラーチャン首相、ザグレブ～南部ドゥ

ブロクニクまでの高速道路建設につい

て、2008年までに完成すると述べた。

21日�南部ドゥブロクニク市、ドイツのヤコ

ブ・ベッカー社と廃棄物処理に関する

契約を締結。

30日�政府、内戦で破壊された公共インフラ

の再建を目的とした欧州投資銀行

（EIB）による5,000万ユーロの融資に

署名。
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統計資料

英　　国� フランス� ド イ ツ � イタリア� スペイン�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 2. 9 2. 6 4. 5 3. 4 0. 7 11. 9 2. 0 1. 0 11. 1 1. 5 2. 0 11. 8 4. 3 1. 8 18. 7�
 2. 4 2. 3 4. 2 3. 2 0. 5 11. 2 2. 0 0. 6 10. 5 1. 4 1. 7 11. 4 4. 2 2. 3 15. 7�
 3. 1 2. 1 3. 6 4. 2 1. 7 9. 6 2. 9 1. 4 9. 7 2. 9 2. 5 10. 6 4. 2 3. 4 13. 9�
 2. 1 2. 1 3. 2 1. 8 1. 7 8. 8 0. 6 2. 0 9. 4 1. 8 2. 7 9. 5 2. 7 3. 6 10. 5�
 1. 8 2. 2 3. 1 1. 2 1. 9 － 0. 2 1. 4 9. 8 0. 4 2. 5 9. 0 2. 0 3. 5 11. 4�
 2. 2 1. 9 5. 1 1. 1 1. 9 9. 2 0. 4 1. 3 8. 9 1. 3 2. 4 9. 1 2. 0 3. 2 11. 6�
 1. 4 2. 4 3. 1 *0. 7 － － △1. 2 － － 0. 0 2. 4 9. 2 2. 0 3. 1 11. 5�
 1. 8 1. 9 3. 1 *0. 5 － － 0. 4 － － 0. 2 2. 2 9. 2 2. 0 3. 5 11. 1�
 2. 3 2. 0 3. 1 *0. 3 － － 1. 0 － － 0. 4 2. 4 8. 7 1. 8 3. 5 11. 4�
 2. 3 2. 6 3. 1 *△0. 1 － － 0. 5 － － 0. 9 2. 7 8. 9 2. 1 4. 0 11. 5�
 2. 1 2. 9 3. 1 *0. 3 － － 0. 5 － － 0. 8 2. 7 9. 1 2. 1 3. 7 11. 7�
 1. 8 － － － － － － － － － 2. 7 8. 9 － 2. 8 11. 1�
 － 1. 5 3. 1 － 1. 4 9. 0 － 1. 0 9. 5 － 2. 2 － － 3. 4 －�
 － 2. 0 3. 1 － 1. 6 9. 0 － 1. 2 9. 7 － 2. 2 － － 3. 4 －�
 － 1. 9 3. 1 － 1. 8 9. 0 － 1. 2 9. 6 － 2. 4 － － 3. 6 －�
 － 2. 1 3. 1 － 1. 8 9. 0 － 1. 1 9. 5 － 2. 6 － － 3. 5 －�
 － 2. 3 3. 1 － 1. 9 9. 0 － 1. 3 9. 4 － 2. 7 － － 4. 0 －�
 － 2. 8 3. 1 － 2. 2 9. 0 － 1. 2 9. 7 － 2. 8 － － 3. 9 －�
 － 2. 7 3. 1 － 2. 3 9. 1 － 1. 2 10. 1 － 2. 8 － － 4. 0 －�
 － 2. 7 3. 1 － 2. 0 9. 1 － 1. 1 11. 1 － 2. 8 － － 3. 7 －�
 － 3. 0 3. 1 － 2. 6 9. 2 － 1. 3 11. 3 － 2. 6 － － 3. 8 －�
 － 3. 0 3. 1 － 2. 6 9. 3 － 1. 2 11. 1 － 2. 7 － － 3. 7 －�
 － 3. 0 3. 1 － 2. 0 9. 3 － 1. 0 10. 8 － 2. 7 － － 3. 1 －�
 － 2. 9 3. 1 － 1. 8 9. 3 － 0. 7 10. 4 － 2. 7 － － 2. 7 －�
 － 2. 8 3. 1 － 2. 0 － － 1. 0 10. 2 － 2. 6 － － 2. 7 －�

 98年 �
 99年 �
 2000年 �
 2001年 �
  2002年�
  2003年（EU予測値）�
 2002年 １～３月�
  ４～６月�
  ７～９月�
  10～12月�
 2002年 １～３月�
  ４～６月�
 2002年 ６月�
  ７月�
  ８月�
  ９月�
  10月�
  11月�
  12月�
 2003年 １月�
  ２月�
  ３月�
  ４月�
  ５月�
  ６月�

 98年 �
 99年 �
 2000年 �
 2001年 �
  2002年�
  2003年（EU予測値）�
 2002年 １～３月�
  ４～６月�
  ７～９月�
  10～12月�
 2003年 １～３月�
  ４～６月�
 2002年 ６月�
  ７月�
  ８月�
  ９月�
  10月�
  11月�
  12月�
 2003年 １月�
  ２月�
  ３月�
  ４月�
  ５月�
  ６月�

ポルトガル� ギリシャ� オランダ� ベルギー� ルクセンブルク�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 4. 6 2. 8 5. 0 3. 1 4. 8 11. 1 4. 1 2. 0 4. 1 2. 0 1. 0 12. 6 5. 8 1. 0 3. 1�
 3. 8 2. 5 4. 4 3. 4 2. 6 11. 9 4. 0 2. 2 3. 1 3. 2 1. 1 11. 7 6. 0 1. 0 2. 9�
 3. 7 2. 9 4. 0 4. 1 3. 2 11. 1 3. 3 2. 6 2. 6 3. 7 2. 5 10. 9 7. 5 3. 2 2. 6�
 1. 6 4. 4 4. 1 4. 1 3. 4 10. 5 1. 3 4. 5 2. 0 0. 8 2. 5 10. 8 3. 5 2. 7 2. 6�
 0. 5 3. 6 5. 1 4. 0 3. 6 9. 9 0. 3 3. 5 2. 3 0. 7 1. 6 11. 2 － 2. 1 2. 9�
 0. 5 3. 2 6. 5 3. 6 3. 8 9. 5 0. 5 2. 7 4. 2 1. 2 1. 4 7. 8 1. 1 2. 1 3. 3�
 1. 4 3. 3 4. 5 4. 3 4. 0 10. 9 △0. 1 3. 8 2. 2 △0. 4 2. 7 10. 8 － － 2. 9�
 2. 0 3. 4 4. 5 4. 0 3. 5 9. 6 0. 2 3. 5 2. 2 0. 4 1. 3 10. 4 － － 2. 7�
 △0. 3 3. 6 5. 1 3. 6 3. 5 9. 5 0. 7 3. 4 2. 3 0. 9 1. 3 11. 9 － － 2. 9�
 △1. 3 4. 0 6. 2 3. 5 3. 6 9. 7 0. 3 3. 3 2. 5 1. 7 1. 3 11. 7 － － 3. 3�
 △1. 2 4. 0 6. 4 4. 3 3. 8 9. 9 0. 0 2. 7 5. 1 1. 4 1. 6 11. 8 － － 3. 8�
 － － － － － － － － － － － － － － 3. 6�
 － 3. 4 － － 3. 3 － － － 4. 3 － 0. 9 10. 4 － 1. 7 2. 6�
 － 3. 4 － － 3. 3 － － － 4. 3 － 1. 3 11. 8 － 2. 0 2. 8�
 － 3. 7 － － 3. 5 － － － 4. 3 － 1. 3 12. 0 － 1. 8 2. 9�
 － 3. 7 － － 3. 5 － － － 4. 3 － 1. 3 12. 0 － 2. 0 3. 0�
 － 4. 0 － － 3. 7 － － － 4. 2 － 1. 3 11. 9 － 2. 2 3. 2�
 － 4. 0 － － 3. 6 － － － 4. 3 － 1. 1 11. 6 － 2. 2 3. 3�
 － 4. 0 － － 3. 4 － － － 4. 3 － 1. 4 11. 7 － 2. 2 3. 4�
 － 4. 0 － － 3. 1 － － － 5. 1 － 1. 2 11. 9 － 2. 3 3. 8�
 － 4. 2 － － 4. 3 － － － 5. 3 － 1. 7 11. 8 － 2. 5 3. 8�
 － 3. 9 － － 4. 1 － － － 5. 3 － 1. 8 11. 7 － 2. 7 3. 7�
 － 3. 7 － － 3. 4 － － － 5. 3 － 1. 5 11. 6 － 2. 2 ※3. 6�
 － 3. 7 － － 3. 3 － － － － － 1. 0 － － 1. 9 ※3. 6�
 － 3. 3 － － 3. 8 － － － － － 1. 6 － － 1. 8 ※3. 5

（注）１　実質GDP成長率は前年比および前年同期比。*は前期比、※は推定値。�
　　 ２　消費者物価上昇率は前年比、前年同期比および前年同月比。�
　　 ３　英国の消費者物価上昇率は基調インフレ率（住宅ローン支払い金利を除く小売物価上昇率）、失業率は失業保険申請ベース。�
　　 ４　ドイツのGDP成長率は99年４月よりEU基準に変更。�

主 要 経 済 指 標
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統計資料

アイルランド�オーストリア�スウェーデン�フィンランド� ス イ ス �
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

デンマーク�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率� 実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 2. 5 1. 3 4. 9 8. 8 2. 4 7. 4 3. 9 0. 9 7. 2 2. 9 △0. 1 6. 5 5. 3 1. 4 11. 4�
 2. 6 2. 1 4. 8 11. 1 1. 6 5. 5 2. 7 0. 6 6. 7 3. 8 0. 4 5. 6 4. 0 1. 2 10. 2�
 2. 8 2. 7 4. 4 10. 0 5. 6 4. 1 3. 5 2. 3 5. 8 4. 6 1. 0 4. 7 5. 7 3. 4 9. 8�
 1. 4 2. 3 4. 3 5. 7 4. 9 3. 8 0. 7 2. 7 6. 1 1. 2 2. 5 4. 0 0. 7 2. 6 9. 1�
 1. 6 2. 4 4. 5 6. 3 4. 6 4. 3 1. 0 1. 8 6. 9 1. 9 2. 1  1. 6 1. 6 9. 1�
 1. 5 2. 4 5. 0 3. 3 4. 2 5. 6 1. 2 1. 8 4. 5 1. 4 2. 5 5. 3 2. 2 1. 7 9. 4�
 1. 0 － 4. 3 4. 9 － － 0. 6 － － 1. 1 － － △0. 6 2. 0 9. 6�
 2. 0 － 4. 4 6. 4 － － 1. 1 － － 2. 4 － － 2. 5 1. 4 10. 4�
 1. 1 － 4. 6 7. 3 － － 1. 4 － － 2. 0 － － 2. 3 1. 4 8. 0�
 1. 0 － 4. 7 6. 4 － － 1. 1 － － 1. 3 － － 2. 7 1. 6 8. 2�
 1. 2 － 5. 0 － － － 0. 5 － － 2. 2 － － 1. 2 1. 6 9. 5�
 － － － － － － － － － － － － － 0. 9 －�
 － 2. 2 4. 4 － 4. 4 4. 4 － 1. 5 5. 7 － 2. 0 4. 0 － 1. 1 9. 0�
 － 2. 2 4. 5 － 4. 2 4. 4 － 1. 5 5. 6 － 2. 2 4. 3 － 1. 7 7. 8�
 － 2. 4 4. 6 － 4. 5 4. 4 － 2. 1 5. 8 － 2. 0 4. 1 － 1. 4 8. 1�
 － 2. 5 4. 7 － 4. 5 4. 3 － 1. 6 5. 9 － 1. 9 4. 2 － 1. 0 8. 1�
 － 2. 7 4. 7 － 4. 6 4. 3 － 1. 7 6. 3 － 2. 5 3. 7 － 1. 5 8. 5�
 － 2. 8 4. 7 － 4. 8 4. 4 － 1. 7 7. 0 － 2. 3 3. 9 － 1. 6 8. 2�
 － 2. 6 4. 8 － 5. 0 4. 4 － 1. 7 8. 3 － 2. 3 4. 1 － 1. 7 8. 1�
 － 2. 6 4. 9 － 4. 8 4. 5 － 1. 7 8. 9 － 2. 8 5. 1 － 1. 4 9. 5�
 － 2. 9 5. 0 － 5. 1 4. 5 － 1. 8 8. 6 － 3. 4 4. 5 － 1. 9 9. 0�
 － 2. 8 5. 0 － 4. 9 4. 5 － 1. 8 7. 4 － 3. 1 4. 6 － 1. 6 9. 9�
 － 2. 5 5. 0 － 4. 3 4. 6 － 1. 3 6. 8 － 2. 3 4. 6 － 1. 1 10. 4�
 － 2. 1 5. 2 － 3. 7 4. 6 － 0. 9 6. 3 － 1. 9 4. 2 － 1. 7 11. 4�
 － 2. 0 － － 3. 5 4. 7 － 1. 0 5. 9 － 1. 8 4. 8 － 1. 8 －�

 2. 3 0. 0 3. 9�
 1. 6 0. 8 2. 7�
 3. 2 1. 6 2. 0�
 0. 9 1. 0 1. 9�
 － 0. 6 2. 8�
 1. 3 － －�
 0. 2 0. 6 2. 6�
 1. 0 0. 7 2. 5�
 1. 3 0. 3 2. 6�
 0. 8 1. 0 3. 3�
 △1. 0 1. 0 3. 9�
 － － －�
 － 0. 3 2. 5�
 － △0. 1 2. 6�
 － 0. 5 2. 7�
 － 0. 5 2. 8�
 － 1. 2 3. 0�
 － 0. 9 3. 3�
 － 0. 9 3. 6�
 － 0. 8 3. 8�
 － 0. 9 3. 9�
 － 1. 3 3. 9�
 － 0. 7 3. 9�
 － － －�
 － － －�

アイスランド� ポーランド� チ ェ コ � ハンガリー� ルーマニア�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

ノルウェー�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率� 実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 2. 6 2. 2 3. 2 5. 3 1. 7 2. 8 4. 8 11. 8 10. 4 △2. 2 10. 7 7. 5 4. 9 14. 3 7. 8�
 2. 1 2. 3 3. 2 3. 6 3. 4 1. 9 4. 1 7. 3 13. 1 0. 5 2. 1 9. 4 4. 2 10. 0 7. 0�
 2. 8 3. 1 3. 4 5. 5 5. 0 1. 3 4. 0 10. 1 15. 0 3. 3 3. 9 8. 8 5. 2 9. 8 6. 4�
 1. 9 3. 0 3. 6 3. 6 6. 7 1. 4 1. 1 5. 5 17. 4 3. 3 4. 7 8. 9 3. 8 9. 2 5. 7�
 1. 0 1. 3 3. 9 ※△0. 5 4. 8 2. 5 － － － 2. 0 1. 8 9. 8 3. 3 5. 3 －�
 2. 2 － － 1. 5 － － 2. 5 1. 1 20. 6 2. 8 1. 5 7. 0 3. 7 5. 0 6. 2�
 △1. 5 1. 1 4. 1 0. 7 9. 0 2. 6 0. 5 3. 4 18. 2 3. 6 － － 2. 9 6. 2 5. 8�
 5. 1 0. 4 4. 0 1. 3 6. 1 2. 5 0. 9 2. 1 17. 4 2. 5 － － 3. 0 5. 5 5. 6�
 0. 6 1. 5 3. 8 △1. 3 3. 5 2. 2 1. 8 1. 3 17. 6 1. 7 － － 3. 5 4. 6 5. 9�
 △0. 2 2. 2 3. 7 △2. 5 2. 4 2. 8 2. 2 0. 9 18. 1 1. 5 － － 3. 7 4. 8 5. 9�
 2. 8 4. 5 4. 2 3. 3 1. 7 4. 0 2. 2 0. 5 18. 7 2. 2 － － 2. 7 4. 6 6. 4�
 － 2. 2 － － 2. 1 4. 1 － 0. 5 17. 8 － － － － － －�
 － 0. 4 3. 7 － 4. 8 2. 3 － 1. 6 17. 3 － 1. 2 8. 7 － 4. 8 －�
 － 1. 6 3. 7 － 4. 1 2. 3 － 1. 3 17. 4 － 0. 6 9. 2 － 4. 6 －�
 － 1. 4 3. 8 － 3. 2 2. 2 － 1. 2 17. 4 － 0. 6 9. 4 － 4. 5 －�
 － 1. 4 3. 9 － 3. 1 2. 2 － 1. 3 17. 6 － 0. 8 9. 4 － 4. 6 －�
 － 1. 8 4. 1 － 2. 9 2. 5 － 1. 1 17. 5 － 0. 6 9. 3 － 4. 9 －�
 － 2. 1 4. 1 － 2. 4 2. 8 － 0. 9 17. 8 － 0. 5 9. 3 － 4. 8 －�
 － 2. 8 4. 1 － 2. 0 3. 0 － 0. 8 18. 1 － 0. 6 9. 8 － 4. 8 －�
 － 5. 0 4. 2 － 1. 4 3. 8 － 0. 5 18. 7 － △0. 4 10. 2 － 4. 7 －�
 － 4. 8 4. 1 － 1. 5 4. 1 － 0. 5 18. 8 － △0. 4 10. 2 － 4. 5 －�
 － 3. 7 4. 3 － 2. 2 4. 0 － 0. 6 18. 7 － △0. 4 10. 0 － 4. 7 －�
 － 2. 9 4. 5 － 2. 3 － － 0. 3 18. 4 － △0. 1 9. 6 － 3. 9 －�
 － 2. 1 － － 2. 2 － － 0. 4 17. 9 － 0. 0 9. 4 － 3. 6 －�
 － 1. 7 － － 1. 8 － － 0. 8 17. 8 － 0. 3 9. 5 － 4. 3 －�

 △5. 4 59. 1 10. 3�
 △3. 2 45. 9 11. 8�
 1. 6 45. 6 10. 5�
 5. 3 30. 3 8. 6�
 4. 9 17. 8 8. 1�
 4. 9 16. 0 8. 7�
 － － －�
 － － －�
 － － －�
 － － －�
 － － －�
 － － －�
 － 24. 0 9. 6�
 － 23. 0 9. 0�
 － 21. 3 8. 5�
 － 19. 7 8. 2�
 － 18. 8 8. 0�
 － 18. 6 8. 1�
 － 17. 8 8. 1�
 － 16. 5 8. 3�
 － 16. 3 8. 5�
 － 17. 1 8. 3�
 － 16. 0 7. 8�
 － 14. 4 7. 4�
 － 14. 0 7. 1

（注）５　オランダの失業率は2003年から計算方法が変更。�
　　　６　ルクセンブルクの実質GDP成長は、2001年１月より96年までさかのぼり計算方法が変更。�
　　 ７　デンマークはEU基準。�
資料：各国統計による。2003年の年データは欧州委員会経済・金融総局“Economic Forecasts Spring 2003”による予測値。�
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ユーロ圏12カ国�

英 国 �

ス イ ス �

デンマーク�

スウェーデン�

ノルウェー�

アイスランド�

ポーランド�

チ ェ コ �

スロバキア�

ハンガリー�

ルーマニア�

ブルガリア�

ユーロ�

英国ポンド�

スイス・フラン�
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ノルウェー・クローネ�
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スロバキア・コルナ�

ハンガリー・フォリント�
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ブルガリア・レバ�

EUR�

GBP�

CHF�

DKK�

SEK�

NOK�

ISK�

PLN�

CZK�

SKK�

HUF�

ROL�

BGL

－�

0.71�

1.53�

7.43�

9.21�

8.18�

88.56�

4.37�

32.13�

41.82�

261.48�

37,379.4�

1.95

0.88�

0.62�

1.35�

6.54�

8.10�

7.19�

77.86�

3.84�

28.25�

36.76�

229.88�

32,861.0�

1.71

136.72�

193.74�

89.15�

18.39�

14.85�

16.72�

1.54�

31.26�

4.25�

3.27�

0.52�

0.37�

70.26

注：1）ユーロ圏12カ国は、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、
ポルトガル、アイルランド、オーストリア、フィンランド、ギリシャ�

　   2）小数点第２位以下で四捨五入（ルーマニアを除く）。�
出所：フィナンシャル・タイムズ紙のウェッブサイト“FT.com”による8月7日時点のレート。�
　　　http://www.marketprices.ft.com/markets/currencies/ab �
　　　http://mwprices.ft.com/custom/ft-com/currency.asp
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